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1

子供家庭支援区市町村包括補
助事業
（先駆的事業・選択事業・一般
事業）

福祉保健局

　区市町村が地域の実情に応じ、創
意工夫を凝らして主体的に実施する
子供家庭分野における基盤の整備
及びサービスの充実を目的とする事
業を支援することにより、都における
福祉保健施策総体の向上を図る。

※翌年度確定のため未確定

60区市町村（23区26市5町6村）
　○先駆的事業：68件、92,576千円
　○選択事業（サービスの充実）：
811件、2,053,093千円
　○選択事業（基盤の整備）：474
件、1,163,390千円
　○一般事業：107件、370,297千円
　合計　1,460件　3,679,356千円

60区市町村（23区26市5町6村）
　○先駆的事業：21件、49,155千円
　○選択事業（サービスの充実）：
749件、1,947,339千円
　○選択事業（基盤の整備）：578
件、1,145,167千円
　○一般事業：187件、3,988,287千円
　合計　1,535件　7,129,948千円

60区市町村（23区26市5町6村）
　○先駆的事業：26件、317,216千円
　○選択事業（サービスの充実）：
724件、1,970,932千円
　○選択事業（基盤の整備）：452
件、1,187,774千円
　○一般事業：191件、3,442,985千円
　合計　1,393件　6,918,907千円

60区市町村（23区26市5町6村）
　○先駆的事業：4件、36,158千円
　○選択事業（サービスの充実）：
677件、1,836,921千円
　○選択事業（基盤の整備）：522
件、1,069,634千円
　○一般事業：198件、2,893,943千円
　合計　1,401件　5,836,656千円

60区市町村（23区26市5町6村）
　○先駆的事業：3件、23,836千円
　○選択事業（サービスの充実）：
461件、1,447,559千円
　○選択事業（基盤の整備）：408
件、1,331,077千円
　○一般事業：192件、2,461,179千円
　合計　1,064件　5,263,651千円

2
☆生涯を通じた女性の健康支
援事業

福祉保健局

　電話相談事業（「女性のための健
康ホットライン」「妊娠相談ほっとライ
ン」「不妊・不育ホットライン」）により
女性の様々な悩みに対応するととも
に、若い世代が妊娠適齢期や不妊
等について、正確な知識を持つこと
ができるよう、普及啓発を行う。

女性のための健康ホットライン
1,261件
不妊・不育ホットライン　440件
妊娠相談ほっとライン　電話　3,700
件、メール　985件
妊娠適齢期等に関する普及啓発
webサイト及びリーフレットを制作
妊娠支援ポータルサイトを制作
LINEチャットボット「妊娠したかも相
談＠東京」を制作
妊産婦向けオンライン相談　355件

女性のための健康ホットライン
1,092件
不妊・不育ホットライン　302件
妊娠相談ほっとライン　電話　3,325
件、メール　799件
妊娠適齢期等に関する普及啓発
webサイト及びリーフレットを制作
妊娠支援ポータルサイトを制作

女性のための健康ホットライン
1,127件
不妊・不育ホットライン　393件
妊娠相談ほっとライン　電話　2,661
件、メール　425件
妊娠適齢期等に関する普及啓発
webサイト及びリーフレットを制作

女性のための健康ホットライン　703
件
不妊・不育ホットライン　410件
妊娠相談ほっとライン　電話　2,360
件、メール　379件
朝日新聞及び情報サイト「withnews」
「マイナビフレッシャーズ」に広告記
事を掲載した。

女性のための健康ホットライン　719
件
不妊・不育ホットライン　501件
妊娠相談ほっとライン　電話　2,352
件、メール　496件
毎日新聞及び情報サイト「マイナビフ
レッシャーズ」に広告記事を掲載す
るとともに、インターネット広告を実
施した。

女性のための健康ホットライン　591
件
不妊・不育ホットライン　476件
妊娠相談ほっとライン　電話　1,164
件、メール　369件
フリーペーパー４誌に広告記事を掲
載した。
６大学で講座を行った（計524名参
加）。

3
☆不妊検査・不妊治療費の助
成

福祉保健局

　不妊検査及び一般不妊治療の費
用の一部を助成する（平成２９年度
事業開始）。
　また、特定不妊治療の費用の一部
（特定不妊治療に至る過程の一環と
して行われる男性不妊治療の費用
の一部も含む）を助成する。平成30
年度から、対象を事実婚の方にも拡
大。

○不妊検査等助成
　助成件数　10,383件

○特定不妊治療費助成
　助成件数　20,667件

○不妊検査等助成
　助成件数　6,930件

○特定不妊治療費助成
　助成件数　17,530件

○不妊検査等助成
　助成件数　5,190件

○特定不妊治療費助成
　助成件数　16,651件

○不妊検査等助成
　助成件数　2,000件

○特定不妊治療費助成
　助成件数　17,431件

特定不妊治療費助成件数　18,474
件
（治療1回につき上限額A20万円
/B25万円/C・F7.5万円/D・E15万
円。治療開始時の妻の年齢が39歳
まで通算6回、妻の年齢が40歳～42
歳まで通算３回、43歳以上は助成対
象外

特定不妊治療費助成件数　20,506
件
（治療1回につき上限額A20万円
/B25万円/C・F7.5万円/D・E15万
円。平成25年度までに助成を受けた
ことがある方：初年度は3回、2年度
目以降は1年度当たり2回を限度に
通算5年度まで、かつ、合計10回ま
で助成（H28年3月末まで適用）平成
26年度以降初めてこの制度を利用
する方：治療開始時の妻の年齢が
39歳まで通算6回、妻の年齢が40歳
以上は年度2回（初年度3回）（平成
28年3月末まで適用））

6
☆とうきょうママパパ応援事業
（旧　出産・子育て応援事業（ゆ
りかご・とうきょう事業）

福祉保健局 ■

　全ての妊婦を対象に専門職が面
接を行い、心身の状態や家庭の状
況を把握し、ニーズに応じた支援を
妊娠期から子育て期にわたり切れ
目なく行う区市町村の取組を支援す
る。

55区市町村（21区26市3町5村）が実
施

46区市町村（19区21市3町3村）が実
施

43区市町村（17区20市3町3村）が実
施

41区市町村（17区19市3町2村）が実
施

32区市町村（16区11市3町2村）が実
施

13区市町村（9区1市2町1村）が実施

7 ☆在宅子育てサポート事業 福祉保健局

生後１歳未満の子供を持ち、保育
サービスを受けていない家庭を対象
として、家事支援サービスの利用支
援を行うことで、保護者の負担軽減
をはかるとともに、支援が必要な家
庭を適切なサービスにつなぎ、要支
援家庭への移行を未然に防止する。

5区市（3区2市） 4区市（1区3市） 4区市（1区3市）

9 母子保健支援事業 福祉保健局

　母子保健運営協議会の開催や区
市町村職員等を対象とした研修の
実施により、地域における母子保健
水準の維持・向上を図る。

母子保健運営協議会：年1回開催
母子保健研修：年４回開催（1，2、3
月に実施）、コロナ影響により書面開
催

母子保健運営協議会：年1回開催
母子保健研修：年10回開催（5，6，
7，9，10，11，12，1，2月に実施）、参
加者合計1,522名

母子保健運営協議会：年1回開催
母子保健研修：年10回開催（5，6，
7，8，9，10，11，12，1，2月に実施）、
参加者合計1,697名

母子保健運営協議会：年1回開催
母子保健研修：年10回開催（5，6，
7，8，9，10，11，12，1，2月に実施）、
参加者合計1,538名

母子保健運営協議会：年１回開催
母子保健研修：年１０回実施（５、６、
７、８、９、１０、１１、１２、１、２月に実
施）、参加者合計　2,006名

母子保健運営協議会：年１回開催
母子保健研修：年１０回実施（５、６、
７、８、９、１０、１１、１２、１、２月に実
施）、参加者合計　1,656名

「東京都子供・子育て支援総合計画（第２期）」の事業の概要と実績（令和２年度末）

事業No.

参考資料２

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 1／67
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10 TOKYO子育て情報サービス 福祉保健局

　妊娠や子育て、子供の事故防止や
応急手当等に関する情報をインター
ネットや電話（自動音声）により２４時
間３６５日提供することにより、子育
て家庭の不安の軽減を図る。

web 12,145件
音声　945件
web    6,836件

音声　1054件
web    8809件

音声　　1,328件
ＷＥＢ　8,313件

音声　1,637件
ＷＥＢ　9,227件

音声　2,226件
ＷＥＢ　10,599件

11 東京都こども医療ガイド 福祉保健局

　子供の病気やケガの対処の仕方、
病気の基礎知識、子育てのアドバイ
スなどを、ホームページで情報提供
し、子育て経験の少ない親の不安の
軽減を図る。

ホームページアクセス件数　225,983
件

ホームページアクセス件数
1,472,988件

ホームページアクセス件数
1,055,349件

ホームページアクセス件数
1,002,430件

ホームページアクセス件数　389,694
件

ホームページアクセス件数　104,593
件

12
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」

福祉保健局

　休日や夜間に子供が急に熱を出し
た場合など、その時間に診療してい
る近くの医療機関を電話で案内する
サービスや、インターネットにより医
療機関のきめ細かい情報提供を２４
時間実施し、都民の多様なニーズに
対応していく。

案内件数　2,327,509件
・携帯サイト　41,658件
・ホームページ　2,268,714件
・音声自動応答サービス　17,137件

案内件数　4,885,847件
・携帯サイト　81,823件
・ホームページ　4,788,052件
・音声自動応答サービス　15,972件

案内件数　5,467,994
・携帯サイト　74,881件
・ホームページ　5,377,117件
・音声自動応答サービス　15,996件

案内件数　4,491,893件
　・携帯サイト：59,820件
　・ホームページ：4,413,866件
　・音声自動応答サービス：18,207件

案内件数　2,605,135件
　・携帯サイト：39,036件
　・ホームページ：2,547,150件
　・音声自動応答サービス：18,949件

案内件数　1,683,391件
　・携帯サイト：43,039件
　・ホームページ：1,620,867件
　・音声自動応答サービス：19,485件

13
☆電話相談「子供の健康相談
室」（小児救急相談）

福祉保健局

　子供の健康や救急に関する相談
に対して、看護師や保健師（必要に
応じて小児科医師）が対応し、保護
者の不安の軽減を図る。

相談受付件数：　102,003件 相談受付件数：　145,426件 相談受付件数：　100,600件 ・相談受付件数　89,683件 ・相談受付件数　68,630件 ・相談受付件数　36,903件

14
子育て家庭のための情報交流
コーナーの設置

病院経営本部

　小児総合医療センターにおいて、
子育て家族同士の交流が図れる
ファミリールーム・交流コーナーや、
子供の病気や医療に関する情報収
集ができる情報コーナーを設置し、
家族の子育て力を高めていく。

令和2年度は新型コロナウイルス感
染予防対策のため、情報コーナー
（森のライブラリー）を4月8日から休
館とした。開館の実績は年間2回（令
和元年度297回）、来館者数は年間
延べ53人（令和元年度延べ9,523人）
であった。
また、患者家族向けに学びの場を提
供することを目的とした、診療各科
によるミニ勉強会についても、感染
予防対策のため開催を中止した。
（令和元年度8回開催、262名参加）
図書については、利用者アンケート
や多職種の意見等も含めて検討し、
精神疾患、小児がん、周産期医療
等、当院特有の疾患について、子ど
も向け、家族向けのものを中心に選
定した。

ボランティアの協力により、情報コー
ナー（森のライブラリー）を年間297
回（昨年度298回）開館し、来館者数
は年間延べ9,523人と昨年度（延べ
9,351人）とほぼ同水準である。
また、患者家族向けに学びの場を提
供することを目的とし、診療各科によ
るミニ勉強会を8回開催、計262名
（昨年度189名）の参加があり、昨年
度よりも参加者が増加した。
図書については、利用者アンケート
や多職種の意見等も含めて検討し、
精神疾患・小児がん・周産期医療
等、当院特有の疾患についてのもの
を中心に選定した。

ボランティアの協力により、情報コー
ナー（森のライブラリー）を年間298
回（昨年度270回）開館し、来館者数
は年間延べ9,351人と昨年度（延べ
8,294人）に比べ増加傾向にある。
また、患者家族向けに学びの場を提
供することを目的とし、診療各科によ
るミニ勉強会を7回開催、計189名の
参加があった。
図書については、利用者アンケート
の他、「森のライブラリーPT」で収集
した多職種の意見等も含めて検討
し、当院の患者に多い疾患について
のものや、外国人向けのもの等も充
実させた。

ボランティアの協力により、情報コー
ナー（森のライブラリー）を年間270
回（月平均22.5回）開館し、来館者数
は1回平均31.8人と昨年度（平均25.1
人）に比べ増加傾向にある。
また、患者家族向けに学びの場を提
供することを目的とし、診療各科によ
るミニ勉強会を10回開催、計401名
の参加があった。
さらに、より患者・家族にとって充実
した施設となるよう、多職種からなる
「森のライブラリーPT」での検討内容
を踏まえ、アンケート用紙をより利用
者の声を収集しやすい内容に変更し
た。

ボランティアの協力により、情報コー
ナー（森のライブラリー）の年間開館
回数は323回（月平均27回）と高水準
を維持している。また、来館者数も1
日平均25.1人と昨年に比べ増加傾
向にある。
また、患者家族向けに学びの場を提
供することを目的とし、診療各科によ
るミニ勉強会を5科17回開催、計753
名の参加があった。
さらに、利用者が情報収集しやすい
環境の整備及び子育て家族同士が
相互に交流を図る場の提供を目的と
し、「森のライブラリーPT」において
施設の抱える課題を検討し改善に
努めている。なお、アンケート結果を
踏まえた図書の購入を行うとともに、
蔵書管理ソフトを導入することで適
切に書籍を管理することができてい
る。

新規ボランティア数の増加により、情
報コーナー（森のライブラリー）の年
間開館回数を、平成26年度 291回
（月平均24回）から平成27年度 364
回（月平均30回）へ拡大した。
また、プロジェクターとスクリーンを
購入し年間7回開催する、ふれあい
交流イベントに活用する等当院利用
者へよりわかりやすく情報を発信す
るとともに、ブックトラックを導入し病
棟やファミリールームでの交流に利
用した。これにより、当院利用者が
情報収集しやすい環境を提供するこ
とができ、また、子育て家族同士が
相互に交流を図ることができる場と
しても活用できている。
さらに、利用者へのアンケートを実
施し、ニーズを踏まえた書籍の購入
等、よりよいサービスの提供に努め
た。

15
来院小児者患者付き添い家族
（児童）の一時預かり

病院経営本部

　小児総合医療センターにおいて、
ボランティア等を活用した患者家族
の一時預かりサービスを実施し、付
き添い家族が安心して病院へのお
見舞いができるようにする。

新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、4月に2日間、7月に7日間の
計9日間のみの運営となった。（1日
平均利用1.8人）預かり人数について
は前年度預かり人数1570人から
1554人減（マイナス98.9％）の16人で
あった。

ボランティアの協力によりキッズルー
ムを運営した。（1日平均利用6.7人）
昨年度に引き続きボランティアを安
定的に確保できたことで、昨年度
（244日）とほぼ同程度の234日、キッ
ズルームを開設できた。預かり人数
については前年度預り人数1,830人
から260人減（マイナス15%）の1,570
人であった。

ボランティアの協力によりキッズルー
ムを運営した。（1日平均利用7.5人）
昨年度に引き続きボランティアを安
定的に確保できたことで、昨年度
（243日）と同程度の244日、キッズ
ルームを開設できた。預かり人数に
ついては1,830人となり、前年度預り
人数1,737人を上回った。

ボランティアの協力によりキッズルー
ムを運営した。（1日平均利用7.1人）
昨年度に引き続きボランティアを安
定的に確保できたことで、昨年度
（241日）と同程度の243日、キッズ
ルームを開設できたが、預かり人数
については1,737人となり、前年度預
り人数1,968人を下回った。

ボランティアの協力によりキッズルー
ムを運営した。（1日平均利用8.2人）
昨年度に引き続きボランティアを安
定的に確保できたことで、昨年度と
同じ日数の241日、キッズルームを
開設できた。
また、預かり人数についても1,968人
と、前年度預かり人数の1,974人と比
較して同程度の実績であった。

ボランティアの協力によりキッズルー
ムを運営した。（1日平均利用　8.2
人）
昨年度に引き続きボランティアを安
定的に確保できたことで、昨年度と
同じ日数の241日、キッズルームを
開設できた。
また、預かり人数についても1,974人
と、前年度預かり人数の2,064人と比
較して同程度の実績であった。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 2／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

○妊娠高血圧症候群医療費助成
（金額）1,583千円
（実人員）10人

○妊娠高血圧症候群医療費助成
（金額）2,109千円
（実人員）10人

○妊娠高血圧症候群医療費助成
（金額）2,506千円
（実人員）13人

○妊娠高血圧症候群医療費助成
（金額）1,664千円
（実人員）6人

○妊娠高血圧症候群医療費助成
（金額）　　1,193千円
（実人員）　10人

○妊娠高血圧症候群医療費助成
（金額）　　1,667千円
（実人員）　9人

○未熟児養育医療費助成
（金額）145,226千円
（実人員）6,271人(暫定値）

○未熟児養育医療費助成
（金額）149,692千円
（実人員）7,006人

○未熟児養育医療費助成
（金額）152,480千円
（実人員）6,862人

○未熟児養育医療費助成
（金額）151,933千円
（実人員）2,451人

○未熟児養育医療費助成
（金額）　　144,859千円
（実人員）　2,570人

○未熟児養育医療費助成
（金額）　　140,707千円
（実人員）　2,446人

○小児慢性特定疾病医療費助成
（金額）1,983,997千円
（実人員）8,309人

○小児慢性特定疾病医療費助成
（金額）2,050,361千円
（実人員）8,465人

○小児慢性特定疾病医療費助成
（金額）1,974,286千円
（実人員）7,469人

○小児慢性特定疾病医療費助成
（金額）1,999,572千円
（実人員）7,666人

○小児慢性特定疾病医療費助成
（金額）　　1,884,816千円
（実人員）　7,515人

○小児慢性特定疾病医療費助成
（金額）　　1,887,112千円
（実人員）　7,339人

○乳幼児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
　187,075人
助成件数（市町村部のみ）
　2,718,962件

○乳幼児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
　192,623人
助成件数（市町村部のみ）
　3,828,332件

○乳幼児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
　195,764人
助成件数（市町村部のみ）
　3,959,481件

○乳幼児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
　197,531人
助成件数（市町村部のみ）
　3,996,479件

○乳幼児医療費助成
【市町村部のみ】
（金額）　3,777,426　千円
（対象者数）　199,606　人
（助成件数）　4,056,538　件

○乳幼児医療費助成
【市町村部のみ】
（金額）　3,766,370　千円
（対象者数）　202,151　人
（助成件数）　4,004,515　件

○義務教育就学児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
   244,995人
助成件数（市町村部のみ）
　2,489,836件

○義務教育就学児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
   246,842人
助成件数（市町村部のみ）
　3,125,005件

○義務教育就学児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
　248,754人
助成件数（市町村部のみ）
　3,196,980件

○義務教育就学児医療費助成
対象者数（市町村部のみ）
　248,722人
助成件数（市町村部のみ）
　3,127,618件

○義務教育就学児医療費助成
【市町村部のみ】
（金額）　3,552,159　千円
（対象者数）　249,719　人
（助成件数）　3,190,673 件

○義務教育就学児医療費助成
【市町村部のみ】
（金額）　3,401,519　千円
（対象者数）　251,996　人
（助成件数）　3,061,647 件

○ひとり親家庭等医療費助成 ○ひとり親家庭等医療費助成 ○ひとり親家庭等医療費助成 ○ひとり親家庭等医療費助成 ○ひとり親家庭等医療費助成 ○ひとり親家庭等医療費助成
【市町村部のみ】
（金額）　946,273千円
（対象者数）　47,057　人
（助成件数）　513,168　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,030,875千円
（対象者数）　48,905　人
（助成件数）　592,884　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,054,693千円
（対象者数）　49,937人
（助成件数）　608,183件

【市町村部のみ】
（金額）　1,089,243千円
（対象者数）　51,631　人
（助成件数）　618,760　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,113,964　千円
（対象者数）　52,178　人
（助成件数）　637,879　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,104,730　千円
（対象者数）　52,226　人
（助成件数）　626,270　件

17
小児救急医療体制の充実（初
期・二次救急）

福祉保健局

　子供の急病に対応するため、区市
町村が地域の小児科医の協力を得
て実施する「小児初期救急平日夜間
診療事業」に対して積極的な支援を
行う。
　入院を必要とする小児の救急患者
に対応する二次救急医療について
は、小児科の「休日・全夜間診療事
業」を引き続き実施し、原則、固定・
通年制で常時小児科医師による対
応が可能な体制を確保する。

＜初期救急＞４1区市町村（２２区１
６市２町１村）
＜二次救急＞７９床（５３施設）

＜初期救急＞４２区市町村（２２区１
７市２町１村）
＜二次救急＞７９床（５３設）

＜初期救急＞４０区市町村（２０区１
７市２町１村）
＜二次救急＞７９床（５３設）

＜初期救急＞４０区市町村（２０区１
７市２町１村）
＜二次救急＞８０床（５４施設）

＜初期救急＞４０区市町村（２０区１
７市２町１村）
＜二次救急＞８０床（５２施設）

＜初期救急＞3６区市町（1９区16市
1町）
＜二次救急＞80床（51施設）

18 地域における小児医療研修 福祉保健局

　地域の小児初期救急診療事業に
参加する医師を確保するため、小児
科二次救急医療機関における地域
の診療所の医師等を対象とした臨
床研修や、小児救急医療への参加
を促進する小児救急研修会、地域で
小児救急医療に従事する医師の研
修会を実施する。

地域小児医療研修（臨床研修）
　４名
小児救急コース
　４５名
小児救急研修会
　５３名

地域小児医療研修（臨床研修）
　７名
小児救急研修会
　１３９名

地域小児医療研修（臨床研修）
　９名
小児救急研修会
　９４名

地域小児医療研修（臨床研修）
　１０名
小児救急研修会
　１５６名

地域小児医療研修（臨床研修）
　１２名
小児救急研修会
　１０１名

地域小児医療研修（臨床研修）
　６名
小児救急研修会
　６０名

16
各種医療費助成制度（妊娠高
血圧症候群等の医療費助成）

福祉保健局

　「小児慢性特定疾病の医療費助
成」等を行うほか、義務教育就学期
までの乳幼児及び児童に医療費助
成を行う市町村に対して、その経費
の一部を補助することにより、医療
費の負担の軽減を図る。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 3／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

19
休日・全夜間診療事業参画医
療機関施設整備費等補助（小
児）

福祉保健局

　小児科の救急患者に対し、24時間
365日小児科医が対応する診療体
制を確保するため、整備費の補助を
行う。

２施設 ２施設 ２施設 １施設 ２施設 １施設

20
休日・全夜間診療事業（小児・
専任看護師配置）

福祉保健局

　休日・全夜間診療事業（小児）を行
う医療機関において、緊急性の高い
患者の命を守るため、救急医療の要
否や診療の順番を判断する「トリ
アージ」の実施を支援し、迅速に適
切な治療につなげる体制を整備す
る。

４施設 ５施設 7施設 7施設 7施設 7施設

21
◆小児集中治療室医療従事者
研修事業

福祉保健局

　良質な小児救命、集中治療体制を
維持していくため、東京都小児救命
救急センターにおいて医師等に対す
る小児の集中治療に係る専門的な
実地研修を行う。

２施設 ２施設 ２施設

22 ☆こども救命センターの運営 福祉保健局

　重篤な小児救急患者を迅速に受
け入れ、外科・内科を問わず小児特
有の症状に対応した高度な救命治
療を実施する。合わせて、医療連携
の拠点として、円滑な転院搬送のた
めの施設間調整を行うとともに、地
域の医療機関をサポートする臨床教
育・研修等を実施する。

4施設 4施設 4施設 4施設 4施設 4施設

23 東京都小児医療協議会 福祉保健局

　小児医療体制の確保・充実に向け
た検討・協議を行う「東京都小児医
療協議会」を設置する。協議会で
は、小児救急医療体制の確保等に
向け、一次から三次救急医療施設
の小児医療ネットワークの構築につ
いて検討・協議を行う。

協議会０回　連絡会等1回　他
※新型コロナウイルス感染症対策に
よる中止

協議会０回　連絡会等1回　他
※新型コロナウイルス感染症対策に
よる中止

協議会１回　連絡会等1回　他 協議会１回　連絡会等1回　他 協議会１回　部会等２回　他 協議会１回　部会等２回　他

24 周産期医療システムの整備 福祉保健局

　出産前後の母体・胎児や新生児に
対する高度な医療に対応できる周産
期母子医療センターなどの整備を進
めるとともに、総合的な周産期医療
体制の確立を図る。

NICU（新生児集中治療室）病床数
３５６床
（参考）
総合周産期母子医療センター　1４
所
地域周産期母子医療センター　14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
３４４床
（参考）
総合周産期母子医療センター　13所
地域周産期母子医療センター　14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
３２９床
（参考）
総合周産期母子医療センター　13所
地域周産期母子医療センター　14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
３２９床
（参考）
総合周産期母子医療センター　13所
地域周産期母子医療センター　14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
３２９床
（参考）
総合周産期母子医療センター　13所
地域周産期母子医療センター　14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
３２６床
（参考）
総合周産期母子医療センター　13所
地域周産期母子医療センター　14所

25 周産期医療施設等整備費補助 福祉保健局

　都内の新生児疾患の診断･治療及
びリスクの高い妊産婦等の医療的
管理を行う周産期施設の整備等を
行うことにより、地域において出産前
後の母体胎児から新生児に至る一
貫した医療を提供する。

施設整備（小児） 1施設
施設整備（地域産科） 1施設
設備整備（小児）　   13施設
設備整備（周産期）　  5施設
設備整備（地域産科）11施設
設備整備（ＧＣＵ）  8施設
周産期救急研修用物品  5施設

施設整備（周産期） 1施設
設備整備（小児）　   14施設
設備整備（周産期）　  5施設
設備整備（地域産科） 9施設
設備整備（ＧＣＵ）  7施設
周産期救急研修用物品  5施設

施設整備（小児）　　 2施設
施設整備（地域産科） 1施設
施設整備（ＧＣＵ） 1施設
設備整備（小児）　   16施設
設備整備（周産期）　  7施設
設備整備（地域産科）10施設
設備整備（ＧＣＵ）  10施設
周産期救急研修用物品  5施設

施設整備（小児）　　 １施設
施設整備（地域産科） １施設
設備整備（小児）　   16施設
設備整備（周産期）　  6施設
設備整備（地域産科）11施設
設備整備（ＧＣＵ）  １２施設
周産期救急研修用物品  ８施設

設備整備（小児）16施設
設備整備（周産期）6施設
設備整備（地域産科）11施設
設備整備（ＧＣＵ）10施設
周産期救急研修用物品5施設

施設整備（小児）1施設、
設備整備（小児）15施設、設備整備
（周産期）8施設、設備整備（地域産
科）10施設、設備整備（ＧＣＵ）10施
設、周産期救急研修用物品1施設

26
母体救命対応総合周産期母子
医療センターの設置

福祉保健局

　救命救急センターと総合周産期母
子医療センターの密接な連携によ
り、緊急に母体救命処置が必要な妊
産褥婦を必ず受け入れる「母体救命
対応総合周産期母子医療センター」
（いわゆる「スーパー総合周産期セ
ンター」を指定し、母体が迅速に救
命処置を受けられる体制を確保する
ことにより、都民が安心して妊娠･出
産できる環境を整備する。

指定　6施設 指定　6施設 指定　6施設 指定　6施設 ６施設 ５施設

◆…第２期計画において追加した事業
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27
周産期搬送コーディネーターの
配置

福祉保健局

　総合周産期母子医療センターのブ
ロック内では受入困難な事例につい
て、都内全域の搬送調整等を集中し
て行う周産期搬送コーディネーター
を配置することにより、総合周産期
母子医療センターにおいて搬送調整
業務を行う医師の負担軽減を図ると
ともに、母体･新生児の迅速な医療
の確保を図る。

周産期搬送コーディネーターを配置
し、都内全域の搬送調整を実施し
た。

周産期搬送コーディネーターを配置
し、都内全域の搬送調整を実施し
た。

周産期搬送コーディネーターを配置
し、都内全域の搬送調整を実施し
た。

周産期搬送コーディネーターを配置
し、都内全域の搬送調整を実施し
た。

周産期搬送コーディネーターを配置
し、都内全域の搬送調整を実施

周産期搬送コーディネーターを配置
し、都内全域の搬送調整を実施

28
☆周産期医療ネットワークグ
ループの構築

福祉保健局

　周産期医療ネットワークグループ
を構築し、地域の中で一次、二次、
三次それぞれの医療機関が機能に
応じた役割分担と連携をすすめ、リ
スクに応じた医療提供体制を構築す
る。

都内全域を８つのブロックに分け、
周産期医療ネットワークグループの
連携会議を実施

都内全域を８つのブロックに分け、
周産期医療ネットワークグループの
連携会議を実施

都内全域を８つのブロックに分け、
周産期医療ネットワークグループの
連携会議を実施

周産期医療ネットワークグループの
構築を進め、計8グループで連携会
議を開催した。

周産期医療ネットワークグループの
構築を進め、計8グループで連携会
議を開催した。

周産期医療ネットワークグループの
構築を進め、計8グループで連携会
議を開催した。

29 周産期連携病院の確保 福祉保健局

　ミドルリスクの妊産婦に緊急診療
を行う「周産期連携病院」を必要に
応じ整備していくことにより、周産期
母子医療センターへの分娩･搬送集
中を緩和し、妊婦のリスクに応じた
体系的な受入体制の確保を図る。

12施設 12施設 12施設 指定　１０施設 １０施設指定
新規指定　1施設
（累計　10施設）

30 多摩新生児連携病院の確保 福祉保健局

　区部に比べて周産期母子医療セン
ターが少ない多摩地域において、比
較的リスクの高い新生児の対応が
可能な医療機関を確保することによ
り、多摩地域の新生児受入体制の
強化を図る。

2施設（東京慈恵会医科大学附属第
三病院、青梅市立総合病院）

1施設（東京慈恵会医科大学附属第
三病院）

1施設（東京慈恵会医科大学附属第
三病院）

指定　１施設 指定　２施設
新規指定　1施設
（累計　2施設）

31 在宅移行支援病床運営事業 福祉保健局

　NICUやGCUに長期入院している又
は同等の病状を有する気管切開以
上の呼吸管理を必要とする小児に
ついて、NICU・GCUと在宅療養の間
に中間的な病床として在宅移行支援
病床を設置し、在宅生活への円滑な
移行の促進を図る。

11施設44床（都立施設除く） 8施設38床（都立施設除く） 8施設38床（都立施設除く） 8施設36床(都立施設を除く） 6施設34床(都立施設を除く） ７施設３６床（都立施設を除く。）

32 在宅療養児一時受入支援事業 福祉保健局
　NICU等長期入院児等の在宅医療
中の定期的医学管理及び保護者の
レスパイトケアを実施する。

23施設49床（都立施設除く） 19施設42床（都立施設除く） 18施設39床（都立施設除く） 18施設40床（都立施設を除く） 15施設32床（都立施設を除く） 15施設32床（都立施設を除く）

33
地域医療を担う医師養成事業
（医師奨学金）

福祉保健局

　将来、都内の医師確保が必要な地
域や診療科等に医師として従事しよ
うとする者に対し、奨学金を貸与し、
都内の医師確保が必要な地域や診
療科等（小児医療、周産期医療、救
急医療等）の医師の確保及び質の
向上を図る。

【特別貸与】
奨学金被貸与者　268名
（うち新規被貸与者　25名（順天堂大
学10名、杏林大学10名、東京慈恵
会医科大学5名））
・被貸与者のうち24名が臨床研修を
終了し、令和3年度から指定領域(小
児・周産期等）への従事を開始す
る。

【一般貸与】
平成29年度をもって新規採用を終了

【特別貸与】
奨学金被貸与者　243名
（うち新規被貸与者　24名（順天堂大
学10名、杏林大学10名、東京慈恵
会医科大学4名））
・被貸与者のうち24名が臨床研修を
終了し、令和2年度から指定領域(小
児・周産期等）への従事を開始す
る。

【一般貸与】
平成29年度をもって新規採用を終了
・被貸与者のうち4名が臨床研修を
終了し、令和2年度から指定領域(小
児・周産期等）への従事を開始す
る。

【特別貸与】
奨学金被貸与者　243名
（うち新規被貸与者　24名（順天堂大
学10名、杏林大学10名、東京慈恵
会医科大学4名））
・被貸与者のうち24名が臨床研修を
終了し、令和2年度から指定領域(小
児・周産期等）への従事を開始す
る。

【一般貸与】
・被貸与者のうち4名が臨床研修を
終了し、令和2年度から指定領域(小
児・周産期等）への従事を開始す
る。

【特別貸与】
奨学金被貸与者　１９４名
（うち新規被貸与者　25名（順天堂大
学１０名、杏林大学10名、東京慈恵
会医科大学5名））
・被貸与者のうち１２名が臨床研修
を終了し、平成３０年度から指定領
域(小児・周産期等）への従事を開始
する。

【一般貸与】
奨学金被貸与者　１１名
（うち新規被貸与者　６名）
・被貸与者のうち５名が臨床研修を
終了し、平成３０年度から指定領域
(小児・周産期等）への従事を開始す
る。

【特別貸与】
奨学金貸与者　１４９名
（新規被貸与者　25名（順天堂大学
１０名、杏林大学10名、東京慈恵会
医科大学5名））
・被貸与者のうち５名が臨床研修を
終了し、平成29年度から指定領域
(小児・周産期等）への従事を開始す
る。

【一般貸与】
奨学金貸与者　１３名
（うち新規被貸与者　５名）
・被貸与者のうち７名が臨床研修を
終了し、平成29年度から指定領域
(小児・周産期等）への従事を開始す
る。

【特別貸与】
奨学金貸与者　１３９名
（うち新規被貸与者　25名（順天堂大
学１０名、杏林大学10名、東京慈恵
会医科大学5名））
○奨学金を受けている学生に対し、
引き続き講義や研修を実施した。
○平成27年度新規貸与者について
も、引き続き、「東京都地域枠入学
試験」において都が関与する面接試
験を実施し、被貸与者25名を決定し
た。

【一般貸与】
奨学金貸与者　１４名
（うち新規被貸与者　８名）
○奨学金を受けている学生に対し、
島しょ地域における研修や講義、説
明会等を実施し、地域における医療
の現状及び重要性を学ぶ機会を設
けた。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 5／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

34 産科医等育成・確保支援事業 福祉保健局

　地域でお産を支える産科医等に対
し分娩手当等を支給することにより、
処遇改善を通じて急激に減少する産
科医療機関及び産科医等の確保を
図るとともに、臨床研修後の専門的
な研修において、研修手当等を支給
することにより、将来の産科医療を
担う医師の育成を図る。

確保支援事業　 73施設
育成支援事業　 14施設

確保支援事業　 75施設
育成支援事業　 16施設

確保支援事業　 79施設
育成支援事業　 17施設

確保支援事業　 88施設
育成支援事業　1 5施設 補助実績　94施設 補助実績　94施設

35
新生児医療担当医育成・確保
支援事業

福祉保健局

　NICU入院児を担当する医師に手
当を支給することにより、処遇改善
を通じて新生児担当医の確保を図る
とともに、臨床研修修了後の専門的
な研修において、研修医手当等を支
給することにより、将来の新生児医
療を担う医師の育成を図る。

確保支援事業　12施設
育成支援事業   4施設

確保支援事業　13施設
育成支援事業   4施設

確保支援事業　13施設
育成支援事業   5施設

確保支援事業　13施設
育成支援事業 　 5施設 補助実績　1４施設 補助実績　1３施設

36 病院勤務者勤務環境改善事業 福祉保健局

　都内医療体制の安定的な確保が
可能となるよう、病院勤務医師及び
看護職員の勤務環境を改善し、離
職防止と定着を図る取組及び職場
を離れた医師等の再就業を支援す
る取組を行う病院を支援する。

延べ６０（実数４４）の病院へ補助を実
施
≪勤務環境改善及び再就業支援事
業≫
　○　復職研修及び就労環境改善事
業
　　　　　２５病院
　○　相談窓口の設置
　　　　　５病院
≪チーム医療推進の取組≫
　　　　　３０病院
≪勤務環境改善施設・設備整備事業
≫
　休憩室・当直室の新築、増改築又は
改修に係る施設・設備の整備
　　・　施設整備　０病院
　　・　設備整備　０病院

延べ６０（実数４４）の病院へ補助を実
施
≪勤務環境改善及び再就業支援事
業≫
　○　復職研修及び就労環境改善事
業
　　　　　２５病院
　○　相談窓口の設置
　　　　　５病院
≪チーム医療推進の取組≫
　　　　　３０病院
≪勤務環境改善施設・設備整備事業
≫
　休憩室・当直室の新築、増改築又は
改修に係る施設・設備の整備
　　・　施設整備　０病院
　　・　設備整備　０病院

延べ６５（実数５１）の病院へ補助を実
施。
≪勤務環境改善及び再就業支援事
業≫
　○　復職研修及び就労環境改善事
業
　　　　　２５病院
　○　相談窓口の設置
　　　　　６病院
≪チーム医療推進の取組≫
　　　　　２７病院
≪勤務環境改善施設・設備整備事業
≫
　休憩室・当直室の新築、増改築又は
改修に係る施設・設備の整備
　　・　施設整備　５病院
　　・　設備整備　２病院

　延べ５９病院（実数：４８病院）に補
助を実施
○　病院研修及び就労環境改善
　　　　２７病院
○　相談窓口の設置
　　　　５病院
○　チーム医療推進の取組
　　　　２６病院

　延べ６２病院（実数：４６病院）に補
助を実施
○　病院研修及び就労環境改善
　　　　２３病院
○　相談窓口の設置
　　　　８病院
○　チーム医療推進の取組
　　　　３０病院
○　設備整備事業
　　 　１病院

　延べ５６病院（実数：41病院）に補
助を実施
○　病院研修及び就労環境改善
　　　　２１病院
○　相談窓口の設置
　　　　９病院
○　チーム医療推進の取組
　　　　２６病院
○　設備整備事業
　　　 　１病院

37
医療保健政策区市町村包括補
助事業

福祉保健局

　身近な地域医療・保健の実施主体
である区市町村が地域の実情に合
わせて行う自主的、主体的な取組を
支援し、医療保健サービスの向上を
推進する。

１，８２５，８５５千円（交付決定額） 交付確定額　１，５７８，８０８千円 交付確定額　１，６５４，４８８千円 交付確定額　１，５５９，９０７千円 交付確定額　１，５７６，６６７千円 交付確定額　１，６２７，０８４千円

38
☆要支援家庭の早期発見に向
けた取組

福祉保健局

　母子健康手帳交付時や新生児訪
問時の機会等を活用して、支援が必
要な家庭の早期発見を図り、保健
所・保健センターの個別指導、子供
家庭支援センターで実施する在宅
サービスなど、適切な支援につなげ
る区市町村の取組を促進する。

○子供家庭支援区市町村包括補助
事業
　28か所の自治体が実施

○子供家庭支援区市町村包括補助
事業
　28か所の自治体が実施

○子供家庭支援区市町村包括補助
事業
　28か所の自治体が実施

○子供家庭支援区市町村包括補助
事業
　27か所の自治体が実施

○子供家庭支援区市町村包括補助
事業
　28か所の自治体が実施

○普及啓発
　母子保健研修の実施　５回
○子供家庭支援区市町村包括補助
事業
　29か所の自治体が実施

39
乳児家庭全戸訪問事業（こん
にちは赤ちゃん事業）

福祉保健局 ■

　生後４か月までの乳児のいるすべ
ての家庭を訪問する乳児家庭全戸
訪問事業に取り組む区市町村を支
援する。

58区市町村（23区26市4町5村） 58区市町村（23区26市4町5村） 58区市町村（23区26市4町5村） 56区市町村（23区25市4町4村） 55区市町村（23区25市4町3村） 55区市町村（23区25市4町3村）

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 6／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

40
子供家庭支援センター事業＜
子供家庭支援区市町村包括補
助事業＞

福祉保健局

　地域の子供と家庭を支援するた
め、区市町村における第一義的な相
談窓口、在宅サービスの提供・調整
機関、関係機関や団体のコーディ
ネート機関として、子育て支援ネット
ワークの核となる子供家庭支援セン
タ―の取組を支援する。また、児童
虐待対応の専門性を強化した子供
家庭支援センターを設置して虐待の
未然防止や早期発見・対応に取り組
む区市町村を支援する。

【参考】子供家庭支援センター事業
60区市町村（23区26市5町6村）

【参考】子供家庭支援センター事業
（先駆型から類型変更）
55区市町（23区26市5町1村）

【参考】子供家庭支援センター事業
60区市町村（23区26市5町6村）

【参考】子供家庭支援センター事業
（先駆型から類型変更）
55区市町（23区26市5町1村）

【参考】子供家庭支援センター事業
60区市町村（23区26市5町6村）

【参考】子供家庭支援センター事業
（先駆型から類型変更）
54区市町（23区26市5町）

【参考】子供家庭支援センター事業
60区市町村（23区26市5町6村）

【参考】先駆型子供家庭支援セン
ター事業
53区市町（23区26市4町）

【参考】子供家庭支援センター事業
60区市町村（23区26市5町6村）

【参考】先駆型子供家庭支援セン
ター事業
53区市町（23区26市4町）

【参考】子供家庭支援センター事業
60区市町村（23区26市5町6村）

【参考】先駆型子供家庭支援セン
ター事業
53区市町（23区26市4町）

41 養育支援訪問事業 福祉保健局 ■

　保護者の養育を支援することが特
に必要な家庭を訪問し支援する養育
支援訪問事業に取り組む区市町村
を支援する。

55区市町村（23区26市5町1村） 55区市町村（23区26市5町1村） 55区市町村（23区26市5町1村） 54区市町（23区26市5町） 53区市町（23区26市4町） 53区市町（23区26市4町）

42
親の子育て力向上支援事業
＜子供家庭支援区市町村包括
補助事業＞

福祉保健局

　子育てに不安を持つ親に対し、グ
ループワークを通し子育てスキルの
向上や仲間作りを促進し、育児不安
の解消を図る取組を支援する。

事業実施　２６区市（１２区１４市） 事業実施　30区市（15区15市） 事業実施　29区市（16区13市） 事業実施　30区市（17区13市） 事業実施　29区市（16区13市）
事業実施　28区市（15区13市）

43
子育て短期支援事業（ショート
ステイ・トワイライトステイ）

福祉保健局 ■

　子供の年齢等にかかわらず、すべ
ての子育て家庭が、ショートステイ・
トワイライトステイのサービスを、必
要に応じて利用することができるよう
取り組む区市町村を支援する。

51区市町（23区26市2町）（実績報告
ベース）
ショートステイ　　　51区市町（23区26
市2町）
トワイライトステイ 2４区市（1６区8
市）

51区市町（23区26市2町）（実績報告
ベース）
ショートステイ　　　51区市町（23区26
市2町）
トワイライトステイ 23区市（15区8市）

51区市町（23区26市2町）（実績報告
ベース）
ショートステイ　　　51区市町（23区26
市2町）
トワイライトステイ 22区市（14区8市）

51区市町（23区26市2町）（実績報告
ベース）
ショートステイ　　　51区市町（23区26
市2町）
トワイライトステイ 22区市（14区8市）

5０区市町（23区25市2町）（実績報告
ベース）
ショートステイ　　　50区市町（23区25
市2町）
トワイライトステイ　21区市（13区8
市）

51区市町（23区26市2町）（実績報告
ベース）
ショートステイ　　　51区市町（23区26
市2町）
トワイライトステイ　18区市（11区7
市）

44

☆要支援家庭を対象とした
ショートステイ事業
〈子供家庭支援区市町村包括
補助事業〉

福祉保健局

　養育に特に支援が必要な家庭の
児童に対し、子育て支援の一環とし
てショートステイサービスを提供し、
子供の成長や保護者を支援すること
により、安心して子育てに取り組むこ
とができる環境整備を支援する。

1３区１市 12区１市 10区１市 ３区１市 実施自治体２自治体 実施自治体０自治体

45
子育て短期支援事業実施施設
の整備

福祉保健局

　保護者の利便性やケースワークの
質の向上を図るため、子供家庭支援
センターに併設した子育て短期支援
事業実施施設を整備する区市町村
を支援する。

令和元年度をもって、事業終了 実施自治体０自治体 実施自治体０自治体 実施自治体０自治体 実施自治体０自治体 実施自治体０自治体

46

子育て援助活動支援事業（ファ
ミリー・サポート・センター事業）
<子供家庭支援区市町村包括
補助事業及び国の交付金>

福祉保健局 ■

　仕事と家庭の両立や子を持つすべ
ての家庭の子育てを支援するため、
地域の会員同士で育児の援助を行
うファミリー･サポート･センターの安
定的な実施に取り組む区市町村を
支援する。

53区市町村（23区26市3町1村）
令和2年度　提供会員14,375人
（実績報告速報値ベース）

53区市町村（23区26市3町1村）
平成31年度　提供会員15,107人
（実績報告ベース）

51区市町（23区25市3町）
平成30年度　提供会員17,473人
（実績報告ベース）

51区市町（23区25市3町）
平成29年度　提供会員17,466人
（実績報告ベース）

50区市町（23区24市3町）
平成28年度　提供会員17,505人
（実績報告ベース）

49区市町（23区24市2町）
平成27年度　提供会員17,411人
（実績報告ベース）

47

☆ファミサポマイスター推進事
業
〈子供家庭支援区市町村包括
補助事業〉

福祉保健局

　ファミリー・サポート・センターで子
育てを援助する提供会員に、子育て
に関する研修の充実を行い、受講し
た提供会員に対して報酬の上乗せ
を行うことで、提供会員の質と量を
確保する。

3区市 3区市 1市

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 7／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

48 一時預かり事業 福祉保健局 ■

　保護者の疾病や育児疲れなど、保
護者の事情に応じて一時的に保育
を提供することができるよう、一時預
かり事業に取り組む区市町村や事
業者を支援する。

55区市町村
年間延べ利用児童数：723,424人（幼
稚園型を除く）
【令和２年度決算ベース】

55区市町村
年間延べ利用児童数：763,754人（幼
稚園型を除く）
【令和元年度決算ベース】

54区市町村
年間延べ利用児童数：830,844人（幼
稚園型を除く）
【平成30年度決算ベース】

57区市
年間延べ利用児童数：789,889人（幼
稚園型を除く）
【平成29年度決算ベース】

57区市
年間延べ利用児童数：707,177人（幼
稚園型を除く）
【平成28年度決算ベース】

57区市
年間延べ利用児童数：639,636人（幼
稚園型を除く）
【平成27年度決算ベース】

49 ☆子供の居場所創設事業 福祉保健局

　子供が気軽に立ち寄ることがで
き、学習支援や食事の提供を行う
「居場所」（拠点）を設置し、地域全
体で気になる家庭等への見守りを行
う体制を整備する区市町村を支援す
る。

6か所 14か所 12か所

50
☆子供食堂推進事業＜子供家
庭支援区市町村包括補助事業
＞

福祉保健局

　子供食堂の安定的な実施環境を
整備することにより、地域に根差した
子供食堂の活動を支援するととも
に、子供食堂の開催に加え、配食や
宅食を通じて家庭の生活状況を把
握し、必要な支援につなげる子供食

38区市町（19区18市1町）　321箇所 28区市町（16区11市1町）　174箇所 26区市町（14区11市1町）　117箇所

51
☆地域子育て支援拠点事業
（子育てひろば事業）の充実

福祉保健局 ■

　身近な地域で親子が気軽に集い、
相互に交流を図る場を提供する子
育てひろばの整備や相談体制の充
実に取り組む区市町村を支援する。

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：289か所
（20区20市1村）
※令和2年9月1日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：285か所
（20区17市1村）
※令和元年9月1日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：２４７か所
（１９区１８市）
※平成３０年９月１日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：２２４か所
（１９区１６市）
※平成２９年９月１日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：２１４か所
（１７区１６市）
※平成２８年９月１日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：１８９か所
（１５区１５市）

52
子供を守る地域ネットワーク機
能強化事業

福祉保健局

　区市町村において、子供を守る地
域ネットワーク（要保護児童対策地
域協議会）の要保護児童対策調整
機関の職員や地域ネットワークを構
成する関係機関等の専門性強化及
び地域ネットワーク構成員の連携強
化を図るとともに、地域ネットワーク
と訪問事業が連携を図り、児童虐待
の発生予防、早期発見・早期対応に
資する区市町村の取組を支援する。

51区市町（２２区２５市３町１村） ４９区市町（２２区２５市３町１村） ４９区市町（２２区２４市２町１村） ４７区市町（２３区２２市２町） ４７区市町（２３区２２市２町） ４６区市町（２２区２２市２町）

53
◆子供を守る地域ネットワーク
巡回支援事業

福祉保健局

　児童虐待の発生予防、早期発見・
早期対応を目的に、地域の小・中学
校や子育て支援施設等の関係機関
を巡回・支援するチームを設置し、
課題や不安を抱える家庭等の情報
収集を行い、早期に必要な支援につ
なげる取組を行う区市町村を支援す
る。

１０区８市 ９区５市 ９区５市

54 4152（よいこに）電話 福祉保健局

　土・日・祝日（年末年始を除く）を含
め、毎日、電話相談を行うとともに、
聴覚言語障害者向けには、FAX 相
談を実施し、多様な児童相談ニーズ
に応える。

相談受理件数：8,052件 相談受理件数：8,551件 相談受理件数：9,334件 相談受理件数　　9,266件 相談受理件数　9,007件 相談受理件数　　10,572件

56 ☆利用者支援事業 福祉保健局 ■

　子供及びその保護者等、又は妊娠
している方が、教育・保育施設や地
域の子育て支援事業等を円滑に利
用できるよう、身近な場所で情報提
供及び必要に応じ相談・助言等を行
うとともに、関係機関との連絡調整
等を実施する区市町村を支援する。

　21区25市1町1村で実施。（東京都
子供・子育て支援交付金交付申請よ
り）
○基本型：118か所（13区14市）
○特定型：49か所（18区17市）
○母子保健型：128か所（22区24市1
町1村）

　21区25市1町1村で実施。（東京都
子供・子育て支援交付金交付申請よ
り）
○基本型：101か所（13区14市）
○特定型：48か所（18区17市）
○母子保健型：121か所（22区24市1
町1村）

　21区25市1町1村で実施。（東京都
子供・子育て支援交付金交付申請よ
り）
○基本型：95か所（12区13市）
○特定型：44か所（16区16市）
○母子保健型：120か所（21区24市1
町1村）

21区25市1村で実施。（東京都子供・
子育て支援交付金交付申請より）
○基本型：８５か所（１２区１３市）
○特定型：４３か所（１６区１６市）
○母子保健型：１０９か所（２０区１９
市１村）

２０区２２市で実施。（東京都子供・
子育て支援交付金交付申請より）
○基本型：６５か所（１２区１０市）
○特定型：３９か所（１３区１５市）
○母子保健型：９０か所（１７区９市）

１９区１８市で実施。（東京都子供・
子育て支援交付金交付申請より）
○基本型：５１か所（９区８市）
○特定型：３６か所（１１区１３市）
○母子保健型：３７か所（１０区１市）

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 8／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

57 ☆地域子育て支援研修 福祉保健局

　年々複雑化する子供家庭相談に
的確に対応できる人材を育成するた
め、子供家庭支援センター、地域子
育て支援拠点（子育てひろば）等、地
域における子育て支援・相談業務等
に関わる職員を対象に、子育て支援
をめぐる相談業務に必要な技術・知
識の付与や更なる専門性の向上を
図り、区市町村の支援体制を総体的
に強化する。

地域子育て支援機関研修　　計3回
開催　受講者271名

子供家庭支援センター職員研修　計
20回開催　受講者336名

区市町村児童相談業務研修　計1回
開催　受講者88名

子育てひろば職員研修　計10回開
催　受講者923名

子育て援助活動支援事業アドバイ
ザー研修　計4回開催　受講者93名

地域子育て支援機関研修　　計2回
開催　受講者439名

子供家庭支援センター職員研修　計
30回開催　受講者554名

区市町村児童相談業務研修　計1回
開催　受講者87名

子育てひろば職員研修　計10回開
催　受講者923名

子育て援助活動支援事業アドバイ
ザー研修　計4回開催　受講者93名

地域子育て支援機関研修　　計2回
開催　受講者315名

子供家庭支援センター職員研修　計
26回開催　受講者476名

区市町村児童相談業務研修　計1回
開催　受講者84名

子育てひろば職員研修　計10回開
催　受講者825名

子育て援助活動支援事業アドバイ
ザー研修　計6回開催　受講者143
名

地域子育て支援機関研修　　計2回
開催　受講者252名
子供家庭支援センター職員研修　計
26回開催　受講者433名
区市町村児童相談業務研修　計1回
開催　受講者93名
子育てひろば職員研修　計10回開
催　受講者960名
子育て援助活動支援事業アドバイ
ザー研修　計6回開催　受講者141
名

地域子育て支援機関研修　　計2回
開催　受講者365名
子供家庭支援センター職員研修　計
38回開催　受講者490名
子育てひろば職員研修　計10回開
催　受講者654名
子育て援助活動支援事業アドバイ
ザー研修　計6回開催　受講者151
名

地域子育て支援機関研修　　計2回
開催　受講者382名
子供家庭支援センター職員研修　計
19回開催　受講者490名
子育てひろば職員研修　計10回開
催　受講者729名
子育て援助活動支援事業アドバイ
ザー研修　計2回開催　受講者88名

58 ☆子育て支援員研修 福祉保健局

　保育や子育て支援等の仕事に関
心を持ち、各事業等に従事すること
を希望する方に対し、「子育て支援
員」として認定するための研修を実
施し、サービスの担い手となる人材
の確保と質の向上を図る。

1,152名養成
＜内訳＞
・地域保育コース　　　　      570名
・地域子育て支援コース　   299名
・放課後児童コース　　　　  217名
・社会的養護コース　　　　   66名

2,510名養成
＜内訳＞
・地域保育コース　　　　   1,703名
・地域子育て支援コース　   　454名
・放課後児童コース　　　　　283名
・社会的養護コース　　　　　70名

2,503名養成
＜内訳＞
・地域保育コース　　　　   1,795名
・地域子育て支援コース　   　407名
・放課後児童コース　　　　　226名
・社会的養護コース　　　　　75名

２,１17名養成
＜内訳＞
・地域保育コース　　　　   1,480名
・地域子育て支援コース　   　353名
・放課後児童コース　　　　　150名
・社会的養護コース　　　　　134名

２,１４４名養成
＜内訳＞
・地域保育コース　　　　   １,４７８名
・地域子育て支援コース　   　３８５
名
・放課後児童コース　　　　　１４２名
・社会的養護コース　　　　　１３９名

１,０７３名養成
＜内訳＞
・地域保育コース　　　　 　７１０名
・地域子育て支援コース　    ２２５名
・放課後児童コース　　　　　７０名
・社会的養護コース　　　　　６８名

59
子育て支援人材発掘！とうきょ
うチルミルプロジェクト

福祉保健局

　子育てに携わる人材を「とうきょう
チルミル」と総称し、広く都民に周知
するとともに、子育て機運の醸成を
図るとともに、子育て支援を担う人材
の確保を促進する。

広報用素材の作成

60 ☆子供が輝く東京・応援事業 福祉保健局

　社会全体で子育てを支えるため、
都の出えん及び都民や企業の寄付
による基金を活用し、結婚、子育て、
学び、就労までのライフステージに
応じた取組を行う事業者を支援す
る。

事業採択：１１事業
　　　　　　　内訳　定額助成：８事業
　　　　　　　　　　　成果連動型助成：
３事業

事業採択：１１事業
　　　　　　　内訳　定額助成：８事業
　　　　　　　　　　　成果連動型助成：
３事業

事業採択：２１事業
　　　　　　　内訳　定額助成：１４事業
　　　　　　　　　　　成果連動型助成：
７事業

事業採択：１８事業 事業採択：１７事業 事業採択：１６事業

61
☆地域における多世代交流拠
点の整備

福祉保健局

　地域住民同士がつながり、助け合
えるよう、高齢者・障害者・母子・子
供など、誰もが気軽に立ち寄ること
ができる、空き家等を活用した地域
における多世代交流拠点の整備を
支援する。

多世代交流拠点を設置している区
市町村　22区市
（「都内区市町村の地域福祉計画の
策定状況調査」より）

多世代交流拠点を設置している区
市町村　20区市
（「都内区市町村の地域福祉計画の
策定状況調査」より）

多世代交流拠点を設置している区
市町村　16区市
（「都内区市町村の地域福祉計画の
策定状況調査」より）

62 ☆アレルギー疾患対策 教育庁

（教育庁）
　アレルギー疾患のある児童・生徒
が安心して学校生活を送ることがで
きるよう、アレルギー疾患に対する
教職員の理解と対応能力を高め、各
学校における事故予防体制と緊急
対応に関する組織的な体制づくりを
推進する。

【アレルギー疾患対応研修実施状
況】
学校教職員対象　 動画配信　3,237
名
学校栄養職員対象　 3回    307名

【アレルギー疾患対応研修実施状
況】
学校教職員対象　 　6回　3,850名
学校栄養職員対象　 ２回    504名

【アレルギー疾患対応研修実施状
況】
学校教職員対象　 　８回　3,798名
学校栄養職員対象　 ２回    417名

【アレルギー疾患対応研修実施状
況】
学校教職員対象　 　８回　3,547名
学校栄養職員対象　 ２回    406名

【アレルギー疾患対応研修実施状
況】
学校教職員対象　　　8回　3,418名
学校栄養職員対象　 2回     413名

【アレルギー疾患対応研修実施状
況】
学校教職員対象　　　9回　3,421名
学校栄養職員対象　 3回     958名

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 9／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

62 ☆アレルギー疾患対策 福祉保健局

（福祉保健局）
   東京都アレルギー疾患対策推進
計画に基づき、適切な自己管理方
法等の情報提供、状態に応じた適
切な医療が受けられる体制の整備、
相談体制の充実や社会福祉施設等
における緊急時対応体制の整備な
どに取り組む。

【人材育成】
○子供のアレルギー相談実務研修
（年3回）(動画配信）
○ぜん息・食物アレルギー緊急時対
応研修（年1回）(動画配信）
○アレルギー対応体制強化研修
　　　企画立案・推進編（年1回）　書
面による情報提供
【普及啓発】
○子供のアレルギー講演会（年1回）
(動画配信）
○アレルギー教室：都保健所１か所
にて実施　34名参加

【人材育成】
○子供のアレルギー相談実務研修
（年3回）　　計1,110名
○ぜん息・食物アレルギー緊急時対
応研修（年2回）　計1,215名
○アレルギー対応体制強化研修
　　　リーダー養成編（年2回）　　計
1,068名
　　　企画立案・推進編（年2回）　計
47名
【普及啓発】
○子供のアレルギー講演会（年1回）
109名
○アレルギー教室：都保健所６か所
にて実施　349名参加

【人材育成】
○子供のアレルギー相談実務研修
（年3回）　　計1,043名
○ぜん息・食物アレルギー緊急時対
応研修（年2回）　計1,255名
○アレルギー対応体制強化研修
　　　リーダー養成編（年2回）　　計
883名
　　　企画立案・推進編（年2回）　計
64名
【普及啓発】
○子供のアレルギー講演会（年1回）
317名
○アレルギー教室：都保健所６か所
にて実施　536名参加

【人材育成】
○子供のアレルギー相談実務研修
（年3回）　1,107名参加
○ぜん息・食物アレルギー緊急時対
応研修（年２回）　1,189名参加
○アレルギー対応体制強化研修
　　リーダー養成編（年2回）　 879名
参加
　　企画立案・推進編（年2回）　54名
参加
【普及啓発】
○子供のアレルギー講演会（年1回）
435名参加
○アレルギー教室：都保健所６か所
にて実施　421名参加

【人材育成】
○子供のアレルギー相談実務研修
（年3回）　1,029名参加
○ぜん息・食物アレルギー緊急時対
応研修（年4回）　2,699名参加
○アレルギー対応体制強化研修（年
2回）　105名参加
【普及啓発】
○子供のアレルギー講演会（年1回）
200名参加
○アレルギー教室：都保健所６か所
にて実施　487名参加

【人材育成】
○子供のアレルギー相談実務研修
（年3回）　1,040名参加
○ぜん息・食物アレルギー緊急時対
応研修（年4回）　1,943名参加
【普及啓発】
○子供のアレルギー講演会（年1回）
278名参加
○アレルギー教室：都保健所6か所
にて実施　648名参加

教育庁

（教育庁）
　子供たちが食に関する適切な判断
力を養い、健全な食生活を身に付け
られるよう、食育の推進を図る。ま
た、区市に栄養教諭を継続して配置
し、地場産物を活用した食育の実践
研究を行い、研究成果を全区市町
村に普及し、学校における食育の一
層の推進を図る。

○栄養教諭の複数配置の推進（16
区３市）
○栄養教諭等による食育リーダーの
支援等による食育の推進
○栄養教諭・学校栄養職員の資質
及び技能向上を目的とした研修会の
開催

○栄養教諭の複数配置の推進（14
区２市）
○栄養教諭等による食育リーダーの
支援等による食育の推進
○栄養教諭・学校栄養職員の資質
及び技能向上を目的とした研修会の
開催

○栄養教諭の複数配置の推進（14
区３市）
○栄養教諭等による食育リーダーの
支援等による食育の推進
○栄養教諭・学校栄養職員の資質
及び技能向上を目的とした研修会の
開催
○栄養教諭による「食に関する指
導」実践報告書の作成及び配布

○栄養教諭の複数配置の推進（16
区３市）
○栄養教諭等による食育リーダーの
支援等による食育の推進
○栄養教諭・学校栄養職員の資質
及び技能向上を目的とした研修会の
開催
○栄養教諭による「食に関する指
導」実践報告書の作成及び全公立
学校への配布

福祉保健局

（福祉保健局）
　幼児期からの健康的な食習慣の
確立を図るため、「東京都幼児向け
食事バランスガイド」の普及を行うと
ともに、区市町村等が実施する親子
食育教室等の開催を支援する。
　「栄養・食生活に関する都・区市町
村連絡会議」を開催し、区市町村や
保健所における食を通じた子供の健
全育成のための推進方策の検討や
情報交換等を行い、各自治体の取
組を支援する。

○「東京都幼児向け食事バランスガ
イド」の普及啓発
・幼稚園・保育所等の職員向け講習
会の開催及び親子食育教室等の開
催支援　３回
・親子食育教室等の開催　267回
○「栄養・食生活に関する都・区市町
村連絡会議」の開催　１回

○「東京都幼児向け食事バランスガ
イド」の普及啓発
・幼稚園・保育所等の職員向け講習
会の開催及び親子食育教室等の開
催支援　5回
・親子食育教室等の開催　286回
・イベント等　1回
○「栄養・食生活に関する都・区市町
村連絡会議」の開催　2回

○「東京都幼児向け食事バランスガ
イド」の普及啓発
・幼稚園・保育所等の職員向け講習
会の開催及び親子食育教室等の開
催支援　４回
・親子食育教室等の開催　172回
・イベント等　1回
○「栄養・食生活に関する都・区市町
村連絡会議」の開催　2回

○「東京都幼児向け食事バランスガ
イド」の普及啓発
・幼稚園・保育所等の職員向け講習
会の開催及び親子食育教室等の開
催支援　５回
・親子食育教室等の開催　373回
・イベント等　1回
○「栄養・食生活に関する都・区市町
村連絡会議」の開催　2回

○栄養教諭の複数配置の推進（１３
区１市）
○栄養教諭等による食育リーダーの
支援等による食育の推進
○栄養教諭・学校栄養職員の資質
及び技能向上を目的とした研修会の
開催
○栄養教諭による「食に関する指
導」研究報告書の作成及び全公立
学校への配布

63 食を通じた子供の健全育成

○栄養教諭の複数配置の推進（１６
区３市）
○栄養教諭等による食育リーダーの
支援等による食育の推進
○栄養教諭・学校栄養職員の資質
及び技能向上を目的とした研修会の
開催
○栄養教諭による「食に関する指
導」研究報告書の作成及び全公立
学校への配布

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 10／67
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（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

64
小学校との連続性を踏まえた
就学前教育の充実

教育庁

　幼稚園、保育所、認定こども園等と
小学校との円滑な接続を図るための
具体的な連携の方策を明らかにした
「就学前教育プログラム」や、乳幼児
期から就学期までの発達や学びの
連続性を踏まえた教育内容や方法
を具体的に示した「就学前教育カリ
キュラム改訂版」等、都教育委員会
が作成した指導資料の普及・啓発を
図る。このことにより、幼稚園、保育
所等の就学前施設における質の高
い就学前教育及び小学校教育との
円滑な接続を推進する。

○就学前教育カンファレンスについ
ては、参集型による開催を中止し、
以下の３動画を掲載し、都内の就学
前施設及び小学校に対して、動画視
聴に関する周知を図った
○掲載した動画は次のとおりであ
る。
・東京都教育委員会説明
　「就学前教育と小学校教育との円
滑な接続に向けて」
・平成31年度研究開発委員会　就学
前教育委員会
　指導資料説明
　「就学前教育と小学校教育の円滑
な接続を目指して
　　～『思考力、判断力、表現力等の
基礎』　つながりを
　　捉え、指導の改善に生かすため
の工夫～」
・令和元年度　荒川区　就学前教育
と小学校教育との
　一層の円滑な接続を図るための教
育課程の研究・開発
　委員会報告
　「就学前教育と小学校教育との一
層の円滑な接続を
　図るための教育課程の研究・開
発」

○就学前教育カンファレンスの開催
　７７０名参加
　・東京都の就学前教育の現状につ
いて
　・実践報告
　　「港区における保幼小の連携交
流について」
　　「『幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿』を生かした保幼小接続の
実践～研究開発委員会指導資料を
活用して～」
　・グループ協議①
　・　講演
　　「就学前教育と小学校教育との
一層の円滑な接続のための具体的
な取組に向けて」
　　　幼児教育調査官による講演
　・グループ協議②

○就学前教育カンファレンスの開催
　８２３名参加
　・東京都の就学前教育の現状につ
いて
　・実践報告
　　「新幼稚園教育要領に基づいた
保育・教育をどのように実践している
か」
　　公立幼稚園と私立幼稚園による
実践事例の紹介
　・パネルディスカッション
　　「新幼稚園教育要領等の全面実
施を迎えて」
　　公立小学校長、公立幼稚園長、
　　公立保育園長、私立幼稚園長に
よる討論
　・講演
　　「これからの保育・教育に求めら
れること」
　　　大学教授による講演

○就学前教育カンファレンスの開催
　7７１名参加
　・東京都の就学前教育の現状につ
いて
　・パネルディスカッション
　　「就学前教育と小学校教育との
円滑な
　　　接続の実態について」
　　　公立小学校長、公私立幼稚園
長、
　　　公立保育園長による討論
　・講演
　　「これからの就学前教育と小学校
教育
　　　との円滑な接続」
　　　大学教授による講演

○就学前教育カンファレンスの開催
706名参加
・指導資料説明　　「就学前教育カリ
キュラム改訂版」について
・実践報告　　「就学前教育カリキュ
ラム改訂版」を活用した取組につい
て
　　公立幼稚園、私立幼稚園による
実践事例の紹介
・パネルディスカッション　「就学前教
育の質の向上を考える」
　　大学教授、公立幼稚園会長によ
る討論

○夏季集中講座「就学前教育の充
実」の開催　448名参加
・コオーディネーショントレーニングに
ついて
　　コオーディネーショントレーニング
の専門家による講話
　　就学前教育施設における実践報
告
・就学前教育施設における特別支援
教育について
　　都教育委員会作成資料等の説
明
　　特別支援教育の専門家による講
話
○就学前教育開発委員会の設置
・幼児の「科学的な思考の芽生え」を
培う指導について、研究開発及び指
導資料の作成
・指導資料説明会　79名参加
○就学前教育カリキュラム改訂版の
作成
・国公私立幼稚園、公私立認可保育
所、公私立認定こども園、公立小学
校、各主管課等に配布　6,000部
・就学前教育カリキュラム改訂版説
明会　845名参加

65
☆乳幼児期からの子供の教育
支援プロジェクト

教育庁

　子供の発達に関する科学的知見を
踏まえ、乳幼児期からの子供の教育
の重要性をすべての保護者に伝え
るとともに、乳幼児期からの子供の
教育支援の取組を地域に定着させ
る取組を実施する。

○生活リズム教材の作成・配布　12
万4千部
○生涯学習情報ＨＰによる資料・教
材等情報提供（通年・継続）
○地域における家庭教育支援の取
組の推進（地域の活動支援、人材養
成、学習機会提供等の支援　19区
市）

○保護者向け資料の作成・配布　12
万2千部
○生活リズム教材の作成・配布　12
万4千部
○生涯学習情報ＨＰによる資料・教
材等情報提供（通年・継続）
○地域における家庭教育支援の取
組の推進（地域の活動支援、人材養
成、学習機会提供等の支援　19区
市）

○保護者向け資料の作成・配布　11
万7千部
○生活リズム教材の作成・配布　12
万4千部
○オリジナルウェブサイトによる資
料・教材等情報提供（通年・継続）
○地域における家庭教育支援の取
組の推進（地域の活動支援、人材養
成、学習機会提供等の支援　21区
市）

○保護者向け資料の作成・配布　12
万4千部
○生活リズム教材の作成・配布　12
万4千部
○オリジナルウェブサイト及び携帯
サイトによる保護者・支援者向けの、
資料・教材等情報提供（通年・継続）
○地域における家庭教育支援の取
組の推進（地域の活動支援、人材養
成、学習機会提供等の支援　20区
市）

○保護者向け資料の作成・配布　１
２万５千部
○生活リズム教材の作成・配布　１２
万５千部
○オリジナルウェブサイト及び携帯
サイトによる保護者・支援者向けの、
資料・教材等情報提供（通年・継続）
○地域における家庭教育支援の取
組の推進（地域の活動支援、人材養
成、学習機会提供等の支援　16区
市）

○保護者向け資料の作成・配布　１
２万部
○生活リズム教材の作成・配布　１２
万５千部
○オリジナルウェブサイト及び携帯
サイトによる保護者・支援者向けの、
資料・教材等情報提供（通年・継続）
○地域における家庭教育支援の取
組の推進（地域の活動支援、人材養
成、学習機会提供等の支援　13区
市）

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 11／67
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66 子供の読書活動の推進 教育庁

　児童・生徒の成長段階に合わせた
読書活動推進のための取組及び読
書活動の基盤づくりのための取組等
を行う。また、関係機関と連携し、公
立学校のほか、私立学校や児童福
祉施設への情報提供も進めていく。
○乳幼児が読書を好きになり、身近
に感じることができるよう、絵本の読
み聞かせの充実や保護者等への乳
幼児期の読書の重要性についての
啓発
○小・中学生が目的をもって読書を
行い、他人に伝えることができるよ
う、朝読書の実施方法の工夫や異
年齢・異校種間での読み聞かせによ
る交流等を進めるための区市町村
への支援
○高校生等が課題解決のために読
書等が主体的にできるよう、各教科
の授業における調べ学習等の指導
の推進や、読書の幅を広げ読解力
を向上させるための多様なジャンル
のおすすめ本の紹介等
○障害のある児童・生徒が読書に親
しむことができるよう、読み聞かせ等
の工夫やIT機器活用等の指導、多
様な指導事例の紹介等
○読書環境の充実のための学校図
書館のリニューアル事例の紹介や
人材育成の支援等

○「第四次東京都子供読書活動推
進計画」の策定・公表

○「児童・生徒の読書状況等に関す
る調査」（「児童・生徒の読書状況に
関する調査」、「学校における読書活
動に関する取組状況の調査」、「区
市町村教育委員会指導事務主管課
の施策の状況調査」及び「区市町村
子供の読書活動推進主管課（図書
館等）の状況調査」）の実施
○「児童・生徒の読書状況等に関す
る調査」の調査結果を公表

○不読率の高い都立学校及び不読
率の低い学校に対する、学校への
個別訪問を実施
○訪問でのヒアリングを踏まえ、学
校で課題となっている学校図書館の
活用に関する効果的な手法等につ
いてホームページで公表

○「児童・生徒の読書状況等に関す
る調査」（「児童・生徒の読書状況に
関する調査」、「学校における読書活
動に関する取組状況の調査」、「区
市町村教育委員会指導事務主管課
の施策の状況調査」及び「区市町村
子供の読書活動推進主管課（図書
館等）の状況調査」）の実施
○「児童・生徒の読書状況等に関す
る調査」の調査結果を公表

○平成27年度「児童・生徒の読書状
況等に関する調査」の調査結果を公
表
○調査結果を踏まえ、不読率の高い
都立学校に対して読書活動に関す
る研修を受講するように指導
○学校における読み聞かせ等のノ
ウハウが課題となっていることから、
読み聞かせボランティアのスキル
アップのためのDVDを作成し、学校
や図書館等に配布
○「読書のすすめ」をホームページ
で公表

○「児童・生徒の読書状況等に関す
る調査」（「児童・生徒の読書状況に
関する調査」、「学校における読書活
動に関する取組状況の調査」、「区
市町村教育委員会指導事務主管課
の施策の状況調査」及び「区市町村
子供の読書活動推進主管課（図書
館等）の状況調査」）の実施
○「読書活動実践事例集」及び「読
書のすすめ」をホームページで公表

67 私立幼稚園等への助成 生活文化局

○私立幼稚園経常費補助・私立幼
稚園教育振興事業費補助
　私立幼稚園の教育条件の維持向
上、在学する園児に係る修学上の経
済的負担の軽減及び私立幼稚園の
経営の健全性を高めるため、その経
費の一部を補助する。あわせて、地
域の様々なニーズに応じた私立幼
稚園の取組を促進する。

○私立幼稚園等施設型給付費負担
金
　新制度の施行に伴い創設された施
設型給付の一部を負担し、幼児期
の学校教育や保育等の量の拡充、
質の向上の推進を図る。

○私立幼稚園等特色教育等推進補
助
　新制度に移行する私立幼稚園等
に対し、特色ある幼児教育の推進を
図るため、各園の取組に応じて補助
する。

○私立幼稚園経常費補助　468園
○私立幼稚園教育振興事業費補助
126園
○私立幼稚園等施設型給付費負担
金　196園（都内園）
○私立幼稚園等特色教育等推進補
助　62園

○私立幼稚園経常費補助　475園
○私立幼稚園教育振興事業費補助
132園
○私立幼稚園等施設型給付費負担
金　184園（都内園）
○私立幼稚園等特色教育等推進補
助　91園

○私立幼稚園経常費補助　491園
○私立幼稚園教育振興事業費補助
144園
○私立幼稚園等施設型給付費負担
金　157園（都内園）
○私立幼稚園等特色教育等推進補
助　83園

○私立幼稚園経常費補助　495園
○私立幼稚園教育振興事業費補助
157園
○私立幼稚園等施設型給付費負担
金　138園（都内園）
○私立幼稚園等特色教育等推進補
助　84園

○私立幼稚園経常費補助　497園
○私立幼稚園教育振興事業費補助
167園
○私立幼稚園等施設型給付費負担
金　131園（都内園）
○私立幼稚園等特色教育等推進補
助　81園

○私立幼稚園経常費補助　501園
○私立幼稚園教育振興事業費補助
176園
○私立幼稚園等施設型給付費負担
金　118園（都内園）
○私立幼稚園等特色教育等推進補
助　72園

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 12／67
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68
☆私立幼稚園等における預か
り保育の充実

生活文化局

○私立幼稚園預かり保育推進補助
　私立幼稚園における預かり保育の
拡充を推進するため、預かり保育を
実施する私立幼稚園に対して、その
経費の一部を補助する。

○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助
　新制度の施行に伴い創設された一
時預かり事業（幼稚園型）を行う区
市町村に対し、その経費の一部を補
助することにより、地域の実情に応
じた子育て支援の充実を図る。
　また、就労家庭の教育ニーズに対
応するため、預かり保育の長時間、
通年化、小規模保育施設との連携
による卒園児受入れ、２歳児の定期
利用に取り組む私立幼稚園を
「TOKYO子育て応援幼稚園」として
都が独自に支援を行う。

○私立幼稚園預かり保育推進補助
518園
○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助　217園（うち「ＴＯＫＹＯ子育て応
援幼稚園」114園）

○私立幼稚園預かり保育推進補助
525園
○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助　207園（うち「ＴＯＫＹＯ子育て応
援幼稚園」108園）

○私立幼稚園預かり保育推進補助
547園
○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助　186園（うち「ＴＯＫＹＯ子育て応
援幼稚園」 91園）

○私立幼稚園預かり保育推進補助
566園
○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助　163園（うち「ＴＯＫＹＯ子育て応
援幼稚園」 73園）

○私立幼稚園預かり保育推進補助
617園
○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助　100園

○私立幼稚園預かり保育推進補助
643園
○私立幼稚園等一時預かり事業費
補助　50園（都内園）

69
私立幼稚園等に通う園児の保
護者への支援

生活文化局

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助
　幼稚園教育の振興と充実に資する
ため、私立幼稚園に在籍する園児
の保護者に対して、区市町村が行う
保護者負担軽減事業の経費の一部
を補助する。
〇私立幼稚園等施設等利用費負担
金
　幼児教育・保育の無償化の実施に
伴い創設された施設等利用給付の

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助　 年間延べ1,612,711
人（134,393人/月）
　※実費徴収に係る補足給付を行う
事業及び保育所等利用多子世帯負
担軽減事業を含む

〇私立幼稚園等施設等利用費負担
金　年間延べ
1,477,504人（123,125人/月）

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助　 年間延べ1,339,092
人（111,591人/月）
　※実費徴収に係る補足給付を行う
事業を含む

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助　 年間延べ1,009,578
人（84,132人/月）
　※実費徴収に係る補足給付を行う
事業を含む

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助　 年間延べ1,051,798
人（87,650人/月）
　※実費徴収に係る補足給付を行う
事業を含む

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助　 年間延べ1,079,189
人（89,932人/月）
　※実費徴収に係る補足給付を行う
事業を含む

○私立幼稚園等園児保護者負担軽
減事業費補助　 年間延べ1,138,887
人（94,908人/月）
　※実費徴収に係る補足給付を行う
事業を含む

70
☆公立幼稚園における預かり
保育の充実

教育庁

　新制度の施行に伴い創設された一
時預かり事業（幼稚園型）を行う区
市町村に対し、その経費の一部を補
助することにより、地域の実情に応
じた子育て支援の充実を図る。

都内公立幼稚園154園中63園（13
区）で実施

都内公立幼稚園158園中61園（13
区）で実施

都内公立幼稚園161園中59園（10
区）で実施

都内公立幼稚園161園中56園（9区）
で実施

都内公立幼稚園165園中46園（8区）
で実施

都内公立幼稚園165園中26園（4区）
で実施

◆…第２期計画において追加した事業
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72 子育て推進交付金 福祉保健局

　子育て支援の主体である市町村が
地域の実情に応じて創意工夫により
施策を展開できるよう、すべての子
どもと子育て家庭を対象とした支援
を充実。

39市町村 39市町村 39市町村 39市町村 ３９市町村 ３９市町村

73
☆＜保育サービスの拡充＞認
可保育所

福祉保健局

○保育所の創設や老朽改築による
保育環境整備などの施設整備に要
する費用を補助することにより、保育
所の設置等を促進する。
○賃貸物件を用いた保育所を新た
に整備する場合の改修費等及び賃
借料を補助することにより、保育所
の設置を促進する。

認可保育所施設数及び定員数
（R2.4.1現在）　（R3.4.1現在）
　3,325か所　→　3,477か所
　303,093人　→　313,364人
　増加施設数：152か所
　増加定員数：10,271人

○賃貸物件による保育所の開設準
備経費補助事業
　 26区市

認可保育所施設数及び定員数
（H31.4.1現在）　（R2.4.1現在）
　3,066か所　→　3,325か所
　285,121人　→　303,093人
　増加施設数：259か所
　増加定員数：17,972人

○賃貸物件による保育所の開設準
備経費補助事業
　 ３０区市

認可保育所施設数及び定員数
（H30.4.1現在）　（H31.4.1現在）
　2,811か所　→　3,066か所
　266,473人　→　285,121人
　増加施設数：255か所
　増加定員数：18,648人

○賃貸物件による保育所の開設準
備経費補助事業
　 ２５区市

認可保育所施設数及び定員数
（H29.4.1現在）　（H30.4.1現在）
　2,558か所　→　2,811か所
　247,105人　→　266,473人
　増加施設数：253か所
　増加定員数：19,368人

○賃貸物件による保育所整備事業
　 改修費等：２件、賃借料：２件
○賃貸物件による保育所の開設準
備経費補助事業
　 ２８区市
○多様な主体による保育所緊急整
備事業
　 １件

認可保育所施設数及び定員数
（H28.4.1現在）　（H29.4.1現在）
　2,342か所　→　2,558か所
　230,334人　→　247,105人
　増加施設数：216か所
　増加定員数：16,771人

○賃貸物件による保育所整備事業
　 改修費等：10件、賃借料：118件
○賃貸物件による保育所の開設準
備経費補助事業
　 26区市
○多様な主体による保育所緊急整
備事業
　 ２９件
　 ２,２６８人増（認可保育所定員
13,635人増の内数）
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 １件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 １４件

認可保育所施設数及び定員数
（H27.4.1現在）　（H28.4.1現在）
　2,184か所　→　2,342か所
　216,699人　→　230,334人
　増加施設数：158か所
　増加定員数：13,635人

○賃貸物件による保育所整備事業
　 改修費等：116件、賃借料：217件
　 6,640人増（認可保育所定員
13,635人増の内数）
○多様な主体による保育所緊急整
備事業
　 17件
　 935人増（認可保育所定員13,635
人増の内数）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、家庭的
保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事
業、企業主導型保育事業、定期利
用保育等）

保育サービスの利用児童数
323,703人
(令和3年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、家庭的
保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事
業、企業主導型保育事業、定期利
用保育等）

保育サービスの利用児童数
320,558人
(令和２年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、家庭的
保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事
業、企業主導型保育事業、定期利
用保育等）

保育サービスの利用児童数
309,176人
（平成31年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、家庭的
保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事
業、企業主導型保育事業、定期利
用保育等）

保育サービスの利用児童数
293,767人
（平成30年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、家庭的
保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事
業、定期利用保育等）

保育サービスの利用児童数
277,708人
（平成29年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、家庭的
保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業、事業所内保育事
業、定期利用保育等）

保育サービスの利用児童数
261,705人
（平成28年4月1日現在）

71

保育サービスの拡充（認可保
育所、認証保育所、認定こども
園、家庭的保育事業、小規模
保育事業、居宅訪問型保育事
業、事業所内保育事業、企業
主導型保育事業、定期利用保
育）

福祉保健局 ■

　地域の実情に応じ、認可保育所、認証
保育所、認定こども園など、多様な保育
サービスを組み合わせ、保育サービス拡
充に取り組む区市町村を支援していく。
○認可保育所
　保育を必要とする就学前児童に対する
保育を行う、児童福祉法に定める児童福
祉施設
○認証保育所
　東京の保育ニーズに対応するため、大
都市の特性に着目した都独自の基準に
より設置・運営する保育施設
○認定こども園
　就学前の子供を、保護者の就労の有
無に関わらず受け入れ、幼児教育と保
育の一体的提供と地域における子育て
支援を行う施設
○家庭的保育事業
　家庭的保育者がその居宅等において、
利用定員５人以下で保育を行う事業
○小規模保育事業
　定員が６人以上１９人以下の少人数で
保育を行う事業
○居宅訪問型保育事業
　家庭的保育者が、乳児または幼児の
居宅において保育を行う事業
○事業所内保育事業
　事業主が、従業員及び地域の児童の
ために保育を行う事業
○企業主導型保育事業
　国の助成を受けて、企業が主として従
業員のために保育を行う事業（地域の児
童も受け入れ可能）
○定期利用保育
　パートタイム勤務や育児短時間勤務
等、保護者の就労形態の多様化に対応
し、保育所等において児童を一定程度継
続的に保育するサービス

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 14／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

74
☆＜保育サービスの拡充＞認
証保育所

福祉保健局

　大都市特性に合わせた都独自の
基準を満たし、都が認証した認可外
保育施設に対して、運営費、修繕費
及び開設準備に係る経費の一部を
補助することにより、区市町村による
認証保育所の設置促進の取組を支
援する。

認証保育所施設数・定員数

（R2.4.1現在）　　（R3.4.1現在）
　　537か所　　→　　500カ所
　　18,072人　　 　　16,718人

認証保育所施設数・定員数

（H31.4.1現在）　　（R2.4.1現在）
575か所　　　　　→537か所
19,551人　　　　   18,072人

認証保育所施設数・定員数

（H30.4.1現在）　　（H31.4.1現在）
610か所　　　　　→575か所
20,759人　　　　   19,551人

認証保育所施設数・定員数

（H29.4.1現在）　　（H30.4.1現在）
631か所　　　　　→610か所
21,418人　　　　   　20,759人

認証保育所施設数・定員数

（H28.4.1現在）　　（H29.4.1現在）
664か所　　　　　→631か所
22,665人　　　　   　21,418人

認証保育所施設数・定員数

（H27.4.1現在）　　（H28.4.1現在）
700か所　　　　　 →664か所
23,912人　　　　   　22,665人

生活文化局

福祉保健局

76

☆＜保育サービスの拡充＞定
期利用保育事業
※パートタイム労働者等向け
保育サービスの拡充

福祉保健局

　認可保育所に加え、認証保育所や
家庭的保育事業等を活用し、パート
タイム労働者等にも利用しやすい都
独自の定期利用保育事業を引き続
き実施していく。

年間延べ利用児童数：175,123人【令
和２年度決算ベース】

年間延べ利用児童数：211,551人【令
和元年度決算ベース】

年間延べ利用児童数：229,769人【平
成30年度決算ベース】
（年間延べ利用児童数：205,207人）
【平成30年度確定】

年間延べ利用児童数：207,996人【平
成29年度決算ベース】
（年間延べ利用児童数：189,207人
【平成29年度確定見込（速報値）】

年間延べ利用児童数：168,589人【平
成28年度決算ベース】
（年間延べ利用児童数：165,755人
【平成28年度確定見込（速報値）】

年間延べ利用児童数：173,825人【平
成27年度決算ベース】

（29年1月確定予定（参考：166,595人
【速報値】））

77
☆＜保育サービスの拡充＞家
庭的保育事業

福祉保健局

　区市町村が行う都独自の家庭的
保育事業等に係る経費の一部を補
助することにより、区市町村による家
庭的保育事業を活用した保育サー
ビスの拡充の取組を支援する。

4区、5市が活用 4区、5市が活用 5区、5市が活用
定員93人減　2,532人（H29.4.1 現在）
→2,439人（H30.4.1現在）

定員11人減　2,543人（H28.4.1 現在）
→2,532人（H29.4.1現在）

定員16人減　2,559人（H27.4.1現在）
→2,543人（H28.4.1 現在）

78
☆＜保育サービスの拡充＞小
規模保育事業

福祉保健局

　開設準備に係る経費の一部を補
助することにより、区市町村による小
規模保育事業を活用した保育サー
ビス拡充の取組を支援する。

7施設（区市町村を通じて賃借料を
補助した施設数）

7施設（区市町村を通じて賃借料を
補助した施設数）

22施設（区市町村を通じて賃借料を
補助した施設数）

24施設（区市町村を通じて賃借料を
補助した施設数）

３０施設（区市町村を通じて改修費
または賃借料を補助した施設数）

８４施設（区市町村を通じて改修費
または賃借料を補助した施設数）

79
＜保育サービスの拡充＞居宅
訪問型保育事業

福祉保健局

　地域型保育事業の一つである居
宅訪問型保育事業を活用して、待機
児童対策に取り組む区市町村を支
援することにより、区市町村による居
宅訪問型保育事業を活用した保育
サービス拡充の取組を支援する。

9区が活用 9区が活用 ７区が活用

80
☆＜保育サービスの拡充＞事
業所内保育事業

福祉保健局

　開設準備に係る経費の一部を補
助することにより、区市町村による事
業所内保育事業を活用した保育
サービス拡充の取組を支援する。

実施区市町村なし 1区で実施。 3区で実施。 3区1市が活用 ８区市（１３事業所）の利用 ６区市（８事業所）の利用

認定こども園施設数・定員数
（R3.4.1現在）
155施設　⇒　162施設

認定こども園施設数・定員数
（R2.4.1現在）
145施設　⇒　155施設
28,150人　⇒　29,864人
増加施設数　10か所
増加定員数　1,714人

認定こども園施設数・定員数
（H30.4.1現在）
120施設　⇒　129施設
23,334人　⇒　25,346人
増加施設数　9か所
増加定員数　2,012人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H30.4.1現在）　3か所　663人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H29.4.1現在）　42か所　2,610人

認定こども園施設数・定員数
（H29.4.1現在）
109施設　⇒　120施設
21,130人　⇒　23,334
増加施設数　11か所
増加定員数　2,204人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H29.4.1現在）　27か所　2,715人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H29.4.1現在）　42か所　2,610人

認定こども園施設数・定員数
（H28.4.1現在）
93施設　⇒　109施設
17,808人　⇒　21,130
増加施設数　16か所
増加定員数　3,322人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H28.4.1現在）　21か所　2,138人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H28.4.1現在）　40か所　2,548人

75
☆＜保育サービスの拡充＞認
定こども園

　開設準備に係る経費の一部を補
助することにより、区市町村による認
定こども園の設置促進の取組を支
援する。

認定こども園施設数・定員数
（H3１.4.1現在）
129施設　⇒　145施設
25,346人　⇒　28,150人
増加施設数　16か所
増加定員数　2,804人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H3１.4.1現在）　2か所　178人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H31.4.1現在）　５５か所　3,206人

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 15／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

81
☆＜保育サービスの拡充＞企
業主導型保育事業

産業労働局

○企業主導型保育施設の設置を促
進するため、開設にあたり国の助成
の対象とならない備品等の購入経
費を支援するとともに、ウェブサイト
を活用し、企業間の共同利用を支援
する。
○企業主導型保育の地域枠の確
保・拡大を図るため、地域枠分につ
いて、保育士等の処遇改善に向け
た取組を支援する。

交付決定　35件 交付決定　13件 交付決定　83件

81
☆＜保育サービスの拡充＞企
業主導型保育事業

福祉保健局

○企業主導型保育施設の設置を促
進するため、開設にあたり国の助成
の対象とならない備品等の購入経
費を支援するとともに、ウェブサイト
を活用し、企業間の共同利用を支援
する。
○企業主導型保育の地域枠の確
保・拡大を図るため、地域枠分につ
いて、保育士等の処遇改善に向け
た取組を支援する。

1４区市 6９施設　延べ児童数７,０８
８人

【令和２年度決算ベース】

（企業主導型保育事業活用支援事
業）
2区市

1４区市 62施設　延べ児童数6,527
人

【令和元年度決算ベース】

（企業主導型保育事業活用支援事
業）
2区市

11区市 47施設　延べ児童数2,841人

82
☆企業による保育施設設置支
援事業

産業労働局

　必要な人材を確保するため、育児
中の女性等の活用を考える企業に
対し、企業内の保育施設設置に関
する普及啓発を行うとともに、相談に
対応する。

企業内の保育施設の設置・運営に
関する相談　173件
企業内保育施設設置セミナー　568
社
保育施設設置企業見学会　112社
共同利用情報提供WEBサイト新規
掲載件数　7件
共同利用推進セミナー　54社
共同利用交流会 18社

企業内の保育施設の設置・運営に
関する相談　345件
企業内保育施設設置セミナー　192
社
保育施設設置企業見学会　55社
共同利用情報提供WEBサイト新規
掲載件数　17件
共同利用推進セミナー　106社
共同利用交流会 29社

企業内の保育施設の設置・運営に
関する相談　998件
企業内保育施設設置セミナー　458
社
保育施設設置企業見学会　61社
共同利用情報提供WEBサイト新規
掲載件数　48件

83 ☆ベビーシッター利用支援事業 福祉保健局

　保育認定を受けたにもかかわら
ず、保育所等の保育サービスを利用
できずに養育する乳幼児が待機児
童となっている保護者、育児休業を1
年間取得した後復職する保護者、一
時的に保育を必要とする保護者等
が、認可外のベビーシッターを利用
する場合の利用料の一部を支援す
る。

12区7市が活用 10区5市が活用 5区1市が活用

85
☆認可外保育施設利用支援事
業

福祉保健局

　認可外保育施設を利用する保護
者の負担軽減を図るため、利用料の
一部を補助する区市町村を支援し、
地域の実情に応じた保育サービス
の整備促進及び質の向上を図る。

年間延利用児童数：209,806人 年間延利用児童数：222,305人 年間延利用児童数：237,716人

86 ☆緊急１歳児受入事業 福祉保健局

　待機児童が多い１歳児を、新設の
認可保育所の空き定員や余裕ス
ペース等を活用して、緊急的に受け
入れる区市町村を支援する。

６区３市 ５区４市 4区2市

88
☆待機児童解消区市町村支援
事業

福祉保健局

　保育所等の整備費に係る区市町
村や事業者の負担を軽減するととも
に、建築資材等の高騰に対応するた
め、国の整備費補助の補助基準額
に「高騰加算」を上乗せし、待機児童
解消に向けた区市町村の取組を支
援する。

39区市町（23区15市1町）
40区市町（23区16市1町）
決算見込額：23,214,235千円

40区市（23区17市）
決算見込額：22,897,123千円

41区市（23区18市）
決算額：23,377,925千円

41区市（23区18市）
決算額：13,806,824千円

36区市（23区13市）
決算額：7,796,465千円

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 16／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

89 保育環境改善等事業 福祉保健局

　駅前等の利便性の高い場所にあ
る既存の建物を活用した保育所等
の設置や障害児を受け入れるため
の改修等により、待機児童の解消を
図る区市町村を支援する。

３区市 ２区 ２区

90 ☆保育所等用地確保の支援 福祉保健局

　都有地の減額貸付や、定期借地
権設定に際して授受される一時金へ
の補助、国有地や民有地を借り受け
る場合の土地借料補助などにより、
保育所等の整備を促進する。
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　定期借地権設定時に必要な一時
金の一部を補助し、認可保育所等
の設置促進を図る区市町村を支援
する。
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　国有地又は民有地を借り受けて整
備を行う事業者に対して、借地料の
一部を補助し、認可保育所等の設
置　促進を図る区市町村を支援す
る。都内の地価高騰に対応するた
め、借地料補助の上限額及び都の
負担割合を引き上げ、区市町村と事
業者の負担を軽減する。

○都有地を活用した認可保育所の
設置促進
　 区市町村における事業者公募：０
件
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 ２件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 ３１件

○都有地を活用した認可保育所の
設置促進
　 区市町村における事業者公募：４
件
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 ７件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 ２３件

○都有地を活用した認可保育所の
設置促進
　 区市町村における事業者公募：６
件
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 ５件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 ２１件

○都有地を活用した認可保育所の
設置促進
　 区市町村における事業者公募：６
件
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 １１件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 １６件

○都有地を活用した認可保育所の
設置促進
　 区市町村における事業者公募：１
件
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 １件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 14件

○都有地を活用した認可保育所の
設置促進
　 事業者公募：３件
○定期借地権利用による認可保育
所等整備促進事業
　 ３件
○借地を活用した認可保育所等設
置支援事業
　 ８件

91 ☆民有地マッチング事業 福祉保健局

　民有地や空き家等を活用した認可
保育所や小規模保育等の整備を進
めるため、不動産事業者等と連携し
て物件確保に取り組む区市町村を
支援する。

１区 2区 ４区市（３区１市）

92
福祉インフラ民有地マッチング
協議会

福祉保健局

　不動産情報を有する業界団体や
金融機関、東京都で構成する福祉イ
ンフラ民有地マッチング協議会にお
いて、物件情報の共有方法や保育
所等の施設整備に係る情報提供方
法などについて協議を行い、民有地
や空き家等を活用した保育所等の
整備を進める。

・都内区市町村と協議会構成団体等
の連携窓口を取りまとめ、双方に情
報提供を行った。

・都内区市町村と協議会構成団体等
の連携窓口を取りまとめ、双方に情
報提供を行った。

・都内区市町村と協議会構成団体等
の連携窓口を取りまとめ、双方に情
報提供を行った。
・都内区市町村と協議会構成団体等
との連携状況及び民有地等を活用
した保育所等の整備に係る取組状
況等についての調査を実施
調査：平成31年2月

93 とうきょう保育ほうれんそう 福祉保健局

　都有地を活用した保育所の整備を
推進するため、民間保育事業者等
からの都有地に関する照会や提案
などを受け付け、関係部局及び区市
町村に情報提供する。
＊ほうれんそう：「方法のアドバイス
（ほう）」、「連携（れん）」、「相談（そ
う）」の頭文字をとったもの。

受付実績　143件 受付実績　143件 受付実績　125件

94
☆民有地を活用した保育所等
整備促進税制

主税局

　待機児童の解消に向け、民有地を
活用した保育所等の整備促進を税
制面から支援するため、23区内にお
いて、保育所等として使用するため
に有料で貸し付けられた土地のう
ち、一定の要件を満たすものについ
て、固定資産税及び都市計画税を
減免する。

固定資産税・都市計画税（２３区）
土地　５６１件

固定資産税・都市計画税（２３区）
土地　２４１件

固定資産税・都市計画税（２３区）
土地　６２件

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 17／67
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95 認証保育所に対する減免 主税局

　認証保育所の設置を税制面から
支援し、児童福祉の増進を図るた
め、その事業者等に課する不動産
取得税、固定資産税・都市計画税
（23区内）及び事業所税（23区内）を
減免する。

①不動産取得税
　 土地１件、家屋１件
②固定資産税・都市計画税（２３区）
　 土地６１５件、家屋６１3件、償却資
産１７８件
③事業所税（２３区）
　 ３３件

①不動産取得税
　 家屋１件
②固定資産税・都市計画税（２３区）
　 土地６１５件、家屋６１４件、償却
資産２０６件
③事業所税（２３区）
　 ３７件

①不動産取得税
　 土地１件、家屋１件
②固定資産税・都市計画税（２３区）
　 土地６２０件、家屋６２１件、償却
資産２１８件
③事業所税
　 ３５件

98 夜間保育事業 福祉保健局 ■

　保護者の就労等の事情により、夜
間（おおよそ午後10時まで）のニーズ
に対応するため、夜間保育に取り組
む区市町村を支援する。

現時点で回答不可（厚労省の調査を
もとに区市町村の実績を集計する
が、集計できていないため。）

延長保育事業（午後9時までの開
所）　10区市
夜間保育所　3区
計10区市（8区2市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

延長保育事業（午後10時までの開
所）　11区市
夜間保育所　3区
計11区市（7区4市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

延長保育事業（午後10時までの開
所）　10区市
夜間保育所　3区
計13区市（9区4市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

延長保育事業（午後10時までの開
所）　11区市
夜間保育所　3区
計14区市（9区5市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

延長保育事業（午後10時までの開
所）　14区市
夜間保育所　3区
計15区市（9区6市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

99 延長保育事業 福祉保健局 ■

　保護者の就労の多様化、長い通勤
時間等に伴う保育ニーズに対応する
ため、11時間の開所時間の前後に
おいて延長保育を行う区市町村を支
援する。

５1区市町
（２３区２６市２町）【交付決定ベース】

５1区市町
（２３区２６市２町）【交付決定ベース】

５1区市町
（２３区２６市２町）【交付決定ベース】

５1区市町
（２３区２６市２町）【交付決定ベース】

５１区市町
（２３区２６市２町）【交付決定ベース】

５１区市町
（２３区２６市２町）【交付決定ベース】

100 休日保育事業 福祉保健局 ■

　保護者の就労形態の多様化によ
り、日曜日、国民の祝日等のニーズ
に対応するため、休日保育に取り組
む区市町村を支援する。

現時点で回答不可（厚労省の調査を
もとに区市町村の実績を集計する
が、集計できていないため。）

25区市（13区、12市） 21区市（11区市、10市） 25区市（13区、12市） ２6区市（14区12市） 25区市（14区11市）

101 ☆病児保育事業の充実 福祉保健局 ■

○病中又は病気の回復期等にあっ
て、集団保育が困難な保育所在籍
児童等を、保護者の勤務の都合等
により家庭で育児ができない場合
に、保育所や病院等の専用スペー
ス等において一時的に預かり保育を
行う区市町村を支援する。
○病児・病後児保育施設の人材とノ
ウハウを活用した地域の保育所等
の職員に対する技術支援や利用者
に病児のケアに関する情報提供を
行う取組、保育所や自宅で児童が発
症した際のお迎えサービスの実施、
駅近郊の施設による自治体間の広
域利用など、病児・病後児保育の充
実に取り組む区市町村を支援する。

１５９か所 １５９か所 １５０か所 １４４か所 １３４か所 １３３か所

102
☆医療的ケア児への支援
＜子供家庭支援区市町村包括
補助事業及び国の交付金＞

福祉保健局

　医療的ケア児を受け入れる保育所
等への看護師の派遣や、医療的ケ
アを行う看護師、保健師、又は助産
師を保育所等に配置する区市町村
を支援する。

国分　7区市
都包括　5区市

国分　１市
都包括　6区市

国分　１市
都包括　５区市

103
☆送迎保育ステーション事業
＜子供家庭支援区市町村包括
補助事業＞

福祉保健局

　自宅から遠距離にある保育所でも
通えるよう、保護者にとって利便性
のよい保育所等に送迎ステーション
を設置し、バス等により児童の送迎
を行う区市町村を支援する。

２区 ２区 ２区

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 18／67
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（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

104
都庁内に地域に開放した保育
施設の設置

総務局

　民間事業者等に対して、地域に開
放した事業所内保育施設の設置を
一層促進するため、平成28年度に
都自らがシンボル的な事業として、
都内でも最大級の事業所である都
庁内に保育施設を設置する（平成28
年10月設置済み）。

定員48名を以下のように配分し、運
営
1/2(24名）：地域枠として新宿区民の
子供を受入れ
1/2(24名）：従業員枠として、都職員
等及び近隣の協定締結企業の子供
を受入れ

定員48名を以下のように配分し、運
営
1/2(24名）：地域枠として新宿区民の
子供を受入れ
1/2(24名）：従業員枠として、都職員
等及び近隣の協定締結企業の子供
を受入れ

定員48名を以下のように配分し、運
営
1/2(24名）：地域枠として新宿区民の
子供を受入れ
1/2(24名）：従業員枠として、都職員
等及び近隣の協定締結企業の子供
を受入れ

定員48名を以下のように配分し、運
営
1/2(24名）：地域枠として新宿区民の
子供を受入れ
1/2(24名）：従業員枠として、都職員
等及び近隣の協定締結企業の子供
を受入れ

・関係機関との調整・申請等の開設
準備を実施。
・平成28年８月に施設竣工、同年10
月に開所。

平成27年11月に事業計画を公表し、
平成28年3月に利用企業を決定。
（平成28年度10月に開所済み）

106

☆保育所等における児童の安
全対策強化事業
＜子供家庭支援区市町村包括
補助事業＞

福祉保健局

　保育所等における、監視モニター
やベビーセンサー等の設備の導入
を促進し、児童の安全対策を一層強
化するとともに、保育従事職員の心
理的な負担軽減を図る区市町村を
支援する。

7区3市、24施設 16区16市2町、616施設 15区13市、541施設

107
☆保育サービス推進事業及び
保育力強化事業

福祉保健局

　アレルギー児対応や育児困難家
庭への支援などの特別保育や、障
害児保育、地域子育て支援など、地
域の実情に応じて保育サービスの
向上に取り組む区市町村を支援す
る。

保育サービス推進事業　50区市町
２，２５２施設
保育力強化事業　47区市町　６８０
施設

【令和２年度決算ベース】

保育サービス推進事業　50区市町
２，045施設
保育力強化事業　47区市町　７５８
施設

【令和元年度決算ベース】

保育サービス推進事業　４９区市町
１，３９１施設
保育力強化事業　４７区市町　８４４
施設

【平成30年度決算ベース】

保育サービス推進事業　４９区市町
１，７６５施設
保育力強化事業　４８区市町　７９６
施設

【平成29年度決算ベース】

保育サービス推進事業　４９区市町
１，０７３施設
保育力強化事業　４８区市町　８７７
施設

【平成28年度決算ベース】

保育サービス推進事業　４８区市町
８１０施設
保育力強化事業　４５区市町　７５４
施設

【平成27年度決算ベース】

【認証保育所等研修事業】
認証保育所施設長研修54人、認証
保育所中堅保育士研修57人、家庭
的保育者研修15人、病児・病後児保
育研修32人、病児・病後児（訪問型）
保育研修-人、認可外保育施設職員
テーマ別研修2,063人

【認証保育所等研修事業】
認証保育所施設長研修99人、認証
保育所中堅保育士研修202人、家庭
的保育者研修58人、病児・病後児保
育研修69人、病児・病後児（訪問型）
保育研修15人、認可外保育施設職
員テーマ別研修6,643人

105 保育の質の確保 福祉保健局

○保育所等における保育の提供体制や
事故防止対策等について、事業者から
運営状況等の報告を求めるとともに、区
市町村と連携した効果的な指導監督を
行うことにより、適正な施設運営及び
サービスの質の確保を図る。
○質を確保するため、各施設及び事業
における自己評価や第三者評価の実施
を促していく。
○区市町村による保育従事職員に対す
る研修受講促進の取組を支援していく。
○認証保育所の質の確保・向上を図る
ため、新設の事業者等に対して、保育士
等の専門職を活用した運営指導を行う。
また、認証保育所の施設長及び中堅保
育士を対象とした研修や、家庭的保育者
研修、認可外保育施設に従事する職員
を対象としたテーマ別研修を実施。
○認可外保育施設における事故防止、
安全対策の強化のため、施設の巡回指
導等を行う。
○保育所、認定こども園等における保育
中の死亡事故等の重大事故を防止する
ため、睡眠中等の重大事故が発生しや
すい場面や各基準の遵守状況等に関す
る巡回支援・指導を行う区市町村を支援
する。
○認証保育所へ移行する認可外保育施
設に対して、運営費や改修費の一部を
補助することにより、認可外保育施設の
保育の質を確保するとともに、待機児童
解消に向けた受け皿の拡大を図る区市
町村を支援する。

【認証保育所等研修事業】
認証保育所施設長研修138人、認証
保育所中堅保育士研修236人、家庭
的保育者研修87人、病児・病後児保
育研修79人、病児・病後児（訪問型）
保育研修23人、認可外保育施設職
員テーマ別研修6,561人

【認証保育所等研修事業】
認証保育所施設長研修138人、認証
保育所中堅保育士研修244人、家庭
的保育者研修99人、居宅訪問型保
育研修37人、病児・病後児保育研修
91人、病児・病後児（訪問型）保育研
修９人、認可外保育施設職員テーマ
別研修6,382人、

【認証保育所等研修事業】
認証保育所施設長研修136人、認証
保育所中堅保育士研修271人、家庭
的保育者研修118人、認可外保育施
設職員テーマ別研修5,698人、居宅
訪問型保育研修39人、病児・病後児
保育研修64人

【認証保育所等研修事業】
認証保育所施設長研修152人、認証
保育所中堅保育士研修279人、家庭
的保育者研修239人、認可外保育施
設職員テーマ別研修5,332人

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 19／67
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111
保育士等キャリアアップ研修支
援事業

福祉保健局

　技能・経験を積んだ職員に対する
国の新たな処遇改善加算の要件と
なっている専門分野別研修等を実施
する指定研修実施機関を支援する。

【保育士等キャリアアップ研修指定
数】
１乳児保育　70回　定員3,970人
２幼児教育　49回　定員2,747人
３障害児保育　59回　定員2,698人
４食育・アレルギー対応　48回　定員
2,665人
５保健衛生・安全対策　59回　定員
2,203人
６保護者対応・子育て支援　67回
定員3,195人
７マネジメント　68回　定員3,253人
８保育実践　0回　定員0人

【保育士等キャリアアップ研修指定
数】
１乳児保育　53回　定員3,840人
２幼児教育　42回　定員3,045人
３障害児保育　61回　定員4,030人
４食育・アレルギー対応　31回　定員
2,317人
５保健衛生・安全対策　41回　定員
2,100人
６保護者対応・子育て支援　37回
定員2,780人
７マネジメント　73回　定員4,128人
８保育実践　1回　定員70人

【保育士等キャリアアップ研修指定
数】
１乳児保育　37回　定員3,205人
２幼児教育　27回　定員2,060人
３障害児保育　33回　定員2,353人
４食育・アレルギー対応　21回　定員
1,750人
５保健衛生・安全対策　18回　定員
1,110人
６保護者対応・子育て支援　27回
定員2,030人
７マネジメント　74回　定員4,169人
８保育実践　1回　定員50人

保育人材確保事業
　○就職支援研修・相談会　年6回
実施（世田谷区、武蔵野市、江戸川
区、北区、中野区、町田市）
　　 参加者数　147名　／　うち就職
決定者20名
　○保育士就職支援セミナー　（7
回）　参加者数　75名
　○コーディネーター　５名配置（常
勤１、嘱託４)
保育従事職員資格取得支援事業（7
区2市実施）
保育従事職員宿舎借り上げ支援事
業（23区25市1町2村実施）
保育人材確保支援事業（9区5市実
施）

保育人材確保事業
　○就職支援研修・相談会　年６回
実施（世田谷区、武蔵野市、江戸川
区、北区、中野区、西東京市）
　　 参加者数　１９５名　／　うち就職
決定者３２名
　○保育士就職支援セミナー　（10
回）　参加者数　１６２名
　○コーディネーター　５名配置（常
勤１、嘱託４)
保育従事職員資格取得支援事業（７
区６市実施）
保育従事職員宿舎借り上げ支援事
業（23区25市1町１村実施）
保育人材確保支援事業（11区7市実
施）

保育人材確保事業
　○就職支援研修・相談会　年６回
実施（世田谷区、立川市、江東区、
国分寺市、武蔵野市、中野区）
　　 参加者数　２２７名　／　うち就職
決定者３２名
　○保育士就職支援セミナー　（10
回）　参加者数　２１８名
　○コーディネーター　５名配置（常
勤１、嘱託４)
保育従事職員資格取得支援事業（５
区５市実施）
保育従事職員宿舎借り上げ支援事
業（23区25市１村実施）
保育人材確保支援事業（８区５市実
施）

保育人材確保事業
　○就職支援研修・相談会　年６回
実施（立川市、江戸川区、八王子
市、武蔵野市、世田谷区、北区）
　　 参加者数　３２１名　／　うち就職
決定者５５名
　○保育士就職支援セミナー　（10
回）　参加者数　２４０名
　○コーディネーター　５名配置（常
勤１、嘱託４)
保育従事職員資格取得支援事業（9
区2市実施）
保育従事職員宿舎借り上げ支援事
業（23区20市実施）

保育人材確保事業
　○就職支援研修・相談会　年６回
実施（立川市、台東区、町田市、世
田谷区、武蔵野市、江東区）
　　 参加者数　３３２名　／　うち就職
決定者４０名
　○保育士就職支援セミナー　（10
回）　参加者数　２６６名
　○コーディネーター　４名配置（常
勤１、嘱託３)
保育従事職員資格取得支援事業（9
区2市実施）
保育従事職員宿舎借り上げ支援事
業（23区11市実施）

110
☆保育人材の確保及び定着支
援

福祉保健局

○保育士有資格者に対する就職支援研
修及び就職相談会の一体的な実施や、
保育人材コーディネーターによる就職支
援及び就職後のフォローアップを行うこと
により、保育人材の確保・定着を図る。
○保育所等に勤務する保育従事者が保
育士資格を取得する際に要する経費の
一部を支援することにより、保育士の確
保を図る。
○指定保育士養成施設に在学し、保育
士資格の取得を目指す学生に対して修
学資金を貸し付けることで、保育士の養
成・確保を図る。
○保育事業者等が保育従事者向けの宿
舎を借り上げる際に要する経費の一部を
補助することにより、保育人材の確保及
び定着を図る。
○保育従事者の職責に応じた処遇を実
現するキャリアパス導入に取り組む事業
者を支援し、保育人材の確保及び定着
を図る。
○保育士を目指す高校生に対して、保
育施設での職場体験を行い、保育士の
仕事への理解・興味を深め、将来の保育
人材の確保を図る。
○保育の受け皿拡大に伴い必要となる
保育人材を確保するため、保育人材の
確保・定着を図る区市町村の取組を支
援する。
○保育士養成施設が行う、卒業予定者
向け就職説明会やOBとの交流会等の取
組を支援することにより、新卒者の保育
施設等への就職を促進する。
○保育所等の職員に対し、臨床心理士
等による相談・助言等を行い、保育従事
職員等の定着を図る区市町村を支援す
る。
○認可保育所において、保育士資格を
有しない者を保育に係る周辺業務に活
用することで保育士の負担を軽減し、保
育士の定着を図る区市町村を支援す
る。
○認可保育所等において、保育士資格
を有しない短時間勤務の保育補助者を
雇い上げることで保育士の負担を軽減
し、保育士の定着を図る区市町村を支援
する。
○書類作成等の業務を支援するシステ
ムを導入するなど、認可保育所等におけ
るＩＣＴ化を推進することで保育士の負担
を軽減し、保育士の定着を図る区市町村

保育人材確保事業
　○就職支援研修・相談会　年６回
実施（町田市、北区、練馬区、府中
市、江戸川区、立川市）
　　 参加者数　４８４名　／　うち就職
決定者７１名
　○保育士就職支援セミナー　（10
回）　参加者数　２８５名
　○コーディネーター　４名配置（常
勤１、嘱託２、非常勤１)
保育従事職員資格取得支援事業（7
区1市実施）
保育従事職員宿舎借り上げ支援事
業（16区2市実施）

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 20／67
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令和２年度実績

（速報値）
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112
☆都立病院・公社病院におけ
る病児・病後児保育事業の実
施

病院経営本部

　区市町村が行う病児・病後児保育
を支援するため、小児科のある都
立・公社病院において、区市町村の
ニーズを踏まえた上で、病児・病後
児保育事業を実施する。

都立墨東病院
【令和2年度実績】
・実利用児童数6名
・延利用児童数16名

都立駒込病院（令和3年2月1日開
室）
【令和2年度実績】
・実利用児童数1名
・延利用児童数2名

公社多摩北部医療センター
【令和2年度実績】
・実利用児童数34名
・延利用児童数43名

公社東部地域病院
【令和2年度実績】

都立墨東病院
【令和元年度実績】
・実利用児童数２８０名
・延利用児童数５０９名

公社多摩北部医療センター
【令和元年度実績】
・実利用児童数２４９名
・延利用児童数３５７名

公社東部地域病院
【令和元年度実績】
・実利用児童数３０１名
・延利用児童数５３２名

都立墨東病院
【平成３０年度実績】
・実利用児童数２４２名
・延利用児童数５１９名

公社多摩北部医療センター
【平成３０年度実績】
・実利用児童数３０７名
・延利用児童数３９９名

公社東部地域病院（平成31年2月1
日開室）
【平成３０年度実績】
・実利用児童数２６名
・延利用児童数２６名

都立墨東病院において、病児・病後
児保育を引き続き実施。
【平成２９年度実績】
・実利用児童数１４４名
・延利用児童数２３５名

都立墨東病院において、病児・病後
児保育を引き続き実施。
【平成２８年度実績】
・実利用児童数９６名
・延利用児童数１７９名

都立墨東病院において、平成28年2
月1日から、都立病院で初めて病児・
病後児保育を開始。墨田区から事
業を受託し、病院内に設置する病
児・病後児保育室において保育が可
能な病気の児童を預かり、一時的に
保育を行っている。

生活文化局
保育の充実を図るため、都内の自然
環境を活用して保育を行う東京都版
保育モデルを作成する。

事業終了
○私立幼稚園等自然体験支援事業
費補助　263園

福祉保健局
保育の充実を図るため、都内の自然
環境を活用して保育を行う東京都版
保育モデルを作成する。

事業終了 12区市

生活文化局

福祉保健局

生活文化局 幼稚園免許取得支援事業補助　2園 幼稚園免許取得支援事業補助　1園 幼稚園免許取得支援事業補助　3園

福祉保健局

特例制度利用の実績
　 幼稚園教諭免許所有者における
保育士資格取得513人
　 保育士資格所有者における幼稚
園教諭免許取得208人
補助制度の実績
　 保育従事職員資格取得支援事業
【特例制度に対する補助】（3区2市実
施）

特例制度利用の実績
　 幼稚園教諭免許所有者における
保育士資格取得　851人
　 保育士資格所有者における幼稚
園教諭免許取得348人
補助制度の実績
　 保育従事職員資格取得支援事業
【特例制度に対する補助】（3区4市実
施）

特例制度利用の実績
　 幼稚園教諭免許所有者における
保育士資格取得　1,071人
　 保育士資格所有者における幼稚
園教諭免許取得  318人
補助制度の実績
　 保育従事職員資格取得支援事業
【特例制度に対する補助】（１区５市
実施）

認定こども園施設数・定員数
（R3.4.1現在）
155施設　⇒　162施設

認定こども園施設数・定員数
（R2.4.1現在）
145施設　⇒　155施設
28,150人　⇒　29,864人
増加施設数　10か所
増加定員数　1,714人

認定こども園施設数・定員数
（H29.4.1現在）
109施設　⇒　120施設
21,130人　⇒　23,334
増加施設数　11か所
増加定員数　2,204人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H29.4.1現在）　27か所　2,715人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H29.4.1現在）　42か所　2,610人

認定こども園施設数・定員数
（H30.4.1現在）
120施設　⇒　129施設
23,334人　⇒　25,346人
増加施設数　9か所
増加定員数　2,012人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H30.4.1現在）　3か所　663人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H29.4.1現在）　42か所　2,610人

認定こども園施設数・定員数
（H3１.4.1現在）
129施設　⇒　145施設
25,346人　⇒　28,150人
増加施設数　16か所
増加定員数　2,804人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H3１.4.1現在）　2か所　178人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H31.4.1現在）　５５か所　3,081人

　開設準備に係る経費の一部を補
助することにより、区市町村による認
定こども園の設置促進の取組を支
援する。
　幼稚園又は保育所が認定こども園
への移行を希望する場合には、供給
が需要を上回る場合にも、認可・認
定基準を満たす限り、原則として認
可・認定する。

特例制度利用の実績
　 幼稚園教諭免許所有者における
保育士資格取得　1,603人
　 保育士資格所有者における幼稚
園教諭免許取得     418人
補助制度の実績
　 保育従事職員資格取得支援事業
【特例制度に対する補助】（4区1市実
施）

特例制度利用の実績
　 幼稚園教諭免許所有者における
保育士資格取得　859人
　 保育士資格所有者における幼稚
園教諭免許取得  462人
補助制度の実績
　 保育従事職員資格取得支援事業
【特例制度に対する補助】（６区実
施）
   幼稚園教諭免許状取得支援事業
【特例制度に対する補助】（１区実
施）

特例制度利用の実績
　 幼稚園教諭免許所有者における
保育士資格取得　1,335人
　 保育士資格所有者における幼稚
園教諭免許取得  293人
補助制度の実績
　 保育従事職員資格取得支援事業
【特例制度に対する補助】（4区1市実
施）

　保育教諭とは、幼稚園教諭免許と
保育士資格の両免許・資格併有者
が、幼保連携型認定こども園に雇用
（任用）されることに伴う任用職種で
ある。幼稚園教諭免許、保育士資格
の取得を支援する区市町村に対し、
その費用の一部を補助する取組な
どにより、保育教諭の確保を図る。

113
☆自然を活用した東京都版保
育モデルの検討

認定こども園施設数・定員数
（H28.4.1現在）
93施設　⇒　109施設
17,808人　⇒　21,130
増加施設数　16か所
増加定員数　3,322人

うち幼保連携型の保育を必要とする
子どもの定員数
（H28.4.1現在）　21か所　2,138人
※　幼保連携型は、平成27年度から
単一の施設種別に変更している。

うち幼稚園型の保育を必要とする子
ども（ただし、認証保育所の定員は
除く。）の定員数
（H28.4.1現在）　40か所　2,548人

116 ☆認定こども園の設置支援

117 保育教諭の確保

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 21／67
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118
☆地域スポーツクラブの設立・
育成支援事業

オリンピック・パラリン
ピック準備局

■

　子供から大人まで、幅広い世代の
都民が生涯にわたってスポーツに親
しむ機会を拡大するため、地域住民
自らが主体となって運営する地域ス
ポーツクラブの設立・育成を支援す
る。

５７区市町村　１４６クラブ
（23区：69クラブ、25市：68クラブ、4
町：4クラブ、5村：5クラブ）

５６区市町村　１４４クラブ
（22区：68クラブ、25市：67クラブ、4
町：4クラブ、5村：5クラブ）

５６区市町村　１４０クラブ
（22区：65クラブ、25市：66クラブ、4
町：4クラブ、5村：5クラブ）

56区市町村　136クラブ
（22区：61クラブ、25市：66クラブ、4
町：4クラブ、5村：5クラブ）

54区市町村　132クラブ
（22区：59クラブ、24市：65クラブ、3
町：3クラブ、5村：5クラブ）

51区市町村　128クラブ
（22区：59クラブ、24市：64クラブ、2
町：2クラブ、3村：3クラブ）

119
訪問型スポーツ・レクリエーショ
ン促進事業

オリンピック・パラリン
ピック準備局

　区市町村等が保育園や高齢者福
祉施設等において、スポーツ・レクリ
エーション教室等を実施する際に、
講師の派遣や運営ノウハウの提供
などに対して支援する。

4区市町村において、計11回の実施

120
総合的な子供の基礎体力向上
方策の推進

教育庁 ■

子供の体力向上の方向性を示し、
総合的な子供の基礎体力向上方策
を推進する。
　具体的には、東京都統一体力テス
トの全校実施、体力向上や健康教
育の研究指定校における実践研
究、中学校「東京駅伝」大会の開催
等により、体力向上を図る。

○東京都統一体力テスト実施…希
望する公立学校対象（943校
352,872人）
※新型コロナウイルスの状況による
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,100部配布
○第1２回中学生「東京駅伝」大会中
止及び発展的に事業終了
※新型コロナウイルスの状況による
○全国体力・運動能力、運動週間等
調査（中止）

○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,176校　939,265
人）・実施報告書配布
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,300部配布
○第11回中学生「東京駅伝」大会実
施
○全国体力・運動能力、運動週間等
調査
　都道府県順位
　【小学生】男子21位、女子25位
　【中学生】男子40位、女子35位

○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,176校　939,265
人）・実施報告書配布
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,300部配布
○第10回中学生「東京駅伝」大会実
施
○全国体力・運動能力、運動週間等
調査
　都道府県順位
　【小学生】男子21位、女子24位
　【中学生】男子42位、女子38位

○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,178校　936,981
人）・実施報告書配布
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,300部配布
○第９回中学生「東京駅伝」大会実
施
○全国体力・運動能力、運動週間等
調査
　都道府県順位
　【小学生】男子20位、女子20位
　【中学生】男子41位、女子39位

○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,184校　933,788
人）・実施報告書配布
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,300部配布
○「体力を高めるガイドライン」…
2,200部配布
○第８回中学生「東京駅伝」大会実
施
○全国体力・運動能力、運動週間等
調査
　都道府県順位
　【小学生】男子18位、女子18位
　【中学生】男子43位、女子41位

○子供の体力向上推進本部設置、
平成28年１月に「アクティブプラン to
2020 総合的な子供の基礎体力向上
方策第３次推進計画」を策定
○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,192校　929,185
人）・実施報告書配布
○第７回中学生「東京駅伝」大会実
施
○「一校一取組」運動の展開実践例
報告書…12,130部配布
○「コオーディネーショントレーニング
実践教材集」…2,000部配布

121
☆オリンピック・パラリンピック
教育の推進

教育庁

　次の事業を実施することにより、オ
リンピック・パラリンピック教育を推進
する。
○オリンピック・パラリンピック教育の
全校展開（公立学校）
○段階に応じたボランティア活動等
を推進する「東京ユースボランティ
ア」（公立学校）
○障害者スポーツの体験や交流会
等を実施する「スマイルプロジェクト」
（公立学校）
○アスリートとの直接交流を実施す
る「夢・未来プロジェクト」（公立学校
及び私立学校）
○世界の多様性を学ぶとともに実際
の国際交流を推進する「世界ともだ
ちプロジェクト」（公立学校）
○環境への取組を推進する「スクー
ルアクション『もったいない』大作戦」
（公立学校）

・オリンピック・パラリンピック教育推
進事業（全公立学校　約2,300校）
・オリンピック・パラリンピック教育ア
ワード校（171校）
・パラリンピック競技応援校の指定
（10校）
・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（公立学校98
校、私立学校○校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布
・オリンピック・パラリンピック教育推
進のための教員研修会
・スクールアクション「もったいない」
大作戦（全公立学校　約2,300校）
・文化プログラム・学校連携事業
（173校）
・ボッチャ交流行事推進事業（２地
区）

・オリンピック・パラリンピック教育推
進事業（全公立学校　約2,300校）
・オリンピック・パラリンピック教育ア
ワード校（180校）
・パラリンピック競技応援校の指定
（50校）
・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（公立学校300
校、私立学校15校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布
・オリンピック・パラリンピック教育カ
ンファレンス（3回）
・オリンピック・パラリンピック教育推
進のための教員研修会
・パラスポーツ指導者講習会の実施
（14回）
・東京都公立学校パラスポーツ交流
大会の実施
・スクールアクション「もったいない」
大作戦（全公立学校　約2,300校）
・被災地等と連携したパラスポーツ
体験交流の実施
・文化プログラム・学校連携事業
（173校）
・ボッチャ交流行事推進事業（２地

・オリンピック・パラリンピック教育推
進事業（全公立学校　約2,300校）
・オリンピック・パラリンピック教育ア
ワード校（154校）
・パラリンピック競技応援校の指定
（20校）
・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（公立学校300
校、私立学校15校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布
・オリンピック・パラリンピック教育実
践報告会（3回）
・オリンピック・パラリンピック教育推
進のための教員研修会（3回）
・パラスポーツ指導者講習会の実施
（14回）
・東京都公立学校パラスポーツ交流
大会の実施
・スクールアクション「もったいない」
大作戦（全公立学校　約2,300校）
・被災地等と連携したパラスポーツ
体験交流の実施

・オリンピック・パラリンピック教育推
進事業（全公立学校　約2,300校）
・オリンピック・パラリンピック教育ア
ワード校（136校）
・パラリンピック競技応援校の指定
（10校）
・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（公立学校300
校、私立学校10校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布
・オリンピック・パラリンピック教育の
考え方・進め方に関する全校説明会
（3回）
・オリンピック・パラリンピック教育シ
ンポジウムの実施
・オリンピック・パラリンピック教育推
進のための教員研修会（3回）
・パラスポーツ指導者講習会の実施
（10回）
・東京都公立学校ボッチャ交流大会
の実施

・オリンピック・パラリンピック教育推
進事業（全公立学校　約2,300校）
・オリンピック・パラリンピック教育重
点校（100校）
・アスリート学校派遣事業「夢・未来」
プロジェクトの実施（公立学校220
校、私立学校10校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布及び
活用（約67万冊）
・オリンピック・パラリンピック教育の
考え方・進め方に関する全校説明会
（10回）
・オリンピック・パラリンピック教育シ
ンポジウムの実施（３回）
・オリンピック・パラリンピック教育推
進のための教員研修会（６回）
・パラリンピックスポーツ指導者講習
会の実施（３回）

　4月　オリンピック・パラリンピック教
育推進校の指定（600校）
　7月　アスリート学校派遣事業「夢・
未来」プロジェクトの実施
         （公立学校112校、私立学校
10校）
 12月　東京都　「東京のオリンピッ
ク・パラリンピック教育を考える有識
者会議」
         最終提言とりまとめ
　1月　「東京都オリンピック・パラリン
ピック教育」実施方針の策定
　3月　オリンピック・パラリンピック学
習読本、映像教材の作成・配布

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 22／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

121
☆オリンピック・パラリンピック
教育の推進

生活文化局

　次の事業を実施することにより、オ
リンピック・パラリンピック教育を推進
する。

○アスリートとの直接交流を実施す
る「夢・未来プロジェクト」（私立学校）

・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（私立学校5校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本を小学４年生、中学１年生、
高校１年生に配布、パンフレットを小
学１年生に配布

・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（私立学校15
校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本を小学４年生、中学１年生、
高校１年生に配布、パンフレットを小
学１年生に配布

・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（私立学校15
校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本を小学４年生、中学１年生、
高校１年生に配布、パンフレットを小
学１年生に配布

・アスリート学校派遣事業「夢・未来
プロジェクト」の実施（私立学校10
校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布

・アスリート学校派遣事業「夢・未来」
プロジェクトの実施（私立学校10校）
・オリンピック・パラリンピック教育学
習読本及び学習ノートを小学校４年
生以上の全児童・生徒に配布及び
活用（約67万冊）

　7月　アスリート学校派遣事業「夢・
未来」プロジェクトの実施  （私立学
校10校）
　3月　オリンピック・パラリンピック学
習読本、映像教材の作成・配布

122 スポーツ特別強化校の指定 教育庁

　都立高校の部活動強化を通じ、他
の生徒への運動に対する興味を喚
起し、スポーツの裾野拡大や体力・
運動能力の向上、心身の健全育成
を図る。

都立高校が全国大会や関東大会へ
の出場及び都大会での上位進出を
目指して、競技力向上を一層推進し
ていくことを目的として、平成30年度
「第Ⅱ期スポーツ特別強化校」を40
校58部指定した。
関東大会の団体種目及び全国大会
の個人種目・団体種目において、都
立校で出場した生徒に占めるスポー
ツ特別強化校の生徒の割合が全体
の５割以上を占めている。
スポーツ特別強化校の指定前と比
較すると、競技成績が向上してい
る。

都立高校が全国大会や関東大会へ
の出場及び都大会での上位進出を
目指して、競技力向上を一層推進し
ていくことを目的として、平成30年度
「第Ⅱ期スポーツ特別強化校」を40
校58部指定した。
関東大会の団体種目及び全国大会
の個人種目・団体種目において、都
立校で出場した生徒に占めるスポー
ツ特別強化校の生徒の割合が全体
の５割以上を占めている。
スポーツ特別強化校の指定前と比
較すると、競技成績が向上してい
る。

都立高校が全国大会や関東大会へ
の出場及び都大会での上位進出を
目指して、競技力向上を一層推進し
ていくことを目的として、平成30年度
「第Ⅱ期スポーツ特別強化校」を40
校58部指定した。
関東大会の団体種目及び全国大会
の個人種目・団体種目において、都
立校で出場した生徒に占めるスポー
ツ特別強化校の生徒の割合が全体
の５割以上を占めている。
スポーツ特別強化校の指定前と比
較すると、競技成績が向上してい
る。

都立高校が全国大会や関東大会へ
の出場及び都大会での上位進出を
目指して、競技力向上を一層推進し
ていくことを目的として、平成27年度
に「スポーツ特別強化校」を23校50
部指定した。
関東大会の団体種目及び全国大会
の個人種目・団体種目において、都
立校で出場した生徒に占めるスポー
ツ特別強化校の生徒の割合が全体
の５割以上を占めている。
スポーツ特別強化校の指定前と比
較すると、競技成績が向上してい
る。

都立高校が全国大会や関東大会へ
の出場及び都大会での上位進出を
目指して、競技力向上を一層推進し
ていくことを目的として、平成27年度
に「スポーツ特別強化校」を23校50
部指定した。

都立高校が全国大会や関東大会へ
の出場及び都大会での上位進出を
目指して、競技力向上を一層推進し
ていくことを目的として、平成27年度
に「スポーツ特別強化校」を23校50
部指定した。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 23／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

123
☆「児童・生徒の学力向上を図
るための調査」の実施とそれに
基づく授業改善の実施

教育庁

　児童・生徒の学力向上を図るた
め、次の取組を実施する。

○学習指導要領の目標・内容の実
現状況の定着状況を把握するため、
小学校第5学年の児童及び中学校
第２学年の生徒を対象に、国語、社
会、算数・数学、理科、英語(中学校
のみ)の調査を悉皆で実施する。
○学力調査の結果を分析し、授業
改善のポイントを示した報告書を作
成し、各学校に配布するとともに、保
護者向けのリーフレットを作成し、配
布する。
○学力調査の結果に基づき、学力
に課題がみられる学校の授業改善
の取組を支援するために、国語、社
会、算数・数学、理科、英語等を担
当する指導主事がチームを編成して
学校訪問し、指導・助言を行う。
○基礎的な学習内容を習得するた
めの教材である「東京ベーシック・ド
リル」及び同ソフトの活用を図り、基
礎的・基本的な事項の定着を図る。
○「確かな学力」を育成する取組の
推進に向けて策定したガイドライン
に基づき、効果的な習熟度別指導を
推進する。

○令和２年度「児童･生徒の学力向
上を図るための調査」調査問題等を
都内全公立小・中学校等及び全区
市町村教育委員会に配布
○改訂版「東京ベーシック・ドリルソ
フト」の活用推進
○「子供たちに未来の創り手となる
ために必要な資質・能力を育む指導
と評価の一体化を目指して〈実践事
例〉」を作成し、都内全公立小・中学
校等及び全区市町村教育委員会に
配布
○「東京方式　習熟度別指導ガイド
ライン（改訂版）《小学校 算数、中学
校 数学》」及び「東京方式　少人数・
習熟度別指導ガイドライン（改訂版）
《中学校 英語》」を作成し、都内全公
立小・中学校等及び全区市町村教
育委員会に配布

○「児童･生徒の学力向上を図るた
めの調査」の実施（７月５日(木)）
・都内公立小学校　小５年　1,283校
93,535名
・都内公立中学校　中２年　　623校
71,128名
・自校の教員による採点
・個人票作成プログラム（個人票・学
校票）及び採点要領の作成、配布
・区市町村教育委員会及び全小・中
学校向け報告書の作成、配布
・保護者向けリーフレットの作成、配
布
○「東京ベーシック・ドリルソフト」の
活用推進
○「東京方式　１単位時間の授業ス
タイル」の推進
○「小学校算数、中学校数学及び英
語における効果的な習熟度別指導」
の研修会を開催

○「児童･生徒の学力向上を図るた
めの調査」の実施（７月５日(木)）
・都内公立小学校　小５年　1,283校
93,535名
・都内公立中学校　中２年　　623校
71,128名
・自校の教員による採点
・個人票作成プログラム（個人票・学
校票）及び採点要領の作成、配布
・区市町村教育委員会及び全小・中
学校向け報告書の作成、配布
・保護者向けリーフレットの作成、配
布
○「東京ベーシック・ドリルソフト」の
活用推進
○「東京方式　１単位時間の授業ス
タイル」の推進
○「小学校算数、中学校数学及び英
語における効果的な習熟度別指導」
の研修会を開催

○「児童･生徒の学力向上を図るた
めの調査」の実施（７月６日）
・都内公立小学校　小５年　1,285校
91,434名
・都内公立中学校　中２年　　625校
72,601名
・自校の教員による採点
・個人票作成プログラム（個人票・学
校票）及び採点要領の作成、配布
・区市町村教育委員会及び全小・中
学校向け報告書の作成、配布
・保護者向けリーフレットの作成、配
布
○「東京ベーシック・ドリルソフト」の
活用推進
○「東京方式　１単位時間の授業ス
タイル」の推進
○「小学校算数、中学校数学及び英
語における効果的な習熟度別指導」
の研修会を開催

○「児童･生徒の学力向上を図るた
めの調査」の実施（７月７日）
・都内公立小学校　小５年　1,289校
87,598名
・都内公立中学校　中２年　　626校
73,281名
・自校の教員による採点
・個人票作成プログラム（個人票・学
校票）及び採点要領の作成、配布
・区市町村教育委員会及び全小・中
学校向け報告書の作成、配布
・教員向けリーフレット及び保護者向
けリーフレットの作成、配布
○「東京ベーシック・ドリルソフト」の
作成、全小・中学校への配布（ＣＤ）
及びホームページへの掲載
○「東京方式　１単位時間の授業ス
タイル」に基づいた授業実践・協議
会の開催
○「小学校算数、中学校数学及び英
語における効果的な習熟度別指導」
の研修会を開催

○「児童･生徒の学力向上を図るた
めの調査」の実施（７月２日）
・都内公立小学校　小５年　1,295校
88,995名
・都内公立中学校　中２年　　627校
74,349名
・自校の教員による採点
・個人票作成プログラム（個人票・学
校票）及び採点要領の作成、配布
・区市町村教育委員会及び全小・中
学校向け報告書の作成、配布
・教員向けリーフレット及び保護者向
けリーフレットの作成、配布
○「東京ベーシック・ドリル（中学校
版）」の作成、全小・中学校への配布
（ＣＤ）及びホームページへの掲載
○「東京方式　１単位時間の授業ス
タイル（リーフレット）」の作成、全小・
中学校への配布
○「小学校算数、中学校数学及び英
語における効果的な習熟度別指導」
の研修会を開催

124 ◆校内寺子屋 教育庁

　義務教育段階の基礎学力の定着
状況が十分ではない生徒に対して、
放課後等に学習の場を確保するとと
もに、外部人材を活用することによ
り、個に応じた学習を支援するため、
「学力向上研究校」として１０校を指
定し、実施している。平成30年度か
ら、指定校を30校に拡充して実施す
る。

・30校の平均実施回数58回。１回当
たり平均16人が出席している。平均
出席率は60.4％である。
・継続的に校内寺子屋に参加してい
る生徒については、学業不振による
中途退学者が16人。

・30校の平均実施回数65回。１回当
たり平均8.7人が出席している。平均
出席率は61.9％である。
・継続的に校内寺子屋に参加してい
る生徒については、学業不振による
中途退学者が6人。
・継続的に参加している生徒の学業
不振による中途退学者数は、昨年
度から減少

・30校の平均実施回数64回。１回当
たり平均7.9人が出席している。平均
出席率は65.8％である。
・継続的に校内寺子屋に参加してい
る生徒には、学業不振による中途退
学者が８人。

125
☆都立高校学力スタンダードに
基づく指導

教育庁

　具体的な学習目標を明示した「都
立高校学力スタンダード」を参考に、
都立高校が自校の学力スタンダード
を作成・活用し、組織的・効果的な指
導を実施する。

対象校 校にお て、自校の 学
力スタンダード」を作成して明確な到
達目標を定めた上で、学力調査等で
生徒の学力を把握し、繰り返しの指
導することにより、学力を確実に定
着させている。
・教科会の定例化、授業進度・生徒
状況の共有化、考査問題の統一化
が進み、組織的・効果的な指導及び
評価を行う体制が整ってきており、
引き続き確かな学力の定着を目指し
ている。
・学習の定着状況を共有化し組織的
な指導を行っている学校が84.8％
・学力スタンダード科目の定期考査
の共通化について、全ての科目で完
全又は一部で共通化して実施した学
校が90.2%
・学力向上データバンクへアクセス
し、標準問題を閲覧したり、活用した
りした学校の割合が30.1%

対象校 校にお て、自校の 学
力スタンダード」を作成して明確な到
達目標を定めた上で、学力調査等で
生徒の学力を把握し、繰り返しの指
導することにより、学力を確実に定
着させている。
・教科会の定例化、授業進度・生徒
状況の共有化、考査問題の統一化
が進み、組織的・効果的な指導及び
評価を行う体制が整ってきており、
引き続き確かな学力の定着を目指し
ている。
・学習の定着状況を共有化し組織的
な指導を行っている学校が86.7％
・学力スタンダード科目の定期考査
の共通化について、全ての科目で完
全又は一部で共通化して実施した学
校が88.6%
・学力向上データバンクへアクセス
し、標準問題を閲覧したり、活用した
りした学校の割合が42.8%

・対象校172校において、自校の「学
力スタンダード」を作成して明確な到
達目標を定めた上で、学力調査等で
生徒の学力を把握し、繰り返しの指
導することにより、学力を確実に定
着させている。
・教科会の定例化、授業進度・生徒
状況の共有化、考査問題の統一化
が進み、組織的・効果的な指導及び
評価を行う体制が整ってきており、
引き続き確かな学力の定着を目指
す。
・学力向上データバンクを構築し、各
学校が学力調査問題を作成する上
で参考となる標準問題を保存した。

・対象校172校において、自校の「学
力スタンダード」を作成して明確な到
達目標を定めた上で、学力調査等で
生徒の学力を把握し、繰り返しの指
導することにより、学力を確実に定
着させている。
・教科会の定例化、授業進度・生徒
状況の共有化、考査問題の統一化
が進み、組織的・効果的な指導及び
評価を行う体制が整ってきており、
引き続き確かな学力の定着を目指
す。
・学力向上データバンクを構築し、各
学校が学力調査問題を作成する上
で参考となる標準問題を保存した。

平成26年度から対象校172校におい
て、「都立高校学力スタンダード」を
参考にして、自校の「学力スタンダー
ド」を生徒状況等に応じて作成し、明
確な到達目標を定めている。学力調
査等で生徒の学力を把握し、繰り返
し指導することにより、学力を確実に
定着させている。教科会の定例化、
授業進度・生徒状況の共有化、考査
問題の統一化が進み、組織的・効果
的な指導及び評価を行う体制が整っ
てきており、引き続き確かな学力の
定着を目指す。
学力向上データバンクを構築し、各
学校が学力調査問題を作成する上
で参考とする標準問題を９月及び２
月に保存を行った。

平成26年度から対象校172校におい
て、「都立高校学力スタンダード」を
参考にして、自校の「学力スタンダー
ド」を生徒状況等に応じて作成し、明
確な到達目標を定めている。学力調
査等で生徒の学力を把握し、繰り返
し指導することにより、学力を確実に
定着させている。教科会の定例化、
授業進度・生徒状況の共有化、考査
問題の統一化が進み、組織的・効果
的な指導及び評価を行う体制が整っ
てきており、引き続き確かな学力の
定着を目指す。

126
☆都立専門高校技能スタン
ダードの実施

教育庁

　専門高校において生徒が身に付け
るべき主な技術・技能を示す「都立
専門高校技能スタンダード」を活用し
た取組を全都立専門高校職業学科
にて実施し、生徒の専門的な技術・
技能の習得を徹底する。

全ての都立専門高校（職業学科）に
おいて実施した。平成２９年度に実
施した状況調査の結果及び取組状
況を元に、改善の検討を行った。

全ての都立専門高校（職業学科）に
おいて実施した。平成２９年度に実
施した状況調査の結果及び取組状
況を元に、改善の検討を行った。

全ての都立専門高校（職業学科）に
おいて実施した。平成２９年度に実
施した状況調査の結果及び取組状
況を元に、改善の検討を行った。

全ての都立専門高校（職業学科）に
おいて実施した。平成２８年度に実
施した状況調査の結果及び取組状
況を元に、改善の検討を行った。

全ての都立専門高校（職業学科）に
おいて実施した。これまでの成果を
検証し、改善を図るため、実施状況
を調査した。

平成27年度において全ての専門学
校（職業学科）で実施した。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 24／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

【義務】
・東京都小学生科学展…全区市町
村及び特別支援学校から、計63点
の作品が出品されたが、緊急事態
宣言発令のため点字は中止となっ
た。
・中学生科学コンテスト…感染症拡
大防止のため中止
・東京ジュニア科学塾…感染症拡大
防止のため会場に集合しての実施
は中止。第3回のみオンラインで実
施した。327名の児童・生徒が参加し
た。
・理数教育カンファレンス…2020オリ
ンピック・パラリンピック開催予定の
ため中止
・理科教育推進支援事業に５地区を
指定し、３年次計画の最終年次の取
組を行った。

【義務】
・東京都小学生科学展…全区市町
村及び特別支援学校から、計64点
の作品を出品した。
・中学生科学コンテスト…54校から
152チームが参加した。
・東京ジュニア科学塾…科学塾一般
コースに446名、専修コースに40名
の生徒が参加した。
・理数教育カンファレンス…小学校
からの理科教育推進教員等と中学
校から理科教員の代表等を合わ
せ、1830名が参加した。
・理科教育推進支援事業に５地区を
指定し、３年次計画の２年次の取組
を進めた。

【義務】
・東京都小学生科学展…全区市町
村及び特別支援学校から、計64点
の作品を出品した。
・中学生科学コンテスト…83校から
188チームが参加した。
・東京ジュニア科学塾…科学塾一般
コースに387名、専修コースに40名
の生徒が参加した。
・理数教育カンファレンス…小学校
からの理科教育推進教員等と中学
校から理科教員の代表等を合わ
せ、1835名が参加した。
・理科教育推進支援事業に５地区を
指定し、３年次計画の１年次の取組
を進めた。

【義務】
・東京都小学生科学展…全区市町
村及び特別支援学校が、計６４の作
品を出品
・中学生科学コンテスト…８７校から
１７６チーム参加
・東京ジュニア科学塾…科学塾に
330名、専修コースに43名の生徒が
参加
・理数教育カンファレンス…小学校
から理科教育推進教員等が1268
名、中学校から理科教員の代表606
名が参加
・観察実験アシスタント…30区市町、
小学校614校、中学校77校が理科観
察実験支援員を活用
・理科支援ボランティア活用モデル
地域…計４地区がモデル地域とし
て、ボランティアを活用

【義務】
・学力ステップアップ推進地域…指
定した10区市が、基礎学力定着アド
バイザー及び外部指導員を活用して
学力向上のための取組を実施した。
・中学生科学コンテスト…７１校から
１６１チームが参加。
・東京都理科観察実験支援事業…
平成２７年度から３地区増の２８区市
町が理科観察実験支援員を活用し
た。
・小学生科学展…61区市町村が作
品を出品した。
・理数教育カンファレンス…小学校
から理科教育推進教員1300名、中
学校からは理科主任等577名が参
加

【義務】
・学力ステップアップ推進地域…指
定した10区市が、基礎学力定着アド
バイザー及び外部指導員を活用して
学力向上のための取組を実施した。
・中学生科学コンテスト…参加チー
ムは、平成26年度から22チーム増
加し、196チームとなった。
・東京都理科観察実験支援事業…
25区市町が理科観察実験支援員を
活用した。
・理数授業特別プログラム…10区市
の小学校74校、中学校32校におい
て実施した。
・小学生科学展…61区市町村が作
品を出品した。

【高校】
・理数アカデミー校として指定された
中高一貫教育校1校は、探究活動の
実施・充実、国内の研究施設等にお
ける研修、教員研修、大学や研究機
関との連携、Tokyoサイエンスフェア
等を通して、６年間一貫した教育活
動を通して、科学的に探究する能力
や態度、課題を解決する能力、論理
的思考力、科学的な感性・創造性の
育成を図るとともに、組織体制の構
築を図った。 令和３年度スーパーサ
イエンスハイスクールに採択された。
・理数リーディング校として指定され
た３校は、探究活動の実施、大学や
研究機関との連携、専門家による指
導、Tokyoサイエンスフェアへの参
加、各種コンテスト等への参加など
の取組を通して、科学的に探究する
能力や態度、課題を解決する能力、
論理的思考力、科学的な感性・創造
性の育成を図った。１校は令和３年
度スーパーサイエンスハイスクール
に採択された。
・理数研究校として指定された学校
は、理数に関するテーマについての
研究を行うとともに、その成果を校
内や各種科学コンテスト等での発
表、Tokyoサイエンスフェアへの参加
を通して、理数に関して特色ある教
育活動を推進するなど、理数好きの
生徒の裾野の拡大を図った。
・Tokyoサイエンスフェア研究発表会

【高校】
・理数アカデミー校として指定された
中高一貫教育校1校は、探究活動の
実施・充実、国内の研究施設等にお
ける研修、教員研修、大学や研究機
関との連携、科学の祭典等を通し
て、６年間一貫した教育活動を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図るとともに、組織体制の構築を
図った。
・理数リーディング校として指定され
た３校は、探究活動の実施、大学や
研究機関との連携、専門家による指
導、科学の祭典の参加、各種コンテ
スト等への参加などの取組を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図った。
・理数研究校として指定された学校
は、理数に関するテーマについての
研究を行うとともに、その成果を校
内や各種科学コンテスト等での発
表、科学の祭典への参加を通して、
理数に関して特色ある教育活動を推
進するなど、理数好きの生徒の裾野
の拡大を図った。
・「科学の祭典」において、平成３１年
度科学の甲子園東京都大会には、
４４校参加した。また、研究発表会に
おいて、理数アカデミー校（1校）、理

【高校】
・理数アカデミー校として指定された
中高一貫教育校1校は、探究活動の
実施・充実、国内の研究施設等にお
ける研修、教員研修、大学や研究機
関との連携、科学の祭典等を通し
て、６年間一貫した教育活動を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図るとともに、組織体制の構築を
図った。
・理数リーディング校として指定され
た３校は、探究活動の実施、大学や
研究機関との連携、専門家による指
導、科学の祭典の参加、各種コンテ
スト等への参加などの取組を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図った。
・理数研究校として指定された学校
は、理数に関するテーマについての
研究を行うとともに、その成果を校
内や各種科学コンテスト等での発
表、科学の祭典への参加を通して、
理数に関して特色ある教育活動を推
進するなど、理数好きの生徒の裾野
の拡大を図った。

【高校】
・理数アカデミー校として指定された
中高一貫教育校1校は、探究活動の
実施・充実、国内の研究施設等にお
ける研修、教員研修、大学や研究機
関との連携、科学の祭典等を通し
て、６年間一貫した教育活動を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図るとともに、組織体制の構築を
図った。
・理数イノベーション校として指定さ
れた３校は、探究活動の実施、大学
や研究機関との連携、専門家による
指導、科学の祭典の参加、各種コン
テスト等への参加などの取組を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図った。
・理数研究校として指定された学校
は、理数に関するテーマについての
研究を行うとともに、その成果を校
内や各種科学コンテスト等での発
表、科学の祭典への参加、サマーサ
イエンスツアーへの参加を通して、
理数に関して特色ある教育活動を推
進するなど、理数好きの生徒の裾野
の拡大を図った。

【高校】
〇理数アカデミー校（１校）、理数イノ
ベーション校（３校）の各指定校にお
ける取組について、外部評価を実施
し、次年度以降の取組につなげる。
〇科学の祭典の開催にあたり、都立
高校、都立中等教育学校の生徒へ
の参加を促し、３０校の参加を目標
とする。さらに、生活文化局や私立
学校協会等とも連携を図り、参加校
の更なる拡大を図る。
〇指定校以外の学校の生徒を対象
として、理数研究ラボへの参加希望
者について８０名を目標とする。希望
する生徒に大学等と連携した研究活
動を行わせることで、理数分野への
興味関心を高め、コミュニケーション
力やプレゼンテーション力を身に付
けさせる。

【高校】
・理数イノベーション校として指定さ
れた学校は、探究活動の実施、大学
や研究機関との連携、専門家による
指導、科学の祭典の参加、各種コン
テスト等への参加などの取組を通し
て、科学的に探究する能力や態度、
課題を解決する能力、論理的思考
力、科学的な感性・創造性の育成を
図った。
・理数研究校として指定された学校
は、理数に関するテーマについての
研究を行うとともに、その成果を校
内や各種科学コンテスト等での発
表、科学の祭典への参加、サマーサ
イエンスセミナーへの参加を通して、
理数に関して特色ある教育活動を推
進するなど、理数好きの生徒の裾野
の拡大を図った。

128
公立小中学校におけるＩＣＴ利
活用モデル検証事業

教育庁

2019年度から2020年度まで検証し
たＩＣＴ利活用モデル検証事業で得ら
れた成果を最終報告書としてまと
め、都として区市町村で展開可能な
整備モデルを提示・普及していく。

（１）活用支援　６地区18校で実施（１
地区小学校２校、中学校１校）
（２）モデル検証　有識者を交えた検
討委員会を６回実施

（１）活用支援　６地区18校で実施（１
地区小学校２校、中学校１校）
（２）環境整備　328校で実施

○出前ＩＣＴ環境整備支援事業・ＩＣＴ
アドバイザリー事業６地区１８校で実
施（１地区小学校２校、中学校１校）
○LAN工事整備支援事業２１４校で
実施

○出前ＩＣＴ環境整備支援事業・ＩＣＴ
アドバイザリー事業６地区１８校で実
施（１地区小学校２校、中学校１校）
○LAN工事整備支援事業１２９校で
実施

　科学の専門家から直接指導を受け
る「ジュニア科学塾」の実施、理数
リーディング校の指定など、公立小・
中・高校における理数教育を充実
し、理数の専門的授業を通じ、科学
技術分野に高い関心と知識をもつ児
童・生徒を育成する。

127 理数教育の推進 教育庁

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 25／67
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（速報値）
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129 道徳教育の推進 教育庁

　東京都道徳教育教材集等の活用
を図るとともに、公立小・中学校にお
ける道徳の授業を保護者、都民及び
教員に公開することを通じて、子供
たちの豊かな心の育成について、学
校・家庭・地域社会が話し合い、連
携して道徳教育を推進する。

○都内全ての区市町村立小学校、
中学校、義務教育学校、中等教育
学校及び都立中学校・中等教育学
校、区立特別支援学校（一部）、都
立特別支援学校（一部）の、計1,916
校で実施
○授業公開への参加者数48,095
人。意見交換会への参加者数
10,213人。
　（内Web授業公開への参加者
13,252人。Web意見交換会への参加
者数2,285人。）

○都内全ての区市町村立小学校、
中学校、義務教育学校、中等教育
学校及び都立中学校・中等教育学
校、区立特別支援学校、都立特別
支援学校（一部）の、計1,919校で実
施
○授業公開への参加者数490,332
人。意見交換会への参加者数
112,818人。
○平成30年３月に各学校に配布した
意見交換会導入ビデオ資料（DVD教
材）の使用実績399校（全体の
21％）。

○都内全ての区市町村立小学校、
中学校、義務教育学校、中等教育
学校1,886校と、都立中学校・中等教
育学校10校、区立特別支援学校３
校及び都立特別支援学校23校の、
計1,922校で実施
○授業公開への参加者数493,711
人。意見交換会への参加者数
108,454人。
○平成30年３月に各学校に配布した
意見交換会導入ビデオ資料（DVD教
材）の使用実績399校（全体の
21％）。

○都内全ての区市町村立小学校、
中学校、義務教育学校、中等教育
学校1,889校と、都立中学校・中等教
育学校10校、区立特別支援学校３
校及び都立特別支援学校22校の、
計1,924校で実施
○授業公開への参加者数478,360人
○意見交換会導入ビデオ資料（DVD
教材）を都内全公立小・中学校等及
び関係諸機関に配布

○都内全ての区市町村立小学校、
中学校、義務教育学校、中等教育
学校1,895校と、都立中学校・中等教
育学校10校、区立特別支援学校３
校及び都立特別支援学校23校の、
計1,931校で実施。
○授業公開への参加者数492,969人
（過去最高）。

○1,944校（全公立小・中学校、中等
教育学校及び特別支援学校）
○公開授業参観者数　477,675人

130 スクールサポーター制度 警視庁

　児童・生徒の非行等を防止し、少
年の健全育成を推進するため、ス
クールサポーターを警察署等に配置
し、少年の非行・被害防止活動、非
行からの立ち直り支援活動、学校等
における児童等の安全確保対策、そ
の他少年の健全育成上必要な活動
を行う。

令和元年度実績

○　学校訪問
　　（公立）   ３０，９３８回
　　 (私立）   　５，７４６回
○　各種非行防止活動
　  　　２２，８６２回
○　児童生徒の安全確保対策
　　　　４９，２２７回
○　環境浄化活動
　　 　５，３５８回
○　相談、警戒等その他の活動
　　　１２，８９０回

令和元年度実績

○　学校訪問
　　（公立）   ３０，９３８回
　　 (私立）   　５，７４６回
○　各種非行防止活動
　  　　２２，８６２回
○　児童生徒の安全確保対策
　　　　４９，２２７回
○　環境浄化活動
　　 　５，３５８回
○　相談、警戒等その他の活動
　　　１２，８９０回

平成３０年度実績

○　学校訪問
　　（公立）   ３１，４６６回
　　 (私立）   　６，１５１回
○　各種非行防止活動
　  　　３２，９５７回
○　児童生徒の安全確保対策
　　　　６５，０２５回
○　環境浄化活動
　　 　６，９１６回
○　相談、警戒等その他の活動
　　　１２，６２８回

平成２９年度実績

○　学校訪問
　（公立）   ３２，０６１回
  (私立）     ５，９２３回
○　各種非行防止活動
　     ３７，４６２回
○　児童生徒の安全確保対策
　　    ６６，６７５回
○　環境浄化活動
　　    ７，６９０回
○　相談、警戒等その他の活動
　　　  ８，７２９回

○　学校訪問
  （公立）     34,376回
　(私立）        6,545回
○　各種非行防止活動
　　　　38,346回
○　児童生徒の安全確保対策
　　　　63,105回
○　環境浄化活動
　　　   7,553回
○　相談、警戒等その他の活動
　　　　　9,208回

○　学校訪問
 （公立）     32,890回
　(私立）       6,077回
○　各種非行防止活動
　　　　　37,619回
○　児童生徒の安全確保対策
　　　　　59,908回
○　環境浄化活動
　　　   6,827回
○　相談、警戒等その他の活動
　　　　9,590回

131
思春期に係る相談、研修の実
施

福祉保健局

　ひきこもりや不登校など、思春期の
心の問題に対して、区市町村など地
域の関係機関が連携して的確な対
応が図られるよう、精神保健福祉セ
ンターは次のような技術的な支援を
行う。
・思春期・青年期の専門相談の実施
・学校等の関係機関向けの事例検
討会（研修）や、家族向けの家族講
座の開催

○　思春期・青年期専門相談（家族
講座等）　2,401 件
○　思春期・青年期デイケア（ユース
プロジェクト等）
○　各区市町村への会議・事例検討
会等参加協力を通じた技術援助
○　研修の実施
○　都教職員研修センター主催研修
への協力
○　リーフレットの作成・配布等
　　各精神保健福祉センターのホー
ムページに掲載

○　思春期・青年期専門相談（家族
講座等）　2,119件
○　思春期・青年期デイケア（ユース
プロジェクト等）
○　各区市町村への会議・事例検討
会等参加協力を通じた技術援助
○　研修の実施
○　都教職員研修センター主催研修
への協力
○　リーフレットの作成・配布等
　　各精神保健福祉センターのホー
ムページに掲載

○　思春期・青年期専門相談（家族
講座等）　2,047件
○　思春期・青年期デイケア（ユース
プロジェクト等）
○　各区市町村への会議・事例検討
会等参加協力を通じた技術援助
○　研修の実施
○　都教職員研修センター主催研修
への協力
○　リーフレットの作成・配布等
　　各精神保健福祉センターのホー
ムページに掲載

○　思春期・青年期専門相談（家族
講座等）　1,926件
○　思春期・青年期デイケア（ユース
プロジェクト等）
○　各区市町村への会議・事例検討
会等参加協力を通じた技術援助
○　研修の実施
○　都教職員研修センター主催研修
への協力
○　リーフレットの作成・配布等
　　各精神保健福祉センターのホー
ムページに掲載

○　思春期・青年期専門相談（家族
講座等）　1,853件
○　思春期・青年期デイケア（ユース
プロジェクト等）
○　各区市町村への会議・事例検討
会等参加協力を通じた技術援助
○　研修の実施
○　都教職員研修センター主催研修
への協力
○　リーフレットの作成・配布等
　　　各精神保健福祉センターの
ホームページに掲載

○　思春期・青年期専門相談（家族
講座等）　1,938件
○　思春期・青年期デイケア（ユース
プロジェクト等）
○　各区市町村への会議・事例検討
会等参加協力を通じた技術援助
○　研修の実施
○　都教職員研修センター主催研修
への協力
○　リーフレットの作成・配布等
　　　各精神保健福祉センターの
ホームページに掲載

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 26／67
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132
HIV／エイズ・性感染症の予防
啓発、相談・検査の実施

福祉保健局

　都民のＨＩＶ/エイズや性感染症へ
の理解を促進し予防を推進するた
め、パンフレット等を作成して保健所
等で配布するとともに、東京都南新
宿検査・相談室、東京都多摩地域検
査・相談室や保健所において、ＨＩＶ
検査・性感染症検査や相談を行う。

1　普及啓発
○対象別（一般都民、患者・感染
者、外国人向け）パンフレット、リーフ
レットの作成・配布
○新聞・雑誌・インターネットなどを
活用した普及啓発の実施
○東京都エイズ予防月間（11月16日
～12月15日）における啓発活動の集
中的展開
○同年代の仲間同士が一緒にHIV/
エイズのことを考える、エイズ・ピア・
エデュケーションの実施
○豊島区池袋保健所のエイズ知ろう
館に、エイズ啓発拠点「ふぉー・
てぃー」を通年設置

２　相談・検査
○東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
5,692件
○都保健所における相談・検査
40件
○東京都新宿東口検査・相談室
10,290件
○東京都多摩地域検査・相談室
1,057件

1　普及啓発
○対象別（一般都民、患者・感染
者、外国人向け）パンフレット、リーフ
レットの作成・配布
○新聞・雑誌・インターネットなどを
活用した普及啓発の実施
○東京都HIV検査・相談月間（6月1
日～6月30日）における啓発活動の
集中的展開
○東京都エイズ予防月間（11月16日
～12月15日）における啓発活動の集
中的展開
○同年代の仲間同士が一緒にHIV/
エイズのことを考える、エイズ・ピア・
エデュケーションの実施
○豊島区池袋保健所のエイズ知ろう
館に、エイズ啓発拠点「ふぉー・
てぃー」を通年設置
○繁華街で若者（勤労者を含む）を
対象としたイベントを開催

２　相談・検査
○東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
16,320件
○都保健所における相談・検査
2,450件
○東京都南新宿検査・相談室
12,897件
○東京都多摩地域検査・相談室
2,166件

1　普及啓発
○対象別（一般都民、患者・感染
者、外国人向け）パンフレット、リーフ
レットの作成・配布
○新聞・雑誌・インターネットなどを
活用した普及啓発の実施
○東京都HIV検査・相談月間（6月1
日～6月30日）における啓発活動の
集中的展開
○東京都エイズ予防月間（11月16日
～12月15日）における啓発活動の集
中的展開
○同年代の仲間同士が一緒にHIV/
エイズのことを考える、エイズ・ピア・
エデュケーションの実施
○豊島区池袋保健所のエイズ知ろう
館に、エイズ啓発拠点「ふぉー・
てぃー」を通年設置
○繁華街で若者（勤労者を含む）を
対象としたイベントを開催

２　相談・検査
○東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
16,320件
○都保健所における相談・検査
2,450件
○東京都南新宿検査・相談室
12,897件
○東京都多摩地域検査・相談室
2,166件

1　普及啓発
○対象別（一般都民、患者・感染
者、外国人向け）パンフレット、リーフ
レットの作成・配布
○新聞・雑誌・インターネットなどを
活用した普及啓発の実施
○東京都HIV検査・相談月間（6月1
日～6月30日）における啓発活動の
集中的展開
○東京都エイズ予防月間（11月16日
～12月15日）における啓発活動の集
中的展開
○同年代の仲間同士が一緒にHIV/
エイズのことを考える、エイズ・ピア・
エデュケーションの実施
○豊島区池袋保健所のエイズ知ろう
館に、エイズ啓発拠点「ふぉー・
てぃー」を通年設置
○繁華街で若者（勤労者を含む）を
対象としたイベントを開催

２　相談・検査
○東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
14,351件
○都保健所における相談・検査
2,288件
○東京都南新宿検査・相談室
11,397件
○東京都多摩地域検査・相談室
1,327件

1　普及啓発
○対象別（一般都民、患者・感染
者、外国人向け）パンフレット、リーフ
レットの作成・配布
○新聞・雑誌・インターネットなどを
活用した普及啓発の実施
○東京都HIV検査・相談月間（6月1
日～6月30日）における啓発活動の
集中的展開
○東京都エイズ予防月間（11月16日
～12月15日）における啓発活動の集
中的展開
○同年代の仲間同士が一緒にHIV/
エイズのことを考える、エイズ・ピア・
エデュケーションの実施
○豊島区池袋保健所のエイズ知ろう
館に、エイズ啓発拠点「ふぉー・
てぃー」を通年設置
○繁華街で若者（勤労者を含む）を
対象としたイベントを開催

２　相談・検査
○東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
10,127件
○都保健所における相談・検査
2,003件
○東京都南新宿検査・相談室
9,451件
○東京都多摩地域検査・相談室
1,531件

1　普及啓発
○対象別（一般都民、患者・感染
者、外国人向け）パンフレット、リーフ
レットの作成・配布
○新聞・雑誌・インターネットなどを
活用した普及啓発の実施
○東京都HIV検査・相談月間（6月1
日～6月30日）における啓発活動の
集中的展開
○東京都エイズ予防月間（11月16日
～12月15日）における啓発活動の集
中的展開
○同年代の仲間同士が一緒にHIV/
エイズのことを考える、エイズ・ピア・
エデュケーションの実施
○豊島区池袋保健所のエイズ知ろう
館に、エイズ啓発拠点「ふぉー・
てぃー」を通年設置
○繁華街で若者（勤労者を含む）を
対象としたイベントを開催

２　相談・検査
○東京都ＨＩＶ／エイズ電話相談
14,763件
○都保健所における相談・検査
2,054件
○東京都南新宿検査・相談室
9,621件
○東京都多摩地域検査・相談室
2,133件

133 ☆未成年者の喫煙防止対策 教育庁

　未成年者の喫煙及び受動喫煙の
健康影響防止を推進するため、次の
事業を展開する。
○リーフレット等の作成・配布やホー
ムページ等による普及啓発
○小中高校生を対象に未成年者喫
煙防止ポスターコンクールの実施
や、大学生を対象とした喫煙・受動
喫煙の健康影響についての普及啓
発を実施
○小中高校生を対象にたばこの健
康影響について考えてもらうための
ポスター公募
○都内公立学校に対して、敷地内禁
煙とする受動喫煙防止対策の推進
依頼

○全都立学校にて継続して敷地内
全面禁煙を実施。
○平成30年度における区市町村立
学校の敷地内全面禁煙の割合が、
全都平均では小学校99.3％(29年度
96.9％)、中学校96.7％(29年度
92.4％)となった。
○未成年者喫煙防止リーフレットの
作成・配布について、福祉保健局と
協力して行った。
○未成年者喫煙防止ポスターコン
クールの学校への応募案内につい
て、福祉保健局と協力して行った。

○全都立学校にて継続して敷地内
全面禁煙を実施。
○平成30年度における区市町村立
学校の敷地内全面禁煙の割合が、
全都平均では小学校99.3％(29年度
96.9％)、中学校96.7％(29年度
92.4％)となった。
○未成年者喫煙防止リーフレットの
作成・配布について、福祉保健局と
協力して行った。
○未成年者喫煙防止ポスターコン
クールの学校への応募案内につい
て、福祉保健局と協力して行った。

○全都立学校にて継続して敷地内
全面禁煙を実施。
○平成30年度における区市町村立
学校の敷地内全面禁煙の割合が、
全都平均では小学校99.3％(29年度
96.9％)、中学校96.7％(29年度
92.4％)となった。
○未成年者喫煙防止リーフレットの
作成・配布について、福祉保健局と
協力して行った。
○未成年者喫煙防止ポスターコン
クールの学校への応募案内につい
て、福祉保健局と協力して行った。

○全都立学校にて継続して敷地内
全面禁煙を実施。
○平成29年度における区市町村立
学校の敷地内全面禁煙の割合が、
全都平均では小学校96.9％(28年度
96.6％)、中学校92.4％(28年度
91.2％)となった。
○未成年者喫煙防止リーフレットの
作成・配布について、福祉保健局と
協力して行った。
○未成年者喫煙防止ポスターコン
クールの学校への応募案内につい
て、福祉保健局と協力して行った。

○中学生用リーフレットの増刷及び
配付 140 000部

○中学生用リーフレットの増刷及び
配付　136,000部
(配付先)　都内国公立私立中学校
（1年生分のみ）及び中学生のいる特

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 27／67
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133 ☆未成年者の喫煙防止対策 福祉保健局

未成年者の喫煙及び受動喫煙の健
康影響防止を推進するため、次の事
業を展開する。
＜未成年者の喫煙防止＞
〇小中高校生用副教材やリーフレッ
ト、ホームページ等において、未成
年者や胎児・妊産婦への喫煙・受動
喫煙防止に関する啓発を実施　（教
育・福保）
〇小中高校生を対象に未成年者喫
煙防止ポスターコンクールの実施
〇都内公立学校に対して、敷地内禁
煙とする受動喫煙防止対策の推進
依頼（教育）
〇両親学級等において、喫煙の健
康被害等を啓発（福保）

＜受動喫煙の健康影響防止＞
〇平成30年４月１日施行の「東京都
子どもを受動喫煙から守る条例」及
び令和２年４月１日から全面施行さ
れる「東京都受動喫煙防止条例」・
「改正健康増進法」に基づき、受動
喫煙による都民の健康への悪影響
を未然に防止する取組を実施（福保)

未成年者の喫煙及び受動喫煙の健
康影響防止を推進するため、以下の
事業を実施。
○未成年者喫煙防止に関するDVD
貸与及びホームページでの情報提
供
○小中高校生を対象とした未成年
者喫煙防止ポスターコンクールを実
施（応募総数：380作品）
○禁煙教育校種別副教材の増刷
（都内の小学校6年生・中学校2年
生・高校1年生を対象に配布）
〇禁煙啓発リーフレット「自分のため
に。家族のために。タバコ、やめませ
んか？～禁煙でみんな幸せに～」の
作成・印刷

○令和元年度未成年者喫煙防止ポ
スターコンクールを実施（応募総数：
1,330作品）
○小中高校生用の禁煙教育校種別
副教材を作成・印刷

○平成30年度未成年者喫煙防止ポ
スターコンクールを実施（応募総数：
1,591作品）
○大学生向けイベントを実施
○中学１年生向け未成年者喫煙防
止リーフレットを作成・配布（134,450
部）

○中学生用リーフレットの増刷及び
配付　134,450部
(配付先)　都内国公立私立中学校
（1年生分のみ）及び中学生のいる特
別支援学校等
○都内在住又は在学の小学４年生
から高校生までを対象に「未成年者
喫煙防止ポスター」を募集。
応募総数   1,866点
(内訳) 小学生の部 230点、中学生
の部 1,474点、高校生の部 162点

134
☆地域における青少年の健全
育成

生活文化局

　青少年の正義感や倫理観などを
育む取組に加え、地域の中で多様
性の尊重や受容の意識を育む機会
を提供するとともに、区市町村等が
実施する青少年の健全育成に向け
た取組を推進する。

○青少年応援プロジェクト＠地域　１
回

○青少年応援プロジェクト＠地域
17回

○青少年応援プロジェクト＠地域
19回

― ― ―

135
☆学校・家庭・地域の連携によ
る教育活動の推進

教育庁

　地域全体で子供の教育を支えるた
めには、学校･家庭･地域･社会が具
体的に連携・協働する仕組みを構築
する必要がある。このため、「地域教
育推進ネットワーク東京都協議会」
や国の地域学校協働活動推進事業
を活用して、各区市町村において、
地域全体で子供の教育を支える「地
域学校協働本部」の設置を推進し、
様々な教育活動に多様な地域人材
の活用を促進する。

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数（計590団体）
○地域コーディネーターの基礎研修
の実施（３回）
〇地域協働活動推進フォーラムの
実施（１回）
○地域学校協働活動推進事業の実
施（33区市町、1,225校）

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数（計586団体）
○地域コーディネーターの基礎研修
の実施（２回）
〇地域協働活動推進フォーラムの
実施（１回）
○地域学校協働活動推進事業の実
施（31区市町、1,201校）

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数（計576団体）
○地域コーディネーターの基礎研修
の実施（２回）
〇地域協働活動推進フォーラムの
実施（１回）
○地域学校協働活動推進事業の実
施（30区市町、1,141校）

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数（計５４８団体）
○地域コーディネーターの基礎研修
（２回実施）
○学校支援ボランティア推進協議会
の設置（ 29区市町　1030校）

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数（計502団体）
○教育支援コーディネーターの基礎
研修（２回実施）
○学校支援ボランティア推進協議会
の設置（ 28区市町　915校）

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数（計477団体）
○教育支援コーディネーターの基礎
研修（２回実施）
○学校支援ボランティア推進協議会
の設置（ 23区市町　833校）

136
東京都教育の日の設定による
地域の協働の推進

教育庁

　都民の教育に対する関心を高め、
教育について共に考えるため、「東
京都教育の日」（11月第1土曜日）を
中心として、学校・家庭・地域が協働
する取組を推進する。

○学校教育支援団体等への感謝状
贈呈

○普及啓発用ポスター・リーフレット
の作成
○各種イベントの開催
○学校教育支援団体等への感謝状
贈呈
○東京都教育委員による学校訪問
○その他、学校、地域等での様々な
推進事業の実施

○普及啓発用ポスター・リーフレット
の作成
○各種イベントの開催
○学校教育支援団体等への感謝状
贈呈
○東京都教育委員による学校訪問
○その他、学校、地域等での様々な
推進事業の実施

○普及啓発用ポスター・リーフレット
の作成
○各種イベントの開催
○学校教育支援団体等への感謝状
贈呈
○東京都教育委員による学校訪問
○その他、学校、地域等での様々な
推進事業の実施

○普及啓発用ポスター・リーフレット
の作成
○各種イベントの開催
○学校教育支援団体等への感謝状
贈呈
○東京都教育委員による学校訪問
○その他、学校、地域等での様々な
推進事業の実施

○普及啓発用ポスター・リーフレット
の作成
○各種イベントの開催
○学校教育支援団体等への感謝状
贈呈
○東京都教育委員による学校訪問
○その他、学校、地域等での様々な
推進事業の実施

137 私立学校への助成 生活文化局

　私立学校の教育条件の維持向
上、在学する児童生徒に係る修学上
の経済的負担の軽減及び私立学校
の経営の健全性を高めるため、その
経費の一部を補助する。

○私立幼稚園経常費補助　468園
○私立小学校経常費補助　55校
○私立中学校経常費補助　182校
○私立高等学校経常費補助　235校
○私立特別支援学校等経常費補助
228校
○私立通信制高等学校経常費補助
8校　等

○私立幼稚園経常費補助　475園
○私立小学校経常費補助　54校
○私立中学校経常費補助　183校
○私立高等学校経常費補助　235校
○私立特別支援学校等経常費補助
239校
○私立通信制高等学校経常費補助
8校　等

○私立幼稚園経常費補助　491園
○私立小学校経常費補助　53校
○私立中学校経常費補助　183校
○私立高等学校経常費補助　235校
○私立特別支援学校等経常費補助
231校
○私立通信制高等学校経常費補助
8校　等

○私立幼稚園経常費補助　495園
○私立小学校経常費補助　53校
○私立中学校経常費補助　183校
○私立高等学校経常費補助　236校
○私立特別支援学校等経常費補助
214校
○私立通信制高等学校経常費補助
9校　等

○私立幼稚園経常費補助　497園
○私立小学校経常費補助　53校
○私立中学校経常費補助　185校
○私立高等学校経常費補助　236校
○私立特別支援学校等経常費補助
198校
○私立通信制高等学校経常費補助
8校　等

○私立幼稚園経常費補助　501園
○私立小学校経常費補助　53校
○私立中学校経常費補助　185校
○私立高等学校経常費補助　237校
○私立特別支援学校等経常費補助
189校
○私立通信制高等学校経常費補助
8校　等

配付　140,000部
(配付先)　都内国公立私立中学校
（1年生分のみ）及び中学生のいる特
別支援学校等
○都内在住又は在学の小学４年生
から高校生までを対象に「未成年者
喫煙防止ポスター」を募集。
応募総数   2,223点
(内訳) 小学生の部 419点、中学生
の部 1,661点、高校生の部 143点

別支援学校等
○都内在住又は在学の小学４年生
から高校生までを対象に「未成年者
喫煙防止ポスター」を募集。
応募総数   1,418点
(内訳) 小学生の部 358点、中学生
の部 929点、高校生の部 131点
○未成年者喫煙防止教育動画
2,400部
（配布先）都内国公立私立小・中学
校及び小・中学生のいる特別支援学
校等

◆…第２期計画において追加した事業
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138 学校と家庭の連携推進事業 教育庁

　いじめ、不登校、暴力行為、児童
虐待など生活指導上の課題に対応
するため、問題を抱える児童・生徒
に直接関わるとともに、保護者から
の相談に応じる「家庭と子供の支援
員」を学校に配置する。また、児童・
生徒や保護者への支援について専
門的な助言を行う「スーパーバイ
ザー」を学校に派遣する。

＜実施地区＞３１区市町（１３区、１
７市、１町）
＜実施校＞小学校249校、中学校
143校、計392校

＜実施地区＞３１区市町（１３区、１
７市、１町）
＜実施校＞小学校２３６校、中学校
１３７校、計３７３校

＜実施地区＞29区市町（12区、16
市、１町）
＜実施校＞小学校215校、中学校
123校、計338校

＜実施地区＞31区市（14区、16市、
１町）
＜実施校＞小学校187校、中学校
127校、計314校

＜実施地区＞32区市（14区、17市、
１町）
＜実施校＞小学校173校、中学校
119校、計292校

○地域教育推進ネットワーク東京都
協議会の加盟団体数
　計432団体
○教育支援コーディネーターの基礎
研修
　３回実施
○学校支援ボランティア推進協議会
の設置
　 23区市町　886校

139
☆スクールソーシャルワーカー
活用事業

教育庁

　いじめ、不登校、暴力行為、児童
虐待など、学校だけでは解決できな
い児童・生徒の問題行動等へ対応
するため、教育分野に関する知識に
加えて、社会福祉等の専門的な知
識・技術を用いて、児童・生徒が置
かれた環境へ働き掛けたり、関係機
関等とのネットワークを活用したりし
て支援を行うスクールソーシャル
ワーカーを区市町村及び都立学校
に配置する。

○50区市町（23区、25市、２町）にス
クールソーシャルワーカーを配置

○49区市町（22区、25市、２町）にス
クールソーシャルワーカーを配置

○49区市町（22区、25市、２町）にス
クールソーシャルワーカーを配置

○50区市町（22区、25市、3町）にス
クールソーシャルワーカーを配置

○50区市町（22区、25市、3町）にス
クールソーシャルワーカーを配置

＜区市町村＞
○46区市町（20区、23市、3町）にス
クールソーシャルワーカーを配置
○16人のスーパーバイザーを配置
＜都立学校＞
○7人のスクールソーシャルワー
カーを配置し、指定校13校を巡回し
て支援（１校担当：1人、２校担当：６
人）

140 ☆いじめ総合対策【第２次】 教育庁

　平成29年２月改訂の「いじめ総合
対策【第2次】」では、「未然防止」、
「早期発見」、「早期対応」、「重大事
態への対処」の各段階に応じた具体
的な取組を定めている。各学校にお
いては、いじめ問題の解決に向け、
軽微ないじめも見逃さず、学校全体
で組織的に対応するとともに、家庭、
地域住民、その他の関係者との連
携の下、「いじめ総合対策【第2次】」
に示す取組を確実に実施していく。

（１）令和２年度「ふれあい月間にお
けるいじめに関する調査」の実施（令
和２年11月）
（２）生活指導担当指導主事連絡会
の実施（令和２年４月、６月、１１月及
び令和３年２月）
（３）東京都教育委員会いじめ問題
対策委員会における審議（７月、11
月、２月）
（４）都内全公立学校における「いじ
め総合対策【第２次】」に基づくいじ
め防止対策等の実施

（１）令和元年度「ふれあい月間にお
けるいじめに関する調査」の実施（令
和元年６月、11月）
（２）生活指導担当者連絡会（全公立
学校の生活指導主任等を対象とし
た研修会）の実施（令和元年８月）
（３）東京都教育委員会いじめ問題
対策委員会における審議（７月、11
月、２月）
（４）都内全公立学校における「いじ
め総合対策【第２次】」に基づくいじ
め防止対策等の実施

（１）平成30年度「ふれあい月間にお
けるいじめに関する調査」の実施（平
成30年６月、11月）
（２）生活指導担当者連絡会（全公立
学校の生活指導主任等を対象とし
た研修会）の実施（平成30年８月）
（３）東京都教育委員会いじめ問題
対策委員会における審議（７月、11
月、２月）
（４）都内全公立学校における「いじ
め総合対策【第２次】」に基づくいじ
め防止対策等の実施

（１）平成29年度「いじめの認知件数
及び対応状況把握のための調査」
実施（平成2９年６月）
（２）生活指導担当者連絡会（全公立
学校の生活指導主任等を対象とし
た研修会）の実施（平成29年８月）
（３）東京都教育委員会いじめ問題
対策委員会における審議（８月、11
月、２月）
（４）都内全公立学校における「いじ
め総合対策【第２次】」に基づくいじ
め防止対策等の実施

（１）平成27年度「いじめの認知件数
及び対応状況把握のための調査」
実施（平成28年６月）
（２）生活指導担当者連絡会[全公立
学校の生活指導主任等を対象とし
た研修会]の実施（平成28年８月）
（３）東京都教育委員会いじめ問題
対策委員会における審議（7月、７
月、11月、２月）
（４）東京都教育委員会いじめ総合
対策【第２次】の策定（平成29年２
月）

（１）リーフレット型教員研修資料「学
校いじめ対策委員会の効果的な活
用]の作成、全教職員への配布（平
成27年４月）
（２）「学校いじめ対策委員会」の取
組状況に関する調査の実施（平成27
年４月、６月）
（３）平成27年度「いじめの認知件数
及び対応状況把握のための調査」
実施（平成27年６月）
（４）生活指導担当者連絡会[全公立
学校の生活指導主任等を対象とし
た研修会]の実施（平成27年８月）
（５）いじめ防止対策推進法に基づく
組織的な対応に係る点検の実施（平
成27年８月～９月）
（８）東京都教育委員会いじめ問題
対策委員会における審議（6月、７
月、８月、11月、３月）

141
☆スクールカウンセラー活用事
業

教育庁

　いじめや不登校等の未然防止、改
善、解決及び学校内の教育相談体
制等の充実を図るため、児童・生徒
の臨床心理に関して高度に専門的
な知識や経験を有する者をスクール
カウンセラーとして、都内公立小学
校、中学校、高等学校全校に配置し
ている。

・都内公立学校にスクールカウンセ
ラーを配置し、教育活動の改善等に
役立てた。（小学校1,275校、中学校
623校、高等学校247課程）
・区市町村立学校１７２校に配置を
拡充

・都内公立学校にスクールカウンセ
ラーを配置し、教育活動の改善等に
役立てた。（小学校1,278、中学校
623校、高等学校248課程）
・平成28年度から、都立高等学校全
日制・定時制それぞれに別途配置、
昼夜間定時制に週2回配置
  通信制課程に配置
・全配置校において年間勤務日数を
35日から38日に拡充

・都内公立学校にスクールカウンセ
ラーを配置し、教育活動の改善等に
役立てた。（小学校1,280校、中学校
624校、高等学校248課程）
・平成28年度から、都立高等学校全
日制・定時制それぞれに別途配置、
昼夜間定時制に週2回配置
  通信制課程に配置
・全配置校において年間勤務日数を
35日から38日に拡充

・都内公立学校にスクールカウンセ
ラーを配置し、教育活動の改善等に
役立てた。（小学校1,282校、中学校
625校、高等学校248課程）
・平成28年度から、都立高等学校全
日制・定時制それぞれに別途配置、
昼夜間定時制に週2回配置
  通信制課程に配置
・全配置校において年間勤務日数を
35日から38日に拡充

＜配置の拡充＞
・平成28年度～　都立高等学校全日
制・定時制それぞれに別途配置、昼
夜間定時制に週2回配置
  通信制課程に新たに配置
・全配置校において年間勤務日数を
35日から38日に拡充

【参考】スクールカウンセラーの配置
都内公立小学校全校（1,295校）、公
立中学校全校（623校）、公立中等教
育学校全校（6校）、都立高等学校全
校（186校）にスクールカウンセラーを
配置し、教育活動の改善等に役立て
た。

142
アドバイザリースタッフ派遣事
業

教育庁

　アドバイザリースタッフ（臨床心理
士等）を学校に派遣し、不登校や集
団不適応の悩みをもつ児童・生徒等
を支援する。

○専門家アドバイザリースタッフ
　派遣回数 103回(緊急支援 89回を
含む)

○専門家アドバイザリースタッフ
　派遣回数 58回(緊急支援 36回を
含む)

○専門家アドバイザリースタッフ
　派遣回数 63回(緊急支援 39回を
含む)
○学生アドバイザリースタッフ
　派遣回数 50回

○専門家アドバイザリースタッフ
　派遣回数 138回(緊急支援 85回を
含む)
○学生アドバイザリースタッフ
　派遣回数 206回

○専門家アドバイザリースタッフ　派
遣回数　55回（緊急支援　27回を含
む。）
○学生アドバイザリースタッフ　　派
遣回数　328回

○専門家アドバイザリースタッフ　派
遣回数　98回（緊急支援　32回を含
む。）
○学生アドバイザリースタッフ　　派
遣回数　557回

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 29／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

143
東京都教育相談センターいじ
め相談ホットライン

教育庁

　いじめ問題に悩む児童・生徒やそ
の保護者等からの相談について、年
間を通じて24時間体制で受け付け、
相談者の心のケアや解決に向けた
助言を行う。

　令和２年度も24時間受付の電話相
談を実施した。
　令和２年度のいじめを主訴にした
電話相談は755回であった。
（文部科学省から委託されている「24
時間ＳＯＳダイヤルにおけるいじめを
主訴とした電話相談を含めると1,035
回であった。）

　令和元年度も365日、24時間受付
の電話相談を実施した。
　令和元年度のいじめを主訴にした
電話相談は1,366回であった。
　このうち、夜間帯（午後９時から翌
朝午前９時まで）におけるいじめを主
訴にした電話相談は426回であった

　平成30年度も365日、24時間受付
の電話相談を実施した。
　平成30年度のいじめを主訴にした
電話相談は1,722回であり、電話相
談における相談内容のうち、最も多
い主訴であった。
　このうち、夜間帯（午後９時から翌
朝午前９時まで）におけるいじめを主
訴にした電話相談は564回であった

　平成29年度においても引き続き、
365日、24時間受付の電話相談を実
施した。
　平成29年度のいじめを主訴にした
電話相談は2,091回であり、電話相
談における相談内容のうち、最も多
い主訴であった。
　このうち、夜間帯（午後９時から翌
朝午前９時まで）におけるいじめを主
訴にした電話相談は725回であっ
た。

　平成28年度においても引き続き、
365日、24時間受付の電話相談を実
施した。
　平成28年度のいじめを主訴にした
電話相談は2,067回であり、電話相
談における相談内容のうち、最も多
い主訴であったった。
　このうち、夜間帯（午後９時から翌
朝午前９時まで）におけるいじめを主
訴にした電話相談は663回であった

　平成27年度においても引き続き、
365日、24時間受付の電話相談を実
施した。
　平成27年度のいじめを主訴にした
電話相談は1,799回であり、電話相
談における相談内容のうち、最も多
い主訴であった。
　このうち、夜間帯（午後９時から翌
朝午前９時まで）におけるいじめを主
訴にした電話相談は504回であった

144 防災教育の推進 生活文化局

　「防災ノート」の活用による学校と
家庭が一体となった防災教育の充
実や、都立高校における宿泊防災
訓練の実施等を通じ、自らを守り、
身近な人を助け、地域に貢献できる
人材を育成する。
　また、国立・私立学校においては、
「防災ノート」の配布や、各学校の防
災力向上のための取組に対し支援
を行う。

【生活文化局】
○防災ノートを都内私立学校の児
童・生徒（小中高の全学年）に配布
○防災ノートに防災体験施設の案内
ページを設け、当該防災体験施設で
親子防災体験を利用した際に防災
グッズを配布

【生活文化局】
○防災ノートを都内私立学校の児
童・生徒（小中高の全学年）に配布
○防災ノートに防災体験施設の案内
ページを設け、当該防災体験施設で
親子防災体験を利用した際に防災
グッズを配布

【生活文化局】
○防災ノートを都内私立学校の児
童・生徒（小中高の全学年）に配布
○防災ノートに防災体験施設の案内
ページを設け、当該防災体験施設で
親子防災体験を利用した際に防災
グッズを配布

【生活文化局】
○私立学校安全対策促進事業費補
助（防災力向上事業）　37校

【生活文化局】
○私立学校安全対策促進事業費補
助（防災力向上事業）　37校

【生活文化局】
○私立学校安全対策促進事業費補
助（防災力向上事業）　30校

【教育庁】
○　、学校・家庭・地域と連携した
「防災ノート～災害と安全～」を作成
し、都内国公私立学校の全ての児
童・生徒に配布し、防災教育を一層
推進した。
〇　７月から９月までを「防災ノート
～災害と安全～」活用促進月間と
し、各防災体験施設や地域と連携
し、小学生を対象とした親子防災体
験を開催するとともに、中学生を対
象とした「防災標語コンクール」を実
施した。
〇　防災教育ポータルを開設し、防
災に関する情報を発信した。
○　平成24年度から、全都立学校に
防災教育推進委員会を設置し、自
校職員に加え、地元消防、警察、自
治体、町会、自治会等の地域防災
関係者を委員として、地域との連携
体制を重視した防災教育を推進し
た。

【教育庁】
○　防災教育副読本「地震と安全」、
防災教育補助教材「３．１１を忘れな
い」、「防災ノート」を発展的に統合
し、学校・家庭・地域と連携した「防
災ノート～災害と安全～」を作成し、
都内国公私立学校の全ての児童・
生徒に配布し、防災教育を一層推進
した。
〇　７月から９月までを「防災ノート
～災害と安全～｝活用促進月間と
し、各防災体験施設で小学生を対象
とした親子防災体験を開催するとと
もに、中学生を対象とした「防災標語
コンクール」を実施した。
〇　地域と連携した親子防災体験を
開催した。
〇　防災ポータルを開設し、防災に
関する情報を発信した。
○ 　平成24年度から、全都立学校
に防災教育推進委員会を設置し、自
校職員に加え、地元消防、警察、自
治体、町会、自治会等の地域防災
関係者を委員として、地域との連携
体制を重視した防災教育を推進し
た。

【教育庁】
○　防災教育副読本「地震と安全」、
防災教育補助教材「３．１１を忘れな
い」、「防災ノート」を発展的に統合
し、学校・家庭・地域と連携した「防
災ノート～災害と安全～」を作成し、
都内国公私立学校の全ての児童・
生徒に配布し、防災教育を一層推進
した。
〇　７月から９月までを「防災ノート
～災害と安全～｝活用促進月間と
し、各防災体験施設で小学生を対象
とした親子防災体験を開催するとと
もに、中学生を対象とした「防災標語
コンクール」を実施した。
〇　地域と連携した親子防災体験を
開催した。
〇　防災ポータルを開設し、防災に
関する情報を発信した。
○ 　平成24年度から、全都立学校
に防災教育推進委員会を設置し、自
校職員に加え、地元消防、警察、自
治体、町会、自治会等の地域防災
関係者を委員として、地域との連携
体制を重視した防災教育を推進し
た。

【教育庁】
○　東日本大震災を踏まえ、防災教
育副読本「地震と安全」の配布対象
を、従来の小学校3年生、同5年生、
中学校1年生、高等学校1年生と特
別支援学校の当該学年児童・生徒
に配布した。
○ 　小学校5年生と中学校2年生を
対象とした、防災教育補助教材「３．
１１を忘れない」を配布し、教科横断
的に活用することで防災教育の推進
を図った。
○　　防災ノート「東京防災」を平成２
９年６月に作成し、都内全ての公立・
私立学校の児童・生徒に配布した。
○ 　平成24年度から、全都立学校
に防災教育推進委員会を設置し、自
校職員に加え、地元消防、警察、自
治体、町会、自治会等の地域防災
関係者を委員として、地域との連携
体制を重視した防災教育を推進して
いる。

【教育庁】
○　東日本大震災を踏まえ、防災教
育副読本「地震と安全」の配布対象
を、従来の小学校3年生、同5年生、
中学校1年生、高等学校1年生と特
別支援学校の当該学年児童・生徒
から、都内全小学校、中学校、高等
学校、中等教育学校及び特別支援
学校に拡大した。
○ 　小学校5年生と中学校2年生を
対象とした、防災教育補助教材「３．
１１を忘れない」を配布し、教科横断
的に活用することで防災教育の推進
を図った。
○　防災ノート「東京防災」を平成２７
年９月に１３６万部作成し、都内全て
の公立・私立学校の児童・生徒に配
布した。
○ 　「学校・園における震災等に対
する避難訓練等の改善について」通
知を発出するとともに「避難訓練の
手引」を作成し、避難訓練の改善を
進めてきた。現在、小学校、中学
校、特別支援学校では、毎月1 回、
年間11回の様々な場面を想定した
避難訓練及び安全指導を実施し、高
等学校では、年間4以上の避難訓練
を実施した。
○ 　平成24年度から、全都立学校
に防災教育推進委員会を設置し、自
校職員に加え、地元消防、警察、自
治体、町会、自治会等の地域防災
関係者を委員として、地域との連携
体制を重視した防災教育を推進して
いる。

【教育庁】
○ 　小学校5年生と中学校2年生を
対象とした、防災教育補助教材「３．
１１を忘れない」を配布し、教科横断
的に活用することで防災教育の推進
を図った。
○　　防災ノート「東京防災」を平成２
８年６月に１３６万部作成し、都内全
ての公立・私立学校の児童・生徒に
配布した。
○ 　平成24年度から、全都立学校
に防災教育推進委員会を設置し、自
校職員に加え、地元消防、警察、自
治体、町会、自治会等の地域防災
関係者を委員として、地域との連携
体制を重視した防災教育を推進して
いる。

144 防災教育の推進 教育庁

　「防災ノート」の活用による学校と
家庭が一体となった防災教育の充
実等を通じ、自らを守り、身近な人を
助け、地域に貢献できる人材を育成
する。
　また、国立・私立学校においては、
「防災ノート」の配布や、各学校の防
災力向上のための取組に対し支援
を行う。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 30／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

教育庁

　ＪＥＴプログラムによる外国人の招
致を、平成26年度の100人から、平
成30年度には240人に拡大し、全都
立高等学校等（定時制課程単独校
の除く。）に配置する。また招致を希
望する私立学校に対し、必要経費を
補助する。生徒がJETから授業や学
校行事等を通じて日常的に英語の
指導を受けることにより、「聞く」「話
す」力を向上させるとともに異文化理
解の促進を図る。

【教育庁】
ＪＥＴ青年は学校に配属された後、日
本人教員と協力しながら指導計画を
考えたり、自作の教材を開発したり
する等、積極的に生徒の指導に関
わっている。また、英語部等で英語
劇やディベートの指導に当たったり、
ランチタイム英会話を設けて交流を
図ったりするなど、授業以外の活動
にも取り組んでいる。これらの交流
により、全ての都立高校及び中等教
育学校において、生徒が日常的に
生きた英語に触れる機会が増え、異
文化理解を深めることができた。
○配置実績
　・外国人英語等指導助手：239名
　・国際交流員：1名
 ※新型コロナウイルス感染症の影
響で31名が来日できなかったため、
ALT加配予算で対応

【教育庁】
ＪＥＴ青年は学校に配属された後、日
本人教員と協力しながら指導計画を
考えたり、自作の教材を開発したり
する等、積極的に生徒の指導に関
わっている。また、英語部等で英語
劇やディベートの指導に当たったり、
ランチタイム英会話を設けて交流を
図ったりするなど、授業以外の活動
にも取り組んでいる。これらの交流
により、全ての都立高校及び中等教
育学校において、生徒が日常的に
生きた英語に触れる機会が増え、異
文化理解を深めることができた。
○配置実績
　・外国人英語等指導助手：239名
　・国際交流員：1名

【教育庁】
ＪＥＴ青年は学校に配属された後、日
本人教員と協力しながら指導計画を
考えたり、自作の教材を開発したり
する等、積極的に生徒の指導に関
わっている。また、英語部等で英語
劇やディベートの指導に当たったり、
ランチタイム英会話を設けて交流を
図ったりするなど、授業以外の活動
にも取り組んでいる。これらの交流
により、全ての都立高校及び中等教
育学校において、生徒が日常的に
生きた英語に触れる機会が増え、異
文化理解を深めることができた。
○配置実績
　・外国人英語等指導助手：239名
　・国際交流員：1名

【教育庁】
ＪＥＴ青年は学校に配属された後、日
本人教員と協力しながら指導計画を
考えたり、自作の教材を開発したり
する等、積極的に生徒の指導に関
わっている。また、英語部等で英語
劇やディベートの指導に当たったり、
ランチタイム英会話を設けて交流を
図ったりするなど、授業以外の活動
にも取り組んでいる。これらの交流
により、全ての都立高校及び中等教
育学校において、生徒が日常的に
生きた英語に触れる機会が増え、異
文化理解を深めることができた。

【教育庁】
ＪＥＴ青年は学校に配属された後、日
本人教員と協力しながら指導計画を
考えたり、自作の教材を開発したり
する等、積極的に生徒の指導に関
わっている。また、英語部等で英語
劇やディベートの指導に当たったり、
ランチタイム英会話を設けて交流を
図ったりするなど、授業以外の活動
にも取り組んでいる。これらの交流
により、全ての都立高校及び中等教
育学校において、生徒が日常的に
生きた英語に触れる機会が増え、異
文化理解を深めることができた。

【教育庁】
ＪＥＴ青年は学校に配属された後、日
本人教員と協力しながら指導計画を
考えたり、自作の教材を開発したり
する等、積極的に生徒の指導に関
わっている。また、英語部等で英語
劇やディベートの指導に当たったり、
ランチタイム英会話を設けて交流を
図ったりするなど、授業以外の活動
にも取り組んでいる。これらの交流
により、全ての都立高校及び中等教
育学校において、生徒が日常的に
生きた英語に触れる機会が増え、異
文化理解を深めることができた。

生活文化局

　ＪＥＴプログラムによる外国人の招
致を、平成26年度の100人から、平
成29年度には220人に拡大し、すべ
ての都立高校及び中等教育学校に
配置する。また招致を希望する私立
学校に対し、必要経費を補助する。
生徒がJETから授業や学校行事等
を通じて日常的に英語の指導を受け
ることにより、「聞く」「話す」力を向上
させるとともに異文化理解の促進を
図る。

○私立学校外国語指導助手活用事
業費補助　160人

○私立学校外国語指導助手活用事
業費補助　198校194人

○私立学校外国語指導助手活用事
業費補助　188校189人

【生活文化局】
○私立学校外国語指導助手活用事
業費補助　171校165人

【生活文化局】
○私立学校外国語指導助手活用事
業費補助　156校156人

【生活文化局】
○私立学校外国語指導助手活用事
業費補助　143校143人

146 ☆海外留学支援事業 教育庁

【教育庁・次世代リーダー育成道場】
将来、様々な場面や分野で活躍し、
日本や東京の未来を担う次世代の
リーダーを輩出するため、事前研修
や約１年間の留学、事後研修を通し
て、海外で通用する英語力や広い視
野、世界に飛び出すチャレンジ精
神、課題解決能力等を育成する。

 【教育庁・次世代リーダー育成道
場】
・第９期生の国内事前研修を18回実
施した。
・第８期生98名（オセアニア）がオー
ストラリア及びニュージーランドから
帰国し、成果報告等を行った。
・第８期生98名（北米）の留学プログ
ラムは中止となった。
・第９期生95名（オセアニア）の留学
プログラムは中止となった。
・コロナ禍において留学が中止となっ
た研修生には、事前研修の修了者
に「修了証」を発行するとともに、希
望者に、オンラインで留学先予定
だった国の学生と交流する機会を提
供している。

 【教育庁・次世代リーダー育成道
場】
・「高校生留学フェア」に485名の参
加があり、留学の機運の醸成に貢
献した。
・第７期生の国内事前研修を20回以
上実施した。
・第６期生97名がアメリカ合衆国及
びカナダから、第７期生98名がオー
ストラリア及びニュージーランドから
帰国し、成果報告等を行った。
・第７期生99名がアメリカ及びカナダ
へ出発した。
・第８期生99名がオーストラリア及び
ニュージーランドへ出発した。
・第７期生99名がアメリカ及びカナダ
から３月末に早期帰国した。

 【教育庁・次世代リーダー育成道
場】
・「高校生留学フェア」に671名の参
加があり、留学の機運の醸成に貢
献した。
・第７期生の国内事前研修を20回以
上実施した。
・第５期生97名がアメリカ合衆国及
びカナダから、第６期生94名がオー
ストラリア及びニュージーランドから
帰国し、成果報告等を行った。
・第６期生97名がアメリカ及びカナダ
へ出発した。
・第７期生99名がオーストラリア及び
ニュージーランドへ出発した。

【教育庁】
・「高校生留学フェア」（２日間）に654
名の参加があり、留学の機運の醸
成に貢献した。
・第６期生の国内事前研修を20回以
上実施した。
・第４期生98名がアメリカ合衆国,第
５期生60名がオーストラリアから、40
名がニュージーランドから帰国し、成
果報告等を行った。
・第５期生78名がアメリカへ、20名が
カナダへ出発した。
・第６期生98名がオーストラリアへ出
発した。

【教育庁】
・「高校生留学フェア」（２日間）に688
名の参加があり、留学の機運の醸
成に貢献した。
・第５期生の国内事前研修を20回以
上実施した。
・第４期生98名がアメリカ合衆国、第
５期生100名がオーストラリアへの留
学を開始した。
・第３期生95名、第４期生100名が約
10か月の留学から帰国、留学成果
の報告等を行った。

【教育庁】
○「高校生留学フェア」（２日間）に
900名の参加があり、留学の機運の
醸成に貢献した。
○第４期生の国内事前研修を20回
以上実施した。
○第３期生95名がアメリカ合衆国、
第４期生100名がオーストラリアへの
留学を開始した。
○第２期生99名、第３期生96名が約
10か月の留学から帰国、留学成果
の報告等を行った。

146 ☆海外留学支援事業 生活文化局

　私立高校生の留学に伴う経済的
負担を軽減し海外留学を促進するた
め、私立高校が行う留学に参加する
生徒に対し、その経費の一部を補助
する。

【生活文化局】
○私立高等学校海外留学推進補助
6人
新型コロナウイルス感染症の影響に
より新規募集を中止

【生活文化局】
○私立高等学校海外留学推進補助
131校768人

【生活文化局】
○私立高等学校海外留学推進補助
124校701人

【生活文化局】
○私立高等学校海外留学推進補助
104校558人

【生活文化局】
○私立高等学校海外留学推進補助
92校512人

【生活文化局】
○私立高等学校海外留学推進補助
80校410人

147
☆私立学校教員海外派遣研修
事業費補助

生活文化局

　世界で活躍するグローバル人材育
成のため、指導力向上を目的に、私
立学校が教員（国語、数学、英語、
社会、理科の５教科が対象）を海外
研修に派遣した場合にその経費の
一部を補助する。

○私立学校教員海外派遣研修事業
費補助
新型コロナウイルス感染症の影響に
より新規募集を中止

○私立学校教員海外派遣研修事業
費補助　8校8人

○私立学校教員海外派遣研修事業
費補助　7校9人

☆JETプログラムによる外国人
英語指導者等の配置
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◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 31／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

148
☆私立高等学校外部検定試験
料補助

生活文化局

　私立高等学校が、在籍する生徒の
英語力向上を目的として外部検定
試験（高等学校における英語教育レ
ベルを満たし「読む」「聞く」「話す」
「書く」の４技能を総合的に測定で
き、学校が教育活動の一環として外
部検定試験実施団体に対して団体
受験を申し込むもの）を実施する場
合、当該試験に係る経費を補助す
る。

○私立高等学校外部検定試験料補
助　99校32,099人

○私立高等学校外部検定試験料補
助　117校37,507人

○私立高等学校外部検定試験料補
助　101校25,798人

149
☆都立国際高校での国際バカ
ロレアの取組

教育庁

　都立国際高校のバカロレアコース
において、国際バカロレアのディプロ
マ・プログラムによる授業を展開し、
国際的に認められる大学入学資格
（フルディプロマ）の取得により海外
大学進学を推進する。

・令和２年度卒業生（第４期生）は国
際バカロレア資格（フルディプロマ）
取得率95.1％を達成し、初の４５点
満点の結果を出した。
・令和３年度入学者選抜（第７期生）
において、募集人員２０名に対して７
７名の応募があり、応募倍率３．９倍
であった。

・令和元年度卒業生（第三期生）は
国際バカロレア資格（フルディプロ
マ）取得率100％を達成した。
・令和２年度入学者選抜（第五期生）
において、募集人員２０名に対して１
１４名の応募があり、応募倍率５.７
倍であった。

　平成３０年4月から、第三期生に対
してディプロマ・プログラムを開始し
た。
　なお、平成３１年度入学者選抜（第
四期生）においては、募集人員２０名
に対して１００名の応募があった（応
募倍率５.０倍）。

　平成２９年4月から、第二期生に対
してディプロマ・プログラムを開始し
た。
　なお、平成３０年度入学者選抜（第
三期生）においては、募集人員２０名
に対して１０７名の応募があった（応
募倍率５.４倍）。

　平成２８年4月より第一期生に対し
てディプロマ・プログラムを開始し
た。
　平成２９年度入学者選抜（第三期
生）では、募集人員２０名に対して９
３名の応募があった（応募倍率４．７
倍）。

　平成２７年４月から都立国際高校
に国際バカロレアコースを開設し、
第一期生の生徒に対して、ディス
カッションなどを重視した双方向型に
よる授業を英語で実施した。平成２７
年５月には、国際バカロレア機構の
認定を取得した。
　なお、平成２８年度入学者選抜（第
二期生）では、募集人員２０名に対し
て９４名の応募があった（応募倍率
４．７倍）。

150

☆東京都英語村「TOKYO
GLOBAL GATEWAY」の活用に
よる、児童・生徒の英語学習の
意欲向上

教育庁

   小学生から高校生までを主な対
象とし、体験的で実践的な学習を通
じて、英語を使用する楽しさや必要
性を体感し、英語学習の意欲を自ら
向上させることを目的に、民間事業
者とともにＴＯＫＹＯ　ＧＬＯＢＡＬ　ＧＡ
ＴＥＷＡＹを開設する。児童・生徒８人
につき１人のイングリッシュ・スピー
カーが常に付き添い、海外の日常生
活シーンや文化、ビジネス、国際貢
献などの多彩な内容を、英語漬けで
体験する。

平成30年9月開設。
令和２年度利用実績　学校利用・一
般利用を合わせて約３万人
利用者アンケートの結果、９割以上
の児童・生徒が「今後の英語学習の
刺激になった」と回答し、学習意欲の
向上が見られる。
また、引率教員のほとんどが、教員
自身にとって得られるものがあった
と回答し、「ネイティブスピーカーによ
る子供たちへの質問の仕方やグ
ループ活動の手法が参考になった」
「普段学校では見られない生徒の様
子が見られた」等の声が寄せられて
いる。

平成30年9月開設。
令和元年度利用実績　学校利用・一
般利用を合わせて約9万人
利用者アンケートの結果、９割以上
の児童・生徒が「今後の英語学習の
刺激になった」と回答し、学習意欲の
向上が見られる。
また、引率教員のほとんどが、教員
自身にとって得られるものがあった
と回答し、「ネイティブスピーカーによ
る子供たちへの質問の仕方やグ
ループ活動の手法が参考になった」
「普段学校では見られない生徒の様
子が見られた」等の声が寄せられて
いる。

平成30年9月開設。
平成30年度利用実績　学校利用・一
般利用を合わせて約5万人
利用者アンケートの結果、９割以上
の児童・生徒が「今後の英語学習の
刺激になった」と回答し、学習意欲の
向上が見られる。
また、引率教員のほとんどが、教員
自身にとって得られるものがあった
と回答し、「ネイティブスピーカーによ
る子供たちへの質問の仕方やグ
ループ活動の手法が参考になった」
「普段学校では見られない生徒の様
子が見られた」等の声が寄せられて
いる。

東京都英語村　TOKYO　GLOBAL
GATEWAYの開設に向け、平成28年
度に決定した事業者と共に、事業内
容の具体化、広報活動・施設整備支
援等を行った。

　整備・運営を行う民間事業者につ
いて審査委員会による審査を経て最
優秀事業応募者を決定後、詳細内
容について協議を行い、事業者、施
設名称及び事業概要を決定した。

　平成27年４月に、「英語村に関する
有識者会議」を設置し、「英語村（仮
称）」の望ましい在り方について検討
を行い、平成27年10月に報告書を公
表した。
　同報告書を踏まえ、平成28年３月
に、実施方針及び募集要項を公表
し、平成30年９月末までの開業に向
け、整備・運営を行う民間事業者の
公募を開始した。

151
子供向け舞台芸術参加・体験
プログラム

生活文化局

　子供たちが舞台芸術に親しみ、ま
た芸術家と直接ふれあうことにより
芸術による創造の喜びを理解し、文
化を生み出す心を育むため、子供向
け舞台芸術参加・体験プログラムを
実施する。

○オーケストラ
メイン公演・ワークショップ（3月）
　1,897人
アウトリーチ（2月～3月）
　 延べ6回　284人
○児童演劇
メイン公演・ワークショップ（2月～3
月）
　1,436人
アウトリーチ（10月～3月）
　延べ69回　1,773人
○伝統芸能
メイン公演・ワークショップ（2月）
　273人
アウトリーチ（3月）
　1回　88人

○オーケストラ
メイン公演・ワークショップ（２月）
　2,870人
アウトリーチ（10月～2月）
　 延べ10回 1,250人
○児童演劇
メイン公演・ワークショップ（2月）
　616人
アウトリーチ（11月～3月）
　延べ64回　2,900人
○伝統芸能
メイン公演・ワークショップ（2月）
　1,072人
アウトリーチ（11月）
　延べ1回　314人

○オーケストラ
メイン公演・ワークショップ（２月）
　2,912人
アウトリーチ（10月～2月）
　 延べ15回 1,775人
○児童演劇
メイン公演・ワークショップ（2月～3
月）
　5,325人
アウトリーチ（11月～3月）
　延べ80回　4,360人
○伝統芸能
メイン公演・ワークショップ（2月）
　804人
アウトリーチ（11月）
　延べ1回　330人

○オーケストラ
メイン公演・ワークショップ（３月）
　2,907人
アウトリーチ（12月～2月）
 延べ12回 1,397人
○児童演劇
メイン公演・ワークショップ（2月～3
月）
　5,322人
アウトリーチ（11月～3月）
　延べ76回　4,821人
○伝統芸能
メイン公演・ワークショップ（1月）
　930人
アウトリーチ（11月）
　延べ1回　355人

○オーケストラ
メイン公演・ワークショップ（３月）
　4,047人
アウトリーチ（１月～３月）
　延べ10回　1,286人
○児童演劇
メイン公演・ワークショップ（２月～３
月）
　4,354人
アウトリーチ（１月～３月）
　延べ88回　6,670人
○伝統芸能
メイン公演・ワークショップ（１月）
　682人
アウトリーチ（１１月）
　延べ1回　349人

○オーケストラ
メイン公演・ワークショップ（３月）
　4,279人
アウトリーチ（１２月～３月）
　延べ17回　1,306人
○児童演劇
メイン公演・ワークショップ（１月～３
月）
　5,974人
アウトリーチ（１月～３月）
　延べ78回　5,294人
○伝統芸能
メイン公演・ワークショップ（２月）
　684人
アウトリーチ（１１月）
　延べ1回　242人

152
☆芸術文化を通じた子供たち
の育成

生活文化局

　子供たちに、現代芸術や本物の伝
統芸能等に触れるほか、様々な分
野のアーティストなど専門家とともに
作品を製作・発表する機会を提供す
る。

ワークショップ参加者数　4,506人
鑑賞者数等　9,336人

ワークショップ参加者数　5,796人
鑑賞者数等　28,024人

ワークショップ参加者数　6,013人
鑑賞者数等　20,743人

ワークショップ参加者数　1,189人
鑑賞者数等　約16,000人

ワークショップ参加者数　1,179人
鑑賞者数等　18,605人

ワークショップ参加者数　1,178人
鑑賞者数等　16,357 人

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 32／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

154
☆都立高校における人間として
の在り方生き方に関する新教
科「人間と社会」の実施

教育庁

　教科「奉仕」に道徳教育やキャリア
教育を加えた新教科「人間と社会」
を全都立高校で実施し、人間として
の在り方生き方に関する教育を通じ
て、規範意識と社会貢献意識を向上
させる。

○教科「人間と社会」推進者研修を
通して、探究型の「人間と社会」の授
業についての理解と普及に努めた。
○令和３年度から使用する、探究的
要素を取り入れた「人間と社会」改
訂版教科書を作成した。

○教科「人間と社会」推進者研修を
通して、アクティブラーニング型の
「人間と社会」の授業についての理
解と普及に努めた。
○教科書改訂の方向性を示すため
に、令和2年度から使用する「人間と
社会」改訂版教科書試行版テキスト
を令和2年度新入生向けに配布し
た。

教科「人間と社会」推進者研修を通
して、アクティブラーニング型の「人
間と社会」の授業についての理解と
普及に努めた。

〇推進者研修でアクティブ・ラーニン
グ型の「人間と社会」の授業の普及
○「人間と社会」用OPPシートの配付

〇推進者研修でアクティブ・ラーニン
グ型の「人間と社会」の授業の普及
○「人間と社会」指導資料増補版の
作成配付

○「人間と社会」推進者研修7回実施
○研究開発委員会教育課題高等学
校人間としての在り方生き方に関す
る教育部会指導資料説明会実施
○「人間と社会」教科書を作成
○「人間と社会」指導資料を作成配
布

155 勤労観・職業観育成推進プラン 教育庁

　高校生の勤労観、職業観を育成す
るために、国際ロータリーとの連携
事業や、技能習得型インターンシッ
プの実施等により、インターンシップ
の充実・拡大を図る。

○キャリア教育の推進
・東京都独自教科「人間と社会」の実
施
・キャリア教育年間指導計画（全体
計画）の作成
・コロナ禍の中でも実施可能な国際
ロータリーと連携したインターンシッ
プについての検討

○キャリア教育の推進
・東京都独自教科「人間と社会」の実
施
・キャリア教育年間指導計画（全体
計画）の作成
・国際ロータリーと連携したインター
ンシップの円滑な実施

○キャリア教育の推進
・東京都独自教科「人間と社会」の実
施
・キャリア教育年間指導計画（全体
計画）の作成
・国際ロータリーと連携したインター
ンシップの円滑な実施

○キャリア教育推進
・東京都独自教科「人間と社会」の実
施
・技能習得型インターンシップの実施
・キャリア教育年間指導計画（全体
計画）の作成
・国際ロータリーと連携したインター
ンシップの円滑な実施

○キャリア教育推進
・東京都独自教科「人間と社会」の実
施
・技能習得型インターンシップの実施
・キャリア教育年間指導計画（全体
計画）の作成
・国際ロータリーと連携したインター
ンシップの参加校の取組が評価さ
れ、キャリア教育優良校として文部
科学省から表彰された。

○研究教育開発委員会人間として
の在り方生き方に関する新教科部
会指導資料説明会（1月、東京都教
職
   員研修センターにて開催）
○キャリア教育推進
・技能習得型インターンシップの実施
・キャリア教育年間指導計画（全体
計画）の作成
・国際ロータリーと連携したインター
ンシップの実施
  （国際ロータリーとの連携によるイ
ンターンシップ：都立高校20校参加）

156
高等学校「家庭」における保育
体験活動の充実

教育庁

　都立高校で、生徒が乳幼児への理
解をはじめ、親になること、男女が協
力して家庭を築くことなどについての
理解を深めていくために、生徒が乳
幼児と触れ合う保育体験活動や乳
幼児の親と交流する活動を充実す
る。

少子化の進展を踏まえ、家庭科の
学習において実践的・体験的な、コ
ミュニケーション能力を高める学習
活動の充実を図っている。
令和２年度においては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で、幼稚
園及び保育園での体験実習を中止
した学校も多い。

少子化の進展を踏まえ、家庭科の
学習において実践的・体験的な、コ
ミュニケーション能力を高める学習
活動の充実を図っている。

少子化の進展を踏まえ、家庭科の
学習において実践的・体験的な、コ
ミュニケーション能力を高める学習
活動の充実を図っている。

少子化の進展を踏まえ、家庭科の
学習において実践的・体験的な、コ
ミュニケーション能力を高める学習
活動の充実を図っている。

少子化の進展を踏まえ、家庭科の
学習において実践的・体験的な、コ
ミュニケーション能力を高める学習
活動の充実を図っている。

少子化の進展を踏まえ、家庭科の
学習において実践的・体験的な、コ
ミュニケーション能力を高める学習
活動の充実を図っている。

都内公立中学校で実施したのは13
校であった。

都内全公立中学校数：622校（中等
教育学校、都立高等学校附属中学
校、義務教育学校を含む）
参加学校数：621校（対象学年在籍
の全校）
参加生徒数：７万２８２５人
参加校内訳：5日以上実施149校、3
～4日実施380校、1～2日実施92校

都内全公立中学校数：626校（中等
教育学校、都立高等学校附属中学
校を含む）
参加学校数：626校（対象学年在籍
の全校）
参加生徒数：77.470人
参加校内訳：5日以上実施187校、3
～4日実施349校、1～2日実施90校）

都内全公立中学校数：624校（中等
教育学校、都立高等学校附属中学
校を含む）
参加学校数：624校（対象学年在籍
の全校）
参加生徒数：77.008人
参加校内訳：5日以上実施187校、3
～4日実施351校、1～2日実施86校

都内全公立中学校数：626校（中等
教育学校、都立高等学校附属中学
校、義務教育学校を含む）
参加学校数：623校（対象学年在籍
の全校）
参加生徒数：75,935人
参加校内訳：5日以上実施185校、3
～4日実施344校、1～2日実施94校

都内全公立中学校数：626校（中等
教育学校、都立高等学校附属中学
校、義務教育学校を含む）
参加学校数：621校（対象学年在籍
の全校）
参加生徒数：73,930人
参加校内訳：5日以上実施176校、3
～4日実施358校、1～2日実施87校

　中学生に社会の一員としての自覚
を促し、働くこと、学ぶことの意義に
気付かせるために、職場体験庁内
推進会議や業界団体等による職場
体験推進協議会を設置するなどし
て、都内中学校等における職場体験
の円滑な推進を図る。

153 中学生の職場体験 教育庁

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 33／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

157 不登校・中途退学対策事業 教育庁

　不登校や中途退学の経験のある
児童・生徒やその保護者、民間施設
等を対象とした実態調査・研究を行
い、児童・生徒の社会的自立につな
がる施策を推進する。

・教育支援センターの機能強化を目
的としたモデル事業の成果を踏ま
え、希望する全区市町村を対象とし
た教育支援センター機能強化補助
事業を実施
・平成30年度に作成し、都内全公立
小・中学校及び教育支援センターに
配布した「児童・生徒を支援するため
のガイドブック～不登校への適切な
対応に向けて～」の活用促進
・東京都学校・フリースクール等協議
会の実施、第２回東京都学校・フ
リースクール等協議会（児童・生徒
支援フォーラム）では、社会全体で
支える子供・若者の自立の支援の在
り方を提案
・不登校特例校（分教室型）の開設
を検討している教育委員会を支援

・教育支援センターの機能強化を目
的としたモデル事業を継続実施
・平成30年度に作成し、都内全公立
小・中学校及び教育支援センターに
配布した「児童・生徒を支援するため
のガイドブック～不登校への適切な
対応に向けて～」の活用促進
・教育委員会及び学校と民間施設・
団体との連携検討委員会の実施
・児童・生徒支援フォーラムにおい
て、社会全体で支える子供・若者の
自立の支援の在り方を提案
・不登校特例校（分教室型）の開設
を検討している教育委員会を支援

・教育支援センターの機能強化を目
的としたモデル事業を継続実施
・「児童・生徒を支援するためのガイ
ドブック～不登校への適切な対応に
向けて～」を作成し、都内全公立小・
中学校及び教育支援センターに配
布
・教育委員会とフリースクール等の
民間施設・団体との意見交換会の実
施
・不登校・若者自立支援フォーラム
において、社会全体で支える子供・
若者の自立の支援の在り方を提案
・不登校特例校（分教室型）の開設
を検討している教育委員会を支援

・不登校の支援体制を強化する都モ
デル事業を展開（２年目）
・平成29～31年度（３年間）の実施を
予定している教育支援センターの機
能強化を目的としたモデル事業を実
施（１年目）
・新たな不登校を生まないための手
引（試案）作成に向けた調査・研究
・小・中学校におけるスクールソー
シャルワーカーの配置支援
・教育委員会とフリースクール等の
民間施設・団体との意見交換会の実
施
・不登校・若者自立支援フォーラム
において、社会全体で支える子供・
若者の自立の支援の在り方を提案
・不登校特例校（分教室型）の開設
を検討している教育委員会への支
援

・小・中学校におけるスクールソー
シャルワーカーの配置を支援するな
ど、不登校の支援体制を強化する都
モデル事業を展開（１年目）
・教育支援センターの機能を強化す
る文科省モデル事業を展開
・教育支援センター（適応指導教室）
等充実方策検討委員会の設置・運
営を行い、平成29年２月に「教育支
援センター（適応指導教室）等充実
方策検討委員会　報告書」を全区市
町村教育委員会に配布
・教育支援センターにおける指導内
容・方法の充実を目的とし、民間のノ
ウハウ等を活用した講座を試行実施
・教育委員会とフリースクール等民
間施設・団体との意見交換会を実施
・不登校・若者自立支援フォーラム
において、若者を支援する団体の職
員をパネリストとして採用し、民間の
取組に関する理解を促進

・都内公立小学校・中学校における
不登校に関する実態調査を実施
・「不登校・中途退学対策検討委員
会」を設置し、報告書を作成

158
☆都立高校中途退学未然防止
と中途退学者等への進路支援
事業

教育庁

　都立高校における中途退学者及
び進路未決定卒業者を次の社会の
受け皿に円滑につなげるため、ユー
スソーシャルワーカーを学校に派遣
するとともに、就労支援機関や若者
支援機関と連携し、中途退学の未然
防止や中途退学者等に対する進路
支援等を行う。

○　不登校・中途退学等、課題を抱
えた生徒に対応し、不登校状態の解
消、中途退学の未然防止、進路決
定等に係る取組を実施
・対応人数：3,152人
・対応案件総数：13,786件
○　ユースソーシャルワーカーを継
続的に派遣している学校（継続派遣
校）では、自立支援担当教員を中心
とした校内体制の整備が進み、学校
全体で組織的に不登校・中途退学
対策が行えるようになった。
○　やむなく中途退学した生徒につ
いても、ＮＰＯと連携した切れ目のな
い支援を行うことにより都立高校へ
の再就学、高校卒業認定資格の取
得や就職決定に導くことができた。

○　不登校・中途退学等、課題を抱
えた生徒に対応し、不登校状態の解
消、中途退学の未然防止、進路決
定等に係る取組を実施
・対応人数：3,020人
・対応案件総数：12,228件
○　ユースソーシャルワーカーを継
続的に派遣している学校（継続派遣
校）では、自立支援担当教員を中心
とした校内体制の整備が進み、学校
全体で組織的に不登校・中途退学
対策が行えるようになった。
○　やむなく中途退学した生徒につ
いても、ＮＰＯと連携した切れ目のな
い支援を行うことにより都立高校へ
の再就学、高校卒業認定資格の取
得や就職決定に導くことができた。

○　不登校・中途退学等、課題を抱
えた生徒に対応し、不登校状態の解
消、中途退学の未然防止、進路決
定等に係る取組を実施
・対応人数：2,978人
・対応案件総数：13,774件
○　ユースソーシャルワーカーを継
続的に派遣している学校（継続派遣
校）では、自立支援担当教員を中心
とした校内体制の整備が進み、学校
全体で組織的に不登校・中途退学
対策が行えるようになった。
○　やむなく中途退学した生徒につ
いても、ＮＰＯと連携した切れ目のな
い支援を行うことにより都立高校へ
の再就学、高校卒業認定資格の取
得や就職決定に導くことができた。

○　不登校・中途退学等、課題を抱
えた生徒に対応し、不登校状態の解
消、中途退学の未然防止、進路決
定等に係る取組を実施
・対応人数：3,055人
　（うち28年度からの継続分　421人)
・対応案件総数：14,456件
　（うち平成28年度からの継続分
690件）
○　ユースソーシャルワーカーを継
続的に派遣している学校（継続派遣
校）では、自立支援担当教員を中心
とした校内体制の整備が進み、学校
全体で組織的に不登校・中途退学
対策が行えるようになった。
○やむなく中途退学した生徒につい
ても、ＮＰＯと連携した切れ目のない
支援を行うことにより都立高校への
再入学、高校卒業認定資格の取得
や就職決定に導くことができた。

○不登校・中途退学に関する課題を
抱えた2,200人を超える生徒を支援
し、そのうち約58％のケースについ
て不登校状態の解消、中途退学の
未然防止、進路決定等の一定の成
果に結びついた。
○ユースソーシャルワーカーと自立
支援担当教員との連携が進み、不
登校・中途退学対策の校内体制の
構築が行われた学校では、生徒の
入学直後から個々の課題に応じた
対応を進めることができた。
○やむなく中途退学した生徒につい
ても、ＮＰＯと連携した切れ目のない
支援を行うことにより都立高校への
再入学、高校卒業認定資格の取得
や就職決定に導くことができた。

平成28年度新規事業

159
☆ひきこもり等社会参加支援
事業

福祉保健局

○ ひきこもりの状態にある本人やそ
のご家族等を対象とした相談窓口
「東京都ひきこもりサポートネット」を
運営する。
○ シンポジウムの実施等によりひき
こもりに関する普及啓発を行う。
○ 都の支援プログラムに沿って活
動するＮＰＯ法人等を登録し、都民
等に周知する。

【相談窓口の運営】
電話相談：新規登録者数　836人（相
談件数　1,379件）
インターネットメール相談：新規登録
者数　155人（相談件数　259件）
携帯メール相談：新規登録者数　35
人（相談件数　49件）
訪問相談：新規申込件数　18人

【ひきこもり等の若者支援プログラム
普及・定着事業】
支援プログラムに沿って支援を行う
ＮＰＯ法人等の登録制度に20団体が
参加

【相談窓口の運営】
電話相談：新規登録者数　1,203人
（相談件数　2,092件）
インターネットメール相談：新規登録
者数　181人（相談件数　408件）
携帯メール相談：新規登録者数　34
人（相談件数　48件）
訪問相談：新規申込件数　49人

【ひきこもり等の若者支援プログラム
普及・定着事業】
支援プログラムに沿って支援を行う
ＮＰＯ法人等の登録制度に22団体が
参加

【相談窓口の運営】
電話相談：新規登録者数　644人（相
談件数　1,895件）
インターネットメール相談：新規登録
者数　191人（相談件数　577件）
携帯メール相談：新規登録者数　72
人（相談件数　110件）
訪問相談：新規申込件数　36人

【ひきこもり等の若者支援プログラム
普及・定着事業】
支援プログラムに沿って支援を行う
ＮＰＯ法人等の登録制度に21団体が
参加

【相談窓口の運営】
電話相談：新規登録者数　417人（相
談件数　3,630件）
インターネットメール相談：新規登録
者数　188人（相談件数　963件）
携帯メール相談：新規登録者数　76
人（相談件数　224件）
訪問相談：新規申込件数　19人
【ひきこもり等の若者支援プログラム
普及・定着事業】
支援プログラムに沿って支援を行う
ＮＰＯ法人等の登録制度に19団体が
参加

【相談窓口の運営】
電話相談：新規登録者数　461人（相
談件数　4,180件）
インターネットメール相談：新規登録
者数　185人（相談件数　997件）
携帯メール相談：新規登録者数　58
人（相談件数　189件）
訪問相談：新規申込件数　39人
【ひきこもり等の若者支援プログラム
普及・定着事業】
支援プログラムに沿って支援を行う
ＮＰＯ法人等の登録制度に17団体が
参加

【相談窓口の運営】
電話相談：新規登録者数　621人（相
談件数　4,095件）
インターネットメール相談：新規登録
者数　229人（相談件数　1,125件）
携帯メール相談：新規登録者数　80
人（相談件数　325件）
訪問相談：新規申込件数　35人
【ひきこもり等の若者支援プログラム
普及・定着事業】
支援プログラムに沿って支援を行う
ＮＰＯ法人等の登録制度に14団体が
参加

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 34／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

160
☆地域における若者の自立等
支援体制整備事業

都民安全推進本部

　社会的自立に困難を有する若者の
ための相談窓口の設置又は支援事
業の新設・拡充を行う等、子供・若者
への支援体制を整備する区市町村
に対して、費用の一部を補助すると
ともに、区市町村職員向けに情報交
換会等を行い、住民に身近な地域で
の支援体制の整備を推進する。
　また、社会的自立に困難を抱える
若者の家族を支援につなげるため、
民生・児童委員等の地域支援者向
けに地域支援者向け講習会を開催
する。

子供・若者の自立等支援体制整備
事業：３区１市
区市町村職員向けの研修の開催：２
回
地域支援者向け講習会の開催（書
面）：２回

子供・若者の自立等支援体制整備
事業：２区
区市町村職員向けの研修の開催：２
回
地域支援者向け講習会の開催：２回

子供・若者の自立等支援体制整備
事業：６区２市
区市町村職員向けの研修の開催：３
回
地域支援者向け講習会の開催：２回

区市町村における子供・若者自立等
支援体制整備事業：３区４市
区市町村職員向けの研修の開催：３
回
地域支援者向け講習会の開催：２回

区市町村における子供・若者自立等
支援体制整備事業：２区
区市町村職員向けの研修の開催：３
回
地域支援者向け講習会の開催：２回

区市町村における若者の自立等支
援体制整備事業：２区１市
区市町村職員向けの研修の開催：３
回
地域支援者向け講習会の開催：２回

161 ☆若者総合相談支援事業 都民安全推進本部

　「東京都若者総合相談センター」に
おいて、幅広い分野にまたがる若者
の問題の一次的な受け皿として相談
を受け付け、確実な見立てを行っ
て、適切な支援機関につなぐことに
より、若者の社会的自立を後押しす
る。

電話相談：相談件数　5,480件
メール相談：相談件数　493件
LINE相談：相談件数　 1,724件
来所相談：相談件数　 181件

電話相談：相談件数　 7,172件
メール相談：相談件数　683件
来所相談：相談件数　 184件

電話相談：相談件数　 7,349件
メール相談：相談件数　579件
来所相談：相談件数　 139件

電話相談：相談件数　 6,362件
メール相談：相談件数　502件
来所相談：実施件数　 117件

電話相談：相談件数　 4,163件
メール相談：相談件数　390件
派遣型面接相談：実施件数　 7件

電話相談：相談件数　 3,416件
メール相談：相談件数　490件
派遣型面接相談：実施件数　 5件

163
☆非行少年の立ち直り支援事
業

都民安全推進本部

   非行少年及び少年院出院者をは
じめとする非行歴のある少年の立ち
直りを地域で支援するため、更生保
護活動に当たる保護司との連携や、
普及啓発活動を行う。

※「ぴあすぽ」は、事業No.156 若者
総合相談支援事業に統合
〇非行少年・再犯防止支援ガイド
ブックの作成
〇再犯防止に関する研修会の開催：
４回
〇保護観察少年の臨時雇用（２名）
〇協力雇用主制度の普及・啓発　区
市町村に対する広報協力依頼通知
文の発出

※「ぴあすぽ」は、事業No.156 若者
総合相談支援事業に統合
〇非行少年・再犯防止支援ガイド
ブックの作成
〇非行に関する研修会の開催：１回
〇保護観察少年の臨時雇用（１名）
〇協力雇用主制度の普及・啓発　区
市町村に対する広報協力依頼通知
文の発出

※「ぴあすぽ」は、事業No.156 若者
総合相談支援事業に統合
〇少年支援ガイドブックの作成
〇非行に関する民間支援団体向け
研修の開催：１回（平成30年９月５
日）
〇保護観察少年の臨時雇用（１名）
〇協力雇用主制度の普及・啓発　区
市町村に対する広報協力依頼通知
文の発出

※事業No.156 若者総合相談支援事
業に統合

非行少年立ち直りワンストップセン
ター「ぴあすぽ」の運営　平成28年度
相談・支援人数：（延べ）406人
非行少年立ち直り支援啓発講演・シ
ンポジウムの実施：１回
協力雇用主制度の普及・啓発　区市
町村に対する広報協力依頼通知文
の発出

非行少年立ち直りワンストップセン
ター「ぴあすぽ」の運営　平成27年度
相談・支援人数：（延べ）538人
非行少年立ち直り支援啓発講演・シ
ンポジウムの実施：１回
協力雇用主制度の普及・啓発　区市
町村に対する広報協力依頼通知文
の発出

164
☆生活困窮者自立支援法に基
づく子供の学習・生活支援

福祉保健局 ■

　貧困の連鎖を防止するため、低所
得世帯の子供を対象として、学習支
援に加え、居場所の提供や進路相
談等を行う。

○区市における実施状況（令和2年
度）
　48区市（23区25市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者（在籍者）数
　71名（R3年3月時点）
○大島支庁における支援対象者（在
籍者）数
　58名（R3年3月時点）
○八丈支庁における支援対象者（在
籍者）数
　40名（R3年3月時点）

○区市における実施状況（令和元年
度）
　47区市（23区24市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者（在籍者）数
　49名（R2年3月時点）
○大島支庁における支援対象者（在
籍者）数
　43名（R2年3月時点）

○区市における実施状況（平成30年
度）
　47区市（23区24市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者（在籍者）数
　58名（31年3月時点）
○大島支庁における支援対象者（在
籍者）数
　34名（31年3月時点）

○区市における実施状況（平成29年
度）
　46区市（23区23市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者（在籍者）数
　59名（30年３月時点）

○区市における実施状況（平成28年
度）
　39区市（23区16市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者数
　38名（29年３月時点）

○区市における実施状況（平成27年
度）
　27区市（17区10市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者数
　18名（28年３月時点）

165
☆受験生チャレンジ支援貸付
事業

福祉保健局

　学習塾等の受講費用並びに高等
学校及び大学等の受験費用を捻出
できない低所得世帯に対して、これ
らの費用に必要な資金を貸し付ける
ことにより、低所得世帯の子供を支
援する。

貸付決定件数　7,646件 貸付決定件数　7,806件 貸付決定件数　8,260件 貸付決定件数　9,160件 貸付決定件数　9,282件 貸付決定件数　10,231件

167 被保護者自立促進事業 福祉保健局

　生活保護法による被保護者に対し
て、その自立支援に要する経費の一
部を支給し、もって本人及び世帯の
自立の助長を図る。※このうち、次
世代育成支援のメニューとして、小4
～高校生の学習環境整備支援費
（塾代）、大学等進学支援費（大学等
受験料）等を補助している。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 35／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

168
若年者の雇用就業支援事業
（東京しごとセンター事業）

産業労働局

　進路決定前の時期に、高校生の就
業意識を醸成する啓発講座を、学校
の要望に沿って実施することで、将
来の安定就労の一助とする。
　東京しごとセンターにおいて、若年
フリーター向けに、きめ細かなカウン
セリングや各種セミナー、職業紹介
を行うとともに、若者と企業の出会い
の場の提供等の事業を実施する。ま
た、早期の就職促進を図るため、職
業意識の啓発や、基礎的ビジネスマ
ナー等の習得を図るための講座を
実施する。

ヤングコーナー利用者数（飯田橋＋
多摩）
新規：5,577人、再来：34,737人
就職者数：3,282人

ヤングコーナー利用者数（飯田橋＋
多摩）　新規：7,402人、再来：50,965
人
就職者数：5,419人

ヤングコーナー利用者数　新規：
8,557人、再来：53,347人
就職者数：5,696人

ヤングコーナー利用者数　新規：
9,239人、再来：57,601人
就職者数：5,963人

ヤングコーナー利用者数　新規：
10,264人、再来：60,240人
就職者数：6630人

ヤングコーナー利用者数　新規：
11,450人、再来：66,027人
就職者数：6718人

169 ☆若年者能力開発訓練 産業労働局

　30歳未満の無業者・フリーター等
で主に中卒者、高校中退者を対象と
して、職業に必要な技能・知識に加
え、社会人基礎能力の習得を重視し
た訓練を実施することで、若年者の
就業を支援する。
　訓練カリキュラムに複数の業種の
内容を取り入れることにより、多様な
職業を理解させ、自己の適性にあっ
た就業先の業種が選択できるように
する訓練を実施している。

入校　73人、修了　72人、就職　39
人

入校　97人、修了　83人、就職　33
人

入校　108人、修了　85人、就職　31
人

入校　70人、修了　65人、就職　28
人

入校　90人、修了　69人、就職33人
入校　72人、修了　54人、就職　30
人

171 学童クラブ運営費補助事業 福祉保健局 ■

　就業などにより、保護者が昼間い
ない小学生の健全な育成を図るた
めに、区市町村が実施する、又は区
市町村が運営費を補助する、学童ク
ラブ事業（放課後児童健全育成事
業）の供給体制の整備を支援してい
く。開所日数、障害児受入、放課後
児童支援員のキャリアアップ等の取
組に加算を設け、地域のニーズに応
じた取組を支援する。
　都型学童クラブ事業においては、
開所時間の延長や常勤職員を配置
することなどにより、学童クラブの
サービス向上を図る。

登録児童数　115,270人
（令和２年７月1日現在）

登録児童数　110,344人
（令和元年5月1日現在）

登録児童数　105,805人
（平成30年5月1日現在）

登録児童数　100,869人
（平成29年5月1日現在）

登録児童数　95,741人
（平成28年5月1日現在）

登録児童数　98,216人
（平成27年5月1日現在）

172 ☆学童クラブの設置促進 福祉保健局 ■

　既存施設を活用して、学童クラブ
事業を新たに実施するための改修
及び設備の整備等を行う事業に対
する補助を実施することで、学童クラ
ブの設置を促進する。

1,907か所（令和２年７月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　81か所

1,875か所（令和元年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　72か所

1,821か所（平成30年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　72か所

1,785か所（平成29年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　93か所

1,742か所（平成28年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　89か所

1,777か所（平成27年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　79か所

173 ☆児童館等整備費補助 福祉保健局 ■

　児童に健全な遊びを与えて、健康
を増進し、又は情操を豊かにするた
めに、児童館及び学童クラブの整備
を行う区市町村の取組を支援する。

○児童館
（創設）2施設
（改築）5施設
（大規模改修）9施設
○学童クラブ
（創設）38クラブ
（改築）16クラブ
（大規模修繕）15クラブ

○児童館
（創設）3施設
（改築）4施設
（大規模改修）5施設
○学童クラブ
（創設）26クラブ
（改築）12クラブ
（大規模修繕）6クラブ

○児童館
（創設）3施設
（改築）1施設
（大規模改修）11施設
（防犯対策強化）6施設
○学童クラブ
（創設）39クラブ
（改築）12クラブ
（大規模修繕）6クラブ

○児童館
（創設）5施設
（改築）1施設
（大規模改修）8施設
（防犯対策強化）2施設
○学童クラブ
（創設）20クラブ
（改築）7クラブ
（大規模修繕）3クラブ

○児童館
（創設）１施設
（改築）３施設
（大規模修繕）８施設
（拡張）１施設
○学童クラブ
（創設）１９クラブ
（改築）６クラブ
（大規模修繕）２クラブ
（拡張）１クラブ

○児童館
（創設）１施設
（改築）３施設
（大規模修繕）７施設
○学童クラブ
（創設）８クラブ
（改築）３施設
（大規模修繕）１施設

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 36／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

174
放課後児童支援員資質向上研
修・認定資格研修

福祉保健局

　
○学童クラブに従事しようとする者
に、業務遂行における基本的な考え
方や心得、必要最低限の知識・技能
を習得させることを目的として、放課
後児童支援員認定資格研修を実施
する。
○放課後児童支援員であって、一定
の勤務経験を有する者に対して、必
要な知識及び技術の習得並びに課
題や事例を共有するための研修を
行い、放課後児童支援員の資質の
向上を図ることを目的として、放課後
児童支援員資質向上研修を実施す
る。

○資質向上研修
12クール実施
受講者数589名、修了者586名、一
部科目修了者3名
○認定資格研修
7クール実施
受講者数1,128名、修了者1,098名、
一部科目修了者30名

11クール（１クール4日間又は8日間）
実施
受講者数2,501名、修了者2,410名、
一部科目修了者○名

13クール（１クール4日間又は8日間）
実施
受講者数2,797名、修了者2,704名、
一部科目修了者93名

１2クール（１クール４日間又は８日
間）実施
受講者数３，３８６名、修了者３，３１
０名、一部科目修了者７６名

１０クール（１クール４日間又は８日
間）実施
受講者数２，５３１名、修了者２，４７
０名、一部科目修了者６１名

４クール（１クール４日間）実施
受講者数１，２１８名、修了者１，１８
８名、一部科目修了者３０名

176 ☆放課後子供教室 教育庁

　すべての子供を対象として、放課
後や週末等に小学校等を活用して、
安全・安心な子供の活動拠点（居場
所）を設け、地域の人々の参画を得
て、子供たちに学習、文化・スポーツ
活動、地域住民との交流の機会を
提供することにより、子供たちが地
域社会の中で、心豊かに健やかに
育まれる環境づくりを推進する。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,212小学校区（全1,275小学校区）
1,270教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,196小学校区（全1,278小学校区）
1,272教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,187小学校区（全1,280小学校区）
1,260教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,178小学校区（全1,282小学校区）
1,240教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,145小学校区（全1,286小学校区）
1,200教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,112小学校区（全1,292小学校区）
1,158教室で実施
　※八王子市を含む。

179 ☆子供の貧困対策支援事業 福祉保健局

　生活に困窮する要支援家庭やひと
り親家庭等を必要な支援につなげる
ことを目的に、専任職員を配置し、
関係機関との連携強化など子供の
貧困対策の推進に取り組む区市町
村を支援する。

9区市で実施 9区市で実施 ７区市で実施

180
☆子育てサポート情報普及推
進事業

福祉保健局

　生活に困窮する子育て家庭等を必
要な支援につなげることを目的に、
子育て支援等の施策の周知を強化
することで、子供の貧困対策の効果
的な推進を図る。

ひとり親家庭や生活に困窮している
家庭等に有益な施策も含め、子育て
支援の全般的な施策を盛り込んだ
「とうきょう子育て応援ブック」を発行
（発行部数：１７万１３００部）

ひとり親家庭や生活に困窮している
家庭等に有益な施策も含め、子育て
支援の全般的な施策を盛り込んだ
「とうきょう子育て応援ブック」を発行
（発行部数：２０万部）

ひとり親家庭や生活に困窮している
家庭等に有益な施策も含め、子育て
支援の全般的な施策を盛り込んだ
「とうきょう子育て応援ブック」を発行
（発行部数：２０万部）

181
☆子供サポート事業立上げ支
援事業

福祉保健局
　貧困世帯等の子供に対して、支援
を実施する民間団体の事業の立上
げ等に取組む区市町村を支援する。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

182 ☆フードパントリー設置事業 福祉保健局

　住民の身近な地域に「フードパント
リー（食の中継地点）」を設置し、生
活困窮者に対して食料提供を行うと
ともに、それぞれの生活の状況や食
以外の困りごと等について話を聴く
ことで、現在区市等の相談支援窓口
を利用していない生活困窮者を、そ
れぞれの状況・移行に応じた適切な
相談支援機関に繋ぐ取組を行う区
市町村を支援する。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

協議のあった実施主体に対し、補助
金を交付した。

◆…第２期計画において追加した事業
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事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

183 生活保護制度 福祉保健局

　国が生活に困窮する全ての国民
に、その困窮の程度に応じて保護を
行い、最低限度の生活を保障し、併
せて自立を助長することを目的とし
ている。保護の基準によって計算さ
れた最低生活費と、保護を受けよう
とする人の収入を比べ、収入が最低
生活費を下回る場合に、その不足分
について保護を行う。保護は、生活
扶助とその他の扶助（教育・住宅・医
療・介護・出産・生業・葬祭）に分か
れており、保護を受ける人の世帯構
成や収入などの状況に応じて、その
全部又は一部が適用される。
・教育扶助（基準額、教材代、学習
支援費等）
・生業扶助（高等学校等就学費、技
能修得費等）
・就労自立給付金、進学準備給付
金、就労活動促進費の支給
・被保護者就労支援事業、被保護者
就労準備支援事業の実施
・ケースワーカーによる生活相談・援
助

（本制度は各区市の福祉事務所が
実施しているため、東京都としての
実績はなし）

（本制度は各区市の福祉事務所が
実施しているため、東京都としての
実績はなし）

（本制度は各区市の福祉事務所が
実施しているため、東京都としての
実績はなし）

185 生活福祉資金制度 福祉保健局

　低所得世帯、障害者又は高齢者
のいる世帯に対し、必要な資金を貸
し付け、経済的自立や社会参加の
促進を図る。
※平成27年4月から、生活困窮者自
立支援制度と連携して世帯の支援
を行っている。

貸付決定件数　324,420件
（内、特例貸付分　322,919件）

貸付決定件数　1,748件 貸付決定件数　2,120件

186 公共職業訓練等の実施 産業労働局

　職業能力開発センター等におい
て、求職者等を対象とし職業に必要
な知識・技能を習得させるため、職
業訓練を実施する。また、母子家庭
の母等の職業的自立を促すため、
民間教育訓練機関等を活用し、職
業訓練受講機会の確保を図る。

令和２年度は実施していない。 入校　２人 入校　8人、修了　8人、就職　6人
入校　6人、修了　6人、就職　5人 入校　13人、修了　13人、就職　7人

入校　15人、修了　15人、就職　6人

187
私立小中学校等就学支援実証
事業

生活文化局

　国の「私立小中学校等に通う児童
生徒への経済的支援に関する実証
事業」を受け、都内の私立小中学校
等に通う児童生徒の保護者に対す
る授業料負担軽減事業を行いつつ、
義務教育において私立学校を選択
している理由や家庭の経済状況など
について実態把握のための調査を
実施。

〇私立小中学校等就学支援実証事
業　793人

〇私立小中学校等就学支援実証事
業　814人

〇私立小中学校等就学支援実証事
業　1,082人

総務局
　高等学校等に通う一定の収入額
未満の世帯の生徒を対象に、高等
学校等就学支援金を支給する。

747人に支給 858人に支給 713人に支給

教育庁
　高等学校等に通う一定の収入額
未満の世帯の生徒を対象に、高等
学校等就学支援金を支給する。

受給資格者：106,858人 受給資格者：111,218人 受給資格者：113,939人

生活文化局
　高等学校等に通う一定の収入額
未満の世帯の生徒を対象に、高等
学校等就学支援金を支給する。

〇私立高等学校等就学支援金
85,270人（月別受給者の平均人数）

〇私立高等学校等就学支援金
86,708人（月別受給者の平均人数）

〇私立高等学校等就学支援金
91,356人（月別受給者の平均人数）

188
高等学校等就学支援金による
授業料負担の軽減

◆…第２期計画において追加した事業
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事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

189 ☆私立高等学校等特別奨学金 生活文化局
　私立高等学校等に在学する生徒
の保護者に対し授業料軽減助成を
実施する。

〇私立高等学校等特別奨学金
61,034人

〇私立高等学校等特別奨学金
57,471人

〇私立高等学校等特別奨学金
58,046人

190 給付型奨学金（高等学校等） 総務局

　家庭の経済状況が教育の格差に
つながることのないよう、保護者等
の収入の状況に応じて、都内の高等
学校や特別支援学校（高等部）の生
徒や都立産業技術高等専門学校1
～3年生に対し、選択的学習活動に
係る経費の支援等を行う。

・授業料軽減制度：224人に支給
・選択的学習活動支援制度：55人に
支給

・授業料軽減制度：311人に支給
・選択的学習活動支援制度：68人に
支給

・授業料軽減制度：317人に支給
・選択的学習活動支援制度：69人に
支給

190 給付型奨学金（高等学校等） 教育庁

　家庭の経済状況が教育の格差に
つながることのないよう、保護者等
の収入の状況に応じて、都内の高等
学校や特別支援学校（高等部）の生
徒や都立産業技術高等専門学校1
～3年生に対し、選択的学習活動に
係る経費の支援等を行う。

給付対象者：26,690人 給付対象者：28,091人
給付対象者：29,103人（特別支援学
校を除く）

教育庁

　高等学校等に通う生徒の保護者
のうち、生活保護受給世帯又は都道
府県民税所得割額及び区市町村民
税所得割額の合計が非課税の世帯
に対し、授業料以外の教育に必要な
教科書費、教材費、学用品費の経
費を軽減するため奨学給付金を支
給する。

給付対象者：14,505人 給付対象者：14,835人 給付対象者：16,416人

生活文化局

　高等学校等に通う生徒の保護者
のうち、生活保護受給世帯及び区市
町村民税所得割額非課税世帯に対
し、授業料以外の教育に必要な教科
書費、教材費、学用品費の経費を軽
減するため奨学給付金を支給する。

〇私立高等学校等奨学給付金
10,181人

〇私立高等学校等奨学給付金
9,905人

〇私立高等学校等奨学給付金
10,460人

総務局

　高等学校等に通う生徒の保護者
のうち、生活保護受給世帯又は住民
税所得割額が非課税の世帯に対
し、授業料以外の教育に必要な教科
書費、教材費、学用品費等の経費を
軽減するため奨学給付金を支給す
る。

47人に支給 65人に支給 73人に支給した。

192 就学奨励事業（特別支援学校） 教育庁

　都内特別支援学校等に在学する
幼児・児童・生徒の就学のために必
要な経費の一部を、保護者等の経
済的負担能力の程度に応じて支給
し、経済的負担軽減を図る。

就学奨励費支出人数（延べ）39,297
人
（都立57校、区立5校、私立4校）

就学奨励費支出人数（延べ）53,672
人
（都立57校、区立5校、私立4校）

支給見込人員11,455人
（都立57校、区立5校、私立4校）

193 育英資金事業費補助 生活文化局

　高等学校等に在学する都民で、勉
学意欲がありながら経済的理由によ
り修学困難な者に対し、育英資金奨
学金を無利子で貸し付ける。

〇育英資金事業費補助　2,351人 〇育英資金事業費補助　2,599人 〇育英資金事業費補助　3,261人

191
高校生等奨学給付金による授
業料以外の負担軽減

◆…第２期計画において追加した事業
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事業概要
令和２年度実績

（速報値）
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194 地域未来塾 教育庁

　経済的な理由や家庭の事情によ
り、家庭での学習が困難であった
り、学習習慣が十分に身についてい
ない中学生等に対して、地域と学校
の連携・協働による学習支援を実施
する。

対象校数　計652校（小学校394校、
中学校251校、義務教育学校7校）
実施地区　30区市村

対象校数　計659校（小学校375校、
中学校295校、義務教育学校7校）
実施地区　31区市村

対象校数　計640校（小学校350校、
中学校290校）
実施地区　29区市村

195
母子・父子自立支援員による
相談・支援

福祉保健局

　ひとり親家庭及び寡婦に対し、相
談に応じ、自立に必要な情報提供及
び指導を行う。また、職業能力の向
上及び求職活動に関する支援を行
う。

配置状況（令和2年4月1日現在）
都8名　区部123名　市部81名
新規相談受付状況（東京都全体）
84,578件

配置状況（平成３１年４月１日現在）
都8名　区部126名　市部73名
新規相談受付状況（東京都全体）
86,744件

配置状況（平成３０年４月１日現在）
都７名　区部１２８名　市部７２名
新規相談受付状況（東京都全体）
95,090件

196
ひとり親家庭ホームヘルプサー
ビス事業

福祉保健局

　ひとり親家庭になって直後の生活
の激変や就職活動等の理由により、
家事や育児等の日常生活に支援が
必要なひとり親家庭に対して、ホー
ムヘルパーを派遣する市町村を支
援する。

27市町 27市町 26市町 26市町 25市 25市

197
☆ひとり親家庭等生活向上事
業

福祉保健局 ■

　ひとり親家庭及び寡婦が生活の中
で直面する諸問題の解決や子供の
生活・学習支援を図るなど、地域で
の生活を総合的に支える事業に取り
組む区市町村を支援する。

１　子供の生活・学習支援事業　23
区市
２　ひとり親生活支援事業（(1)相談
支援事業(2)家計管理・生活支援講
習会等事業(3)学習支援事業(4)情報
交換事業）（5）短期施設利用相談支
援事業
　　12区市

１　子供の生活・学習支援事業　21
区市
２　ひとり親生活支援事業（(1)相談
支援事業(2)家計管理・生活支援講
習会等事業(3)学習支援事業(4)情報
交換事業）
　　13区市

１　子供の生活・学習支援事業　20
区市
２　ひとり親生活支援事業（(1)相談
支援事業(2)家計管理・生活支援講
習会等事業(3)学習支援事業(4)情報
交換事業）
　　11区市

１　子供の生活・学習支援事業　18
区市
２　ひとり親生活支援事業（(1)相談
支援事業(2)家計管理・生活支援講
習会等事業(3)学習支援事業(4)情報
交換事業）
　　12区市

１　子供の生活・学習支援事業　15
区市
２　ひとり親生活支援事業（(1)相談
支援事業(2)家計管理・生活支援講
習会等事業(3)学習支援事業(4)情報
交換事業）　９区市

(1)ひとり親家庭等相談支援事業　４
区市
(2)生活支援講習会等事業　１市
(3)児童訪問援助事業(ホームフレン
ド事業）　１市
(4)学習支援ボランティア事業　４区
市
(5)ひとり親家庭情報交換事業　１区

199
児童扶養手当・児童育成手当・
母子及び父子福祉資金貸付

福祉保健局

○ひとり親家庭に対する児童扶養手
当の支給、児童育成手当の支給に
より、ひとり親家庭を経済的に支援
する。
○ひとり親家庭等に対し、母子及び
父子福祉資金の貸付けを実施し、ひ
とり親家庭等を経済的に支援する。
事業開始、事業継続、修学（母子・
父子福祉資金による高校・大学等へ
の修学資金貸付）、技能習得、修
業、就職支援、医療介護、生活、住
宅、転宅、就学支度、結婚の12種類

①児童扶養手当
　受給者数：67,094人（全部支給：
38,559人　一部支給：28,535人）
　対象児童数：97,951人
②児童育成手当
　受給者数：100,921人　対象児童
数：144,605人
（育成手当：136,070人　障害手当：
6,744人　育成＋障害：1,791人）
③母子及び父子福祉資金貸付実
績：3,337件

①児童扶養手当
　受給者数：68,960人（全部支給：
40,588人　一部支給：28,372人）
　対象児童数：101,046人
②児童育成手当
　受給者数：104,430人　対象児童
数：149,648人
（育成手当：140,850人　障害手当：
6,982人　育成＋障害：1,816人）
③母子及び父子福祉資金貸付実
績：4,776件

①児童扶養手当
　受給者数：72,246人（全部支給：
43,119人　一部支給：29,127人）
　対象児童数：105,517人
②児童育成手当
　受給者数：107,516人　対象児童
数：153,941人
（育成手当：145,068人　障害手当：
7,055人　育成＋障害：1,818人）
③母子及び父子福祉資金貸付実
績：4,776件

①児童扶養手当
　受給者数：74,679人（全部支給：
38,002人　一部支給：36,677人）
　対象児童数：108,891人
②児童育成手当
　受給者数：109,806人　対象児童
数：156,844人
（育成手当：147,885人　障害手当：
7,118人　育成＋障害：1,841人）
③母子及び父子福祉資金貸付実
績：5,267件

①児童扶養手当
　受給者数：77,399人（全部支給：
40,801人　一部支給：36,598人）
　対象児童数　112,604人
②児童育成手当
　受給者数：112,709人　対象児童
数：160,201人
（育成手当：151,228人　障害手当：
7,226人　育成＋障害：1,747人）
③母子及び父子福祉資金貸付実
績：5,654件

①児童扶養手当
　受給者数：80,493人（全部支給：
43,410人　一部支給：37,083人）
　対象児童数　116,912人
②児童育成手当
　受給者数：114,520人　対象児童
数：161,847人
（育成手当：152,695人　障害手当：
7,409人　育成＋障害：1,743人）
③母子及び父子福祉資金貸付実
績：6,005件

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 40／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

200
☆養護児童に対する自立支援
機能の強化

福祉保健局

○児童養護施設に入所している児童の自立
に向けた支援や、施設退所後のアフターケア
の充実を図るため、自立支援業務に専念で
きる職員（自立支援コーディネーター）を配置
し、自立支援体制の構築・推進を行う（自立
支援強化事業）。
○児童に対する学習支援(塾への通塾費用)
の充実や、自立支援コーディネーターによる
進学支援の充実を図る（児童養護施設にお
ける学習・進学支援等）。
○児童養護施設等を退所した児童等に、生
活の場を提供しながら就労支援等を行う自
立援助ホームに、就労支援・就労定着を専門
に行うジョブトレーナーを配置する（ジョブ・ト
レーニング事業）。
○施設退所者が社会に出た後、就職等の相
談をしたり、同じ悩みを抱える者同士が集え
る場（ふらっとホーム）を提供する。
○施設退所者等に対して、ソーシャル・スキ
ル・トレーニングや就職活動支援等を行い、
退所後の自立支援を図る
〇措置延長を行った２０歳到達後から２２歳
に達する日の属する年度の末日までの間に
ある者を対象に、児童養護施設等において
居住の場を提供し、食事の提供など日常生
活上の支援、金銭管理の指導、自立生活へ
の不安や悩み等の相談に応じるとともに、生
活費を支給する（社会的養護自立支援事業
における居住費支援・生活費支援）
〇児童養護施設等に入所している児童の自
立に向けた支援や、施設退所後のアフターケ
アの充実を図るため、自立支援業務に専念
できる職員（自立支援担当職員）を配置し、

①児童養護施設に自立支援コー
ディネーターを配置し、児童の自立
に向けた施設の支援体制を強化す
る。（56施設）

②自立援助ホームにジョブ・トレー
ナーを配置し、児童等の就労定着等
に向けた支援体制を強化する。（１６
ホーム）

③児童福祉や就労支援に精通した
スタッフを配置し、ソーシャル・スキ
ル・トレーニング、相談支援、就職活
動支援、生活支援等を行うことによ
り自立を支援するとともに、退所した
者同士が集まり、意見交換や情報
交換・情報発信等を行えるような場
を提供する。（２ケ所）

④児童養護施設等の退所者等に対
して、社会的自立を支援するために
適切な就業環境の確保や必要な支
援を行い、職場開拓、面接等のアド
バイス、事業主からの相談対応を含
む就職後のフォローアップを行う。
（１ケ所）

①児童養護施設に自立支援コー
ディネーターを配置し、児童の自立
に向けた施設の支援体制を強化す
る。（56施設）

②自立援助ホームにジョブ・トレー
ナーを配置し、児童等の就労定着等
に向けた支援体制を強化する。（１６
ホーム）

③児童福祉や就労支援に精通した
スタッフを配置し、ソーシャル・スキ
ル・トレーニング、相談支援、就職活
動支援、生活支援等を行うことによ
り自立を支援するとともに、退所した
者同士が集まり、意見交換や情報
交換・情報発信等を行えるような場
を提供する。（２ケ所）

④児童養護施設等の退所者等に対
して、社会的自立を支援するために
適切な就業環境の確保や必要な支
援を行い、職場開拓、面接等のアド
バイス、事業主からの相談対応を含
む就職後のフォローアップを行う。
（１ケ所）

①児童養護施設に自立支援コー
ディネーターを配置し、児童の自立
に向けた施設の支援体制を強化す
る。（56施設）

①児童養護施設に自立支援コー
ディネーターを配置し、児童の自立
に向けた施設の支援体制を強化す
る。（55施設）

①児童養護施設に自立支援コー
ディネーターを配置し、児童の自立
に向けた施設の支援体制を強化す
る。（56施設）

②自立援助ホームにジョブ・トレー
ナーを配置し、児童等の就労定着等
に向けた支援体制を強化する。（14
ホーム）

③児童福祉や就労支援に精通した
スタッフを配置し、ソーシャル・スキ
ル・トレーニング、相談支援、就職活
動支援、生活支援等を行うことによ
り自立を支援するとともに、退所した
者同士が集まり、意見交換や情報
交換・情報発信等を行えるような場
を提供する。（２ケ所）

④児童養護施設等の退所者等に対
して、社会的自立を支援するために
適切な就業環境の確保や必要な支
援を行い、職場開拓、面接等のアド
バイス、事業主からの相談対応を含
む就職後のフォローアップを行う。
（１ケ所）

①児童養護施設に自立支援コー
ディネーターを配置し、児童の自立
に向けた施設の支援体制を強化す
る。（５３施設）

②自立援助ホームにジョブ・トレー
ナーを配置し、児童等の就労定着等
に向けた支援体制を強化する。（６
ホーム）

③児童福祉や就労支援に精通した
スタッフを配置し、ソーシャル・スキ
ル・トレーニング、相談支援、就職活
動支援、生活支援等を行うことによ
り自立を支援するとともに、退所した
者同士が集まり、意見交換や情報
交換・情報発信等を行えるような場
を提供する。（２ケ所）

④児童養護施設等の退所者等に対
して、社会的自立を支援するために
適切な就業環境の確保や必要な支
援を行い、職場開拓、面接等のアド
バイス、事業主からの相談対応を含
む就職後のフォローアップを行う。
（１ケ所）

201 自立生活スタート支援事業 福祉保健局

　児童養護施設等の利用者の退所
後の自立生活の支援を行うことを目
的に、施設等と連携して相談援助を
行うとともに必要な資金の貸付を行
う。貸付後、自立に向けた真摯な努
力をし、継続勤務や入学した学校の
卒業等の一定条件を満たした場合
には、申請によって償還が免除され
る。

貸付決定件数　61件 貸付決定件数　60件 貸付決定件数　４５件 貸付決定件数　４３件 貸付決定件数　41件 貸付決定件数　35件

202 養育家庭等自立援助補助事業 福祉保健局

　養育家庭等を満年齢解除となった
児童への自立支援の充実を図るた
め、元里子からの生活相談対応など
の自立に向けた援助に取り組む養
育家庭等を支援する。

２５家庭 ２５家庭 ２５家庭

203
児童養護施設退所者等の就業
支援事業

福祉保健局

　児童養護施設等の退所者等に対
して、社会的自立を支援するために
適切な就業環境の確保や必要な支
援を行い、職場開拓、面接等のアド
バイス、事業主からの相談対応を含
む就職後のフォローアップ等を職業
紹介等を行う企業、NPO等に委託し
て行う。

○施設退所者等に対する職場体験
事業⇒382人

○ソーシャルスキルトレーニング⇒
396人

○個別就労サポート及び就職活動
スキルトレーニング⇒667人

○施設退所者等に対する職場体験
事業⇒754人

○ソーシャルスキルトレーニング⇒
727人

○個別就労サポート及び就職活動
スキルトレーニング⇒976人

○施設退所者等に対する職場体験
事業⇒1,731人

○ソーシャルスキルトレーニング⇒
623人

○個別就労サポート及び就職活動
スキルトレーニング⇒861人

205
☆専門機能強化型児童養護施
設

福祉保健局 ■

　虐待等により問題を抱える子供た
ちへのケアを充実させるため、精神
科医師や治療担当職員を配置する
とともに個別ケア職員を配置するな
ど機能を充実し、専門的・個別的ケ
アを行う専門機能強化型児童養護
施設の指定数を拡大する。

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　42か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　43か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　44か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　44か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　45か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　45か所

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 41／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

206 ☆乳児院の家庭養育推進事業 福祉保健局

　乳児院に対して、通常の乳児院の
職員配置に加え、治療的・専門的ケ
アが必要な児童及び保護者に対す
る手厚い支援ができる体制等を整備
する。

乳児院９施設での実施 乳児院９施設での実施 乳児院８施設での実施

207
生活保護受給者等就労自立促
進事業

福祉保健局

　生活保護受給者、児童扶養手当
受給者、住居確保給付金受給者及
び生活困窮者自立支援法に基づく
自立相談支援事業による支援を受
けている生活困窮者（住居確保給付
金受給者を除く。）等（以下「生活保
護受給者等」という。）を対象として、
公共職業安定所（以下「ハローワー
ク」という。）本所等の施設内での就
労支援を実施するほか、地方公共
団体にハローワークの常設窓口の
設置又は地方公共団体への巡回相
談の実施などワンストップ型の支援
体制を全国的に整備し、生活保護受
給者等について、ハローワークと地
方公共団体が一体となったきめ細や
かな就労支援を推進することによ
り、生活保護受給者等の就労による
自立を促進する。

（ハローワークが各区市と連携して
事業を実施）

（ハローワークが各区市と連携して
事業を実施）

（ハローワークが各区市と連携して
事業を実施）

208 生活困窮者自立支援制度 福祉保健局

　経済的に困窮し、最低限度の生活
を維持することができなくなるおそれ
のある方に対して、個々の状況に応
じた支援を行い、自立の促進を図
る。
（１）必須事業
　　・自立相談支援事業
　　・住居確保給付金の支給
（２）任意事業
　　・就労準備支援事業
　　・一時生活支援事業
　　・家計改善支援事業
　　・子供の学習・生活支援事業(再
掲：NO.158「生活困窮者自立支援法
に基づく子供の学習支援」)

○区市における任意事業実施状況
就労準備：40区市（23区17市）
一時生活：24区市（23区1市）
家計改善：43区市（22区21市）
学習支援：48区市（23区25市）
○都における任意事業実施状況
西多摩：全事業実施
支庁：家計改善は全支庁で実施、学
習支援は大島支庁・八丈支庁で実
施

○区市における任意事業実施状況
就労準備：37区市（23区14市）
一時生活：24区市（23区1市）
家計改善：38区市（18区20市）
学習支援：47区市（23区24市）
○都における任意事業実施状況
西多摩：全事業実施
支庁：家計改善は全支庁で実施、学
習支援は大島支庁のみ実施

○区市における任意事業実施状況
就労準備：34区市（23区11市）
一時生活：24区市（23区1市）
家計改善：35区市（17区18市）
学習支援：47区市（23区24市）
○都における任意事業実施状況
西多摩：全事業実施
支庁：家計改善は全支庁で実施、学
習支援は大島支庁のみ実施

209 東京しごとセンター事業 産業労働局

　東京しごとセンターにおいて、一人
ひとりの適性や状況を踏まえたきめ
細かなキャリアカウンセリングを実施
するほか、各種セミナーや能力開
発、職業紹介などを行い、就職活動
を支援する。また、東京しごとセン
ター内の「女性しごと応援テラス」に
おいて、家庭と両立しながら仕事に
就きたいと考えている女性などを対
象に、きめ細かい再就職支援を実施
する。

利用者数　新規：19,604人、再来：
152,706人
就職者数　9,436人

利用者数　新規：28,202人、再来：
163,214人
就職者数　16,260人

利用者数　新規：29,863人、再来：
168,170人
就職者数　16,763人

利用者数　新規：30,907人、再来：
180,397人
就職者数　16,966人

利用者数　新規　30,874人、再来
181,379人
就職者数　17,480人

利用者数　新規　32,617人、再来
186,851人
就職者数　17,829人

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 42／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

214

☆東京都ひとり親家庭支援セ
ンター事業
（母子家庭等就業・自立支援セ
ンター事業）

福祉保健局

○相談体制の整備
　ひとり親家庭の生活相談・養育費
相談・離婚前後の法律相談・面会交
流支援事業、離婚前後の親支援講
座、ひとり親への支援を行う相談支
援員研修を実施する。

○就業支援
・ひとり親家庭の就業による自立を
支援するため、就業相談等事業（就
業相談、就業促進活動、キャリア
アップ支援、相談支援員研修会）、
就業支援講習会、就業情報提供事
業を行う。
・親への支援とあわせて、子供本人
へのキャリアカウンセリングや求人
情報の提供などを行う。

○ひとり親家庭等の自立促進事業
（就業相談5,240件　生活相談4,984
件）
○母子家庭及び寡婦自立促進講習
会（パソコン講習会10回 　受講者数
94人）
○母子家庭相談指導者研修会（実
施回数9回　受講者数366人）
○養育費相談（電話相談1,507件、
専門相談738件）
○面会交流支援(989件)

○ひとり親家庭等の自立促進事業
（就業相談5,764件　生活相談3,012
件）
○母子家庭及び寡婦自立促進講習
会（パソコン講習会10回 　受講者数
123人）
○母子家庭相談指導者研修会（実
施回数10回　受講者数460人）
○養育費相談（電話相談564件、専
門相談538件）
○面会交流支援(1,031件)

○ひとり親家庭等の自立促進事業
（就業相談5,935件　生活相談3,520
件）
○母子家庭及び寡婦自立促進講習
会（パソコン講習会10回 　受講者数
150人）
○母子家庭相談指導者研修会（実
施回数10回　受講者数398人）
○養育費相談（電話相談684件、専
門相談489件）
○面会交流支援(1,169件)

○ひとり親家庭等の自立促進事業
（就業相談4,849件　生活相談3,449
件）
○母子家庭及び寡婦自立促進講習
会（パソコン講習会10回 　受講者数
168人）
○母子家庭相談指導者研修会（実
施回数10回　受講者数392人）
○養育費相談（電話相談421件、専
門相談482件）
○面会交流支援(771件)

○ひとり親家庭等の自立促進事業
（就業相談4,983件　生活相談3,474
件）
○母子家庭及び寡婦自立促進講習
会（パソコン講習会10回 　受講者数
168人）
○母子家庭相談支援員研修会（実
施回数10回　受講者数286人）
○養育費相談（電話相談459件、専
門相談349件）
○面会交流支援(517件)

○ひとり親家庭等の自立促進事業
（就業相談4,451件　生活相談1,746
件）
○母子家庭及び寡婦自立促進講習
会（パソコン講習会10回 　受講者数
177人）
○母子家庭相談指導者研修会（実
施回数10回　受講者数411人）
○養育費相談（電話相談255件、専
門相談221件）
○面会交流支援(518件)

215
母子家庭及び父子家庭自立支
援教育訓練給付金事業

福祉保健局

　母子家庭の母又は父子家庭の父
の就業を支援するため、教育訓練を
受講した場合に、その経費の一部を
給付する事業について、全区市町村
において取り組む。

62区市町村 62区市町村 62区市町村 62区市町村 62区市町村 62区市町村

216
母子家庭及び父子家庭高等職
業訓練促進給付金等事業

福祉保健局

　母子家庭の母又は父子家庭の父
の就労につながる資格取得を促進
するため、養成機関で修業している
一定の訓練期間にかかる訓練促進
給付金を支給して、負担の軽減を図
る事業について、全区市町村におい
て取り組む。

62区市町村 62区市町村 62区市町村 62区市町村 62区市町村 62区市町村

217
ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金貸付事業

福祉保健局

　高等職業訓練促進給付金を活用
して養成機関に在学し、就職に有利
な資格の取得を目指すひとり親家庭
の親に対し、高等職業訓練促進資
金を貸し付け、修学を容易にするこ
とにより、資格取得を促進し、ひとり
親家庭の親の自立の促進を図る。

○貸付決定件数
　入学準備金　79件
　就職準備金　43件

○貸付決定件数
　入学準備金　60件
　就職準備金　48件

○貸付決定件数
　入学準備金　115件
　就職準備金　　29件

218
母子・父子自立支援プログラム
策定事業

福祉保健局 ■

　児童扶養手当を受給しているひと
り親家庭の職業的自立を促進する
ため、母子・父子自立支援プログラ
ム策定員により、就業に結びつく支
援を行う事業について、全区市での
実施を支援する。

13区23市13町村 １８区２４市１３町村 １９区２２市１３町村 55区市町村 53区市町村 51区市町村

219
高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業

福祉保健局 ■

　ひとり親家庭の親の経済的自立を
図るため、高等学校卒業程度認定
試験合格のための講座（通信講座を
含む）を受け、これを修了した際に受
講費用の一部を支給するとともに、
合格した場合にも受講費用の一部
を支給する事業について、全区市町
村での実施を推進する。

9区13市13町村 １０区１３市１３町村 10区13市13町村 8区8市13町村 6区5市13町村 4区2市13町村

220 女性福祉資金の貸付 福祉保健局

　配偶者のいない女性に対し、女性
福祉資金の貸付を実施し、経済的に
支援する。事業開始、事業継続、技
能習得、医療介護、生活、就職支
度、住宅、転宅、結婚、修学、就学
支度の１１種類。

女性福祉資金貸付実績：30件 女性福祉資金貸付実績：30件 女性福祉資金貸付実績：45件

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 43／67
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221 ひとり親家庭等医療費助成 福祉保健局
　ひとり親家庭等の経済的負担の軽
減を図るため、医療費の自己負担分
の助成を行う区市町村を支援する。

【市町村部のみ】
（金額）　946,273千円
（対象者数）　47,057　人
（助成件数）　513,168　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,030,875千円
（対象者数）　48,905　人
（助成件数）　592,884　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,054,693千円
（対象者数）　49,937人
（助成件数）　608,183件

【市町村部のみ】
（金額）　1,089,243千円
（対象者数）　51,631　人
（助成件数）　618,760　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,113,964　千円
（対象者数）　52,178　人
（助成件数）　637,879　件

【市町村部のみ】
（金額）　1,104,730　千円
（対象者数）　52,226　人
（助成件数）　626,270　件

223
児童養護施設退所者等に対す
る自立支援資金貸付制度

福祉保健局

　児童養護施設等入所中又は里親
等へ委託中の者及び児童養護施設
等を退所した者又は里親等への委
託が解除された者に対して、自立支
援資金を貸付けることにより、これら
の者の円滑な自立を支援する。

貸付決定件数　51件 貸付決定件数　56件 貸付決定件数　67件

204 自立援助促進事業 福祉保健局

　児童養護施設等または母子生活
支援施設や婦人保護施設を退所
し、就職や進学をする際、又はア
パートなどへ入居する際に、他の援
助を期待できない場合に、施設長が
身元保証や連帯保証を行うことによ
り、社会的な自立を促進する。

〇加入状況⇒43件

〇賠償金支払状況⇒0件

〇加入状況⇒43件

〇賠償金支払状況⇒0件
賠償金発生件数　0件 賠償金発生件数　1件 賠償金発生件数　３件 事務費及び賠償金発生

225
児童相談所の体制と取組の強
化

福祉保健局

　児童虐待をはじめ困難な問題を抱
える家庭をより効果的に支援するた
め、子供の保護・ケア、保護者の支
援、家族再統合、アフターケア等の
取組や、区市町村や保健所等関係
機関との連携を強化していくととも
に、実践的な研修など研修プログラ
ムの充実や児童福祉司などの人材
の確保により、一層の体制強化を図
る。

・児童福祉司36名、児童心理司23名
の増員
・家族再統合のための援助事業の
実施
・児童虐待カウンセリング事業の実
施

・児童福祉司35名、児童心理司23名
の増員
・家族再統合のための援助事業の
実施
・児童虐待カウンセリング事業の実
施

・児童福祉司42名、児童心理司24名
の増員
・家族再統合のための援助事業の
実施
・児童虐待カウンセリング事業の実
施

・児童福祉司23名、児童心理司13名
の増員
・家族再統合のための援助事業の
実施
・児童虐待カウンセリング事業の実
施

①児童福祉司1823名の増員
②専門機能の強化
　・児童福祉司任用資格認定講習会
の実施
③家族再統合のための援助事業の
実施

①児童福祉司13名の増員
②専門機能の強化
　・児童福祉司任用資格認定講習会
の実施
③家族再統合のための援助事業の
実施

226
医療機関における虐待対応力
の強化

福祉保健局

　児童虐待の早期発見・予防のた
め、虐待や要支援家庭の発見の機
会を有する医療機関等に対し、判断
力・対応力の強化に向けた支援を行
う。

○ 令和２年度児童虐待対応研修実
績：計２回実施（基礎講座１回＋専
門講座１回）
コロナの影響により書面開催による
実施。
○ 令和２年度CAPS設置病院連絡
会実績：コロナの影響により中止
○ 令和２年度児童相談所による訪
問研修実績：1回実施

○ 令和年度児童虐待対応研修実
績：計７回実施（基礎講座２回＋専
門講座５回）
参加者延数１４４９名
○ 令和元年度CAPS設置病院連絡
会実績：コロナの影響により中止
○ 令和元年度児童相談所による訪
問研修実績：２回実施

○ 平成３０年度児童虐待対応研修
実績：計７回実施（基礎講座２回＋
専門講座５回）
参加者延数１５４６名
○ 平成３０年度CAPS設置病院連絡
会実績：１回実施
○ 平成３０年度児童相談所による
訪問研修実績：３回実施

○ 平成２９年度児童虐待対応研修
実績：計７回実施（基礎講座２回＋
専門講座５回）
参加者延数１５８６名
○ 平成２９年度CAPS設置病院連絡
会実績：１回実施
○ 平成２９年度児童相談所による
訪問研修実績：５回実施

○ 平成２８年度児童虐待対応研修
実績：計７回実施（基礎講座２回＋
専門講座５回）
参加者延数１６５３名
○ 平成２８年度CAPS設置病院連絡
会実績：１回実施
○ 平成２８年度児童相談所による
訪問研修実績：５回実施

○平成２７年度専門研修（児童虐待
対応）　実績…５回実施（参加者数
（延数）
：１２７６名）
○平成２７年度地域における虐待対
応力向上研修実績…10回実施（参
加者数（延数）
：４０４名）
○平成２７年度CAPS設置病院連絡
会実績…１回実施
○平成２７年度児童相談所による訪
問研修実績…７回実施

227
医療機関の病床確保による一
時保護機能強化事業

福祉保健局

　児童を一時保護する際、事前に医
療等の情報がない児童のアセスメン
トや、病状が不安定な児童の服薬管
理等を医療機関で実施できるよう、
一時保護委託できる病床を確保しま
す。

医療的ケアが必要となる児童等につ
いて、医療機関において一時保護委
託を実施

医療的ケアが必要となる児童等につ
いて、医療機関において一時保護委
託を実施

医療的ケアが必要となる児童等につ
いても、医療機関において一時保護
委託を実施

229
☆一時保護所における外部評
価

福祉保健局
　一時保護所の施設運営の質の向
上を図るため、外部機関からの定期
的な評価を実施する。

全７か所の一時保護所において外
部評価を実施

全７か所の一時保護所において外
部評価を実施

全７か所の一時保護所において外
部評価を実施

230
☆一時保護所における第三者
委員の導入

福祉保健局

　一時保護所入所児童からの相談
に対して適切な対応を図り、児童の
権利擁護と福祉サービスの質の向
上を図るため、第三者委員の仕組み
を導入します。

全７か所の一時保護所において、第
三者委員が入所児童への個別面接
等を行い、第三者委員との意見交換
会を実施した。

全７か所の一時保護所において、第
三者委員が入所児童への個別面接
等を行い、第三者委員との意見交換
会を実施した。

本格実施を開始し、第三者委員との
意見交換会を実施。

◆…第２期計画において追加した事業
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令和２年度実績
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230
☆家庭的養護（養育家庭等・
ファミリーホーム・グループホー
ム）の推進

福祉保健局 ■

○令和11年度において、社会的養
護に占める里親等委託の割合が
37.4％となるよう、養育家庭等・ファミ
リーホームを推進していく。
○民間フォスタリング機関を設置す
ることにより、里親委託を一層推進
し、里親に対する一貫性・継続性の
ある支援体制を構築する。
○養育家庭でより多くの児童が育ま
れるよう、普及啓発により養育家庭
登録数を拡大するとともに、養育家
庭への支援を充実する。また、乳児
期からの委託を促進する。
○養育者の住居において、5人又は
6人の子供を養育する小規模住居型
児童養育事業（ファミリーホーム）を
着実に実施する。

■事業目標（令和11年度）
　里親等委託率37.4％

【令和３年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：１，０３６家
庭、委託児童数：４８７人）
○ファミリーホーム（設置数：３１ホー
ム、入所児童数：１３２人（区児相含
む））
○社会的養護に対する家庭養育の
割合
15.3％

【令和２年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：９６４家庭、
委託児童数：４７３人）
○ファミリーホーム（設置数：２９ホー
ム、入所児童数：１２４人）
○グループホーム（設置数：１５６
ホーム、入所児童数：９４０人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合
14.8％

【平成３１年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：８２４家庭、
委託児童数：４６３人）
○ファミリーホーム（設置数：２５ホー
ム、入所児童数：１０７人）
○グループホーム（設置数：１５１
ホーム、入所児童数：９１０人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合
３７．２％

【平成３０年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：７６８家庭、
委託児童数：４５９人）
○ファミリーホーム（設置数：１９ホー
ム、入所児童数：８１人）
○グループホーム（設置数：１４７
ホーム、入所児童数：８８６人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合
35.5％

【平成２９年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：７４２家庭、
委託児童数：４１９人）
○ファミリーホーム（設置数：１８ホー
ム、入所児童数：８３人）
○グループホーム（設置数：１４１
ホーム、入所児童数：８４４人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合　33.8％

【平成２８年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：７２８家庭、
委託児童数：３９８人）
○ファミリーホーム（設置数：１８ホー
ム、入所児童数：８２人）
○グループホーム（設置数：１３８
ホーム、入所児童数：８３２人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合　32.9％

233 ☆新生児委託推進事業 福祉保健局

　家庭で適切な養育を受けられない
新生児を対象として、養子縁組が最
善と判断した場合には、乳児院を活
用して、養子縁組里親の養育力向
上のための研修や、新生児と養子
縁組里親の交流支援等を行うことに
より、新生児委託を推進する。

本事業を通じて委託となった家庭数
（令和3年3月末現在）　１２家庭

本事業を通じて委託となった家庭数
（令和２年3月末現在）　５家庭

本事業を通じて委託となった家庭数
（平成31年3月末現在）　４家庭

234 ☆児童福祉施設の整備 福祉保健局

　児童養護施設や一時保護所への
入所児童の増加への対応や、施設
内での生活環境の改善を図るため、
施設の整備を進める。

○本園の整備：改築5件、大規模修
繕1件、創設1件
○養護児童グループホーム：新規開
設時の初度設備整備9件
○防犯対策強化事業3件

○本園の整備：改築5件、大規模修
繕1件
○養護児童グループホーム：新規開
設時の初度設備整備5件
○防犯対策強化事業16件

○本園の整備：改築4件、大規模修
繕1件
○養護児童グループホーム：新規開
設時の初度設備整備5件、転居時の
初度設備整備11件
○ファミリーホーム：新規開設時の
初度設備2件
○防犯対策強化事業5件

○本園の整備：改築3件、大規模修
繕２件、創設１件
○養護児童グループホーム：新規開
設時の初度設備整備3件、転居時の
初度設備整備6件
○ファミリーホーム：創設2件、新規
開設時の初度設備1件
○防犯対策強化事業10件
○自立生活支援室の整備2件

○本園の整備：改築６件、大規模修
繕２件、創設１件
○養護児童グループホーム：改築２
件、新規開設時の初度設備整備４
件、転居時の初度設備整備２件
○２８国補正予算分：ステップルーム
１件、防犯対策事業９件

○本園の整備：改築３件、大規模修
繕２件
○養護児童グループホーム：改築１
件、新規開設時の初度設備整備３
件、転居時の初度設備整備7件

235
家庭的養育（グループホーム）
の設置促進

福祉保健局

○児童が「できる限り良好な家庭的
環境」で養育されるよう、児童養護施
設が地域の住宅を活用し家庭的な
環境で養護を行うグループホームに
ついて、引き続き設置を進める。

○3か所以上のグループホームを設
置する施設について、各グループ
ホームへの助言・指導等を行うグ
ループホーム支援員を配置するな
ど、安定的運営を支援する。

事業終了
2施設実施
※モデル期間を平成31年度末まで
延長

2施設実施
※モデル期間を平成31年度末まで
延長

２施設実施 実績なし

236
☆連携型専門ケア機能モデル
事業

福祉保健局

　都立施設において、虐待による重
篤な情緒・行動上の問題を有する子
供の生活支援・医療・教育を一体的
に提供する「連携型専門ケア機能」
を試行する。

入所実績　7名　定員12名　（令和3
年3月1日現在）

入所実績　7名　定員12名　（令和2
年3月1日現在）

入所実績　8名　定員12名　（平成31
年3月1日現在）

・計画どおり7人退所し、原籍施設へ
復帰。
・退所に伴い、新たに7人の児童を受
入れ、支援を実施中。

入所実績　８名／定員１２名　（平成
２９年度３月１日現在）

連携型専門ケア機能の試行の実施

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 45／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

237
児童養護施設等の支援力の向
上、人材確保及び人材育成

福祉保健局

　○児童養護施設等職員の研修へ
の参加を促進するとともに、児童に
対するケアの充実と職員の資質向
上及び研修指導者の養成を図る。
　○児童養護施設等における実習
体制等充実させることにより、職員
の人材確保を図る。
　○児童養護施設等が高機能化及
び多機能化・機能転換、小規模かつ
地域分散化を進めるうえで、必要な
人材の育成を図る。

事業終了
他事業に統合された。

基幹的職員研修の実施 基幹的職員研修の実施 基幹的職員研修の実施 基幹的職員研修の実施

241 東京都児童自立サポート事業 福祉保健局

　児童自立支援施設を退所した児童
の地域での立ち直りを支援するた
め、児童相談所と民生・児童委員及
び主任児童委員等が連携協力をし
て、児童の自立を支援する取組を推
進する。

○対象児童なし ○対象児童なし ○対象児童なし ○対象児童なし
○児童入所中・退所後の支援を継
続実施
○1ケースを支援

○児童入所中・退所後の支援を継
続実施
○10ケースを支援

242 フレンドホーム事業 福祉保健局

　児童養護施設や乳児院に入所して
いる子供を、フレンドホームとして登
録した家庭に、夏休み・冬休みや週
末等学校が休みの間、数日間預け、
家庭生活の体験を通じた子どもの健
やかな育成を図る。

３９７家庭 ４８６家庭 ４３２家庭 454家庭 418家庭 449家庭

243
被措置児童等虐待の防止・対
応強化

福祉保健局

　「3つの電話相談窓口（東京都、児
童相談所、児童福祉審議会）」を設
置し、虐待を受けた被措置児童等本
人からの届出や、虐待を受けたと思
われる児童を発見した者からの通告
に対し、関係機関等と連携しながら
対応する。

被措置児童等虐待受理件数　48件
虐待該当:38件　非該当:5件　判断不
可:2件　調査継続中:3件
（令和３年６月1日現在）

被措置児童等虐待受理件数　35件
うち、令和元年度中に虐待該当と認
めたもの　14件
うち、令和２年度中に虐待該当と認
めたもの　2件
（令和元年６月1日現在）

被措置児童等虐待受理件数　25件
うち、30年度中に虐待該当と認めた
もの　8件
うち、31（元）年度中に虐待該当と認
めたもの　2件
（令和元年６月1日現在）

被措置児童等虐待受理件数25件
うち29年度中に虐待該当と認めたも
の　12件
うち30年度中に虐待該当と認めたも
の　1件

被措置児童等虐待受理件数32件
うち28年度中に虐待に該当すると認
められたもの　12件
うち29年度中に虐待に該当すると認
められたもの　　1件

被措置児童等虐待受理件数37件
うち虐待に該当すると認められたも
の　12件
※受理件数のうち5件は28年度で継
続調査
※1件にて複数の児童の被害がある
場合もあり

245
母子・父子自立支援員の資質
の向上（母子・父子自立支援員
研修）

福祉保健局

　身近な地域において、ひとり親家
庭からの相談に的確に対応していく
ため、母子・父子自立支援員の研修
の内容を充実し、カウンセリングの
精神や技法、サービスのコーディ
ネートなど総合的な支援力の向上を
図る。

新任研修3回
現任研修3回
（新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、新任研修第1回及び2回は
同日開催）

新任研修３回
現任研修２回
（現任研修3回目は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止）

新任研修３回
現任研修３回

新任研修３回
現任研修３回

新任研修３回
現任研修３回

新任研修３回
現任研修４回

246
☆配偶者暴力被害者の自立生
活再建のための総合的な支援

生活文化局

　配偶者暴力被害者の自立生活再
建のため、以下のとおり総合的な支
援を実施する。
○配偶者暴力相談支援センターに
おける電話相談、面接相談（精神科
医による相談・法律相談）
○配偶者暴力被害者が自立した生
活を築くための講座
○子供の心のダメージの早期回復
を図るための子供広場事業
○各関係機関が統一的な支援を行
うための「配偶者暴力被害者支援基
本プログラム」の配布
○被害者支援民間団体への活動支
援（人材育成、施設機能の強化等）
○民間で被害者支援を行う人材に
対する研修等の実施
○区市町村における配偶者暴力相
談支援センター機能整備に対する支
援　　等

○ ＤＶ相談の実施（一般相談、特別
相談）　 DV相談　3,912件　法律相
談・精神科医相談　各週１回
○ 配偶者暴力被害回復ための子ど
も広場　年7回
○ 自立支援講座　こころのサポート
研修・生活自立支援講座　18回、パ
ソコン講座　10回
○ 被害者自立支援民間人材育成
2回
○ ＤＶ防止等民間活動助成事業
11件
○ 配偶者暴力対策区市町村支援
事業コーディネート研修２講座

○ ＤＶ相談の実施（一般相談、特別
相談）　 DV相談　4,252件　法律相
談・精神科医相談　各週１回
○ 配偶者暴力被害回復ための子ど
も広場　年14回
○ 自立支援講座　こころのサポート
研修・生活自立支援講座　42回、パ
ソコン講座　15回
○ 被害者自立支援民間人材育成
(中止)
○ ＤＶ防止等民間活動助成事業
14件
○ 配偶者暴力対策区市町村支援
事業コーディネート研修　前期・後期
（計４講座）

○ ＤＶ相談の実施（一般相談、特別
相談）　 DV相談　4,967件　法律相
談・精神科医相談　各週１回
○ 配偶者暴力被害回復ための子ど
も広場　年13回
○ 自立支援講座　こころのサポート
研修・生活自立支援講座　48回、パ
ソコン講座　18回
○ 被害者自立支援民間人材育成
2回
○ ＤＶ防止等民間活動助成事業
11件
○ 配偶者暴力対策区市町村支援
事業コーディネート研修　前期・後期
（計４講座）

○ ＤＶ相談の実施（一般相談、特別
相談）　 DV相談　4,817件　法律相
談・精神科医相談　各週１回
○ 配偶者暴力被害回復ための子ど
も広場　年13回
○ 自立支援講座　こころのサポート
研修・生活自立支援講座　48回、パ
ソコン講座　18回
○ 被害者自立支援民間人材育成
2回
○ ＤＶ防止等民間活動助成事業　9
件
○ 配偶者暴力対策区市町村支援
事業　コーディネート研修　7回

○ ＤＶ相談の実施（一般相談、特別
相談）　DV相談　4,818件　法律相
談・精神科医相談　各週１回
○ 配偶者暴力被害回復ための子ど
も広場　年13回
○ 自立支援講座　こころのサポート
研修・生活自立支援講座　48回、パ
ソコン講座　18回
○ 被害者自立支援民間人材育成
2回
○ ＤＶ防止等民間活動助成事業　6
件
○ 配偶者暴力対策区市町村支援
事業　コーディネート研修　7回

○ ＤＶ相談の実施（一般相談、特別
相談）　DV相談　5,625件　法律相
談・精神科医相談　各週１回
○ 配偶者暴力被害回復ための子ど
も広場　年13回
○ 自立支援講座　こころのサポート
研修・生活自立支援講座　48回、パ
ソコン講座　18回
○ 被害者自立支援民間人材育成
2回
○ ＤＶ防止等民間活動助成事業
12件
○ 配偶者暴力対策区市町村支援
事業　コーディネート研修　6回

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 46／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

247 ☆在宅就業推進事業 福祉保健局

　在宅就業を希望するひとり親に対
し、一定の期間、業務の調達・分配、
納入した業務の検収を行うとともに、
在宅就業コーディネーターがサポー
トを行う。

　応募者総数53名の中から31名を
被支援者として選定、支援完了は23
名。月平均収入は6,393円であった。

　応募者総数109名の中から35名を
被支援者として選定、支援完了は23
名。月平均収入は3,989円であった。

　応募者総数106名の中から31名を
被支援者として選定、支援完了は25
名。月平均収入は8,444円であった。

　応募者総数66名の中から30名を
被支援者として選定、支援完了は18
名。月平均収入は6,340円であった。

　応募者総数43名の中から30名を
被支援者として選定、支援完了は17
名。月平均収入は8,508円であった。

実績なし

248
ひとり親家庭への相談窓口強
化事業

福祉保健局

　福祉事務所に就業支援専門員を
配置し、母子・父子自立支援員やハ
ローワークと連携した包括的な就業
支援を行う。

5区4市 ５区４市 ５区４市 4区４市 ４区１市 ２区

249 都営住宅の優先入居 住宅政策本部

　ひとり親家庭の生活の場を確保す
るため、都営住宅空き家の当選倍率
の優遇制度、ポイント方式による空
き家住宅募集、母子生活支援施設
特別割当等により、住宅を提供す
る。

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　２年度募集戸数　4,703戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　２年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　２年度割当て戸数　52戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　元年度募集戸数　4,600戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　元年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　元年度割当て戸数　52戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　30年度募集戸数　4,600戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　30年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　30年度割当て戸数　52戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　29年度募集戸数　3,510戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　29年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　29年度割当て戸数　52戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　28年度募集戸数　3,050戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　28年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　28年度割当て戸数　52戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
 27年度募集戸数　2,950戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
 27年度募集戸数　　 2,580戸（ポイ
ント方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 27年度割当て戸数　52戸

252
母子生活支援施設等の支援力
の向上

福祉保健局

　母子生活支援施設における支援
の核となる基幹的職員を育成する。
また、母子生活支援施設や婦人保
護施設の職員の研修参加や施設間
研修を支援し、対応力を強化する。

・基幹的職員育成　　　０名（母子生
活支援施設分）
・研修参加費補助　　　２１名（母子
生活支援施設及び婦人保護施設
分）
※基幹的研修は、新型コロナウイル
ス感染症の影響で実施できず

・基幹的職員育成　　　７名（母子生
活支援施設分）
・研修参加費補助　　　７６名（母子
生活支援施設及び婦人保護施設
分）

・基幹的職員育成　　　４名（母子生
活支援施設分）
・研修参加費補助　　　７６名（母子
生活支援施設及び婦人保護施設
分）

・基幹的職員育成　　　８名（母子生
活支援施設分）
・研修参加費補助　　　７１名（母子
生活支援施設及び婦人保護施設
分）

・基幹的職員育成　　　４名（母子生
活支援施設分）
・研修参加費補助　　　48名（母子生
活支援施設及び婦人保護施設分）

・基幹的職員育成　１１名（母子生活
支援施設分）
・研修参加費補助　４８名（母子生活
支援施設及び婦人保護施設分）

253
施設に入所する子供の自立支
援の充実

福祉保健局

　養育環境により、十分な学習機会
が確保されていない小学生から高校
生までの児童に対し、標準的学力を
備えさせ、退所後の自立のための学
習支援の充実を図る。

269人(月ごとの延べ人数) 485人(月ごとの延べ人数) 539人(月ごとの延べ人数) 518人(月ごとの延べ人数) 489人(月ごとの延べ人数) 572名（月ごとの述べ人数）

254
母子生活支援施設等の施設整
備

福祉保健局

　老朽化した母子生活支援施設・婦
人保護施設について、利用者の安
全の確保と居住環境の改善を図る
ため、需要動向も踏まえ、施設の整
備を計画的に進める。

〇改築１施設、創設1施設　39,838千
円
〇生活向上のための環境改善事業
２施設　9,401千円

〇改築2施設、創設1施設
〇防犯対策　2施設
〇生活向上のための環境改善事業
1施設

〇改築2施設、創設1施設
〇防犯対策　2施設
〇生活向上のための環境改善事業
1施設

○改築　1施設、創設　1施設、大規
模修繕　1施設
○防犯対策　5施設
〇環境改善　4施設

○改築　１施設
○防犯対策　２施設
○生活向上のための環境改善事業
４施設

○大規模修繕　１施設
○生活向上のための環境改善事業
12施設

255
母子緊急一時保護事業＜子供
家庭支援区市町村包括補助事
業＞

福祉保健局

　緊急に保護の必要な母子家庭等
を一時保護し、その安全・安心を確
保するため、緊急一時保護事業を実
施する。

46区市町 42区市町 42区市町 42区市町 41区市町 39区市町村

256
◆若年被害女性等支援モデル
事業

福祉保健局

　暴力被害等の困難を抱えた若年
女性に対して、アウトリーチによる相
談支援や居場所の確保等を行う民
間団体と連携し、公的機関につなぐ
などのアプローチを行う仕組みを構
築する。

〇街頭でのアウトリーチ活動　６８回
〇相談延人数　37,728人
〇居場所の確保　短期　100人　長
期　12人

〇街頭でのアウトリーチ活動　101回
〇相談延人数　40,273人
〇居場所の確保　短期　49人　長期
6人

都が事業の一部を委託する事業者
を選定し、事業を開始した。

257 ☆短期入所事業の充実 福祉保健局 ■

　保護者等の事情により一時的に介
護を行うことが困難になった場合な
ど必要なときに、障害児（者）が短期
間、施設に入所して必要な支援を受
ける。

事業者数　314か所（うち児童 122か
所）
定員数　1251名（うち児童 　620名）
（令和3年3月31日現在）

事業者数　300か所（うち児童 117か
所）
定員数　1,199名（うち児童  587名）
（令和2年3月31日現在）

事業者数　283か所（うち児童 114か
所）
定員数　1,101名（うち児童  545名）
（平成31年3月31日現在）

事業者数　268か所（うち児童 110か
所）
定員数　1,048名（うち児童  532名）
（平成30年3月31日現在）

事業者数　247か所（うち児童  104
か所）
定員数　963名（うち児童  499名）
（平成29年3月31日現在）

事業者数　238か所（うち児童  100
か所）
定員数　921名（うち児童  472名）
（平成28年3月31日現在）

258 児童発達支援 福祉保健局

　未就学の障害のある児童を通所さ
せて、日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練などの支援を行
う。

478か所（令和3年3月31日現在） 450か所（令和2年3月31日現在） 409か所（平成31年3月31日現在） 380か所（平成30年3月31日現在） 328か所（平成29年3月31日現在） 260か所（平成28年3月31日現在）

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 47／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

259 放課後等デイサービス 福祉保健局

　就学中の障害のある児童を通所さ
せて、授業の終了後又は休校日に、
生活能力向上のための必要な訓
練、社会との交流促進などの支援を
行う。

940か所（令和3年3月31日現在） 890か所（令和2年3月31日現在） 849か所（平成31年3月31日現在） 806か所（平成30年3月31日現在） 738か所（平成29年3月31日現在） 612か所（平成28年3月31日現在）

260
☆児童発達支援センターの設
置促進

福祉保健局 ■
　地域における障害児支援の中核
的施設として、児童発達支援セン
ターの設置促進を図る。

34か所（17区17市）
（令和3年3月31日現在）

25か所（15区10市）
（令和2年3月31日現在）

24か所（15区9市）
（平成31年3月31日現在）

262
☆保育所等訪問支援を利用で
きる体制の構築

福祉保健局 ■

  保育所等を利用中の障害児又は
今後利用する予定の障害児に対し、
その安定した利用を促進するため、
保育所等を訪問し、集団生活への
適応のための専門的な支援を行う。

34か所（18区16市）
（令和3年3月31日現在）

29か所（17区12市）
（令和2年3月31日現在）

25か所（15区10市）
（平成31年3月31日現在）

263
☆主に重症心身障害児を支援
する児童発達支援事業所の設
置促進

福祉保健局 ■

　未就学の重症心身障害児を通所
させて、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、集
団生活への適応訓練などの支援を
行う。

31か所（16区15市）
（令和3年3月31日現在）

31か所（17区14市）
（令和2年3月31日現在）

30か所（16区14市）
（平成31年3月31日現在）

264
☆主に重症心身障害児を支援
する放課後等デイサービスの
設置促進

福祉保健局 ■

　就学中の重症心身障害児を通所
させて、授業の終了後又は休校日
に、生活能力向上のための必要な
訓練、社会との交流促進などの支援
を行う。

36か所（19区17市）
（令和3年3月31日現在）

31か所（15区16市）
（令和2年3月31日現在）

31か所（15区16市）
（平成31年3月31日現在）

265
障害児支援に係る職員の養
成・確保

福祉保健局

○相談支援従事者研修
　必要なサービスの総合的かつ計画
的な利用支援等のため、サービス等
利用計画及び障害児支援利用計画
を作成する相談支援専門員の養成
及び資質の向上を図る。
○サービス管理責任者等研修

個別支援計画の作成やサービス

○相談支援従事者研修
初任者研修：351人、現任研修：中
止、主任相談支援専門員研修：50
人、専門コース別研修：中止
○サービス管理責任者等研修
基礎研修：1,192人、更新研修：821
人、フォローアップ研修：84人
○強度行動障害支援者養成研修
基礎研修：428人、実践研修：176人

○相談支援従事者研修
初任者研修：598人、現任研修：470
人、主任相談支援専門員研修：59
人、専門コース別研修：203人
○サービス管理責任者等研修
基礎研修：1,344人、更新研修：1,363
人、フォローアップ研修：中止
○強度行動障害支援者養成研修
基礎研修：984人、実践研修：369人

１　初任者研修　２回　 2,076名

２　現任研修　　１回　　474名

１　初任者研修　２回　1,931名

２　現任研修　　１回　　440名

１　初任者研修
　　２回
　　1,835名
２　現任研修
　　１回
　　388名

１　初任者研修
　　２回
　　1,828名
２　現任研修
　　１回
　　315名

266
☆発達障害児等への支援の充
実

福祉保健局

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　発達障害児（者）のライフステージ
に応じた支援体制を充実し、支援機
関に従事する専門的人材の育成等
を行うことにより、発達障害者支援
体制の整備を推進し、発達障害児
（者）の福祉の増進を図る。
○発達障害者支援センターの運営
　発達障害児（者）及びその家族に
対する支援を総合的に行う地域の
拠点として、発達障害に関する各般
の問題について発達障害児（者）及
びその家族からの相談に応じ、適切
な指導又は助言を行うとともに、関
係施設との連携強化等により、発達
障害児（者）に対する地域における
総合的な支援体制の整備を推進す
る。
○ペアレントメンター養成・派遣事業
　子供が発達障害の診断を受けて
間もない親などに対して、発達障害
児（者）の子育て経験を活かして相
談・助言を行うペアレントメンターを
養成するとともに、ペアレントメン
ター・コーディネーターを配置し、家
族への適切な支援に結び付けること
で、家族支援体制の整備を図る。

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　推進委員会の運営、研修、シンポ
ジウムの実施
○区市町村発達障害者支援体制整
備推進事業
　38区市で実施
○発達障害者支援センター運営事
業
　相談支援2,485件、就労支援194
件、講演会等　0回開催

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　推進委員会の運営、研修、シンポ
ジウムの実施
○区市町村発達障害者支援体制整
備推進事業
　37区市で実施
○発達障害者支援センター運営事
業
　相談支援 2,984件、就労支援175
件、講演会等　6回開催

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　推進委員会の運営、研修、シンポ
ジウムの実施
○区市町村発達障害者支援体制整
備推進事業
　38区市で実施
○発達障害者支援センター運営事
業
　相談支援　3,187件、就労支援
353件、講演会等　5回開催

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　推進委員会の運営、研修、シンポ
ジウムの実施
○区市町村発達障害者支援体制整
備推進事業
　36区市で実施
○発達障害者支援センター運営事
業
　相談支援　3,301件、就労支援
547件、講演会等　7回開催

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　推進委員会の運営、研修、シンポ
ジウムの実施
○区市町村発達障害者支援体制整
備推進事業
　35区市で実施
○発達障害者支援センター運営事
業
　相談支援　2,921件、就労支援
910件、講演会等　7回開催

○発達障害者支援体制整備推進事
業
　推進委員会の運営、研修、シンポ
ジウムの実施
○区市町村発達障害者支援体制整
備推進事業
　34区市で実施
○発達障害者支援センター運営事
業
　相談支援　2,917件、就労支援
409件、講演会等　7回開催

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 48／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

267 障害児等療育支援事業 福祉保健局

　在宅心身障害児（者）の地域生活
を支援するため、以下の事業を行
う。

①　在宅支援訪問療育等指導事業
　相談・指導班を編成して、必要とす
る地域又は希望する家庭を定期的
若しくは随時訪問して、在宅心身障
害児（者）に対する各種相談・指導を
行う。

②　在宅支援外来療育等指導事業
　外来の方法により、地域の心身障
害児（者）に対し、各種相談・指導を
行う。

③　施設支援一般指導事業
　障害児通所支援事業所及び障害
児保育を行う保育所等の職員に、療
育技術の指導を行う。

８施設
（都立　３施設　民間　５施設）

８施設
（都立　３施設　民間　５施設）

８施設
（都立　３施設　民間　５施設）

８施設
（都立　３施設　民間　５施設）

８施設
（都立　３施設　民間　５施設）

８施設
（都立　３施設　民間　５施設）

268
☆重症心身障害児等在宅療育
支援事業

福祉保健局

　在宅重症心身障害児（者）等の健
康の保持、安定した家庭療育の確
保を図るため、専門医等による健康
診査及び看護師等による在宅看護
サービスを提供するとともに、ＮＩＣＵ
等に入院している重症心身障害児
等について、在宅での生活を希望し
た際に円滑に移行できるよう、重症
心身障害児等とその家族への早期
支援や相談等を実施することなどに
より、重症心身障害児（者）等の支援
の充実を図る。

①重症心身障害児等在宅療育支援
センターの設置
②訪問看護及び訪問健康診査
③在宅療育相談
④訪問看護師等育成研修
⑤在宅療育支援地域連携会議の開
催

訪問事業（訪問看護 延  7,298件
他）、在宅療育支援事業、訪問看護
師等育成研修事業、地域連携会議

訪問事業（訪問看護 延 9,218件
他）、在宅療育支援事業、訪問看護
師等育成研修事業、地域連携会議

訪問事業（訪問看護 延10,12４件
他）、在宅療育支援事業、訪問看護
師等育成研修事業、地域連携会議

269
☆重症心身障害児（者）等在宅
レスパイト事業

福祉保健局

　医療的ケアが必要な在宅の重症
心身障害児（者）等に対し、訪問看
護師が自宅に出向いて一定時間ケ
アを代替し、当該家族の休養を図る
ことにより、重症心身障害児(者)等
の健康の保持とその家庭の福祉の
向上を図る。

22区9市で事業実施 22区7市で事業実施 21区7市で事業実施

270
☆障害者（児）ショートステイ事
業（受入促進員配置）

福祉保健局

　ショートステイ実施施設において、
高い看護技術を持った看護師を受
入促進員として配置し、特に医療
ニーズが高い在宅の重症心身障害
児（者）の積極的な受入れの促進を
図る。

9施設
超重症児等9,255人

8施設
超重症児等11,949人

8施設
超重症児等12.988人

271
☆重症心身障害児通所委託
（受入促進員配置）

福祉保健局

　民間の通所施設（医療型）におい
て、高い看護技術を持った看護師を
受入促進員として配置し、特に医療
ニーズが高い在宅の重症心身障害
児（者）の積極的な受入れの促進を
図る。

8施設
超重症児等20,601人

8施設
超重症児等20,607人

8施設
超重症児等20,453人

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 49／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

272
重症心身障害児（者）通所運営
費補助事業

福祉保健局
　在宅の重症心身障害児（者）に日
中活動の場を提供し、通所施設にお
ける適切な療育環境の確保を図る。

69施設
 定員593名
（令和3年3月31日時点）

58施設
定員518名
（令和2年3月31日時点）

54施設
定員487名
（平成3１年3月31日時点）

273
医療的ケア児に対する支援の
ための体制整備

福祉保健局

　医療的ケア児の支援に係る関係
機関相互の連絡調整、意見交換を
行う連絡会を設置するとともに、地
域で医療的ケア児等に対する支援
を適切に行うことができる人材を養
成するための各種研修を実施するこ
とで、在宅で生活する医療的ケア児
に対する支援体制を整備する。

東京都医療的ケア児支援関係機関
連絡会　年3回
東京都医療的ケア児支援者育成研
修　年2回
東京都医療的ケア児コーディネー
ター養成研修　年1回

東京都医療的ケア児支援関係機関
連絡会　年3回
東京都医療的ケア児支援者育成研
修　年2回
東京都医療的ケア児コーディネー
ター養成研修　年1回

東京都医療的ケア児支援関係機関
連絡会　年3回
東京都医療的ケア児支援者育成研
修　年2回
東京都医療的ケア児コーディネー
ター養成研修　年1回

274
☆医療的ケア児訪問看護推進
モデル事業

福祉保健局

　訪問看護ステーションに対して同
行訪問等の研修や運営相談を行う
モデル事業を実施することで、医療
的ケアを必要とする障害児の訪問看
護に対応する訪問看護ステーション
の拡大を図る。

同行訪問　0事業所
業務連絡会　2回開催
運営相談　 9件

同行訪問　6事業所
業務連絡会　2回開催
運営相談　1件

同行訪問　3事業所
業務連絡会　1回開催
運営相談　2件

275
☆重症心身障害児施設におけ
る看護師確保対策事業

福祉保健局

　重症心身障害児（者）施設等で働く
看護師に対し、研修及び資格取得
の機会を提供するとともに、看護師
募集対策の充実を図ることで、看護
師の確保・定着に努め、重症心身障
害児（者）への支援の充実を図る。

○看護師基礎講座：全２回　延べ
221名受講
○重症心身障害プロフェッショナル
ナース育成研修：第６期　2２名受講
中
○就職説明会への参加等の支援
○看護学校における講座・説明会の
開催：都立、民間等合わせて計９施
設で開催
○看護宿舎の借り上げ：民間アパー
トを５部屋借り上げ

○看護師基礎講座：全５回　延べ
299名受講
○重症心身障害プロフェッショナル
ナース育成研修：第５期　27名修了
○就職説明会への参加等の支援
○看護学校における講座・説明会の
開催：都立、民間等合わせて計10施
設で開催
○看護宿舎の借り上げ：民間アパー
トを５部屋借り上げ

○看護師基礎講座：全５回　延べ
281名受講
○重症心身障害プロフェッショナル
ナース育成研修：第５期　28名受講
中
○就職説明会への参加等の支援
○看護学校における講座・説明会の
開催：都立、民間等合わせて計12施
設で開催
○看護宿舎の借り上げ：民間アパー
トを５部屋借り上げ

276
肢体不自由特別支援学校にお
ける指導体制の充実

教育庁

　都立肢体不自由特別支援学校に
おいて、医療的ケアが必要な児童・
生徒が増加しているため、常勤看護
師に加え、１８年度から非常勤看護
師を配置している。また、２３年度か
ら非常勤職員（学校介護職員）の配
置を進めており、２８年度までに全校
への配置が完了した。これにより、
教員の業務を見直し、役割を明確に
するとともに、教員と学校介護職員
等の専門家とのチームアプローチに
よる都独自の指導体制を整備してい
る。

引続き肢体不自由特別支援学校全
18校に導入している。

引続き肢体不自由特別支援学校全
18校に導入している。

引続き肢体不自由特別支援学校全
18校に導入している。

平成29年度に新たに肢体不自由部
門を設置した１校（水元小合学園）に
学校介護職員を導入し、肢体不自
由特別支援学校18校への導入を完
了した。

新たに３校（北特別支援学校・小平
特別支援学校・町田の丘学園）に学
校介護職員を導入し、既存の肢体
不自由特別支援学校17校への導入
を完了した。

新たに３校（城南特別支援学校・村
山特別支援学校・府中けやきの森
学園）に学校介護職員を導入し、導
入校を14校まで拡大した。

277
医療的ケアが必要な児童・生
徒の学習機会の拡充
＜専用通学車両の運行＞

教育庁

　肢体不自由特別支援学校におい
て、医療的ケア児の学習の機会を拡
充するため、専用の通学車両を運行
する。

肢体不自由特別支援学校18校のう
ち、対象児童の在籍する全17校で運
行を開始した。

肢体不自由特別支援学校18校のう
ち、対象児童の在籍する全17校で運
行を開始した。

肢体不自由特別支援学校18校のう
ち、対象児童の在籍する全17校で運
行を開始した。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 50／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

278
特別支援学校における障害の
特性に応じた指導内容・方法
の普及・啓発

教育庁
　知的障害特別支援学校における
自閉症教育の充実を図る。

特別支援学校の準ずる教育課程の
教育内容・方法の充実、病院内教育
における自立活動の指導の在り方
の研究、特別支援学校における国
際教育の充実、言語活動及び読書
活動の充実、知的障害と視覚・聴覚
障害を併せ有する児童・生徒の指導
内容・方法の研究、知的や発達に課
題のある児童・生徒への指導方法
の開発を行い、指導資料を作成し
た。

特別支援学校の準ずる教育課程の
教育内容・方法の充実、病院内教育
における自立活動の指導の在り方
の研究、特別支援学校における国
際教育の充実、言語活動及び読書
活動の充実、知的障害と視覚・聴覚
障害を併せ有する児童・生徒の指導
内容・方法の研究、知的や発達に課
題のある児童・生徒への指導方法
の開発を行った。

特別支援学校の準ずる教育課程の
教育内容・方法の充実、病院内教育
における自立活動の指導の在り方
の研究、特別支援学校における国
際教育の充実、言語活動及び読書
活動の充実、知的障害と視覚・聴覚
障害を併せ有する児童・生徒の指導
内容・方法の研究、知的や発達に課
題のある児童・生徒への指導方法
の開発を行った。

特別支援学校の準ずる教育課程の
教育内容・方法の充実、病院内教育
における自立活動の指導の在り方
の研究、特別支援学校における国
際教育の充実、言語活動及び読書
活動の充実、知的障害と視覚・聴覚
障害を併せ有する児童・生徒の指導
内容・方法の研究、知的や発達に課
題のある児童・生徒への指導方法
の開発を行った。

　知的障害のある児童・生徒に対す
る各教科の指導において、「教科別
の指導」と「各教科等を合わせた指
導」の関係のあり方について検討委
員会で協議・検討し、都立特別支援
学校における知的障害教育の「望ま
しい教育課程の在り方」をまとめ、指
導資料として配布した。

　知的障害のある児童・生徒を対象
とした教育内容・方法の充実事業に
おいて、教科別の指導と「各教科等
を合わせた指導」との関係を整理し
ながら、教科指導の充実に向けたポ
イントや、生活単元学習の単元づく
り・授業づくりで配慮すべきことをま
とめた。

279
特別支援学校におけるキャリア
教育・職業教育の普及・啓発

教育庁

　知的障害が中・重度の生徒の職業
能力の開発・伸長に向けた教育内
容の充実を図るとともに、保護者対
象のセミナーを実施してキャリア教
育に関する理解・啓発を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響に
より実施を休止した。

年間2回実施し、延べ4００名の参加
者を得た。

年間2回実施し、延べ4００名の参加
者を得た。

年間2回実施し、延べ4００名の参加
者を得た。

年間2回実施し、延べ4００名の参加
者を得た。

年間2回実施し、延べ4００名の参加
者を得た。

280
知的障害特別支援学校におけ
る職業教育の充実

教育庁

　知的障害が軽い生徒を対象とし
て、職業的自立に向けた専門的な教
育を行う高等部就業技術科におい
て、今後、更なる教育の充実を図
る。
　知的障害が軽度から中度の生徒
を対象に、生徒の就労実現に向けた
基礎的な職業教育を行う、高等部職
能開発科の設置を拡充していく。

・令和３年４月　東久留米特別支援
学校（職能開発科設置）開校

・東京都特別支援教育推進計画（第
二期）・第一次実施計画に掲げる職
能開発科設置予定校に対し諸準備
を進める。

・平成30年４月 江東特別支援学校
高等部職能開発科開設

・江東特別支援学校への平成30年
度高等部職能開発科設置に向け、
施設整備、入学者選考、関連既定
の改正等を実施

・港特別支援学校高等部職能開発
科の開設（平成28年度）
・青峰学園高等部就業技術科の学
級数増（平成28年度から2学級増）
・「東京都特別支援教育推進計画
（第二期）・第一次実施計画」（平成
29年2月策定）において、今後の職
能開発科設置予定校を明らかにし
た。

・水元小合学園（高等部就業技術
科）の開校（平成27年4月1日開校）
・青峰学園高等部就業技術科の学
級数増に向けての準備（平成28年度
から2学級増）
・港特別支援学校高等部職能開発
科の設置準備（平成28年度開設予
定）

281
民間活力との連携による就労
支援

教育庁

　特別支援学校高等部生徒の企業
就労を促進するため、現場実習先や
就職先の開拓に関する情報収集を
委託し、その情報の活用を図る。

令和元年度、民間委託により開拓さ
れた一般企業実習先は１９３事業
所、就労支援アドバイザーとして２８
人に委嘱。
（令和２年度実績は９月以降に公
表）

令和元年度、民間委託により開拓さ
れた一般企業実習先は１９３事業
所、就労支援アドバイザーとして２８
人に委嘱。

民間委託により開拓された一般企業
実習先は３１４事業所
就労支援アドバイザーとして２９人に
委嘱

民間委託により開拓された一般企業
実習先は３１５事業所
就労支援アドバイザーとして２８人に
委嘱

民間委託により開拓された一般企業
実習先は３１８事業所
就労支援アドバイザーとして３０人に
委嘱

実習先開拓の業務委託…668事業
所
就労支援アドバイザー…25人に委
嘱

282
特別支援学校のセンター的機
能の発揮

教育庁

　特別な支援を必要とする幼児・児
童・生徒、保護者並びに保育所、幼
稚園、小・中学校及び高等学校に適
切に支援するため、特別支援学校
は、各地域における特別支援教育
のセンターとしての機能を発揮して、
相談や情報提供等を実施する。

　知的障害特別支援学校、視覚障
害特別支援学校、聴覚障害特別支
援学校及び肢体不自由特別支援学
校（小・中学部設置校）50校で実施。
うち１６地区において小中学校特別
支援学級教員への専門性向上に係
る支援を実施。

　知的障害特別支援学校、視覚障
害特別支援学校、聴覚障害特別支
援学校及び肢体不自由特別支援学
校（小・中学部設置校）50校で実施。
うち１８地区において小中学校特別
支援学級教員への専門性向上に係
る支援を実施。

　知的障害特別支援学校、視覚障
害特別支援学校、聴覚障害特別支
援学校及び肢体不自由特別支援学
校（小・中学部設置校）51校で実施。
うち14地区において小中学校特別支
援学級教員への専門性向上に係る
支援を実施。

　知的障害特別支援学校、視覚障
害特別支援学校、聴覚障害特別支
援学校及び肢体不自由特別支援学
校（小・中学部設置校）50校で実施。
うち5地区において小中学校特別支
援学級教員への専門性向上に係る
支援を実施。

　知的障害特別支援学校、視覚障
害特別支援学校、聴覚障害特別支
援学校及び肢体不自由特別支援学
校（小・中学部設置校）49校で実施

　知的障害特別支援学校、視覚障
害特別支援学校、聴覚障害特別支
援学校及び肢体不自由特別支援学
校（小・中学部設置校）49校で実施

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 51／67



事業名 主管局

数
値
目
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事業概要
令和２年度実績
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284
小・中学校における特別支援
教育の普及・啓発

教育庁
　主に読み書きに障害のある生徒の
指導法の研究・開発を行う。

前年度までの研究成果を用いて、講
習会や指導主事等連絡協議会にお
いて説明し、理解促進を図った。

前年度までの研究成果を用いて、講
習会や指導主事等連絡協議会にお
いて説明し、理解促進を図った。

前年度までの研究成果を用いて、講
習会や指導主事等連絡協議会にお
いて説明し、理解促進を図った。

前年度までの研究成果を用いて、講
習会や指導主事等連絡協議会にお
いて説明し、理解促進を図った。

・読み書きに障害のある児童・生徒
の指導の充実では、研究指定校を２
校指定し、研究を進め、報告会にて
実践を報告した。リーフレットを作成
し、都内公立学校全教員に配布し、
理解促進を図った。
・自閉症・情緒障害特別支援学級の
教育課程の研究・開発では、研究指
定校を3校指定し、研究を進め、。
リーフレットを作成し、都内公立学校
に配布し、理解促進を図った。

・読み書きに障害のある児童・生徒
の指導の充実では、研究指定校を２
校指定し、研究を進め、報告会にて
実践を報告した。リーフレットを作成
し、都内公立学校全教員に配布し、
理解促進を図った。
・自閉症・情緒障害特別支援学級の
教育課程の研究。開発では、研究指
定校を3校指定し、研究を進め、報
告会にて実践を報告した。指導資料
を作成し、公立小・中学校及び特別
支援学校に配布し、理解促進を図っ
た。

（１）
・小学校：都内公立小学校全校への
導入が完了した。
・中学校：都内公立中学校524校に
導入。導入に向けた区市町村支援と
して、設置条件整備費補助事業を実
施。
・特別支援教室の円滑な運営のた
め、臨床発達心理士等の巡回の実
施、特別支援教室専門員を配置

（２）
・都立高校において教育課程外かつ
学校外でソーシャルスキルの学習等
の特別な指導・支援を受けられる仕
組みについて、コミュニケーションア
シスト講座を実施。（通年実施講座：
10月～３月、計20日実施。通年短期
講座：通年長期講座を２期間に分
け、各期10日実施。）。延べ73校、
162人の生徒が参加。
・都立高校における通級による指導
の実施について、都立秋留台高校を
パイロット校として通級指導を実施。
計34名の生徒に対して通級による指
導を実施。

（１）
・小学校：都内公立小学校全校への
導入が完了した。
・中学校：都内公立中学校350校に
導入。導入に向けた区市町村支援と
して、設置条件整備費補助事業を実
施。
・特別支援教室の円滑な運営のた
め、臨床発達心理士等の巡回の実
施、特別支援教室専門員を配置

（２）
・都立高校において教育課程外かつ
学校外でソーシャルスキルの学習等
の特別な指導・支援を受けられる仕
組みについて、コミュニケーションア
シスト講座を実施。（通年実施講座：
６月～２月、計３０日実施。通年短期
講座：通年長期講座を３期間に分
け、各期10日実施。短期集中講座：
７月下旬～８月下旬、計１０日実
施）。述べ78校、201人の生徒が参
加。
・都立高校における通級による指導
の実施について、都立秋留台高校を
パイロット校として通級指導を実施。
計40名の生徒に対して通級による指
導を実施。

283
☆公立学校における発達障害
教育の推進

教育庁

　東京都特別支援教育推進計画（第
二期）・第一次実施計画及び東京都
発達障害教育推進計画に基づき、
全ての公立小・中学校への特別支
援教室の導入を促進する（小学校は
平成３０年度、中学校は平成３３年
度までに全校導入予定）。また、都
立高校の生徒を対象として、土曜日
等に学校外で、民間のノウハウを活
用しながらソーシャルスキルの学習
等の特別な指導を実施するととも
に、平成３０年度から、都立秋留台
高等学校をパイロット校として、学校
内で通常の授業とは異なる、障害に
よる学習上又は生活上の困難を改
善・克服するための特別の指導を実
施する。

（１）
・小学校：都内公立小学校全校への
導入が完了した。
・中学校：都内公立中学校98校に導
入。導入に向けた区市町村支援とし
て、設置条件整備費補助事業を実
施。
・特別支援教室の円滑な運営のた
め、臨床発達心理士等の巡回の実
施、特別支援教室専門員の採用選
考や配置（平成30年度は小学校の
み）及び特別支援教室担当となる教
員向けの異動前講習会を実施。

（２）
・都立高校において教育課程外かつ
学校外でソーシャルスキルの学習等
の特別な指導・支援を受けられる仕
組みとして、コミュニケーションアシス
ト講座を実施。（通年実施講座：６月
～２月、計３０日実施。通年短期講
座：通年長期講座を３期間に分け、
各期10日実施。短期集中講座：７月
下旬～８月下旬、計１０日実施）。述
べ81校、183人の生徒が参加。
・都立高校における通級による指導
の実施について、都立秋留台高校を
パイロット校として通級指導を実施。
計34名の生徒に対して通級による指
導を実施。

（１）平成２９年度までに公立小学校
９８２校（累計）に特別支援教室を設
置するとともに、平成３０年度におけ
る公立小学校約３００校への特別支
援教室設置に向けた準備を行った。
　小学校への特別支援教室の円滑
な導入に向けた区市町村支援とし
て、設置条件整備費補助事業を実
施するとともに、特別支援教室の円
滑な運営のために、新たに特別支援
教室担当となる教員向けの異動前
講習会、特別支援教室専門員の採
用選考及び配置、臨床発達心理士
等の巡回体制の構築を行った。（実
績：設置条件整備費補助２６区市町
村に実施、専門員採用１２４２名（平
成２９年度末現在））
　公立中学校については、平成30年
度以降順次導入していくために、平
成２８年度、平成２９年度の二か年
のモデル事業を４区市で実施し、検
証の成果を踏まえて、平成３０年２月
に導入のためのガイドラインを策
定、公表し、区市町村における特別
支援教室の導入の準備を支援した。
（２）都立高校において教育課程外
かつ学校外でソーシャルスキルの学
習等の特別な指導・支援を受けられ
る仕組みについて、コミュニケーショ
ンアシスト講座として、平成２８年度
の試行実施の成果検証を踏まえ、
平成２９年度から本格実施を行って
いる（通年実施講座：６月～２月、計
３０日。短期集中講座：７月下旬～８
月下旬、計１０日）。
　また、都立高校における通級によ
る指導の実施について、学校教育法
施行規則の一部改正（平成２８年１２
月９日公布。平成３０年４月１日施
行）を受け、都立秋留台高校をパイ
ロット校として検討と準備を行った。
（平成３０年４月から指導開始）

（１）平成28年度に公立小学校602校
に特別支援教室を設置するととも
に、平成29年度における公立小学校
380校への特別支援教室設置に向
けた準備を行った。
　小学校への特別支援教室の円滑
な導入に向けた区市町村支援とし
て、設置条件整備費補助事業を実
施するとともに、特別支援教室の円
滑な運営のために、新たに特別支援
教室担当となる教員向けの異動前
講習会、特別支援教室専門員の採
用選考及び配置、臨床発達心理士
等の巡回体制の構築を行った。（実
績：設置条件整備費補助31区市町
村に実施、異動前講習会出席者220
名、専門員採用959名（平成28年度
末現在））
　公立中学校については、平成30年
度以降順次導入していくために、平
成28年度、平成29年度の二か年の
モデル事業を４区市で実施し、中学
校における巡回指導体制や生徒一
人一人の障害特性に応じた進学指
導を含めた相談機能の在り方等に
ついて検証を行っている。
（２）都立高校において教育課程外
かつ学校外でソーシャルスキルの学
習等の特別な指導・支援を受けられ
る仕組みについて、コミュニケーショ
ンアシスト講座として、平成28年度に
試行実施（平成28年10月、11月、計
８回実施。）し、成果と課題の検証を
行い、平成29年度からの本格実施
につなげた。
　また、都立高校における通級によ
る指導の実施について、学校教育法
施行規則の一部改正（平成28年12
月９日公布。平成30年４月１日施行）
を受け、平成30年度からの開始を目
指して、都立秋留台高校をパイロット
校として検討を開始した。

（１）平成28年度に公立小学校602校
に特別支援教室を導入するための
準備を行った。
　区市町村教育委員会に対して特別
支援教室の導入に関する説明会を
実施した。また小学校への特別支援
教室の円滑な導入に向けた区市町
村支援として、設置条件整備費補助
事業を実施するとともに、特別支援
教室の円滑な運営のために、新たに
特別支援教室担当となる教員向け
の異動前講習会、特別支援教室専
門員の採用選考及び配置、臨床発
達心理士等の巡回体制の構築を
行った。（実績：設置条件整備費補
助36区市町村に実施、異動前講習
会出席者308名、専門員採用583名
（平成27年度末現在））

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 52／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

285
高等学校における特別支援教
育の普及・啓発

教育庁

　都立高等学校に在籍している特別
な支援を必要とする生徒のために、
都立高等学校と都立特別支援学校
が連携して情報交換や事例検討を
行う。

学校経営支援センターごとに、地区
の都立学校の進路指導担当及び特
別支援教育コーディネーターを対象
として、講師による講演、各校の実
践発表及びグループ協議を通じて、
特別な支援を必要とする生徒への
進路指導の情報交換を実施した。ま
た、特別支援教育コーディネーター
の情報交換会や全体講習会を行う
ことにより、校種を超えた連携や情
報を引き継ぐことの必要性が共有で
き、ネットワーク形成を推進した。

学校経営支援センターごとに、地区
の都立学校の進路指導担当及び特
別支援教育コーディネーターを対象
として、講師による講演、各校の実
践発表及びグループ協議を通じて、
特別な支援を必要とする生徒への
進路指導の情報交換を実施した。ま
た、特別支援教育コーディネーター
の情報交換会や全体講習会を行う
ことにより、校種を超えた連携や情
報を引き継ぐことの必要性が共有で
き、ネットワーク形成を推進した。

学校経営支援センターごとに、地区
の都立学校の進路指導担当及び特
別支援教育コーディネーターを対象
として、講師による講演、各校の実
践発表及びグループ協議を通じて、
特別な支援を必要とする生徒への
進路指導の情報交換を実施した。ま
た、特別支援教育コーディネーター
の情報交換会や全体講習会をおこ
なうことにより、校種を超えた連携や
情報を引き継ぐことの必要性が共有
でき、ネットワーク形成を推進した。

学校経営支援センターごとに、地区
の都立学校の進路指導担当及び特
別支援教育コーディネーターを対象
として、講師による講演、各校の実
践発表及びグループ協議を通じて、
特別な支援を必要とする生徒への
進路指導の情報交換を実施した。ま
た、特別支援教育コーディネーター
の情報交換会や全体講習会をおこ
なうことにより、校種を超えた連携や
情報を引き継ぐことの必要性が共有
でき、ネットワーク形成を推進した。

講師による講演、各校の実践発表
及びグループ協議を通じて、特別な
支援を必要とする生徒への進路指
導の充実に向けて情報交換を図るこ
とができ、障害による差別の禁止に
関する知識を高めることができた。
また、特別支援教育コーディネー
ターを交えて情報交換することによ
り、校種を超えた連携や情報を引き
継ぐことの必要性が共有でき、ネット
ワーク形成を推進することができた。

講師による講演、各校の実践発表
及びグループ協議を通じて、特別な
支援を必要とする生徒への進路指
導の充実に向けて情報交換を図るこ
とができた。
また、特別支援教育コーディネー
ターを交えて情報交換することによ
り、校種を超えた連携や情報を引き
継ぐことの必要性が共有でき、ネット
ワーク形成を推進することができた。

286
特別支援教育における一貫し
た指導・支援の普及・啓発

教育庁

　公立小・中・高等学校・特別支援学
校における特別な支援を必要とする
児童・生徒の支援のため、「学校生
活支援シート（個別の教育支援計
画）」の作成と活用に関する普及・啓
発を行う。

乳幼児期から学校卒業後までの一
貫性のある継続した指導・支援の充
実に向け、平成28年度に作成した、
「個別の教育支援計画に基づく連携
ガイドライン」を活用して、連絡会等
による普及・啓発を図った。

乳幼児期から学校卒業後までの一
貫性のある継続した指導・支援の充
実に向け、平成28年度に作成した、
「個別の教育支援計画に基づく連携
ガイドライン」を活用して、連絡会等
による普及・啓発を図った。

乳幼児期から学校卒業後までの一
貫性のある継続した指導・支援の充
実に向け、平成28年度に作成した、
「個別の教育支援計画に基づく連携
ガイドライン」を活用して、講習会等
による普及・啓発を図った。

前年度に作成した、乳幼児期から学
校卒業後までの一貫性のある継続
した指導・支援の充実に向け、「個別
の教育支援計画に基づく連携ガイド
ライン」を活用して、講習会等による
普及・啓発を図った。

乳幼児期から学校卒業後までの一
貫性のある継続した指導・支援の充
実に向け、「個別の教育支援計画に
基づく連携ガイドライン」を作成した。

高等学校、特別支援学校の２部会
に分かれて検討委員会を開催し、研
究協力校計12校での試行結果につ
いて検討等を行った。
年度末には研究成果を取りまとめた
指導資料を7500部作成し、公立小・
中学校特別支援学校設置校及び特
別支援学校等に配布して、研究内容
の周知等を図った。

287 特別支援教育の理解・啓発 教育庁

　副籍制度の更なる充実を図るた
め、特別支援学校や小・中学校の教
職員、在籍する児童・生徒及びその
保護者に対する理解・啓発を積極的
に進める。

就学相談等に関する講習会（区市町
村の就学相談担当者及び都立特別
支援学校の副校長及び就学相談担
当者）及び義務教育専門員説明会
（都立特別支援学校の就学相談担
当者）等の中で、副籍制度の手続き
や活用について理解を促進した。

就学相談等に関する講習会（区市町
村の就学相談担当者及び都立特別
支援学校の副校長及び就学相談担
当者）及び義務教育専門員説明会
（都立特別支援学校の就学相談担
当者）等の中で、副籍制度の手続き
や活用について理解を促進した。

就学相談等に関する講習会（区市町
村の就学相談担当者及び都立特別
支援学校の副校長及び就学相談担
当者）及び義務教育専門員説明会
（都立特別支援学校の就学相談担
当者）等の中で、副籍制度の手続き
や活用について理解を促進した。

就学相談等に関する講習会（区市町
村の就学相談担当者及び都立特別
支援学校の副校長及び就学相談担
当者）及び義務教育専門員説明会
（都立特別支援学校の就学相談担
当者）等の中で、副籍制度の手続き
や活用について理解を促進した。
（区市町村の就学相談担当者）

就学相談等に関する講習会（区市町
村の就学相談担当者及び都立特別
支援学校の副校長及び就学相談担
当者）及び義務教育専門員説明会
（都立特別支援学校の就学相談担
当者）等の中で、副籍制度の手続き
や活用について理解を促進した。
（区市町村の就学相談担当者）

研究指定校を３校指定し、実践的な
研究活動を行った。

288
都立特別支援学校における障
害者スポーツの推進

教育庁

　都立特別支援学校における障害
者スポーツを取り入れた体育的活動
の指導内容・方法の研究・開発及
び、小・中学校との交流における障
害者スポーツの効果や具体的方策
の普及・啓発を行う。

・スポーツ教育推進校の指定（特別
支援学校全校）

・スポーツ教育推進校56校指定
・全国大会や国際大会で活躍できる
選手の育成校８校指定

・スポーツ教育推進校57校指定
・全国大会や国際大会で活躍できる
選手の育成校８校指定

・スポーツ教育推進校３０校指定
・全国大会や国際大会で活躍できる
選手の育成校８校指定

・スポーツ教育推進校として２０校を
指定し、障害者スポーツを取り入れ
た体育的活動や交流活動の充実を
図った。
・全国大会や国際大会で活躍できる
選手の育成校６校指定し、指導方法
等の講習により教員の指導力の向
上を図った。

・スポーツ教育推進校を１０校指定し
障害者スポーツを取り入れた体育的
活動や交流活動の充実を図った。
・障害者スポーツ指導員等の講師を
招へいし、指導方法等の講習により
教員の指導力の向上を図った。
・パラリンピアン等を特別外部指導
員として合計8回派遣し、実技指導を
行った。
・障害者スポーツＤＶＤを都内全公立
小・中・高等・特別支援学校へ配布
し、理解・促進を図った。

289
特別支援教育を行う私立学校
への助成

生活文化局

　私立特別支援学校等における特
別支援教育の振興・発展及び保護
者の負担軽減を図るため、その経費
の一部を補助する。

○私立特別支援学校等経常費補助
228校

○私立特別支援学校等経常費補助
239校

○私立特別支援学校等経常費補助
231校

○私立特別支援学校等経常費補助
214校

○私立特別支援学校等経常費補助
198校

○私立特別支援学校等経常費補助
189校

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 53／67
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290
小児慢性特定疾病児童等自立
支援事業

福祉保健局

　慢性的な疾病にかかっていること
により、長期にわたり療養を必要と
する児童等の健全育成及び自立促
進を図るため、児童及びその家族か
らの相談に応じ、必要な情報の提供
及び助言を行うとともに、関係機関と
の連絡調整等を行う。

必須事業
●電話相談（４７３件）　●ピアサ
ポート（３病院内で実施していたが新
型コロナに伴い電話によるピアサ
ポートへ切り替え　２５件）
●自立支援員による支援（就学につ
いての相談・情報提供、就学後の学
校生活についての相談、教育機関と
の連絡・調整、関係者によるカンファ
レンスへの同席、自立支援計画書の
作成）
●事業普及啓発（講演会、各種会議
等での事業説明、ポスター、リーフ
レットの配布）
任意事業
●小児慢性特定疾病児童支援事業
（４０８件）
●相互交流支援事業（４回）

必須事業
●電話相談（３６４件）　●ピアサ
ポート（３病院内で実施、３０６件）
●自立支援員による支援（就学につ
いての相談・情報提供、就学後の学
校生活についての相談、教育機関と
の連絡・調整、関係者によるカンファ
レンスへの同席、自立支援計画書の
作成）
●事業普及啓発（講演会、各種会議
等での事業説明、ポスター、リーフ
レットの配布）
任意事業
●小児慢性特定疾病児童支援事業
（１９５件）
●相互交流支援事業（５回）

必須事業
●電話相談（４８０件）　●ピアサ
ポート（３病院内で実施、４０２件）
●自立支援員による支援（就学につ
いての相談・情報提供、就学後の学
校生活についての相談、教育機関と
の連絡・調整、関係者によるカンファ
レンスへの同席、自立支援計画書の
作成）
●事業普及啓発（講演会、各種会議
等での事業説明、ポスター、リーフ
レットの配布）
任意事業
●小児慢性特定疾病児童支援事業
（２３１件）
●相互交流支援事業（５回）

必須事業
●電話相談（６０４件）　●ピアサ
ポート（３病院内で実施、２０7件）
●自立支援員による支援（就学につ
いての相談・情報提供、就学後の学
校生活についての相談、教育機関と
の連絡・調整、関係者によるカンファ
レンスへの同席、自立支援計画書の
作成）
●事業普及啓発（講演会、各種会議
等での事業説明、ポスター、リーフ
レットの配布）
任意事業
●小児慢性特定疾病児童支援事業
（１92件）
●相互交流支援事業（５回）

必須事業
●電話相談（５６４件）　●ピアカウン
セリング（３病院内で実施、２０８件）
●自立支援員による支援（就学につ
いての相談・情報提供、就学後の学
校生活についての相談、教育機関と
の連絡・調整、関係者によるカンファ
レンスへの同席、自立支援計画書の
作成）
●事業普及啓発（講演会、各種会議
等での事業説明、ポスター、リーフ
レットの配布）
任意事業
●小児慢性特定疾病児童等支援事
業（１８５件）

必須事業
●電話相談（４３４件）　●ピアカウン
セリング（３病院内で実施、２２８件）
●自立支援員による支援（就学につ
いての相談・情報提供、在宅療養中
の自宅訪問、保健所保健師に対す
る事業勉強会の実施）
●事業普及啓発（ポスター、リーフ
レットの作成・配布）
任意事業
●小児慢性特定疾病児童支援事業
（６４件）

292
☆家庭と仕事の両立支援推進
事業

産業労働局

　育児・介護等について、法定以上
の休暇制度などの整備状況に応じ
て、利用実績を確認のうえ、両立支
援推進企業マークを付与するととも
に、介護と仕事の両立に関する普及
啓発や情報提供を行うことにより両
立支援の充実を図る。

9社 35社 34社

294
☆働きやすい職場環境づくり推
進事業

産業労働局

　育児・介護や病気治療と仕事の両
立や、非正規雇用労働者の処遇改
善など働きやし職場環境づくりに取
り組む中小企業等を支援するため、
研修会、奨励金の支給、専門家派
遣を行う。

①派遣回数　延べ339回（77社）
②奨励金支給企業数　240社
③研修会（4コース5テーマ）　864人

事業終了
奨励金267社
専門家派遣106社

295
☆ライフ・ワーク・バランス普及
促進事業

産業労働局

　ライフ・ワーク・バランスの推進に
関する取組を促進させるため、企業
や都民が広く目にする媒体を活用し
て、年間を通じて効率的に広告活動
を実施する。
　働き方改革やテレワークといった、
ライフ・ワーク・バランスの推進に資
する様々なテーマごとにエリアを設
けた総合展を実施する。

ライフ・ワーク・バランスEXPOは、コ
ロナ感染症感染拡大のため、中止

ライフ・ワーク・バランスＥＸＰＯ東京
2020 令和2年2月6日開催

ライフ・ワーク・バランスＥＸＰＯ東京
2019 平成31年2月7日開催

296
☆働く人のチャイルドプランサ
ポート事業

産業労働局

　不妊治療と仕事の両立を支援する
ために、企業担当者へ必要な知識を
付与する研修を実施するとともに、
相談体制や休暇制度などを整備し
た企業への支援を実施する。

(1)　不妊治療と仕事の両立に関す
る研修　489人
(2)　不妊治療と仕事の両立支援奨
励金　182社

(1)　不妊治療と仕事の両立に関す
る研修　354人
(2)　不妊治療と仕事の両立支援奨
励金　141社

(1)　不妊治療と仕事の両立に関す
る研修　326人
(2)　不妊治療と仕事の両立支援奨
励金　93社

297 ☆子育て・介護支援融資 産業労働局

　中小企業従業員の生活の安定に
資するため、子育て費用（教育費・医
療費・保育サービス費など）や介護
費用（医療費・介護サービス費など）
及び育児・介護休業期間中の生活
資金を低利で融資する。

融資件数　15件 融資件数　39件 融資件数　44件 融資件数　50件 融資件数　５６件 融資件数　107件

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 54／67
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298 ☆女性再就職支援事業 産業労働局

○東京しごとセンター（飯田橋）内に
「女性しごと応援テラス」を設置し、
家庭と両立しながら仕事に就きたい
と考えている女性などを対象に、専
任の就職支援アドバイザーによる
キャリアカウンセリングや求人情報
の提供、職業紹介などにより就職ま
で一貫したきめ細かい総合的な再就
職支援を実施する。
○ビジネススキルの習得や職場体
験等のメニューを組み合わせた支援
プログラム「女性再就職サポートプロ
グラム」を都内各地で実施するほ
か、再就職に当たっての心構え、は
じめの一歩を踏み出すためのノウハ
ウを学ぶ「女性再就職支援セミ
ナー」、就活と保活に関する情報を
提供する「子育て女性向けセミナー」
を実施する。

<女性再就職サポートプログラム（拠
点型）>　213人
<女性再就職サポートプログラム（地
域型）>　135人
<女性しごと応援出張テラス>　629人
<子育て女性向けセミナー>　108人
<女性向け在宅ワークセミナー>84人
<託児室の運営>平成19年度から継
続実施
<女性再就職支援窓口「女性しごと
応援テラス」の運営>平成26年７月
設置

<女性再就職サポートプログラム（拠
点型）>　460人
<女性再就職サポートプログラム（地
域型）>　224人
<女性しごと応援出張テラス>　1,013
人
<子育て女性向けセミナー>　126人
<託児室の運営>平成19年度から継
続実施
<女性再就職支援窓口「女性しごと
応援テラス」の運営>平成26年７月
設置

<新・女性再就職サポートプログラム
（拠点型）>　468人
<新・女性再就職サポートプログラム
（地域型）>　213人
<女性再就職支援セミナー>　1,001
人
<子育て女性向けセミナー>　147人
<託児室の運営>平成19年度から継
続実施
<女性再就職支援窓口「女性しごと
応援テラス」の運営>平成26年７月
設置

<新・女性再就職サポートプログラム
（拠点型）>　469人
<新・女性再就職サポートプログラム
（地域型）>　216人
<女性再就職支援セミナー>　783人
<子育て女性向けセミナー>　147人
<託児室の運営>平成19年度から継
続実施
<女性再就職支援窓口「女性しごと
応援テラス」の運営>平成26年７月
設置

<新・女性再就職サポートプログラム
（拠点型）>　467人
<新・女性再就職サポートプログラム
（地域型）>　229人
<女性再就職支援セミナー>　698人
<子育て女性向けセミナー>　163人
<託児室の運営>平成19年度から継
続実施
<女性再就職支援窓口「女性しごと
応援テラス」の運営>平成26年７月
設置

<新・女性再就職サポートプログラム
（拠点型）>　471人
<新・女性再就職サポートプログラム
（地域型）>　228人
<女性再就職支援セミナー>　872人
<子育て女性向けセミナー>　165人
<託児室の運営>平成19年度から継
続実施
<女性再就職支援窓口「女性しごと
応援テラス」の運営>平成26年７月
設置

299 保育つき職業訓練 産業労働局

　子育て中の求職者に、民間教育訓
練機関を活用した保育サービス付き
の職業訓練を受ける機会を提供し、
能力開発・早期就業を支援する。

令和２年度は実施していない。
入校　0人（うち保育サービス利用者
0人）

入校　0人（うち保育サービス利用者
0人）

○入校　0人（うち保育サービス利用
者　0人）

○入校　0人（うち保育サービス利用
者　0人）

○入校　11人（うち保育サービス利
用者　9人）
○修了　8人（うち保育サービス利用
者　7人）
○就職　3人（うち保育サービス利用
者　2人）

300 ☆女性向け委託訓練 産業労働局

　結婚、出産、育児等により退職した
が、その後再び就職を希望する女性
に対し、通学及びｅラーニングによる
職業訓練を実施し、再就職を支援す
る。

3ヶ月訓練コース　定員：400名
eラーニングコース：定員150名
５日間訓練コース：定員280名

入校
・3ヵ月コース　　　　　 入校159人　修
了149人　就職74人
・5日間コース　　　　　入校250人　修
了239人　就職74人
・eラーニングコース　入校131人　 修
了120人　就職7人
・企業内保育求人セット型訓練　  入
校0人

　
・3ヵ月コース
　入校138人、修了131人、就職72人
・5日間コース
　入校274人、修了260人、就職92人
・eラーニングコース
　入校136人、修了 118人、就職35
人

　
・3ヵ月コース
　入校163人、修了153人、就職96人
・5日間コース
　入校272人、修了254人、就職83人
・eラーニングコース
　入校105人、修了 85人、就職18人

入校　332人、修了 320人、就職
126人

入校　227人、修了　213人、就職
100人

302
☆働くパパママ育休取得応援
事業

産業労働局

　従業員に、希望する期間（１年以
上）の育児休業を取得・復帰させた
企業に助成金を支給し、育児中の雇
用継続を確保する取組を支援する。

①働くママコース　471件
②働くパパコース　514件

①働くママコース 109件
②働くパパコース　119件

①働くママコース　17件
②働くパパコース　31件

303
☆ライフ・ワーク・バランス推進
事業

生活文化局

　「男性の家事。育児参画に向けた
マインドチェンジキャンペーン（仮
称）」の実施や「パパズ・スタイル」、
「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランス」を
通じ、男性の家事・育児参画など、ラ
イフ・ワーク・バランスに関する情報
を総合的に分かりやすく紹介する。
また、Ｗｅｂサイト「ＷＩＬＬキャリッジを
活用し」将来、社会を担う若者に向
けた普及啓発を行う。

○Webサイト「パパズ・スタイル」の運
営
○Webサイト「TOKYOライフ・ワーク・
バランス」の運営
○キャリアデザインコンテンツの改
修による、対象の拡大
○若者がキャリアデザインを知るサ
イト「WILLキャリッジ」の開設
○子供が生まれる前から夫婦が共
にライフ・ワーク・バランスを考えるた
めの啓発冊子作成・配布

○Webサイト「パパズ・スタイル」の開
設・運営
○Webサイト「TOKYOライフ・ワーク・
バランス」の運営
○キャリアデザインコンテンツの改
修による、対象の拡大
○男性の家事・育児への参画に向
けたシンポジウム等の実施
○子供が生まれる前から夫婦が共
にライフ・ワーク・バランスを考えるた
めの啓発冊子作成・配布

○Webサイト「パパズ・スタイル」の開
設・運営
○Webサイト「TOKYOライフ・ワーク・
バランス」の運営
○「ワーク・ライフ・バランス実践プロ
グラム」（冊子）の普及
○キャリアデザインコンテンツの改
修による、対象の拡大
○男性の家事・育児への参画に向
けたシンポジウム等の実施
○子供が生まれる前から夫婦が共
にライフ・ワーク・バランスを考えるた
めの啓発冊子作成・配布

○Webサイト「TOKYOライフ・ワーク・
バランス」の運営
○「ワーク・ライフ・バランス実践プロ
グラム」（冊子）の普及
○大学生に向けたキャリアデザイン
コンテンツの普及
○男性の家事・育児への参画に向
けたシンポジウム等の実施
○子供が生まれる前から夫婦が共
にライフ・ワーク・バランスを考えるた
めの啓発冊子作成・配布

○Webサイト「TOKYOライフ・ワーク・
バランス」の運営
○「ワーク・ライフ・バランス実践プロ
グラム」（冊子）の普及
○大学生に向けたキャリアデザイン
コンテンツの普及
○男性の家事・育児への参画に向
けたシンポジウム等の実施
○子供が生まれる前から夫婦が共
にライフ・ワーク・バランスを考えるた
めの啓発冊子作成・配布

○ワーク・ライフ・バランス実践プロ
グラムの普及
○Webサイト「TOKYOワーク・ライフ・
バランス」の運営
○大学生に向けたキャリアデザイン
コンテンツの普及
○子供が生まれる前から夫婦が共
にワーク・ライフ・バランスを考えるた
めの啓発冊子作成・配布

304
東京ウィメンズプラザ普及啓発
事業

生活文化局

　各種研修や講座を通じてライフ・
ワーク・バランス推進の積極的な取
組を促すほか、男性の家事・育児参
画を促すシンポジウムや講座、子供
が生まれる前の夫婦に向けた啓発
冊子の配布等により、ライフ・ワー
ク・バランスを推進する。

○相談員養成講座　2回
○配偶者暴力防止講演会　1回
○男女平等推進担当職員研修　（中
止）
○職務関係者研修　4回

○相談員養成講座　4回
○配偶者暴力防止講演会　1回
○男女平等推進担当職員研修　3回
○職務関係者研修　5回

○相談員養成講座　6回
○配偶者暴力防止講演会　2回
○男女平等推進担当職員研修　3回
○職務関係者研修　6回

○相談員養成講座　6回
○配偶者暴力防止講演会　2回
○男女平等推進担当職員研修　3回
○職務関係者研修　7回

○相談員養成講座　6回
○配偶者暴力防止講演会　2回
○男女平等推進担当職員研修　3回
○職務関係者研修　7回

○相談員養成講座　6回
○配偶者暴力防止講演会　2回
○男女平等推進担当職員研修　3回
○職務関係者研修　7回

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 55／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

305 女性も男性も輝くTOKYO会議 生活文化局

　男女平等参画施策を総合的に推
進するため、行政のみならず、産業・
医療・教育・地域など幅広い分野の
３２団体の代表者や学識経験者が
参加し、都の施策や各団体の取組
に関する情報共有や意見交換を行
う。

○令和２年1２月18日　令和２年度第
1回女性も男性も輝くTOKYO会議開
催（議題：東京都男女平等参画施策
の実施状況について　他）

○令和元年10月10日　令和元年度
第1回女性も男性も輝くTOKYO会議
開催（議題：東京都男女平等参画施
策の実施状況について　他）

○平成30年4月27日　平成30年度第
1回女性も男性も輝くTOKYO会議開
催（議題：男性の家事・育児等への
参画について　他）
○平成31年3月28日　平成30年度第
2回女性も男性も輝くTOKYO会議開
催（議題：平成30年度実施事業につ
いて　他）

○平成29年4月25日（東京都女性活
躍推進会議と合同開催）・「東京都男
女平等参画推進総合計画」の策定
について　他
○平成29年7月　「女性も男性も輝く
TOKYO会議」発足
○平成29年12月21日（女性が輝く
TOKYO懇話会に引き続いて開催）・
テーマ「キャリアデザイン」

○平成28年７月８日（東京都女性活
躍推進会議と合同開催）
・「男女平等参画のための東京都行
動計画」の改定及び「東京都女性活
躍推進計画」の策定について

○平成28年11月14日（東京都女性
活躍推進会議と合同開催）
・東京都男女平等参画審議会「東京
都女性活躍推進計画の策定に当
たっての基本的考え方について」及
び「東京都配偶者暴力対策基本計
画の改定に当たっての基本的考え
方について」の中間のまとめについ
て

○総会（平成28年3月30日）（東京都
女性活躍推進会議と合同開催）
・「東京都女性活躍推進白書」の策
定と今後の取組の推進について
・「男女平等参画のための東京都行
動計画」の改定及び「東京都女性活
躍推進計画」の策定について

306
☆子育て応援とうきょう会議の
運営

福祉保健局

　 「社会全体で子育てを応援する」
取組を推進するため、様々な分野の
関係機関、企業・ＮＰＯ・自治体等の
団体、学識経験者が連携し、以下の
ような取組を実施する。

○子育てに役立つ情報や、子育て
応援とうきょう会議協働会員の取組
情報等を提供するウェブサイト「とう
きょう子育てスイッチ」の運営
○企業・ＮＰＯ・自治体等が行う子育
て支援に関する取組の推進
○ベビーカーの安全利用に関する
キャンペーン等、子育て支援に寄与
するイベントや普及啓発の実施

○子育て応援とうきょう会議全体会
議の開催（２回）
○子育て情報サイト「とうきょう子育
てスイッチ」の運営
○「子育て協働フォーラム」「子供シ
ンポジウム」の開催
○公共交通機関等におけるベビー
カー利用に関するキャンペーンの実
施　など

○子育て応援とうきょう会議の開催
（２回）及び情報発信検討会の開催
（２回）
○公共交通機関等におけるベビー
カー利用に関するキャンペーンの実
施
○WEBサイト「とうきょう子育てスイッ
チ」の運営
○「子育て協働フォーラム」の開催
（１回）
○ライフ・ワーク・バランスフェスタ等
関連イベントへの出展　など

○子育て応援とうきょう会議の開催
（１回）及び実行委員会の開催（１
回）
○「子育て応援Tokyoプロジェクト」の
開催(２回)
○公共交通機関等におけるベビー
カー利用に関するキャンペーンの実
施
○WEBサイト「とうきょう子育てスイッ
チ」の運営
○「子育て協働セミナー」の開催（２
回）
○ライフ・ワーク・バランスフェスタ等
関連イベントへの出展　など

○子育て応援とうきょう会議の開催
（１回）及び実行委員会の開催（２
回）
○「子育て応援Tokyoプロジェクト」の
開催(４回)
○公共交通機関等におけるベビー
カー利用に関するキャンペーンの実
施
○WEBサイト「とうきょう子育てスイッ
チ」の運営
○「子育て協働セミナー」の開催（４
回）
○「協働促進コーディネート」の実施
○ライフ・ワーク・バランスフェスタ等
関連イベントへの出展　など

＜事業実績＞
○子育て応援とうきょう会議の開催
（１回）及び実行委員会の開催（２
回）
○「子育て応援Tokyoプロジェクト」の
開催(4回)
○公共交通機関等におけるベビー
カー利用に関するキャンペーンの実
施
○WEBサイト「とうきょう子育てスイッ
チ」の運営
○「子育て協働セミナー」の開催（２
回）
○「協働促進コーディネート」の実施
○ライフ・ワーク・バランスフェスタ等
関連イベントへの出展　など

＜事業実績＞
○子育て応援とうきょう会議の開催
（１回）及び実行委員会の開催（２
回）
○「子育て応援Tokyoプロジェクト」の
開催(２回)
○公共交通機関等におけるベビー
カー利用に関するキャンペーンの実
施
○WEBサイト「とうきょう子育てスイッ
チ」の運営
○「子育て協働セミナー」の開催（２
回）
○ワークライフバランスフェスタ等関
連イベントへの出展　など

307 普及啓発セミナーの実施 産業労働局

　企業の雇用環境整備を促進するた
め、男女労働者や事業主、都民を対
象に、雇用機会均等法や育児介護
休業法等の労働法、労働問題に関
する基礎知識の普及を図る。また、
事業主や人事労務担当者等を対象
とし、企業における女性の能力活用
や仕事と家庭の両立支援策につい
てのセミナーを実施する。

セミナー93回
受講者3,434人

セミナー94回
受講者9,537人

セミナー99回
受講者9,003人

セミナー99回
受講者9,824人

セミナー99回
受講者10,186人

セミナー99回
受講者10,345人

308 普及啓発資料の発行 産業労働局

　労働問題についての正しい理解を
促進するため、男女雇用平等や両
立支援、パートタイム労働等に関す
る普及啓発資料を発行する。

計28,000部
・働く女性と労働法　8,000部
・雇用平等ガイドブック（職場におけ
るハラスメント防止ガイドブック）
15,000部
・パートタイム労働ガイドブック
5,000部

計46,000部
・働く女性と労働法　8,000部・雇用平
等ガイドブック（男女雇用機会均等
法のポイント）　15,000部
・パートタイム労働ガイドブック
23,000部

計46,000部
・働く女性と労働法　8,000部・雇用平
等ガイドブック（男女雇用機会均等
法のポイント）　15,000部
・パートタイム労働ガイドブック
23,000部

計46,000部
・働く女性と労働法　8,000部
・雇用平等ガイドブック（働きながら
出産・育児・介護）　15,000部
・パートタイム労働ガイドブック
23,000部

計52,000部
・働く女性と労働法　8,000部
・雇用平等ガイドブック（男女雇用機
会均等法のポイント）　15,000部
・パートタイム労働ガイドブック
23,000部
・ポジティブアクション実践プログラ
ム　6,000部

計52,000部
・働く女性と労働法　8,000部
・雇用平等ガイドブック（男女雇用機
会均等法のポイント）　15,000部
・パートタイム労働ガイドブック
23,000部
・ポジティブアクション実践プログラ
ム　6,000部

309 男女雇用平等参画状況調査 産業労働局

　雇用環境の整備に当たっての課題
を把握するため、企業における男女
雇用平等の進展状況等の調査を実
施する。調査結果に基づき、男女雇
用平等について啓発を行う。

【テーマ】
「多様な働き方への取組等　企業に
おける男女雇用管理に関する調査」
【調査項目】
(事業所調査)①従業員の雇用管理
に関する取組　②多様な働き方への
取組状況
(従業員調査)①職場の雇用管理の
状況について　②多様な働き方への
認識

【テーマ】
「職場のハラスメント防止への取組
等　企業における男女雇用管理に関
する調査」
【調査項目】
(事業所調査)①従業員の雇用管理
に関する取組　②職場のハラスメン
ト防止への取組状況
(従業員調査)①職場の雇用管理の
状況について　②職場のハラスメン
ト防止への認識

【テーマ】
「改正育児・介護休業法への対応等
企業における男女雇用管理に関す
る調査」
【調査項目】
(事業所調査)①従業員の雇用管理
に関する取組　②改正育児・介護休
業法に対する取組状況
(従業員調査)①職場の雇用管理の
状況について　② 改正育児・介護休
業法に対する取組状況

【テーマ】
「女性活躍推進法への対応等　企業
における男女雇用管理に関する調
査」
【調査項目】
(事業所調査)①従業員の雇用管理
に関する取組　②女性活躍推進に
関する取組状況
(従業員調査)①職場の雇用管理の
状況について　② 女性活躍推進に
関する取組状況

【テーマ】
「多様な働き方への取組等　企業に
おける男女雇用管理に関する調査」
【調査項目】
(事業所調査)①従業員の雇用管理
に関する取組　②多様な働き方に関
する取組状況
(従業員調査)①職場の雇用管理の
状況について　② 多様な働き方に
関する取組状況

【テーマ】
「企業における男女雇用管理と男性
のワークライフバランスへの取組に
関する調査」
【調査項目】
(事業所調査)①従業員の雇用管理
に関する取組　② 男性のワークライ
フバランスに関する取組状況
(従業員調査)①職場の雇用管理の
状況について　② 男性のワークライ
フバランスに関する取組状況

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 56／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

310
☆子供の安全確保に向けた対
策の推進

都民安全推進本部

　活動事例紹介による防犯ボラン
ティア団体等の活性化、子供自らが
危険を避けることができる能力の向
上、家庭での防犯教育の促進など、
地域や家庭で子供を守る取組を促
進する。

○子供見守り活動事例集の作成・配
付（約18,000部配布）
○親子で学ぼう、防犯教室の開催
（11自治体で実施）
○家庭での子供の安全啓発動画の
広報啓発（動画紹介リーフレット
135,000部配付）
○子供防犯教育人材育成講座の開
催（１回実施、受講者70人
○防犯人材ソフトパワーの発掘（防
犯啓発資材・リーフレットの配布）

○子供見守り活動事例集の作成・配
付（約18,000部配布）
○親子で地域の安全点検講座の開
催（3回実施、参加者160人）
○家庭での子供の安全啓発動画の
広報啓発
○子供防犯教育人材育成講座の開
催（4回実施、受講者146人）
○防犯人材ソフトパワーの発掘（防
犯啓発資材・リーフレットの配布）

○子供見守り活動事例集の作成・配
付（約18,000部配布）
○親子で地域の安全点検講座の開
催（3回実施、参加者202人）
○家庭での子供の安全啓発動画の
制作
○子供防犯教育人材育成講座の開
催（4回実施、受講者169人）
○防犯人材ソフトパワーの発掘（防
犯啓発資材・リーフレットの配布）

○子供見守り活動事例集の作成・配
布（約18,000部配布）
○親子で地域の安全点検（３区１市
で開催、参加者　288名）
○集合住宅における子供の防犯啓
発ポスター等の作成・配布（9,797棟
に配布）

子供見守り活動事例集の作成・配布
約18,000部を配布
地域の危険箇所改善モデル事業　３
回開催（参加者91名）
子供110番の家等への駆込み体験
訓練　３回開催（参加者164名）

子供見守り活動事例集の作成・配布
約21,000部を配布
子供見守りボランティアリーダー応
用講座　２回開催（40名修了）
地域の危険箇所改善モデル事業　３
回開催（参加者97名）
子供110番の家等への駆込み体験
訓練　３回開催（参加者497名）

311 セーフティ教室の実施・充実 教育庁

　学校と家庭や地域社会、関係諸機
関とが連携を強化して、児童・生徒
を犯罪から守るとともに非行防止を
図って健全育成を推進するため、都
内全公立学校でセーフティ教室を実
施する。

全公立学校で継続実施 全公立学校で継続実施 全公立学校で継続実施 全公立学校で継続実施 全公立学校で継続実施 全公立学校で継続実施

312 防犯教室の実施 警視庁

　子供自身が防犯意識を持ち、いざ
という時に自分自身で身を守ること
ができるようにするため、警察や学
校等の関係機関が連携を図り、子供
や保護者を対象とした参加・体験・
実践型の防犯教室を実施する。

小・中学校、高校、保育園、幼稚園、
子どもが下校後に利用する施設に
対する防犯教室の実施回数　3,161
回（令和2年度中）

小・中学校、高校、保育園、幼稚園、
子どもが下校後に利用する施設に
対する防犯教室の実施回数　3,783
回（令和元年中）

小・中学校、高校、保育園、幼稚園、
子どもが下校後に利用する施設に
対する防犯教室の実施回数　4,634
回（平成30年中）

小・中学校、高校、保育園、幼稚園、
子どもが下校後に利用する施設に
対する防犯教室の実施回数　5,052
回（平成29年中）

小・中学校、高校、保育園、幼稚園、
子どもが下校後に利用する施設に
対する防犯教室の実施回数　5,227
回（平成28年中）

小・中学校、高校、保育園、幼稚園、
子どもが下校後に利用する施設に
対する防犯教室の実施回数　5,279
回

313
電子メールなどを活用した情報
の発信

警視庁

　子供に対する声掛け事案等の発
生状況や防犯対策を電子メールや
警視庁ホームページで発信し、都民
の自主防犯意識の向上と自主防犯
行動の促進を図る。

「メールけいしちょう」による情報発信
13,147回
(子どもに対する不審者情報を含む)

「メールけいしちょう犯罪発生情報」
に子どもに対する不審者情報を掲載
 「メールけいしちょう」による情報発
信（8,175回）

「メールけいしちょう犯罪発生情報」
に子どもに対する不審者情報を掲載
 「メールけいしちょう」による情報発
信（8,125回）

警視庁ホームページに子どもに対す
る不審者情報や犯罪発生マップ、犯
罪情報マップを掲載
 「メールけいしちょう」による情報発
信（5,849回）

 警視庁ホームページに子どもに対
する不審者情報や犯罪発生マップ、
犯罪情報マップを掲載
 「メールけいしちょう」による情報発
信（5,579回）

 警視庁ホームページに子どもに対
する不審者情報や犯罪発生マップ、
犯罪情報マップを掲載
 「メールけいしちょう」による情報発
信（5,393回）

314
「子ども110番の家」活動の支
援

警視庁

　子供を犯罪から守り安全を確保す
るために、「子ども110番の家」（住
宅・店舗、車両）活動を充実する。
○活動マニュアルの作成、配布

　自治体・地域ボランティアとの連携
による「子ども110番の家」活動の支
援として、「こども110番の家」プレー
ト及び活動マニュアルを作成し、希
望者に配布し、活用している。

　自治体・地域ボランティアとの連携
による「子ども110番の家」活動の支
援として、「こども110番の家」プレー
ト及び活動マニュアルを作成し、希
望者に配布し、活用している。

　自治体・地域ボランティアとの連携
による「子ども110番の家」活動の支
援として、「こども110番の家」プレー
ト及び活動マニュアルを作成し、希
望者に配布している。

　自治体・地域ボランティアとの連携
による「子ども110番の家」活動の支
援として、「こども110番の家」プレー
ト及び活動マニュアルを作成し、希
望者に配布し、活用している。

自治体・地域ボランティアとの連携に
よる「子ども110番の家」活動の支援
として、「こども110番の家」プレートを
作成し、希望者に配布し、活用して
いる。

自治体・地域ボランティアとの連携に
よる「子ども110番の家」活動の支援

　青少年の健全な育成を図るため、
以下のことに取り組む。

○優良映画の推奨・不健全図書類
の指定（図書、ＤＶＤ等）
○立入調査（書店、コンビニ等図書
類販売店、深夜立入制限施設、雑
誌等自動販売機等）
○有害広告物の行政指導
○青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年健全育成協力者等感謝状
贈呈
○インターネットの有害情報への対
応（青少年がインターネットを適正に
利用できる環境の整備、フィルタリン
グの開発、告知、利用の勧奨の努力
義務等（平成17年3月改正））

○東京都青少年健全育成審議会の
運営：年11回開催
・優良映画等の推奨：11本
・不健全図書の指定：16冊
○青少年健全育成条例の運用
・立入調査等（書店・コンビニ等図書
類販売店：315店、DVD販売店等：
107店 古物商：65店 カラオケボッ

○東京都青少年健全育成審議会の
運営：年7回開催
・優良映画等の推奨：6本
・不健全図書の指定：14冊
○青少年健全育成条例の運用
・立入調査等（書店・コンビニ等図書
類販売店：90店、DVD販売店等：47
店 古物商：23店 カラオケボックス：

○東京都青少年健全育成審議会の
運営：年12回開催
・優良映画等の推奨：14本
・不健全図書の指定：21冊
○青少年健全育成条例の運用
・立入調査等（書店・コンビニ等図書
類販売店：144店、DVD販売店等：58
店 古物商：9店 カラオケボックス：

○東京都青少年健全育成審議会の
運営：年12回開催
・優良映画等の推奨：3本
・不健全図書の指定：27冊
○青少年健全育成条例の運用
・立入調査等（書店・コンビニ等図書
類販売店：189店、DVD販売店等：73
店 古物商：30店 カラオケボックス：

○東京都青少年健全育成審議会の
運営：年12回開催
・優良映画等の推奨：4本
・不健全図書の指定：25冊
○青少年健全育成条例の運用
・立入調査等
(書店・コンビニ等図書類販売店：169
店、DVD販売店等：27店、深夜ボウ

○東京都青少年健全育成審議会の
運営：年12回開催
・優良映画等の推奨：13本
・不健全図書の指定：29冊
○青少年健全育成条例の運用
・立入調査等
(書店・コンビニ等図書類販売店：178
店、DVD販売店等：53店、深夜ボウ

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 57／67



事業名 主管局
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値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
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319
☆インターネットの利用環境の
整備

都民安全推進本部

　インターネットやスマートフォン等の
利用に伴うトラブルから身を守るた
め、青少年をはじめ保護者等を対象
に、ネット上のトラブルや危険性、そ
の防止策等についての講座を開催
する。

○ ファミリｅルール講座の開催：649
回（参加者：63,934人）
○ 生徒自身による自主ルール支援
事業：10校
○ 大学生と考えるグループワーク：
23校

○ ファミリｅルール講座の開催：592
回（参加者：111,129人）
○ 生徒自身による自主ルール支援
事業：10校
○ 大学生と考えるグループワーク：
19校

○ ファミリｅルール講座の開催：599
回（参加者数　103,802人）
○ 生徒自身による自主ルール支援
事業：10校
○ 大学生グループワーク：10校

○ ファミリｅルール講座の開催：59
回（累計　491回、累計参加者数
23,683人）
○ 出前講演会の開催：480回（累計
3,101回、累計参加者数　512,007人）
○ 生徒自身による自主ルール支援
事業：10校

ファミリｅルール講座の開催：82回
（累計　432回、累計参加者数
20,407人）
出前講演会の開催：493回（累計
2,621回、累計参加者数　421,436人）
生徒自身による自主ルール支援事
業：11校

ファミリｅルール講座の開催：69回
（累計　350回、累計参加者数
16,087人）
出前講演会の開催：457回（累計
2,128回、累計参加者数　336,611人）
生徒自身による自主ルール支援事
業：１５校

320
☆ネット・スマホのトラブル相談
窓口「こたエール」の運営

都民安全推進本部

　青少年やその保護者等を対象に、
インターネットやスマートフォン等に
関する各種トラブルに気軽に相談で
きる総合的な窓口「こたエール」の運
営や、相談内容の分析、都民に対す
る啓発や広報活動などを行ってい
る。運営にあたっては、教育庁や福
祉保健局など関係部局と連携して取
り組んでいる。

相談件数：2,822件（令和２年４月１日
から令和３年３月31日まで）

相談件数：1,746件（平成31年４月１
日から令和２年３月31日まで）
※ＬＩＮＥ相談の本格実施（福祉保健
局、教育庁と統一アカウント）

相談件数：1,757件（平成30年４月１
日から平成31年３月31日まで）
※フリーダイヤル化の実施、ＬＩＮＥ
相談の試行的実施

相談件数：924件（平成29年４月１日
から平成30年３月31日まで）

相談件数：1,405件（平成28年４月１
日から平成29年３月31日まで）

相談件数：2,425件（平成27年４月１
日から平成28年３月31日まで）

321 情報教育に関する啓発・指導 教育庁

　児童・生徒のインターネット等の適
正な利用を進めるために、次の取組
を行う。
○児童・生徒のインターネット利用状
況調査を実施し、スマートフォンの急
速な普及やＳＮＳ等の利用状況につ
いて把握する。
○学校非公式サイトの監視等を実
施し、監視結果を都立学校・区市町
村教育委員会に情報提供する。
○ＳＮＳ東京ノート等を都内全公立
学校に配布し、児童・生徒の主体的
な情報モラル教育に関して啓発を行
う。

○利用状況調査を実施
・児童・生徒の利用状況を把握する
ことができた。
○学校非公式サイトの監視を実施
・不適切な書き込み等について、関
係する都立学校・区市町村教育委
員会に情報提供を行い、情報モラル
を考える指導に役立てることができ
た。
○ＳＮＳ東京ノート等を都内全公立
学校に配布
・児童・生徒の主体的な話合いを啓
発することで、情報モラル教育を充
実することができた。

○利用状況調査を実施
・児童・生徒の利用状況を把握する
ことができた。
○学校非公式サイトの監視を実施
・不適切な書き込み等について、関
係する都立学校・区市町村教育委
員会に情報提供を行い、情報モラル
を考える指導に役立てることができ
た。
○ＳＮＳ東京ノート等を都内全公立
学校に配布
・児童・生徒の主体的な話合いを啓
発することで、情報モラル教育を充
実することができた。

○ＳＮＳ東京ルールの取組により、
学校、家庭、民間事業者等が一体と
なって、子供たちの適正なＳＮＳ利用
に向けた取組を推進
○学校非公式サイト等の監視を通
し、いじめ等の問題への早期対応、
未然防止を実現
○様々な情報を理解し、必要な情報
や情報手段を選択して主体的に活
用していく情報活用能力を育成
○児童・生徒のインターネット利用状
況調査によりインターネット利用状況
やトラブル等について分析

児童・生徒のインターネット等の適正
な利用を進めるために、次の取組を
行う。
○児童・生徒のインターネット利用状
況調査を実施し、スマートフォンの急
速な普及やＳＮＳ等の利用状況につ
いて把握する。
○学校非公式サイトの監視等を実
施し、監視結果を都立学校・区市町
村教育委員会に情報提供する。
○ＳＮＳ東京ノート等を都内全公立
学校に配布し、児童・生徒の主体的
な情報モラル教育に関して啓発を行
う。

○東京都独自の情報モラル用補助
教材「ＳＮＳ東京ノート」を作成
○学校非公式サイト等の監視につ
いて、監視頻度を年間４回（３カ月に
１回）から６回（２カ月に１回）に変更
○児童・生徒のインターネット利用状
況調査を実施（平成28年12月）
○情報モラル推進校の取組をフォー
ラムや報告書を通して全都に発信

○学校非公式サイト等の監視
　不適切な書き込みの抑止　　総検
出数　10,945件　うち、リスクレベル
中51件
○インターネット等の適正な利用に
関する指導事例集・同活用の手引を
都内全公立学校に配布（平成28年3
月）
○インターネット・携帯電話利用に関
する実態調査を実施（平成28年2月）
○第１回「ＳＮＳ東京ルール」推進協
議会の開催（平成28年3月)
○ＬＩＮＥとの共同研究プロジェクトの
発足(平成28年3月)

318
青少年の健全な育成に関する
条例の運用

都民安全推進本部
○青少年の性に対する関わり方（青
少年に慎重な行動を促す環境の整
備）
○青少年に対する保護者の養育の
あり方（青少年を健全に育成するた
めの保護者の責務を明らかにする）
○インターネット利用環境の整備
（フィルタリングの実効性の向上、
フィルタリングを解除する場合の手
続きの厳格化等（平成22年12月改
正））
○児童ポルノの根絶等に向けた都
の責務（平成22年12月改正）
○青少年に係る児童ポルノ等の提
供を当該青少年に対し不当に求め
る行為の禁止（平成29年12月改正）
○インターネット利用環境の整備
（フィルタリング有効化措置に関する
手続規定整備（平成29年12月改
正））

107店、古物商：65店、カラオケボッ
クス：51店、まんが喫茶・インター
ネットカフェ：61店、映画館等：2館、
雑誌等自動販売機調査：42台）
・青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年育成協力者等感謝状贈呈
（青少年健全育成功労者等：72人・8
団体、感謝状贈呈：86人・4団体）
・青少年健全育成協力員制度の推
進（委嘱者数：845人、調査店舗数：
4,406店）

店、古物商：23店、カラオケボックス：
31店、まんが喫茶・インターネットカ
フェ：31店、映画館等：0館、雑誌等
自動販売機調査：23台）
・青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年育成協力者等感謝状贈呈
（青少年健全育成功労者等：70人・
10団体、感謝状贈呈：90人）
・青少年健全育成協力員制度の推
進（委嘱者数：746人、調査店舗数：
3,337店）

店、古物商：9店、カラオケボックス：
39店、まんが喫茶・インターネットカ
フェ：35店、映画館等：3館、雑誌等
自動販売機調査：36台）
・青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年育成協力者等感謝状贈呈
（青少年健全育成功労者等：71人・8
団体、感謝状贈呈：78人・4団体）
・青少年健全育成協力員制度の推
進（委嘱者数：820人、調査店舗数：
4,950店）

店、古物商：30店、カラオケボックス：
58店、まんが喫茶・インターネットカ
フェ：65店、雑誌等自動販売機調査：
36台）
・青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年育成協力者等感謝状贈呈
（青少年健全育成功労者等：73人・7
団体、感謝状贈呈：75人・5団体）
・青少年健全育成協力員制度の推
進（委嘱者数：903人、調査店舗数：
6,161店）

リング場：2館、古物商：21店、カラオ
ケボックス：41店、まんが喫茶・イン
ターネットカフェ：37店、雑誌等自動
販売機調査：38台)
・青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年育成協力者等感謝状贈呈
  (青少年健全育成功労者等： 72人・
8団体、感謝状贈呈：85人・2団体)
・青少年健全育成協力員制度の推
進(委嘱者数：878人、調査店舗数：
6,087店)

リング場：2館、古物商：41店、カラオ
ケボックス：79店、まんが喫茶・イン
ターネットカフェ：87店、雑誌等自動
販売機調査：51台)
・青少年健全育成功労者等表彰及
び青少年育成協力者等感謝状贈呈
  (青少年健全育成功労者等： 66人・
9団体、感謝状贈呈：87人・3団体)
・青少年健全育成協力員制度の推
進(委嘱者数：959人、調査店舗数：
7,291店)

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 58／67
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322 学校における安全教育の推進 教育庁

　幼児・児童・生徒に危険を予測し回
避する能力と、他者や社会の安全に
貢献できる資質・能力を育成してい
く。
○教師向け実践的指導資料「安全
教育プログラム」を都内公立学校全
教員に配布
○高等学校における交通安全教育
の充実を図るため、教師用指導資料
「東京都高等学校交通安全教育指
導事例集」を作成し「安全教育プロ
グラム」に掲載し、高等学校等に配
布
○幼児・児童・生徒に、危険を予測し
回避する能力と、他者や社会の安全
に貢献できる資質・能力を育成でき
る指導者を養成する「学校安全教室
指導者講習会」を開催

【安全教育プログラム】
○都内公立学校全教職員に配布
（令和２年３月）71,500部
○令和２年度版安全教育プログラム
（第12集）では、新学習指導要領の
内容を踏まえ、各教科等の特質に応
じた実践事例を充実させるとともに、
「日常的な安全指導」の充実を図る
ため、「一声指導」の事例一覧を掲
載した。また、避難訓練の事例や近
年全国各地で発生している風水害
に備える事例の掲載、年間指導計
画の中に教員研修や保護者・地域と
の連携を記載することにより、家庭
や地域との連携を図り、自らの安全
を確保できる力を身に付け、更に他
者や地域社会の安全を意識した活
動につながるようにした。
【安全教育推進校】
○10校（幼１、小１、中２、小中連携１
校、高４、特支１）（令和２年度は感
染症対策として２校の辞退を可とし
た）
○「安全教育プログラム」に沿った実

【安全教育プログラム】
○都内公立学校全教職員に配布
（平成31年3月）71,500部
○平成31年度版安全教育プログラ
ム（第11集）では、新学習指導要領
の内容を踏まえ、各教科等の特質に
応じた実践事例を充実させるととも
に、「日常的な安全指導」の充実を
図るため、「一声指導の事例一覧」を
掲載した。また、避難訓練の事例の
掲載、年間指導計画の中に教員研
修や保護者・地域との連携を記載す
ることにより、家庭や地域との連携を
図り、生涯を通して健康・安全で活
力のある生活の基礎が培われるよう
にした。
【安全教育推進校】
○12校（幼１、小３、中２、高５、特支
１）
○「安全教育プログラム」に沿った実
践を公開し、実践について資料作成
を行った。

【安全教育プログラム】
○都内公立学校全教職員に配布
（平成31年3月）71,000部
○平成３１年度版安全教育プログラ
ム（第１１集）では、新学習指導要領
の内容を踏まえ、各教科等の特質に
応じた実践事例を充実させるととも
に、「日常的な安全指導」の充実を
図るため、「一声指導の事例一覧」を
掲載した。また、避難訓練の事例の
掲載、年間指導計画の中に教員研
修や保護者・地域との連携を記載す
ることにより、家庭や地域との連携を
図り、生涯を通して健康・安全で活
力のある生活の基礎が培われるよう
にした。
【安全教育推進校】
○１２校（幼１、小３、中２、高５、特
支１）
○「安全教育プログラム」に沿った実
践の公開及び資料作成予定

【安全教育プログラム】
○都内公立学校全教職員に配布
（平成30年3月）66,000部
○平成３０年度版安全教育プログラ
ム（第１０集）では、安全教育の実践
事例や避難訓練の事例を充実させ
た。また、本時のねらいにせまるた
めの手だてを明確にした学習指導案
を掲載し、本プログラムを活用した
教育が一層推進されるようにした。
【安全教育推進校】
○１２校（幼１、小３、中２、高５、特
支１）
○「安全教育プログラム」に沿った実
践の公開及び資料作成予定

【安全教育プログラム】
○都内公立学校全教職員に配布
（平成29年3月）66,000部
○平成２9年度版安全教育プログラ
ム（第9集）では、安全教育の実践事
例や避難訓練の事例を充実させた。
また、本時のねらいにせまるための
手だてを明確にした学習指導案を掲
載し、本プログラムを活用した教育
が一層推進されるようにした。
【安全教育推進校】
○１２校（幼１、小4、中２、高4、特支
１）
○「安全教育プログラム」に沿った実
践の公開及び資料作成予定

【安全教育プログラム】
○都内公立学校全教職員に配布
（平成28年3月）66,000部
○平成２８年度版安全教育プログラ
ム（第８集）では、安全教育の実践事
例や避難訓練の事例を充実させた。
また、本時のねらいにせまるための
手だてを明確にした学習指導案を掲
載し、本プログラムを活用した教育
が一層推進されるようにした。
【安全教育推進校】
○１２校（幼１、小・中各３、高４、特
支１）
○「安全教育プログラム」に沿った実
践の公開及び資料作成予定

323 学校における安全体制の推進 教育庁

　公立学校の安全体制を推進するた
め、以下のことに取り組む。
○地域ぐるみの学校安全体制整備
の推進
○公立学校の校門等への防犯カメ
ラの設置・更新の支援

19区市が当該補助制度を利用し、
287校で23,158人が見守り活動に参
加した。

11区市町で新規設置又は更新を
行った。
幼稚園　１区　５園
小学校（特別支援学校を含む。）８区
市　94校
中学校 ７区市 20校

20区市が当該補助制度を利用し、
293校で24,146人が見守り活動に参
加した。

１０区市町で新規設置又は更新を
行った。
幼稚園　１区　１園
小学校（特別支援学校を含む。）８区
市　３５校
中学校 ２区市 ５校

20区市が当該補助制度を利用し、
311校で24,546人が見守り活動に参
加した。

24区市町で新規設置又は更新を
行った。
幼稚園　３区　８園
小学校（特別支援学校を含む。）18
区市町　132校
中学校 12区市町 61校

22区市が当該補助制度を利用し、
325校で29,711人が見守り活動に参
加した。

22区市町、184園・校で新規設置又
は更新を行った。
幼稚園　１区　３園
小学校（特別支援学校を含む。）17
区市町　111校
中学校 16区市町 70校

21区市が当該補助制度を利用し、
296校で28,772人が見守り活動に参
加した。

２１区市町、368園・校で新規設置又
は更新を行った。
幼稚園　５区　１７園
小学校（特別支援学校を含む。）２０
区市町　２４３校
中学校 １３区市 １０８校

20区市が当該補助制度を利用し、
275校で27,507人が見守り活動に参
加した。

１１区市町、１５３園・校で新規設置
又は更新を行った。
幼稚園　２区　１１園
小学校（特別支援学校を含む。）８区
市町　６６校
中学校 ６区市 ７６校

教育庁

○薬物乱用防止ポスター・標語の募
集
　　応募数　ポスター：11,006点、標
語：40,806点
○薬物乱用防止高校生会議
　都立高校2校（都立東久留米総合
高校、都立清瀬高校）
　活動の成果としてリーフレットを
160,000部作成し、都内高校1年生に
配布
○啓発用パンフレット､リーフレット等
の整備
　「今こそストップ！薬物乱用」（中学
生・高校生・一般都民用）増刷なし
　「健康に生きる　恐ろしい薬物乱
用」（小学校高学年・中学生用）
（150,000部）（表紙の更新・増刷）

「海外旅行をするみなさんへ」 渡

○薬物乱用防止ポスター・標語の募
集
　　応募数　ポスター：11,738点、標
語：41,552点
○薬物乱用防止高校生会議
　都立高校2校（都立足立高校、都
立足立西高校）
　活動の成果としてリーフレットを
160,000部作成し、都内高校1年生に
配布
○啓発用パンフレット､リーフレット等
の整備
　「今こそストップ！薬物乱用」（中学
生・高校生・一般都民用）（150,000
部）（表紙・内容の更新・増刷）
　「健康に生きる　恐ろしい薬物乱
用」（小学校高学年・中学生用）
　「海外旅行をするみなさんへ」　（渡

○薬物乱用防止ポスター・標語の募
集（ポスター12,533作品、標語42,907
作品）
○薬物乱用防止高校生会議
　都立高校2校（都立石神井高校、
都立井草高校）
　活動の成果として160,000部リーフ
レットを作成し、都内高校1年生に配
布
○啓発用DVD、パンフレット､リーフ
レット等の整備
　「健康に生きる　恐ろしい薬物乱
用」（小学校高学年・中学生用）
130,000部
　「海外旅行をするみなさんへ」　渡
航者用（内容更新予定）60,000部
　「STOP!薬物乱用～断わる勇気～」
（高校生から30歳代まで）（DVD:1500
枚 ポスタ :4 000部 リ フレッ

○薬物乱用防止ポスター・標語の募
集（ポスター11,834作品、標語41,247
作品）
○薬物乱用防止高校生会議
　都立高校2校（都立葛飾野高等学
校、都立葛飾商業高等学校）
　活動の成果として150,000部リーフ
レットを作成し、都内高校1年生に配
布
○啓発用DVD、パンフレット､リーフ
レット等の整備
　「健康に生きる　恐ろしい薬物乱
用」（小学校高学年・中学生用）
110,000部
　「STOP!薬物乱用～断わる勇気～」
（高校生から30歳代まで）20,000部
　「危険ドラッグにはダマされない!!近

○薬物乱用防止ポスター・標語の募
集（ポスター8,668作品、標語35,537
作品）
○薬物乱用防止高校生会議
　都立高校2校（都立松原高等学
校、都立芦花高等学校）
　活動の成果として150,000部リーフ
レットを作成し、都内高校1年生に配
布
○啓発用DVD、パンフレット､リーフ
レット等の整備
　「健康に生きる　恐ろしい薬物乱
用」（小学校高学年・中学生用）
90,000部
　「御存じですか不正大麻・けし撲滅
運動」20 000部

○薬物乱用防止ポスター・標語の募
集（ポスター11,410作品、標語44,719
作品）
○薬物乱用防止高校生会議
　都立高校2校（都立八王子拓真高
等学校、都立富士森高等学校）
　活動の成果として135,000部リーフ
レットを作成し、都内高校1年生に配
布
○啓発用DVD、パンフレット､リーフ
レット等の整備
　「健康に生きる　恐ろしい薬物乱
用」（小学校高学年・中学生用）
130,000部
　「STOP!薬物乱用～断わる勇気～」
（高校生から30歳代まで）60,000部
　「危険ドラッグにはダマされない!!近
づかない!!」30,000部

　青少年の薬物乱用を防止するた
め 次の対策を展開する

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 59／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

福祉保健局

325
チャイルドシートなどの正しい
着用についての普及啓発

警視庁

　子供の安全を確保するために、以
下のことに取り組む。
○子供と保護者が一緒に学ぶことが
できる参加・体験・実践型の交通安
全教室を開催する。
○新聞、テレビ、ラジオ、インター
ネット、広報車等、各種広報媒体を
活用してチャイルドシートの着用意
識を高め、正しい着用の徹底を図
る。
○チャイルドシート着用講習会を実
施する。

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

326 交通安全教育の推進 都民安全推進本部

（都民安全推進本部）
　小学生等を対象とした交通安全教
育として、「歩行者シミュレータ」等を
活用した参加・体験型の交通安全教
室を実施

歩行者シミュレータを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：90回　体
験者7,597人

歩行者シミュレータを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：113回
体験者11,265人

歩行者シミュレータを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：84回　体
験者7,886人

歩行者シミュレータを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：開催96
回　体験者9,443人

歩行者シミュレータを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：開催72
回　体験者7,378人

歩行者教育システムを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：開催89
回　体験者8,624人

326 ☆交通安全教育の推進 警視庁

（警視庁）
　子供が正しい交通安全知識を身に
付けるために、幼稚園・小学校・中
学校・高校等において、成長に合わ
せた段階的かつ体系的な参加・体
験・実践型の交通安全教育を行う。

交通安全教育実施状況
○　幼児等　　５０，７７５人
○　小学生　２９５，６３８人
○　中学生　　４８，８６５人
○　高校生　　１７，４８４人
※　実施人数は、交通安全教室、自
転車教室、講習会等の合計

交通安全教育実施状況
○　幼児等　１４５，８２５人
○　小学生　５４３，２００人
○　中学生　　７７，６５４人
○　高校生　　４６，５７６人
※　実施人数は、交通安全教室、自
転車教室、講習会等の合計

交通安全教育実施状況
○　幼児等　１４６，０２０人
○　小学生　５０２，０７４人
○　中学生　　８３，５１５人
○　高校生　　５２，２２１人
※　実施人数は、交通安全教室、自
転車教室、講習会等の合計

交通安全教育実施状況
○　幼児等　１３９，８２０人
○　小学生　４６３，０９８人
○　中学生　８３，３４７人
○　高校生　６３，０２２人
※　実施人数は、交通教室、自転車
教室、講習会等の合計

歩行者シミュレータを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：開催72
回　体験者7,378人

歩行者教育システムを活用した交通
安全教室（小学生等対象）：開催89
回　体験者8,624人

「海外旅行をするみなさんへ」　渡
航者用
○有職少年・無職少年を視野に入
れた啓発拠点の拡大
　ポスター掲示依頼
○薬物乱用防止活動率先校の公表
　 ポスターの部　42校、標語の部
91校、高校生会議参加校　2校
○街頭ビジョン、電車内モニター・イ
ンターネット等における危険ドラッグ
乱用防止啓発動画の放映（6～7月、
１２～１月）
○都で発見又は海外で流行してい
た未規制薬物について、国に先駆け
て都知事指定薬物として指定すると
ともに、医薬品医療機器等法規制に
向けた検討のための情報提供を国
に対し行った。（２７物質）
○試買調査等危険ドラッグ検査件
数：１３５品目（うち法・条例指定薬物
検出：１４品目）

航者用）
○有職少年・無職少年を視野に入
れた啓発拠点の拡大
　ポスター掲示依頼
○薬物乱用防止活動率先校の公表
　 ポスターの部　53校、標語の部
92校、高校生会議参加校　2校
○街頭ビジョン、電車内モニター・イ
ンターネット等における危険ドラッグ
乱用防止啓発動画の放映
○大学構内での無料コピー広告（７
～８月、１～２月）
○都で発見又は海外で流行してい
た未規制薬物について、国に先駆け
て都知事指定薬物として指定すると
ともに、医薬品医療機器等法規制に
向けた検討のための情報提供を国
に対し行った。（１４物質）
○試買調査等危険ドラッグ検査件
数：１１０品目（うち法・条例指定薬物
検出：２３品目）

枚、ポスター:4,000部、リーフレッ
ト:60,000部）
　「危険ドラッグにはダマされない!!近
づかない!!」70,000部
○有職少年・無職少年を視野に入
れた啓発拠点の拡大
　ポスター掲示依頼
○薬物乱用防止活動率先校の公表
　 ポスターの部　55校、標語の部
92校、高校生会議参加校　2校
○街頭ビジョン、電車内モニター・イ
ンターネット等における危険ドラッグ
乱用防止啓発動画の放映
○都で発見又は海外で流行してい
た未規制薬物について、国に先駆け
て都知事指定薬物として指定すると
ともに、医薬品医療機器等法規制に
向けた検討のための情報提供を国
に対し行った。（１６物質）
○試買調査等危険ドラッグ検査件
数：１２６品目（うち法・条例指定薬物
検出：２１品目）

☆薬物乱用防止対策324
づかない!!」60,000部
　「今こそストップ！薬物乱用」40,000
部
○学校に通っていない青少年を視野
に入れた啓発拠点の拡大
　街頭ビジョン、電車内モニター、イ
ンターネット等における危険ドラッグ
乱用防止啓発動画の放映
○薬物乱用防止活動率先校の公表
　 ポスターの部　49校、標語の部
88校、高校生会議参加校　2校
○都で発見又は海外で流行してい
た未規制薬物について、国に先駆け
て都知事指定薬物として指定すると
ともに、医薬品医療機器等法規制に
向けた検討のための情報提供を国
に対し行った。（15物質）
○試買調査等危険ドラッグ検査件
数：147品目（うち法・条例指定薬物
検出：11品目）

運動」20,000部
　「海外旅行に行くみなさんへ」　渡
航者用40,000部
○学校に通っていない青少年を視野
に入れた啓発拠点の拡大
　SNS、インターネット等において薬
物乱用防止啓発動画を放映
○薬物乱用防止活動率先校の公表
　 ポスターの部　40校、標語の部
73校、高校生会議参加校　2校
○都で発見又は海外で流行してい
た未規制薬物について、国に先駆け
て都知事指定薬物として指定すると
ともに、医薬品医療機器等法規制に
向けた検討のための情報提供を国
に対し行った。（17物質）
○試買調査等危険ドラッグ検査件
数：140品目（うち法・条例指定薬物
検出：9品目）

　「御存じですか不正大麻・けし撲滅
運動」20,000部
　「今こそストップ！薬物乱用」70,000
部
○学校に通っていない青少年を視野
に入れた啓発拠点の拡大
　街頭ビジョン、電車内モニター・イ
ンターネット等における危険ドラッグ
乱用防止啓発動画の放映
○薬物乱用防止活動率先校の公表
　 ポスターの部　51校、標語の部
91校、高校生会議参加校　2校
○都で発見又は海外で流行してい
た未規制薬物について、国に先駆け
て都知事指定薬物として指定すると
ともに、医薬品医療機器等法規制に
向けた検討のための情報提供を国
に対し行った。（14物質）
○試買調査等危険ドラッグ検査件
数：142品目（うち法・条例指定薬物
検出：34品目）

め、次の対策を展開する。
○薬物乱用防止教室の実施
○啓発パンフレット、リーフレット等
の作成・配布
○危険ドラッグに関する教員研修

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 60／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

327 信号機の導入・整備 警視庁

○歩車分離式信号機の導入
　子供の利用機会が多い交差点を
対象に、歩行者と車両の通行を時間
的に分離する。
○歩行者感応式信号機の導入
　子供の利用機会が多い主要幹線
道路上の道路幅員が広い信号を対
象に、歩行速度の遅い子供を横断
歩道上で感知した場合に安全に横
断できるよう歩行者信号の青時間を
延長させる。

（歩車分離式信号機の導入）
南大井六丁目（品川区）含む６箇所
を実施。

（歩行者感応式信号機の導入）
西馬込交番前（大田区）を実施。

（歩車分離式信号機の導入）
深川高校前交差点（江東区）含む１
１箇所を実施。

（歩行者感応式信号機の導入）
飛田給駅入口（調布市）含む４箇所
を実施。

（歩車分離式信号機の導入）
市場青果門交差点（中央区）を含む
16か所に整備

（歩行者感応式信号機の導入）
清川二丁目西交差点（台東区）に整
備

（歩車分離式信号機の導入）
神田警察署前交差点（千代田区）を
含む24か所に整備

（歩行者感応式信号機の導入）
金町二丁目交差点（ 飾区）を含む
７か所に整備

（歩車分離式信号機の導入）
南貝取小学校入口交差点（多摩市）
を含む３５か所に整備

（歩行者感応式信号機等の導入）
方南一丁目横断路（杉並区）に含む
８か所に整備

（歩車分離式信号機の導入）
聖橋交差点（千代田区）を含む５７か
所に整備

（歩行者感応式信号機等の整備）
柿の木坂陸橋下交差点（目黒区）に
整備

328 ☆自転車の安全利用の推進 都民安全推進本部

（都民安全推進本部）
○「東京都自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例」等の理念
に基づき、小学生用、幼稚園・保育
園の園児保護者用など、対象別に
自転車安全利用に関するリーフレッ
トを作成し配布するとともに、自転車
シミュレータを活用した参加・体験型
の自転車安全教室を、教育庁等と
の連携により学校等で開催する。

（都民安全推進本部、警視庁）
〇自転車の幼児用座席に乗車させ
た幼児の安全対策を推進する。
○ヘルメットの着用を促進する。

（警視庁）
〇子供と保護者が一緒に学ぶことが
できる参加・体験・実践型の交通安
全教室を開催する。
〇中学生以上に対して、スタントマン
による交通事故再現スタントを中心

○リーフレットの作成、配布：都内の
幼・小・中・高等学校等の児童・生徒
などへ１７５万部配布
○小学校、中学校、高校等における
自転車シミュレータ安全教室の開
催：127回

○リーフレットの作成、配布：都内の
幼・小・中・高等学校等の児童・生徒
などへ183万部配布
○小学校、中学校、高校等における
自転車シミュレータ安全教室の開
催：120回

○リーフレットの作成、配布：都内の
幼・小・中・高等学校等の児童・生徒
などへ167万部配布
○小学校、中学校、高校等における
自転車シミュレータ安全教室の開
催：118回
○児童及びその保護者などに対して
ヘルメットの着用に関する広報啓発
活動を実施

○都内の幼・小・中・高等学校等の
児童・生徒などへリーフレットの作
成・配布：約129万部

○小学校、中学校、高校等における
自転車シミュレータ交通安全教室：
108回

○スポーツタイプ等の自転車利用者
を主な対象にヘルメットの着用に関
する広報啓発活動を実施

○自転車教室実施状況
　・幼児等　　  2,704人
　・小学生　 165,046人
　・中学生　　73,192人
　・高校生　　42,937人

○都内の幼・小・中・高等学校等の
児童・生徒などへリーフレットの作
成・配布：約126万部

○小学校、中学校、高校等における
自転車シミュレータ交通安全教室：
77回

○自転車教室実施状況
　・幼児等　　  3,921人
　・小学生　 180,117人
　・中学生　　88,400人
　・高校生　　54,212人

○都内の幼・小・中・高等学校等の
児童・生徒などへリーフレットの作
成・配布：約135万部

○小学校、中学校、高校等における
自転車シミュレータ交通安全教室：
70回

328 ☆自転車の安全利用の推進 警視庁

　子供の安全を確保するために、以
下のことに取り組む。

（警視庁）
○子供と保護者が一緒に学ぶことが
できる参加・体験・実践型の交通安
全教室を開催する。
○中学生以上に対して、スタントマン
による交通事故再現スタントを中心
とした自転車安全教室を実施し、交
通ルールの遵守意識の向上を図
る。
○新聞、テレビ、ラジオ、インター
ネット等、各種広報媒体を活用して、
自転車の安全利用について広報啓
発を推進する。

（警視庁、都民安全推進本部）
〇自転車の幼児用座席に乗車させ
た幼児の安全対策の推進
○幼児用ヘルメットの着用促進

自転車教室実施状況
○　幼児等・・・・・31回、      144人
○　小学生・・・ 819回、   83,150人
○　中学生・・・・142回、   41,192人
○　高校生・・・・・41回、   13,103人

自転車教室実施状況
○　幼児等・・・・・94回、      2,099人
○　小学生・・ 1,569回、   153,240人
○　中学生・・・・265回、     69,928人
○　高校生・・・・・89回、     27,447人

自転車教室実施状況
○　幼児等 ・・・159回、       4,166人
○　小学生 ・・1,730回、   174,009人
○　中学生 ・・・303回、     72,195人
○　高校生 ・・・117回、     32,250人

自転車教室実施状況
○　幼児等 ・・・143回、       4,382人
○　小学生 ・・1,818回、   162,738人
○　中学生 ・・・320回、     73,955人
○　高校生 ・・・131回、     45,883人

自転車教室実施状況
○　幼児等　　  2,704人
○　小学生　 165,046人
○　中学生　　73,192人
○　高校生　　42,937人

自転車教室実施状況
○　幼児等　　  3,921人
○　小学生　 180,117人
○　中学生　　88,400人
○　高校生　　54,212人

329 ☆地域幹線道路の整備 建設局

　幹線道路の整備が進んでいないエ
リアでは、周辺道路の渋滞のため、
地域に用事のない通過交通が生活
道路に流入している。このため、地
域幹線道路を整備し、安心で安全な
まちを実現する。

補助第230号線、西東京３・４・９など
で整備を推進。

補助第230号線、西東京３・４・９など
で整備を推進。

補助第74号線、八王子３・４・28など
で整備を推進。

補助第２３０号線、八王子３・４・２８
などで整備を推進。

浜町北砂町線（岩井橋）、東村山３・
４・１８などで整備を推進。

補助第７４号線、東村山３・４・１５の
２号線などで整備を推進。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 61／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

330 ☆連続立体交差事業 建設局
　歩行者の安全や道路交通の円滑
化などを図るため、鉄道の立体化を
行い、踏切を除却する。

西武新宿線、京王京王線など５路線
６箇所で整備を推進。

西武新宿線、京王京王線など４路線
５箇所で整備を推進。

○西武新宿線、京王京王線など４路
線５箇所で整備を推進。

○西武新宿線、京王京王線など４路
線５箇所で整備を推進。

○西武新宿線、京王京王線など６路
線８箇所で整備を推進。

○西武新宿線、京王京王線など７路
線９箇所で整備を推進。
○京成押上線（押上駅～八広駅間）
の京成曳舟駅付近を高架化し、８か
所の踏切を除却
（累計除却数：395か所）

331
☆子育て世代への情報発信・
普及啓発

生活文化局

　乳幼児の事故防止ガイドの作成の
ほか、子育て世代が多く集まる各種
イベント、東京消防庁防災館、区市
町村が開催する消費生活展等、多
様な主体と連携し、家の中の危険や
子供服の安全性など子供の事故防
止に関する模型・パネル等の展示を
活用して、より多くの保護者や子供
に体験型の啓発を行っていく。

○「年齢の異なる子供のいる家庭で
の乳幼児の事故防止ガイド」作成・
配布（45,000部）
○「防水スプレーを安全に使いましょ
う」の注意喚起リーフレット作成・配
布（６万部）
○「くらしフェスタ東京」（10月9日～
12月9日WEB開催）に出展し、生活
の中で起こった事故事例やヒヤリ
ハット事例及び事故を防ぐポイントを
紹介し、日常生活の中で起きる事故
への注意喚起を実施
○区市町村が実施する消費生活展
等で模型・パネル等の貸出しを実施
（１市）

○「帰省先などの自宅とは異なる住
まいでの乳幼児の事故防止ガイド」
作成・配布（45,000部）
○ベビーゲート等の安全な使用の注
意喚起リーフレット作成・配布（10万
部）
○本所防災館「おやこぼうさいたい
けん」において子供の生活事故防止
に関する講演を実施するとともに、
模型・啓発パネルを展示（5月）
○「丸の内キッズジャンボリー」（8
月）、「くらしフェスタ東京」（10月）に
出展し、家の中や子供服の危険に
関する模型・啓発パネルや、高齢者
に係る家の中の危険パネル、防炎
製品等を展示
○区市町村が実施する消費生活展
等で模型・パネル等の貸出しを実施
（１区、コロナ対応により展示は中
止）

○「乳幼児の寝ているときの事故防
止ガイド」作成・配布（45,000部）
○啓発誌「Safe Kids-子供を事故か
ら守るために-」作成・配布（7,500部）
○電気ポッドによる子供のやけどの
注意喚起リーフレット作成・配布（10
万部）
○本所防災館「おやこぼうさいたい
けん」において子供の生活事故防止
に関する講演を実施するとともに、
模型・啓発パネルを展示（5月）
○「丸の内キッズジャンボリー」（8
月）、「くらしフェスタ東京」（10月）、
「子育て応援Tokyoプロジェクト」（９
月、１月）に出展し、家の中や子供服
の危険に関する模型・啓発パネル等
を展示
○区市町村が実施する消費生活展
等で模型・パネル等の展示を実施
（６区市等）

○啓発誌「Safe Kids-子供を事故か
ら守るために-」作成・配布（10万部）
○子供のベランダからの転落事故
の注意喚起リーフレット作成・配布
（10万部）
○本所防災館「おやこぼうさいたい
けん」において子供の生活事故防止
に関する講演を実施するとともに、
模型・啓発パネルを展示（5月）
○「丸の内キッズジャンボリー」（8
月）、「くらしフェスタ東京」（10月）、
「子育て応援Tokyoプロジェクト」（７
～３月）に出展し、家の中や子供服
の危険に関する模型・啓発パネル等
を展示
○区市町村が実施する消費生活展
等で模型・パネル等の展示を実施（4
区市等）

○「乳幼児の家庭内の水回り事故防
止ガイド」作成、配布（6万5千部）
○乳幼児の歯みがき中の喉突き事
故防止の注意喚起リーフレット作成・
配布（10万部）
○本所防災館「おやこぼうさいたい
けん」において子供の生活事故防止
に関する講演を実施（5月）
○立川・本所防災館で家の中や子
供服の危険に関する模型・パネル等
を展示（本所4～5月、立川2月）
○「丸の内キッズジャンボリー」（8
月）、「くらしフェスタ東京」（10月）、
「子育て応援Tokyoプロジェクト」（10
～3月）に出展し、家の中や子供服
の危険に関する模型・パネル等を展
示
○区市町村が実施する消費生活展
等で模型・パネル等の展示を実施（8
区市）

○「乳幼児の身の回りの製品事故防
止ガイド」作成、配布（4万4千部）
○子供のコイン形電池等誤飲事故
防止の注意喚起リーフレット作成・配
布（10万部）
○本所防災館「こどもぼうさいたいけ
ん」において子供の生活事故防止に
関する講演を実施（5月）
○立川・本所防災館で家の中や子
供服の危険に関する模型・パネル等
を展示（本所4～5月、立川8～9月）
○「丸の内キッズジャンボリー」（8
月）、「くらしフェスタ東京」（10月）、
「子育て応援Tokyoプロジェクト」（2～
3月）に出展し、家の中や子供服の
危険に関する模型・パネル等を展示
○区市町村が実施する消費生活展
等で模型・パネル等の展示を実施（5
区市）

332 災害用ミルク等の確保 福祉保健局

　乳幼児用の調製粉乳と哺乳瓶4日
分（災害発生後の最初の3日分は区
市町村、都は以降の4日分）をランニ
ングストック方式で備蓄する。

備蓄量（令和3年３月３１日時点）
粉ミルク：12,915,600ｇ（内、アレル
ギー児用ミルク508,400ｇ）
哺乳瓶：10,000本

備蓄量（令和２年３月３１日時点）
粉ミルク：19,375,472ｇ（内、アレル
ギー児用ミルク592,400ｇ）
哺乳瓶：10,000本

備蓄量
粉ミルク：19,375,472ｇ（内、アレル
ギー児用ミルク592,400ｇ）
哺乳瓶：10,000本

備蓄量
粉ミルク：19,375,472ｇ（内、アレル
ギー児用ミルク592,400ｇ）
哺乳瓶：10,000本

333 ☆安全な商品の普及 生活文化局

　事業者等と連携して、子供の安全
に配慮した商品見本市を開催し、商
品のＰＲ強化、事業者による安全な
商品の開発・製造、販売・流通拡大
の促進、商品を主体的に選択・購入
する消費者の育成を図る。

○セーフティグッズフェアは、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により中
止

○第14回キッズデザイン賞における
審査料
補助：18件

○「令和元年度セーフティグッズフェ
ア」の実施
　・令和2年1月24～25、2月1日
　・会場
　１月24、25日　北千住会場
　2月1日　武蔵村山会場
　・主催　東京都
      （特非）ｷｯｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ協議会
　・内容
　　ｷｯｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ賞受賞商品展示・販
売、子供の危険に関する模型・啓発
パネルの展示、企業向けセミナー、
親子で学べるワークショップ

○第13回キッズデザイン賞における
審査料
補助：24件

○「平成30年度セーフティグッズフェ
ア」の実施
　・平成31年1月25～26、2月2日
　・会場
　１月25日、26日　二子玉川
　 2月 2日　京王聖蹟桜ヶ丘
　・主催　東京都
      （特非）ｷｯｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ協議会
　・内容
　　ｷｯｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ賞受賞商品展示・販
売、子供の危険に関する模型・啓発
パネルの展示、企業向けセミナー、
親子で学べるワークショップ

○第12回キッズデザイン賞における
審査料
補助：25件

○「平成29年度セーフティグッズフェ
ア」の実施
　・平成30年1月20、26～28日
　・会場
　20日　京王聖蹟桜ヶ丘ショッピング
センターアウラホール
　26日　豊洲文化センター
　27,28日　ららぽーと豊洲
　・主催　東京都
   （特非）ｷｯｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ協議会
　・内容
　　ｷｯｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ賞受賞商品展示・販
売、子供の危険に関する模型・啓発
パネルの展示、企業向けセミナー、
親子で学べるワークショップ

○第11回キッズデザイン賞における
審査料
補助：31件

○「セーフティグッズフェアwithサイエ
ンスアゴラ2016」の実施
　・平成28年11月4日（金）～6日（日）
　・会場：東京都立産業技術研究セ
ンター（１階・３階）
　・主催：東京都、（地独）東京都立
産業技術研究センター、（特非）キッ
ズデザイン協議会、（国研）産業技術
総合研究所
　・内容：キッズデザイン賞受賞商品
展示・販売、子供の安全に関する模
型・パネルの展示、企業向けセミ
ナー、親子で学べるワークショップ
○第10回キッズデザイン賞における
審査料補助：24件

○「セーフティグッズフェアwithサイエ
ンスアゴラ2015」の実施
　・平成27年11月13日（金）～15日
（日）
　・会場：東京都立産業技術研究セ
ンター（１階・３階）
　・主催：東京都、（地独）東京都立
産業技術研究センター、（特非）キッ
ズデザイン協議会、（国研）産業技術
総合研究所
　・内容：キッズデザイン賞受賞商品
展示・販売、子供の安全に関する模
型・パネルの展示、企業向けセミ
ナー、親子で学べるワークショップ
○第9回キッズデザイン賞における
審査料補助：22件

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 62／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

334
住宅困窮度に応じた入居者選
定方式の実施

住宅政策本部

　住宅に困窮している18歳未満の子
供が3人以上いる多子世帯が、「多
子世帯ポイント方式募集」や「多子
世帯優遇抽選制度」を活用し、一般
より優先・優遇的に都営住宅に入居
できるよう、入居者の選定を実施す
る。

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　２年度募集戸数　4,703戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　２年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　２年度割当て戸数　52戸
○若年・夫婦子育て世帯向け期限
付き入居制度
 　２年度募集戸数　　1,511戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　元年度募集戸数　4,600戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　元年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　元年度割当て戸数　52戸
○若年・夫婦子育て世帯向け期限
付き入居制度
 　元年度募集戸数　　1,500戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　30年度募集戸数　4,600戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　30年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　30年度割当て戸数　52戸
○若年・夫婦子育て世帯向け期限
付き入居制度
 　30年度募集戸数　　1,500戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　29年度募集戸数　3,510戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　29年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　29年度割当て戸数　52戸
○若年・夫婦子育て世帯向け期限
付き入居制度
 　29年度募集戸数　　1,500戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　28年度募集戸数　3,050戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
　28年度募集戸数　 2,580戸（ポイン
ト方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 　28年度割当て戸数　52戸
○多子世帯向け期限付き入居制度
 　28年度募集戸数　　20戸

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
 27年度募集戸数　2,950戸（世帯向
け募集全体）
○ポイント方式による募集
 27年度募集戸数　　 2,580戸（ポイ
ント方式募集全体）
○母子生活支援施設転出者向け特
別割当て
 27年度割当て戸数　52戸
○多子世帯向け期限付き入居制度
 27年度募集戸数　　20戸

337
公社住宅における子育て世帯
への入居支援

住宅政策本部

○優先入居の実施
　子育て世帯の入居機会を確保し、
居住の安定が図られるよう、新築募
集における「子育て世帯倍率優遇制
度」、空き家先着順募集における「子
育て世帯等優先申込制度」の利用を
促進する。
○近居の支援
　世代間で助け合いながら安心して
生活できるよう、子育て世帯が親族
の近くに住む近居を支援するため、
新規募集における「近居世帯倍率優
遇制度」とともに、空き家募集におい
て事前に登録することで優先的に入
居できる「近居であんしん登録制度」
を実施する。

○新築(建替）住宅募集における当
選倍率の優遇
　令和元年度募集戸数150戸（子育
て世帯27世帯が当選）
○あき家先着順募集における優先
申込み
　令和元年度募集戸数2,106戸（子
育て世帯788世帯が成約）
○あき家先着順募集における事前
登録による優先あっせん
　令和元年度成約件数107件（うち子
育て世帯15世帯）

○新築(建替）住宅募集における当
選倍率の優遇
　令和元年度募集戸数150戸（子育
て世帯27世帯が当選）
○あき家先着順募集における優先
申込み
　令和元年度募集戸数2,106戸（子
育て世帯788世帯が成約）
○あき家先着順募集における事前
登録による優先あっせん
　令和元年度成約件数107件（うち子
育て世帯15世帯）

○新築(建替）住宅募集における当
選倍率の優遇
　平成30年度募集戸数326戸（子育
て世帯127世帯が当選）
○あき家先着順募集における優先
申込み
　平成30年度募集戸数1,994戸（子
育て世帯751世帯が成約）
○あき家先着順募集における事前
登録による優先あっせん
　平成30年度成約件数98件（うち子
育て世帯20世帯）

○新築(建替）住宅募集における当
選倍率の優遇
　平成29年度募集戸数18戸（子育て
世帯11世帯が当選）
○あき家先着順募集における優先
申込み
　平成29年度募集戸数1,796戸（子
育て世帯571世帯が成約）
○あき家先着順募集における事前
登録による優先あっせん
　平成29年度成約件数48件（うち子
育て世帯８世帯）

○新築(建替）住宅募集における当
選倍率の優遇
　平成28年度募集戸数27戸（子育て
世帯22世帯が当選）
○あき家先着順募集における優先
申込み
　平成28年度募集戸数985戸（子育
て世帯249世帯が成約）

○新築(建替）住宅募集における当
選倍率の優遇
　平成27年度募集戸数36戸（子育て
世帯24世帯が当選）
○あき家先着順募集における優先
申込み
　平成27年度募集戸数887戸（子育
て世帯192世帯が成約）

335
小学校就学前の子育て世帯へ
の入居機会の確保

住宅政策本部

　都営住宅における、小学校就学前
の子供のいる世帯を優遇抽選制度
により一般優先的に都営住宅に入
居できるよう、平成19年度から入居
者の選定を実施する。

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　　２年度募集戸数　4,703戸（世帯
向け募集全体）

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　　元年度募集戸数　4,600戸（世帯
向け募集全体）

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　　30年度募集戸数　4,600戸（世帯
向け募集全体）

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　　29年度募集戸数　3,510戸（世帯
向け募集全体）

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　　28年度募集戸数　3,050戸（世帯
向け募集全体）

○都営住宅の当選倍率の優遇制度
　　27年度募集戸数　2,950戸（世帯
向け募集全体）

338
☆子育て世帯に配慮した住宅
の供給促進

住宅政策本部 ■

　子育て支援サービスとも連携した
子育て世帯向けの質の高い住宅を
都が認定するなど、子育て世帯に配
慮した住宅の供給を促進する。

認定戸数　延べ1,261戸 認定戸数　延べ1,253戸 認定戸数　延べ1,189戸 認定戸数　延べ440戸 認定戸数　280戸 平成28年2月22日　認定制度開始

336 地域開発整備事業 住宅政策本部

　都営住宅の建設に伴い、必要とな
る道路・公園等の公共施設や保育
所・児童館等の公益的施設を、「地
域開発要綱」に基づき、整備するこ
とにより、良好な市街地の形成や生
活環境の向上を図る。

保育所等子育て支援施設の実績な
し

保育所等子育て支援施設の実績な
し

辰巳一丁目住宅　保育所 東大泉三丁目第4住宅　　保育所
北青山三丁目住宅　　保育所
豊洲四丁目住宅　　　 保育所

保育所等子育て支援施設の実績な
し

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 63／67
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339 シックハウス対策 福祉保健局

　化学物質による子供の健康への
影響を予防するため、庁内で組織す
る「居室内の有害化学物質に関する
連絡会議」等により、各局が連携し、
「化学物質の子供ガイドライン（室内
空気編）」や「健康・快適居住環境の
指針（平成２８年度　改定版）」等を
活用した室内環境保健対策を推進
する。
　また、子供が利用する施設の担当
者を対象とした「化学物質健康問題
に関する講習会」の開催や、区市町
村保育担当者会等におけるガイドラ
イン等の周知及び包括補助事業を
活用した化学物質の測定実施の促
進等の取組を進める。

○区市町村担当者への保育事務説
明会において、ガイドラインの周知
及び子供家庭支援区市町村包括補
助事業を活用した化学物質の測定
等の実施促進に関する説明（令和２
年度　書面配布）
○区市町村の保育園等の子供が利
用する施設の所管担当者や設計・
施工等の関係者を対象とした「令和
元年度　化学物質健康問題に関す
る講習会」の開催（令和３年３月２５
日から動画配信）
○リーフレット「施設で決める換気の
ルール」や新生児を迎える家庭向け
のリーフレット「赤ちゃんのための室
内環境」等を活用し、化学物質低減
の普及啓発を実施
○庁内連絡会議の開催（3月12日～
19日書面開催）

○区市町村担当者への保育事務説
明会において、ガイドラインの周知
及び子供家庭支援区市町村包括補
助事業を活用した化学物質の測定
等の実施促進に関する説明（令和元
年６月27日、278名）
○区市町村の保育園等の子供が利
用する施設の所管担当者や設計・
施工等の関係者を対象とした「令和
元年度　化学物質健康問題に関す
る講習会」の開催（令和元年９月24
日、108名）
○リーフレット「施設で決める換気の
ルール」や新生児を迎える家庭向け
のリーフレット「赤ちゃんのための室
内環境」等を活用し、化学物質低減
の普及啓発を実施
○庁内連絡会議の開催（新型コロナ
ウイルス感染症の発生状況を踏ま
え中止）

○区市町村担当者への保育事務説
明会において、ガイドラインの周知
及び子供家庭支援区市町村包括補
助事業を活用した化学物質の測定
等の実施促進に関する説明（平成30
年６月22日、276名）
○区市町村の保育園等の子供が利
用する施設の所管担当者や設計・
施工等の関係者を対象とした「平成
30年度　化学物質健康問題に関す
る講習会」の開催（平成30年７月11
日、131名）
○リーフレット「施設で決める換気の
ルール」や新生児を迎える家庭向け
のリーフレット「赤ちゃんのための室
内環境」等を活用し、化学物質低減
の普及啓発を実施
○庁内連絡会議の開催（平成31年２
月21日）

○区市町村担当者への保育事務説
明会において、ガイドラインの周知
及び子供家庭支援区市町村包括補
助事業を活用した化学物質の測定
等の実施促進に関する説明（平成２
９年６月２６日、２４４名）
○区市町村の保育園等の子供が利
用する施設の所管担当者や設計・
施工等の関係者を対象とした「平成
２９年度　化学物質健康問題に関す
る講習会」の開催（平成２９年７月３
１日、８２名）
○リーフレット「施設で決める換気の
ルール」や新生児を迎える家庭向け
のリーフレット「赤ちゃんのための室
内環境」等を活用し、化学物質低減
の普及啓発を実施
○庁内連絡会議の開催（平成３０年
２月２３日）

○区市町村担当者への保育事務説
明会において、ガイドラインの周知
及び子供家庭支援区市町村包括補
助事業を活用した化学物質の測定
等の実施促進に関する説明（平成２
８年６月１０日、２４９名）
○区市町村の保育園等の子供が利
用する施設の所管担当者や設計・
施工等の関係者を対象とした「平成
２８年度　化学物質健康問題に関す
る講習会」の開催（平成２８年６月２
７日、９１名）
○リーフレット「施設で決める換気の
ルール」や新生児を迎える家庭向け
のリーフレット「赤ちゃんのための室
内環境」等を活用し、化学物質低減
の普及啓発を実施
○庁内連絡会議の開催（平成２９年
３月２８日）

○区市町村担当者への保育事務説
明会において、ガイドラインの周知
及び子供家庭支援区市町村包括補
助事業を活用した化学物質の測定
等の実施促進に関する説明（平成27
年６月12日、260名）
○区市町村の保育園等の子供が利
用する施設の所管担当者や設計・
施工等の関係者を対象とした「平成
27年度　化学物質健康問題に関す
る講習会」の開催（平成27年7月１
日、115名）
○リーフレット「施設で決める換気の
ルール」や新生児を迎える家庭向け
のリーフレット「赤ちゃんのための室
内環境」等を活用し、化学物質低減
の普及啓発を実施
○庁内連絡会議の開催（平成28年3
月１７日）

340
子育て家庭の外出環境の整備
「赤ちゃん・ふらっと」

福祉保健局

　子育て家庭が、気軽に外出できる
よう、授乳やおむつ替えなどができ
る「赤ちゃん・ふらっと」を保育所や公
共施設等、身近な地域に設置する
区市町村を支援するほか、都立施
設、民間施設にも設置を進める。

整備か所数：16か所（計1,543か所）
（6か所廃止）

整備か所数：37か所（計1,533か所）
（15か所廃止）

整備か所数：53か所（計1,511か所）
（16か所廃止）

整備か所数：55か所（計1,474か所）
（41か所廃止）

整備か所数：106か所（計1,460か所）
（7か所廃止）

整備か所数：105か所（計1,361か所）
（6か所廃止）

341 ☆水辺空間の魅力向上 建設局

　子供連れでも安全に安心して散策
できるテラス等の水辺散策路を早期
に整備するとともに、水辺空間の緑
化を推進する。
　「水の都」東京の再生に向け、隅田
川・日本橋川等の河川において、人
の流れや賑わいの創出、情報の発
信、住民が主役となった河川利用の
仕組み作りを推進する。

隅田川など、スーパー堤防を整備
（累計で 42地区の概成）
大栗川、乞田川など0.5haを緑化

隅田川など、スーパー堤防を整備
（累計で 40地区の概成）
新河岸川、乞田川など0.7haを緑化

隅田川など、スーパー堤防を整備
（累計で 35地区の概成）
呑川、境川など1.5haを緑化

隅田川など、スーパー堤防を整備
（累計で 34地区の概成）
呑川、境川など0.8haを緑化

隅田川など、スーパー堤防を整備
（累計で31地区の概成）
中川、乞田川など1.1haを緑化

隅田川など、スーパー堤防を整備
（累計で 30地区の概成）
呑川、境川など0.8haを緑化

342 ☆緑の拠点となる公園の整備 建設局
　都民に安らぎやレクリエーションの
場を提供する都立公園の整備を推
進する。

・舎人公園外８公園を新規整備
・新規開園面積3.9ha
　 （平成27～令和２年度　延べ
31.6ha）

・旧岩崎邸庭園外９公園を新規整備
・新規開園面積4.1ha
　 （平成27～令和元年度　延べ
27.7ha）

・旧岩崎邸庭園外7公園を新規整備
・新規開園面積6.2ha
　 （27～30年度　延べ23.6ha）

・東伏見公園外12公園を新規整備
・新規開園面積2.9ha
 （27～29年度　延べ17.4ha）

・東伏見公園外１３公園を新規整備
・新規開園面積７．０ha
 （27～28年度　延べ１４．５ha）

・東伏見公園外１３公園を新規整備
・新規開園面積７．５ha

343
☆こころとからだを育てる活動
体験（野外体験・里山体験）の
活動広場拠点づくり

建設局

　都市化や家族形態の変化により、
都市生活の中では得られなくなった
野外体験や里山体験を親子連れ、
高齢者など、多くの都民が都立公園
で楽しめる広場を整備する。
　野外体験や里山体験を通じて自然
と親しむ機会を提供し、快適さを備
えた公園整備を行うことにより、都心
や丘陵地の公園に来園する都民が
増加し楽しめる公園の整備をする。

・狭山公園で工事着手に必要な調査
および関連部署との調整を実施
（現在、上記１か所で事業を進めて
おり、これをモデルケースとして検証
した後、残りの公園へ展開してい
く。）

・狭山公園で工事着手に必要な調整
を関連部署と実施
（現在、上記１か所で事業を進めて
おり、これをモデルケースとして検証
した後、残りの公園へ展開してい
く。）

・狭山公園管理所改修実施設計が
完了
（現在、上記１か所で事業を進めて
おり、これをモデルケースとして検証
した後、残りの公園へ展開してい
く。）

狭山公園で基本設計実施
委託検討の成果をもとに、事業計画
を検討

平成26年度全体事前調査基本計画
作成
平成27年度対応案の検討及び公園
の選定

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 64／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

344
☆心のバリアフリーに向けた普
及啓発の強化への支援

福祉保健局

　心のバリアフリーに関するガイドラ
インを活用するなどして、学校や地
域でのユニバーサルデザイン教育
や福祉のまちづくりサポーター等の
養成、事業者の接遇向上に向けた
普及啓発等の様々な取組を行う区
市町村を支援することで、全ての人
が平等に参加できる社会や環境に
ついて考え、必要な行動を続ける心
のバリアフリーを推進する。

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった9区市に対し補助
を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった14区市に対し補
助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった16区市に対し補
助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった15区市に対し補
助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった12区市に対し補
助を実施。

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった11区市に対し補
助を実施。

345
☆情報バリアフリーの充実へ
の支援

福祉保健局

　地域のバリアフリーマップの作成
やＩＣＴを活用した歩行者の移動支
援、コミュニケーション支援ボードの
普及など、区市町村の様々な取組を
支援し、誰もが必要な情報を容易に
入手できる環境を整備する。

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった8区市に対し補助
を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった11区市に対し補
助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった10区市に対し補
助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった10区市に対し補
助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった9区市に対し補助
を実施。

「地域福祉推進包括補助事業」の中
でメニュー化。
協議申請のあった13区市に対し補
助を実施。

346
心と情報のバリアフリーに向け
た普及推進

福祉保健局

　小中学生を対象とした心のバリア
フリーに関する広報活動や、障害者
等用駐車区画の適正利用に向けた
普及啓発に取り組むとともに、ユニ
バーサルデザインに関する情報サイ
ト「とうきょうユニバーサルデザイン
ナビ」の活用促進を図り、サイトを通
じて心と情報のバリアフリーに係る
普及啓発を行う。

・障害者等用駐車区画の普及啓発
の実施
・とうきょうユニバーサルデザインナ
ビの運営
・だれでもトイレ情報のオープンデー
タ化

・心のバリアフリー普及啓発ポスター
コンクールの実施
・障害者等用駐車区画の普及啓発
の実施
・とうきょうユニバーサルデザインナ
ビの運営
・だれでもトイレ情報のオープンデー
タ化

・心のバリアフリー普及啓発ポスター
コンクールの実施
・障害者等用駐車区画の普及啓発
の実施
・とうきょうユニバーサルデザインナ
ビの運営
・だれでもトイレ情報のオープンデー
タ化

347
東京都福祉のまちづくり条例の
運用等

福祉保健局

○建築物、道路、公園、公共交通施
設等の新設又は改修の際に、整備
基準に適合した整備を図る。
○区市町村に委任した届出、指導・
助言、適合証交付等運用事務の円
滑な実施に向けた制度の周知、特
例交付金の交付等を行う。※所管行
政庁：独自条例制定による適用除外
8区市を除く区市町村

（令和2年実績）
整備基準適合証の交付　4件
届出の受理　990件

（令和元年実績）
整備基準適合証の交付　7件
届出の受理　1,234件

整備基準適合証の交付　6件
届出の受理　1,216件

整備基準適合証の交付　10件
届出の受理　1,217件

整備基準適合証の交付　10件
届出の受理　1,244件

整備基準適合証の交付　8件
届出の受理　1,235件

348

区市町村福祉のまちづくりに関
する基盤整備事業
〔地域福祉推進区市町村包括
補助事業〕

福祉保健局

　区市町村が自ら行う福祉のまちづ
くり条例に適合した公共的施設、道
路、公園等の整備や、小規模店舗な
ど身近な建築物のバリアフリー化整
備を行う民間事業者に対する整備
費の一部を助成する事業に対し支
援を行う。

「地域福祉推進包括補助事業」の予
算の範囲内で補助。
協議申請のあった3２区市町に対し
補助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の予
算の範囲内で補助。
協議申請のあった32区市町に対し
補助を実施。
（交付決定ベース）

「地域福祉推進包括補助事業」の予
算の範囲内で補助。
協議申請のあった27区市町に対し
補助を実施。

「地域福祉推進包括補助事業」の予
算の範囲内で補助。
協議申請のあった２9区市町に対し
補助を実施。

「地域福祉推進包括補助事業」の予
算の範囲内で補助。
協議申請のあった30区市町に対し
補助を実施。

「地域福祉推進包括補助事業」の予
算の範囲内で補助。
協議申請のあった31区市町に対し
補助を実施。

349
福祉のまちづくり功労者に対す
る知事感謝状の贈呈

福祉保健局

　東京都の福祉のまちづくりの推進
について顕著な功績のあった個人ま
たは団体に感謝状を贈呈することに
より、福祉のまちづくりの取組を広く
普及させる。

感謝状贈呈件数　２件
(受賞団体)
特定非営利活動法人日本バリアフ
リー協会
認定特定非営利活動法人トラッソス

感謝状贈呈件数　５件
(受賞団体)
八王子自助具工房フレンズ
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
すみだ布の絵本の会「花」
西東京市障がい者福祉をすすめる
会

感謝状贈呈件数　１件
(受賞団体)
烏山駅前通り商店街振興組合

感謝状贈呈件数　5件
(受賞団体)
生活協同組合コープみらい
株式会社京王電業社
佐藤工機株式会社
志水　勇祐
特定非営利活動法人リーブ・ウィズ・
ドリーム

感謝状贈呈件数　3件
(受賞団体)
ひの手話サークル
朗読サークル「ひの」
台東区友愛訪問員協議会

感謝状贈呈件数　5件
受賞団体
株式会社イトーヨーカ堂
有限会社さいとう工房　代表取締役
斎藤省
大森学園高等学校　車いすメンテナ
ンスグループ
南千住第二中学校レスキュー部
世田谷泉高等学校

350
☆ユニバーサルデザインのま
ちづくり緊急推進事業

福祉保健局

　障害者等を含めた住民参加による
建築物や公園等の点検調査を行
い、その意見を踏まえた改修を行う
区市町村を支援する。

協議申請のあった３７区市町に対し
補助を実施。

協議申請のあった４７区市町に対し
補助を実施。

協議申請のあった４５区市町に対し
補助を実施。

◆…第２期計画において追加した事業
☆…「未来の東京」戦略事業 65／67



事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

351
☆心のバリアフリーサポート企
業連携事業

福祉保健局

　心のバリアフリーの推進に向けて、
従業員への普及啓発の実施等に自
ら取り組むとともに、都や区市町村
の取組に協力する企業を「心のバリ
アフリーサポート企業」として登録
し、取組状況を公表する。

令和２年度は新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止及び企業等へ
の負担軽減を考慮して募集を見送
り。
令和元年度好事例企業のパネル展
示を第一本庁舎1階で実施。

登録数　115社 登録数　150社

352
鉄道駅総合バリアフリー推進
事業（バリアフリー基本構想等
作成費補助）

都市整備局

　地域の面的かつ一体的なバリアフ
リー化を推進するため、バリアフリー
新法に基づきバリアフリー基本構想
及び移動等円滑化促進方針を作成
する区市町村に対し補助を行う。ま
た、情報提供や技術的助言を行い、
地域のバリアフリー化を推進する。

実績
・協議会等を通じ、区市町村に基本
構想及び促進方針作成の技術的支
援を実施
・基本構想等作成費補助事業を実
施（基本構想1区1市、促進方針1区）
<参考>バリアフリー基本構想を作成
した区市町村の数30区市（21区9
市）、移動等円滑化促進方針を作成
した区市町村の数１区

実績
・協議会等を通じ、区市町村に基本
構想及び促進方針作成の技術的支
援を実施
・基本構想作成費の補助はなし
・（参考）バリアフリー基本構想を作
成した区市町村の数30区市（21区9
市）、移動等円滑化促進方針を作成
した区市町村の数１区

実績
　基本構想作成費補助事業を実施
（2区）
　<参考バリアフリー基本構想を作成
した区市町村の数30区市（21区9市）

実績
　基本構想作成費補助事業を実施
（3区）
　<参考バリアフリー基本構想を作成
した区市町村の数　30区市（21区9
市）

実績
　基本構想作成費補助事業を実施
（４区）
　<参考バリアフリー基本構想を作成
した区市町村の数　29区市（20区9
市）

○説明会等を通じ、区市町村に基本
構想の作成を促す。
○基本構想作成費補助事業を実施
（３地区）
○「バリアフリー基本構想」を作成し
た区市町村の数　28区市（19区9市）

353
☆鉄道駅総合バリアフリー推
進事業（鉄道駅エレベーター等
整備事業）

都市整備局

　エレベーター等の整備を促進し鉄
道駅における円滑な移動を確保する
ため、区市町村と連携してエレベー
ター等の整備に対する補助を行う。
なお、鉄道駅エレベーター等整備事
業（東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会会場周辺駅等）につ
いては、エレベーター等の整備を行
う鉄道事業者に対し補助を行う。（交
通局・東京メトロを除く。）

補助実績
　4駅
　<参考> 281駅（事業開始からの各
年度の補助実績合計）

補助実績
　8駅
　<参考> 277駅（事業開始からの各
年度の補助実績合計）

補助実績
　8駅
　<参考> 269駅（事業開始からの各
年度の補助実績合計）

補助実績
　９駅
　<参考> 261駅（事業開始からの各
年度の補助実績合計）

補助実績
　５駅
　<参考>252駅（事業開始からの各
年度の補助実績合計）

補助実績
　２駅
　<参考>247駅（事業開始からの各
年度の補助実績合計）

354
☆鉄道駅総合バリアフリー推
進事業（ホームドア等整備促進
事業）

都市整備局

　ホームドアの整備を促進し鉄道駅
における安全性を確保するため、区
市町村と連携してホームドアの整備
に対する補助を行う。なお、ホームド
ア等整備促進事業（東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会会場
周辺駅等）については、ホームドア
等の整備を行う鉄道事業者に対し補
助を行う。（交通局・東京メトロを除
く。）

補助実績
　ホームドア整備　16駅
に対して補助を実施

補助実績
　ホームドア整備　10駅
　内方線付き点状ブロック整備　1駅
に対して補助を実施

補助実績
　ホームドア整備　17駅
　内方線付き点状ブロック整備　5駅
に対して補助を実施

補助実績
　15駅

補助実績
　6駅

補助実績
　6駅

355 ☆地下高速鉄道建設助成 都市整備局

　地下高速鉄道の建設促進を図る
ため、交通局及び東京メトロが施行
する、地下高速鉄道の新線建設、耐
震補強及び大規模改良（ホームド
ア、エレベーター等整備含む。）に対
する補助を行う。

・東京都交通局及び東京地下鉄株
式会社におけるエレベーター等によ
る１ルート整備率

令和元年度末　９６％

・東京都交通局及び東京地下鉄株
式会社におけるエレベーター等によ
る１ルート整備率

平成３０年度末　９２％

・東京都交通局及び東京地下鉄株
式会社におけるエレベーター等によ
る１ルート整備率

平成３０年度末　９２％

※東京都福祉のまちづくり条例整備
基準外設備を利用するルートは除外

・東京都交通局及び東京地下鉄株
式会社におけるエレベーター等によ
る１ルート整備率

平成２９年度末　９０％

※東京都福祉のまちづくり条例整備
基準外設備を利用するルートは除外

・東京都交通局及び東京地下鉄株
式会社におけるエレベーター等によ
る１ルート整備率（福祉保健局デー
タより）

平成２８年度末　８８％

※東京都福祉のまちづくり条例整備
基準外設備を利用するルートは除外

・東京都交通局及び東京地下鉄株
式会社におけるエレベーター等によ
る１ルート整備率（福祉保健局デー
タより）

平成２７年度末　８７％

※東京都福祉のまちづくり条例整備
基準外設備を利用するルートは除外

356
だれにも乗り降りしやすいバス
整備事業

都市整備局

　民営バス事業者が整備するノンス
テップバスに対し、購入経費の一部
を補助することにより、だれでも乗り
降りしやすいバスの導入促進を図
る。

９両 ２０両 ４５両 ３６両 85両 39両

◆…第２期計画において追加した事業
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事業名 主管局

数
値
目
標

事業概要
令和２年度実績

（速報値）
令和元年度実績 平成30年度実績 平成29年度実績 平成28年度実績 平成27年度実績事業No.

357 ☆道路のバリアフリー化 建設局

　東京2020大会の会場や観光施設
周辺等の都道、多くの人が日常生活
で利用する主要駅や生活関連施設
を結ぶ都道等について、バリアフ
リー化を推進する。

○競技会場周辺等　16km整備完了
○令和元年に国が指定した特定道
路　9km整備完了

【参考・内訳】
競技会場周辺  2km整備完了
観光地周辺　　　3km整備完了
避難道路　　　　 1km整備完了
主要駅周辺　　　10km整備完了
特定道路　　　　9km整備完了

○競技会場周辺等　39km整備完了

【参考・内訳】
競技会場周辺  15km整備完了

観光地周辺　　　7km整備完了

避難道路　　　　 6km整備完了

主要駅周辺　　　11km整備完了

○競技会場周辺等　30km整備完了

【参考・内訳】
競技会場周辺  15km整備完了

観光地周辺　　　6km整備完了

避難道路　　　　 1km整備完了

主要駅周辺　　　8km整備完了

○競技会場周辺等　21km整備完了

【参考・内訳】
競技会場周辺 13km整備完了
観光地周辺　　　2km整備完了
主要駅周辺　　　6km整備完了

○競技会場周辺等　21km整備完了

【参考・内訳】
競技会場周辺　13km整備完了
観光地周辺　　　3km整備完了
主要駅周辺　　　5km整備完了

○特定道路・想定特定道路　20km
（完了）
○競技会場周辺等　　　    　  8km

【参考内訳】
想定特定道路                  20km
競技会場周辺　　　　　　２km
観光地周辺　　　　　　　１km
主要駅周辺　　　　　　　５km

358 歩道の整備・改善 建設局

　歩道が無い又は狭い箇所におい
て、バリアフリーに配慮した歩道整
備を推進し、安全で快適な歩行空間
の形成を図る。
　また、現道の補修に併せ、歩道の
拡幅や段差・勾配の改善などによ
り、歩行空間の確保・改善を行う。

○歩道整備整備済延長　1,507㎞

○歩道改善整備済延長　  259㎞

○歩道整備整備済延長　1,505㎞

○歩道改善整備済延長　  257㎞

○歩道整備整備済延長　1,504㎞

○歩道改善整備済延長　  253㎞
○歩道整備整備済延長　1,503㎞
○歩道改善整備済延長　  250㎞

○歩道整備整備済延長　1,501㎞
○歩道改善整備済延長　  247㎞

○歩道整備整備済延長　1,498㎞
○歩道改善整備済延長　  241㎞

359
地下鉄車両へのフリースペー
ス導入

交通局

　新型車両に更新する際には、各車
両にフリースペースを設置する。
　また、小さなお子様連れのお客様
が安心して気兼ねなく電車を利用で
きるよう、大江戸線の一部の車両に
子育て応援スペースを試験導入して

浅草線７編成、大江戸線４編成導
入。
子育て応援スぺースは都民や利用
者に対して調査を実施し、今後の方
向性を検討。

７編成導入済み 8編成導入済み

360 トイレの改修（グレードアップ） 交通局

　老朽化している浅草線、三田線、
新宿線のトイレについて、出入口の
段差解消、ベビーチェア・ベビーシー
トの増設、パウダーコーナーの設置
など、機能性と清潔感を備えたトイレ
にグレードアップする。

３か所のグレードアップ竣工 6か所のグレードアップ竣工 4か所のグレードアップ竣工

361
マタニティマークの普及への協
力

交通局

　出産や子育て支援のため、妊娠中
のお客様やそのご家族等に対する
マタニティマークの無償配布を引き
続き行う。また、駅貼りポスターや車
内ステッカー等により、マークの普及
促進に努める。

マタニティマークの無償配布、ステッ
カー及びシールの電車・バス車内掲
出

マタニティマークの無償配布、ステッ
カー及びシールの電車・バス車内掲
出

マタニティマークの無償配布、ステッ
カー及びシールの電車・バス車内掲
出

マタニティマークの無償配布、ステッ
カー及びシールの電車・バス車内掲
出

マタニティマークの無償配布、ステッ
カー及びシールの電車・バス車内掲
出

マタニティマークの無償配布、ステッ
カー及びシールの電車・バス車内掲
出

363
子育て応援とうきょうパスポー
ト事業

福祉保健局

　社会全体で子育て家庭を応援する
機運を醸成する本事業の趣旨に賛
同する企業や店舗等の善意により、
18歳未満の子供や、妊娠中の方が
いる世帯に様々なサービスを提供す
る。

○サイト及びアプリ登録者数
１３４，５７０人（令和３年３月末時点）
○協賛店
５，３６２店（令和３年３月末時点）

○サイト及びアプリ登録者数
８３，５７１人（令和２年３月末時点）
○協賛店
４，６３８店（令和２年３月末時点）

○サイト及びアプリ登録者数
４９，８９８人（平成３１年３月末時点）
○協賛店
４，２９７店（平成３１年３月末時点）

◆…第２期計画において追加した事業
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